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イルスを、「チャイニーズ・ウイルス」や

「カンフルー」などと繰り返し表現したこ

とに端を発し、人種や宗教への偏見に基づ

くアジア系アメリカ人に対する憎悪犯罪

（ヘイトクライム・アジアンヘイト）が発

生し、社会問題化しました。 

  また、中国では、ゼロコロナ政策に対す

る市民の抗議活動が中国政府により弾圧さ

れるなど、基本的な人権が侵害される問題

も散見される事態となりました。 

5. 世界規模で経済や社会、政治にまで広く

影響が及ぶようなパンデミックの中、国民

の命を守ることが各国政府に求められてい

たにもかかわらず、人権を侵害・抑圧する

ような状況があったことは大きな問題です。

世界中のすべての人がパンデミックという

同じ問題を共有していた今だからこそ、改

めて人権の重要性を再確認することが求め

られています。

 

(２) ロシアのウクライナ軍事侵攻が世界を大きく変容

① 安全保障環境の変化と核の脅威 

1. 世界が新型コロナから立ち直り、以前の

日常を取り戻しかけていた矢先の2022年２

月24日、ロシアはウクライナ東部のロシア

系住民をウクライナ軍の攻撃から守り、ロ

シアに対する欧米の脅威に対抗するという

正当防衛を主張し、「特殊軍事作戦」と称

してウクライナへの軍事侵攻を開始しまし

た。これは、明らかな国際法違反であり、

一般市民の生命や生活を脅かし人道上の危

機を深刻化させる暴挙は断じて許されるも

のではありません。 

2. ロシアによる軍事侵攻を受け、ＮＡＴＯ

（北大西洋条約機構）は防衛体制を強化す

る方針を示すとともに、加盟国の国防費目

標を「ＧＤＰ比２％」に引き上げる可能性

を示唆しています。また、第二次世界大戦

後、軍備の増強を抑えてきたドイツも、防

衛費を拡大させる方針へと転換をはかりま

した。 

  また、これまで「軍事的中立」を掲げて

きたフィンランドやスウェーデンはＮＡＴ

Ｏ加盟を申請し、４月４日にフィンランド

の加盟が正式決定するなど、プーチン大統

領のＮＡＴＯ分断の思惑に反して、軍事侵

攻前よりも拡大が続く状況となっています。 

3. プーチン大統領は軍事侵攻以降、核兵器

の使用をちらつかせ、５月には隣国のベラ

ルーシに戦術核兵器の配備を開始するなど、

「核の恫喝」を続けており、国連も常任理

事国かつ核保有国であるロシアの暴挙を批

判しています。また、バイデン米大統領も、

「キューバ危機以来の核の脅威だ」と非難

しています。 

4. 一方で、プーチン大統領は、アメリカも

2003年にイラクに大量破壊兵器があるとし

て、国連安全保障理事会（安保理）の決議

を経ず一方的に軍事侵攻したこと、さらに

は、核シェアリング【１】としてＮＡＴＯ加

盟国に核兵器を配備しているにも関わらず、

国際法違反や人権侵害などとロシアを批判

していることなどに対し、アメリカおよび

西欧のダブルスタンダードであると批判を

強めており、大国同士の非難の応酬が続い

ています。 

 

② 世界経済が混乱、労働者へも大きな影響 

5. ロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、
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Ⅰ 基本認識～取り巻く情勢 
 

1. 国際的な政治・経済状況 
 
 
① 新型コロナウイルス感染症のパンデミックは世界を大きな混乱の渦に巻き込みまし

た。しかし、徐々に落ち着きを見せウィズコロナへと転換がはかられる中で、今度はイ

ンフレ高進によって生活は厳しさを増しています。 

② こうした中で起こったロシアによるウクライナへの軍事侵攻によって、世界は大きく

変容することとなりました。安全保障の危機に直面した欧州を中心とした軍備強化、核

の脅威は世界を覆い、経済への影響、物価やエネルギー価格の高騰が労働者などに大き

な影響を及ぼしています。 

③ 米中による覇権争いも深刻化するなど、世界は混迷を極めていますが、気候変動対策

などを中心に国際的な協調が求められています。その中で平和と安定に資するよう多方

向の平和外交を展開していくことこそ日本が果たしうる役割です。 
 

(１) 世界を覆った新型コロナウイルス感染症の状況

① ウィズコロナへの転換、経済活動の再開

とインフレ 

1. 新型コロナウイルスの世界的大流行から

３年余が経過する中、感染の波は幾度にも

わたり世界を覆い、経済活動の停滞、サプ

ライチェーンの混乱を招きました。また、

中国の「ゼロコロナ政策」をはじめとする

厳しい外出制限、都市封鎖（ロックダウン）

が行われるなど、人々の生活は大きく制限

されてきました。 

  しかし、世界的なワクチン接種の進行と

集団免疫を獲得したことなどもあり、終息

とまではいえないものの感染者数は一定の

落ち着きを見せつつあります。 

2. 欧米では日本よりも一足早く経済活動が

再開される一方で、需要の急速な高まり、

食料などの供給ショック、労働力不足など

を背景に世界的にインフレが高進し、人々

の生活は厳しさを増しています。 

3. ＷＨＯ（世界保健機関）は「国際的に懸

念される公衆衛生上の緊急事態」の宣言を

2023年５月５日に解除しました。今後もさ

らなる変異株の発生などの恐れもあり予断

を許しませんが、世界経済はパンデミック

前まで完全には戻らないまでも回復の兆し

を見せており、世界的にウィズコロナへと

転換がはかられてきています。 

 

② 露呈した人種差別、人権侵害 

4. 新型コロナウイルスは、人種差別や人権

侵害などの問題を生じさせました。アメリ

カでは、トランプ前大統領が新型コロナウ
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ルギー導入などの取り組みが進められてい

ます。 

  しかし、今回の軍事侵攻後、ロシアによ

る天然ガス供給量の大幅な制限により世界

のエネルギー需給がひっ迫し、欧州を中心

に自国の経済を回すため、相対的に安価で

調達しやすい反面、二酸化炭素排出量の多

い石炭利用が急増するなど、国連が中心と

なり世界が一丸となって取り組むべき気候

変動対策は一時ブレーキをかけざるを得な

くなりました。 

10. また、ＥＵでは27ヵ国中13ヵ国が原子力

発電を行っており、オランダ、イギリス、

フランスなどは原発の新建設などを進める

一方で、ドイツは５月に全原発を停止する

など、各国の原発に対する方針は大きく異

なっています。一方で、ロシア軍によるウ

クライナ国内の原発の占拠によって有事へ

の備えの難しさが浮き彫りとなりましたが、

ロシアに依存しないエネルギー供給のため、

原子力のグリーンエネルギーへの位置づけ

を強めようとする動きもあるなど、その扱

いをめぐり対立が続いています。 

11. ＷＦＰ（国連世界食糧計画）は、紛争や

干ばつ、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大などの影響で、深刻な食料不足に陥っ

ている人々は82ヵ国で約３億人にのぼって

いると警鐘を鳴らしており、食料問題の深

刻化などさらなる懸念も示されています。 

   いずれにしても、気候変動対策は世界の

喫緊の課題です。対策のスピードが遅くな

れば、さらなる気候変動による食料危機、

ツバルやキリバスに象徴されるような海面

上昇による陸地の浸水（沈没）など、まさ

に生存権に直結する深刻な影響も懸念され

ています。 

 

(３) 「民主主義ＶＳ権威主義」で分断の懸念も

① 引き続く米中覇権争い 

1. ３月に行われた中露首脳会談では、「双

方は多極化する世界秩序の構築を加速する」

などとしてアメリカをけん制するなど連携

強化をアピールする共同声明を発表しまし

たが、中国からロシアへの軍事的な支援に

ついての具体的な言及はなされず、現時点

では中国として一線を引いている様子がう

かがえます。 

  他方で、中国は南沙・西沙諸島において

岩礁や暗礁を大規模に埋め立てて人工島を

造成し、それらを軍事基地化していますが、

この動きは力による現状変更を軍事侵攻に

よってしようとするロシアに重なるものが

あることには留意する必要があります。 

2. 中国中心の経済圏構築をめざす「一帯一

路【２】」構想は、アジアやアフリカのみな

らず南米など世界規模に及んでおり、対中

国債務をＧＤＰ比10％以上抱えた国が44ヵ

国に達したとの調査もあります。しかし、

これは中国が途上国支援と引き換えに権益

を取り上げる「債務の罠」とよばれており、

スリランカは2022年にデフォルトに陥り、

重要インフラが中国の手中に落ちることと

なるなど、中国は戦略的に経済面での覇権

を拡大しています。 

  また、中国は中東離れを進めるアメリカ

の間隙を突くように、長年衝突を繰り返し

てきたイランとサウジアラビアの関係正常

化に仲介役を果たし中東での存在感を高め

るなど、内政不干渉の独自の外交を展開し、

友好国を増やしています。一方で、2023年
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それまで気候変動などで顕在化していた食

料危機の悪化、さらにはエネルギーなどの

供給不足を招き、コロナ禍からの回復過程

で生じていたインフレに拍車をかけること

となりました。欧米を中心に経済制裁を課

す一方で、エネルギーのロシア依存を強め

てきた欧州ではエネルギーの供給不足に直

面し、価格高騰も問題化する事態となりま

した。 

  また、ロシアとウクライナは世界有数の

穀物の輸出大国であり、輸出拠点の港が一

時封鎖されるなどの供給の混乱を引き起こ

したほか、軍事侵攻以前から高まっていた

小麦やトウモロコシなどの価格のさらなる

高騰、肥料価格の高止まりなど、世界的な

食料ショックをもたらしました。このよう

に、冷戦後平和であることを前提に作り上

げられてきたグローバル経済は非常に脆く、

ひとたび戦争が起これば供給網の混乱と大

きなダメージを引き起こすことが明らかと

なりました。 

6. コロナ禍から回復過程にあった世界経済

にも影を落とすことになりました。中国の

ゼロコロナ政策の撤回がプラスに働いたも

のの、これまでの金融政策が通用しないイ

ンフレが根強いこと等も踏まえ、ＩＭＦ

（国際通貨基金）は、４月11日、2023年の

世界全体の成長率を2.8％（前期比マイナ

ス0.1ポイント）と下方修正しています。

また、人手不足を背景にした賃金上昇など

インフレ圧力は予想以上に根強く各国の中

央銀行が金利引き上げにより十分にコント

ロールできていないことなどを要因として、

「物価が多くの国で元通りになるには2025

年までかかる」との見通しも示しています。 

  世界銀行も３月に2022～2030年の成長率

が年平均で2.2％減速するとの見通しを示

すとともに、インフレ抑制のため各国の中

央銀行が金融引き締めに転じた影響で2023

年の世界経済は景気後退が想定され、大規

模な金融危機が発生することも危惧される

としており、世界経済の先行きは極めて不

透明な状況にあるといえます。 

7. ＩＬＯ（国際労働機関）が１月に公表し

た「世界の雇用及び社会の見通し2023年版」

では、世界の雇用の伸びは1.0％にとどま

ると予測しており、世界経済の減速は、よ

り多くの労働者に雇用保障や社会保護を欠

いた質の低い、低賃金の仕事を受け入れさ

せ、新型コロナにより悪化させられた不平

等をさらに強調する可能性が高いと指摘す

るなど、世界の労働者にも大きな影響を及

ぼしています。 

8. 世界的に物価やエネルギー価格が高騰す

る中で、スリランカ、ペルーなどでは物価

対策を政府に求める大規模なデモが発生し、

一部では暴動にまで発展するケースも散見

されています。また、アメリカやイギリス、

ドイツなどでは労働者が物価高騰に見あっ

た賃上げを求め大規模なストライキを実施

するなど、物価高も踏まえた賃上げが世界

的な課題となっています。 

 

③ 気候変動対策に一時ブレーキ 

9. 環境面での影響も深刻化しています。干

ばつ、猛暑、豪雨など地球規模で自然災害

が激化し、食料の安定供給などにも大きな

影響が出る中、2020年以降の気候変動問題

に関する国際的な枠組みである「パリ協定」

に基づき、世界各国では温室効果ガスの削

減目標（2050年までのカーボンニュートラ

ル実現など）の達成にむけ、再生可能エネ

（6）　第１章　基本的考え方
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ルギー導入などの取り組みが進められてい

ます。 

  しかし、今回の軍事侵攻後、ロシアによ

る天然ガス供給量の大幅な制限により世界

のエネルギー需給がひっ迫し、欧州を中心

に自国の経済を回すため、相対的に安価で

調達しやすい反面、二酸化炭素排出量の多

い石炭利用が急増するなど、国連が中心と

なり世界が一丸となって取り組むべき気候

変動対策は一時ブレーキをかけざるを得な

くなりました。 

10. また、ＥＵでは27ヵ国中13ヵ国が原子力

発電を行っており、オランダ、イギリス、

フランスなどは原発の新建設などを進める

一方で、ドイツは５月に全原発を停止する

など、各国の原発に対する方針は大きく異

なっています。一方で、ロシア軍によるウ

クライナ国内の原発の占拠によって有事へ

の備えの難しさが浮き彫りとなりましたが、

ロシアに依存しないエネルギー供給のため、

原子力のグリーンエネルギーへの位置づけ

を強めようとする動きもあるなど、その扱

いをめぐり対立が続いています。 

11. ＷＦＰ（国連世界食糧計画）は、紛争や

干ばつ、新型コロナウイルス感染症の感染

拡大などの影響で、深刻な食料不足に陥っ

ている人々は82ヵ国で約３億人にのぼって

いると警鐘を鳴らしており、食料問題の深

刻化などさらなる懸念も示されています。 

   いずれにしても、気候変動対策は世界の

喫緊の課題です。対策のスピードが遅くな

れば、さらなる気候変動による食料危機、

ツバルやキリバスに象徴されるような海面

上昇による陸地の浸水（沈没）など、まさ

に生存権に直結する深刻な影響も懸念され

ています。 

 

(３) 「民主主義ＶＳ権威主義」で分断の懸念も

① 引き続く米中覇権争い 

1. ３月に行われた中露首脳会談では、「双

方は多極化する世界秩序の構築を加速する」

などとしてアメリカをけん制するなど連携

強化をアピールする共同声明を発表しまし

たが、中国からロシアへの軍事的な支援に

ついての具体的な言及はなされず、現時点

では中国として一線を引いている様子がう

かがえます。 

  他方で、中国は南沙・西沙諸島において

岩礁や暗礁を大規模に埋め立てて人工島を

造成し、それらを軍事基地化していますが、

この動きは力による現状変更を軍事侵攻に

よってしようとするロシアに重なるものが

あることには留意する必要があります。 

2. 中国中心の経済圏構築をめざす「一帯一

路【２】」構想は、アジアやアフリカのみな

らず南米など世界規模に及んでおり、対中

国債務をＧＤＰ比10％以上抱えた国が44ヵ

国に達したとの調査もあります。しかし、

これは中国が途上国支援と引き換えに権益

を取り上げる「債務の罠」とよばれており、

スリランカは2022年にデフォルトに陥り、

重要インフラが中国の手中に落ちることと

なるなど、中国は戦略的に経済面での覇権

を拡大しています。 

  また、中国は中東離れを進めるアメリカ

の間隙を突くように、長年衝突を繰り返し

てきたイランとサウジアラビアの関係正常

化に仲介役を果たし中東での存在感を高め

るなど、内政不干渉の独自の外交を展開し、

友好国を増やしています。一方で、2023年
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それまで気候変動などで顕在化していた食

料危機の悪化、さらにはエネルギーなどの

供給不足を招き、コロナ禍からの回復過程

で生じていたインフレに拍車をかけること

となりました。欧米を中心に経済制裁を課

す一方で、エネルギーのロシア依存を強め

てきた欧州ではエネルギーの供給不足に直

面し、価格高騰も問題化する事態となりま

した。 

  また、ロシアとウクライナは世界有数の

穀物の輸出大国であり、輸出拠点の港が一

時封鎖されるなどの供給の混乱を引き起こ

したほか、軍事侵攻以前から高まっていた

小麦やトウモロコシなどの価格のさらなる

高騰、肥料価格の高止まりなど、世界的な

食料ショックをもたらしました。このよう

に、冷戦後平和であることを前提に作り上

げられてきたグローバル経済は非常に脆く、

ひとたび戦争が起これば供給網の混乱と大

きなダメージを引き起こすことが明らかと

なりました。 

6. コロナ禍から回復過程にあった世界経済

にも影を落とすことになりました。中国の

ゼロコロナ政策の撤回がプラスに働いたも

のの、これまでの金融政策が通用しないイ

ンフレが根強いこと等も踏まえ、ＩＭＦ

（国際通貨基金）は、４月11日、2023年の

世界全体の成長率を2.8％（前期比マイナ

ス0.1ポイント）と下方修正しています。

また、人手不足を背景にした賃金上昇など

インフレ圧力は予想以上に根強く各国の中

央銀行が金利引き上げにより十分にコント

ロールできていないことなどを要因として、

「物価が多くの国で元通りになるには2025

年までかかる」との見通しも示しています。 

  世界銀行も３月に2022～2030年の成長率

が年平均で2.2％減速するとの見通しを示

すとともに、インフレ抑制のため各国の中

央銀行が金融引き締めに転じた影響で2023

年の世界経済は景気後退が想定され、大規

模な金融危機が発生することも危惧される

としており、世界経済の先行きは極めて不

透明な状況にあるといえます。 

7. ＩＬＯ（国際労働機関）が１月に公表し

た「世界の雇用及び社会の見通し2023年版」

では、世界の雇用の伸びは1.0％にとどま

ると予測しており、世界経済の減速は、よ

り多くの労働者に雇用保障や社会保護を欠

いた質の低い、低賃金の仕事を受け入れさ

せ、新型コロナにより悪化させられた不平

等をさらに強調する可能性が高いと指摘す

るなど、世界の労働者にも大きな影響を及

ぼしています。 

8. 世界的に物価やエネルギー価格が高騰す

る中で、スリランカ、ペルーなどでは物価

対策を政府に求める大規模なデモが発生し、

一部では暴動にまで発展するケースも散見

されています。また、アメリカやイギリス、

ドイツなどでは労働者が物価高騰に見あっ

た賃上げを求め大規模なストライキを実施

するなど、物価高も踏まえた賃上げが世界

的な課題となっています。 

 

③ 気候変動対策に一時ブレーキ 

9. 環境面での影響も深刻化しています。干

ばつ、猛暑、豪雨など地球規模で自然災害

が激化し、食料の安定供給などにも大きな

影響が出る中、2020年以降の気候変動問題

に関する国際的な枠組みである「パリ協定」

に基づき、世界各国では温室効果ガスの削

減目標（2050年までのカーボンニュートラ

ル実現など）の達成にむけ、再生可能エネ

Ⅰ　基本認識～取り巻く情勢　（7）
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抑圧なども数多く発生しているのが現状で

す。現に、国軍がクーデターによって政権

を掌握し市民や民主派への弾圧を強める

ミャンマー、アメリカにむけた挑発のため

度重なるミサイル発射や戦術核兵器開発を

示唆する一方で、住民統制を強める北朝鮮

などを見れば、負の側面も多大にあること

を認識しておく必要があります。 

9.  国際社会の分断など世界が不安定かつ混

迷を極めている状況にありますが、気候変

動対策などを中心に、国際的な協調が求め

られています。広島サミットの首脳宣言で

は、「法の支配に基づく自由で開かれた国

際秩序を堅持し、強化する」と明記されて

いますが、東西冷戦以降の国際秩序がＧ７

主導で構築されたのは、欧米を中心に圧倒

的な経済力があったからであり、新興国が

経済的に自立するなど、その状況は大きく

様変わりしようとしています。 

  「国際平和及び安全を維持すること」を

目的の一つとする国連が機能不全に陥る中、

今求められているのは、大国による価値観

の押し付けや対立への同調・加勢ではなく、

より丁寧な対話・外交であり、その中で日

本の立ち位置が問われています。少なくと

もアメリカ一辺倒（追従）の外交ではなく、

世界の平和と安定に資する多方向の平和外

交を展開していくことこそ日本が果たしう

る役割であるといえます。

 

 

2. 日本の社会・経済・政治などの状況 
 
 
① 物価高騰が続く中で、今こそ低位におかれ続けてきた労働者の賃金の流れを転換さ

せ、物価と賃金が相応に上がっていく好循環を生み出していくことが求められていま

す。あわせて、労働力人口が減少する中で、雇用対策や労働者保護施策を含む社会的

セーフティネットの整備も喫緊の課題です。 

② 岸田政権は安全保障政策をはじめ、国のあり方を大転換させようとしていますが、国

会・国民を軽視する政治姿勢は許されるものではなく、危機的な政治状況にあると認識

していく必要があります。 

③ 社会・将来への不安が渦巻く中で、誰もが安心して働き生活できる施策が求められて

います。そのためにも「人に寄り添う」政治へと転換していく必要があります。 
 

 

(１) 経済や雇用等の状況、推し進められようとする労働市場改革

① 新型コロナの状況 

1. 日本においても新型コロナウイルスは一

定の落ち着きをみせ、政府も５月８日から

感染症法上の位置づけを「５類」に変更す

るなどウィズコロナへと進み始めています。

ただし、新たな変異株などによる感染拡大

へは引き続き注意しておく必要があるとと

もに、これまでの教訓や対応の検証を行う

など、感染対策を継続していくことが不可

欠です。とくに、重症化しやすいとされる
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の中国の国防費は約30兆円と前年比で

7.2％増加し、さらなる軍備増強の姿勢を

示すなど、軍事・経済両面での覇権拡大を

目論んでいるといえます。 

3. アメリカは中国の対外拡張政策に対して

「自由で開かれたインド太平洋」構想を対

置し、軍事同盟であるＡＵＫＵＳ【３】、外

交・安全保障面でのＱｕａｄ【４】、ＩＰＥ

Ｆ【５】などにより中国の影響力拡大の抑制

をはかっています。 

  また、自動車や電子機器などの産業分野、

軍事技術にも不可欠な半導体の国内生産を

強化するとともに、米日韓などの関係を強

化し、先端半導体技術の対中輸出規制をは

かるなど対中包囲網を強めています。 

  一方で、バイデン米大統領は、中露を筆

頭とする権威主義陣営に対抗し、民主主義

諸国の結束を強化するとして「民主主義サ

ミット」を開催していますが、招待国の基

準が不透明なことなど、その理念だけで国

際社会を糾合することに懐疑的な見方が根

強く示されています。 

4. こうした中、台湾をめぐる米中対立の動

きも深刻化しています。４月には、台湾の

蔡総統とアメリカ下院議会のマッカーシー

議長が会談したことへ反発し、中国が台湾

周辺で軍事演習を展開するなど軍事的緊張

が高まったほか、６月の米中外相会談では

対話を継続するとしたものの、台湾問題に

関する議論は平行線をたどるなど、緊張緩

和の糸口すら見いだせていません。今後、

世界的な競争力を持つ半導体産業が経済、

安全保障の大きな争点となるなど、米中の

覇権争いが激化の様相を呈しています。 

② 世界の分断、経済のブロック化の懸念 

5. ロシアによるウクライナ侵攻の早期の停

戦終結は世界的な思いではあるものの、１

年以上が経過し、長期化の様相を呈してい

ます。欧米国内ではウクライナへの支援疲

れの声も聞かれる一方で、ロシアへの経済

制裁、ウクライナへの軍事支援について、

まさに引くに引けない状況が続いており、

経済的な分断、ブロック化が進むことも懸

念されています。 

6. ＮＡＴＯの新たな戦略概念では、ロシア

を「最も重要かつ直接的な脅威｣、太平洋

で軍事力を強化しつつある中国を「体制上

の挑戦」と明記するなど、欧米対中露の構

図が明確になっています。また、アメリカ

は「民主主義対権威主義」の構図を作り上

げ、南半球を中心とした途上国や新興国、

いわゆるグローバルサウス【６】との連携強

化を模索していますが、第三極的な立場と

してはどちらにもついていないのが現状で

す。 

7. これらの国の中には、これまでの欧米へ

の反感（アメリカによるイラク戦争、ＥＵ

の反移民政策など）や経済的な結びつきな

どからロシアに対する非難・制裁に距離を

置く国も多く、一概に「民主主義対権威主

義」の二項対立とはいえない状況にありま

す。このように、単純に二項対立を作り出

し、民主主義的な価値観の正当性を訴える

だけでは、ウクライナ情勢をはじめとする

世界の緊迫した事態を解決に導くことがで

きるかは極めて不透明です。 

8. ただし、権威主義については、新型コロ

ナ対策など迅速にトップダウンで施策を実

行できる側面もあるとされる一方で、報道

規制などの言論弾圧や不当逮捕などの人権

（8）　第１章　基本的考え方
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抑圧なども数多く発生しているのが現状で

す。現に、国軍がクーデターによって政権

を掌握し市民や民主派への弾圧を強める

ミャンマー、アメリカにむけた挑発のため

度重なるミサイル発射や戦術核兵器開発を

示唆する一方で、住民統制を強める北朝鮮

などを見れば、負の側面も多大にあること

を認識しておく必要があります。 

9.  国際社会の分断など世界が不安定かつ混

迷を極めている状況にありますが、気候変

動対策などを中心に、国際的な協調が求め

られています。広島サミットの首脳宣言で

は、「法の支配に基づく自由で開かれた国

際秩序を堅持し、強化する」と明記されて

いますが、東西冷戦以降の国際秩序がＧ７

主導で構築されたのは、欧米を中心に圧倒

的な経済力があったからであり、新興国が

経済的に自立するなど、その状況は大きく

様変わりしようとしています。 

  「国際平和及び安全を維持すること」を

目的の一つとする国連が機能不全に陥る中、

今求められているのは、大国による価値観

の押し付けや対立への同調・加勢ではなく、

より丁寧な対話・外交であり、その中で日

本の立ち位置が問われています。少なくと

もアメリカ一辺倒（追従）の外交ではなく、

世界の平和と安定に資する多方向の平和外

交を展開していくことこそ日本が果たしう

る役割であるといえます。

 

 

2. 日本の社会・経済・政治などの状況 
 
 
① 物価高騰が続く中で、今こそ低位におかれ続けてきた労働者の賃金の流れを転換さ

せ、物価と賃金が相応に上がっていく好循環を生み出していくことが求められていま

す。あわせて、労働力人口が減少する中で、雇用対策や労働者保護施策を含む社会的

セーフティネットの整備も喫緊の課題です。 

② 岸田政権は安全保障政策をはじめ、国のあり方を大転換させようとしていますが、国

会・国民を軽視する政治姿勢は許されるものではなく、危機的な政治状況にあると認識

していく必要があります。 

③ 社会・将来への不安が渦巻く中で、誰もが安心して働き生活できる施策が求められて

います。そのためにも「人に寄り添う」政治へと転換していく必要があります。 
 

 

(１) 経済や雇用等の状況、推し進められようとする労働市場改革

① 新型コロナの状況 

1. 日本においても新型コロナウイルスは一

定の落ち着きをみせ、政府も５月８日から

感染症法上の位置づけを「５類」に変更す

るなどウィズコロナへと進み始めています。

ただし、新たな変異株などによる感染拡大

へは引き続き注意しておく必要があるとと

もに、これまでの教訓や対応の検証を行う

など、感染対策を継続していくことが不可

欠です。とくに、重症化しやすいとされる
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の中国の国防費は約30兆円と前年比で

7.2％増加し、さらなる軍備増強の姿勢を

示すなど、軍事・経済両面での覇権拡大を

目論んでいるといえます。 

3. アメリカは中国の対外拡張政策に対して

「自由で開かれたインド太平洋」構想を対

置し、軍事同盟であるＡＵＫＵＳ【３】、外

交・安全保障面でのＱｕａｄ【４】、ＩＰＥ

Ｆ【５】などにより中国の影響力拡大の抑制

をはかっています。 

  また、自動車や電子機器などの産業分野、

軍事技術にも不可欠な半導体の国内生産を

強化するとともに、米日韓などの関係を強

化し、先端半導体技術の対中輸出規制をは

かるなど対中包囲網を強めています。 

  一方で、バイデン米大統領は、中露を筆

頭とする権威主義陣営に対抗し、民主主義

諸国の結束を強化するとして「民主主義サ

ミット」を開催していますが、招待国の基

準が不透明なことなど、その理念だけで国

際社会を糾合することに懐疑的な見方が根

強く示されています。 

4. こうした中、台湾をめぐる米中対立の動

きも深刻化しています。４月には、台湾の

蔡総統とアメリカ下院議会のマッカーシー

議長が会談したことへ反発し、中国が台湾

周辺で軍事演習を展開するなど軍事的緊張

が高まったほか、６月の米中外相会談では

対話を継続するとしたものの、台湾問題に

関する議論は平行線をたどるなど、緊張緩

和の糸口すら見いだせていません。今後、

世界的な競争力を持つ半導体産業が経済、

安全保障の大きな争点となるなど、米中の

覇権争いが激化の様相を呈しています。 

② 世界の分断、経済のブロック化の懸念 

5. ロシアによるウクライナ侵攻の早期の停

戦終結は世界的な思いではあるものの、１

年以上が経過し、長期化の様相を呈してい

ます。欧米国内ではウクライナへの支援疲

れの声も聞かれる一方で、ロシアへの経済

制裁、ウクライナへの軍事支援について、

まさに引くに引けない状況が続いており、

経済的な分断、ブロック化が進むことも懸

念されています。 

6. ＮＡＴＯの新たな戦略概念では、ロシア

を「最も重要かつ直接的な脅威｣、太平洋

で軍事力を強化しつつある中国を「体制上

の挑戦」と明記するなど、欧米対中露の構

図が明確になっています。また、アメリカ

は「民主主義対権威主義」の構図を作り上

げ、南半球を中心とした途上国や新興国、

いわゆるグローバルサウス【６】との連携強

化を模索していますが、第三極的な立場と

してはどちらにもついていないのが現状で

す。 

7. これらの国の中には、これまでの欧米へ

の反感（アメリカによるイラク戦争、ＥＵ

の反移民政策など）や経済的な結びつきな

どからロシアに対する非難・制裁に距離を

置く国も多く、一概に「民主主義対権威主

義」の二項対立とはいえない状況にありま

す。このように、単純に二項対立を作り出

し、民主主義的な価値観の正当性を訴える

だけでは、ウクライナ情勢をはじめとする

世界の緊迫した事態を解決に導くことがで

きるかは極めて不透明です。 

8. ただし、権威主義については、新型コロ

ナ対策など迅速にトップダウンで施策を実

行できる側面もあるとされる一方で、報道

規制などの言論弾圧や不当逮捕などの人権

Ⅰ　基本認識～取り巻く情勢　（9）
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によると、2022年10月１日時点の日本の人

口は約１億2,000万人（前年比75万人減）

と12年連続の減少、減少幅は統計をとり始

めた1950年以降で最大であり、15歳未満の

人口は約1,400万人と過去最低、75歳以上

の人口は約1,900万人で過去最高と、「人

口減少」「少子・高齢化」が急速に進んで

いることが明らかとなっています。また、

人口が増加したのは東京都だけであり、コ

ロナ禍でやや鈍化した「東京一極集中」の

流れが再び強まっている状況にあります。 

8. リクルートワークス研究所によれば、労

働者の供給不足が2040年に約1,100万人に

のぼると予測しており、構造的な少子・高

齢化により東京を除くすべての道府県で労

働者が不足すると分析するなど、東京と地

方の格差が一層拡大すると指摘しています。 

  また、厚生労働白書（2022年９月）によ

れば、2040年に医療福祉分野で96万人が不

足すると公表しています。そのほかにも運

輸・輸送業界、とりわけ物流業界の人手不

足が加速することが危惧される、いわゆる

「2024年問題」も間近に迫っています。 

9. 外国人労働者の確保も労働力不足の中で

課題となっています。政府は、６月９日に

特定技能制度【７】のうち「特定技能２号」

の対象業種を拡大することを閣議決定し、

有識者会議では、外国人技能実習制度の見

直しも検討されています。しかし、そもそ

も諸外国に比べ日本の賃金が上がっていな

いことから外国人労働者が日本での就労を

敬遠する傾向にあり、円安がそれに拍車を

かけている状況にあります。さらに、海外

で働く日本の若年層も増加傾向にあり、賃

金の面でもはや魅力的な国ではなくなりつ

つあります。 

  人口減少・少子・高齢社会が進む中で労

働力確保が日本全体で深刻な課題になる今、

公正労働の確保が喫緊の課題となっていま

す。 

 

④ 岸田政権が掲げる労働市場改革への懸念 

10. ３年にわたるコロナ禍によって、日本に

おいてもリモートワークなど働き方が大き

く変化してきました。また、世代ごとに差

異があるものの、労働者の働き方に対する

意識にも変化が起こり、企業もそれに対応

し始めてきています。 

11. こうした中、岸田政権は、「新しい資本

主義」実現にむけた方策の一つとして、

「リスキリングによる能力向上支援」、

「個々の企業の実態に応じた職務給の導

入」、「成長分野への円滑な労働移動」を

掲げていますが、諸外国とは働き方や賃金

形態、雇用法制（解雇ルール）が異なるこ

とから注意が必要であるといえます。 

12. また、業務委託、請負、フリーランスな

ど「雇用によらない働き方」が広がり始め

ています。業務委託契約を濫用し、労働法

規の適用を逃れるケースも散見され、ウー

バーイーツなどをはじめとするギグワー

カー【８】も増加しています。 

13. さらに、政府はＤＸ（デジタルトランス

フォーメーション）やＧＸ【９】（グリーン

トランスフォーメーション）などを成長戦

略に掲げていますが、雇用の受け皿となり

得るか、産業構造の転換が想定される中で

質の高い雇用や持続可能な地域経済の構築

など、「公正な移行」が確保されるかは極

めて不透明です。そもそも成長産業が作り

上げられていない中で、労働移動させるこ

と自体が目的化していることが問題であり、
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高齢者や基礎疾患のある人への対応、感染

拡大時の病床の確保など、課題の整理と対

策が求められています。 

2. 幾度にもわたる緊急事態宣言やまん延防

止措置などを経て、日本も世界と同様に経

済活動が再開・本格化している状況にあり

ます。一方で、コロナ禍においてこれまで

の生活様式や働き方も変わってきており、

とりわけ大きな影響が出た宿泊や飲食など

のサービス業、交通産業などではコロナ禍

前まで業績が回復するかは見通せません。 

  また、政府による、いわゆる「コロナ融

資」で経営を継続してきた中小企業も多く

ありますが、本格的な返済開始を迎えるこ

と、さらには世界的な物価高騰のもと価格

転嫁が進まない中で倒産件数も増加傾向に

あり、経済の先行きは不透明です。 

 

② 低位におかれてきた日本の賃金 

3. アベノミクス、異次元の金融緩和（円安

誘導）によって輸出企業を中心に企業業績

も改善、株価は大幅に上昇し、大企業を中

心に企業収益は上がりましたが、内部留保

にとどまり全体の労働分配率は回復してい

ません。また、政府はアベノミクスの成果

として雇用改善を誇示してきましたが、増

加した雇用者の７割を非正規が占めるのが

その実情です。 

4. 自民党と経済界が非正規雇用の拡大や低

賃金の状況を放置してきたことにより、日

本の賃金はＯＥＣＤ加盟国の中でも下位に

とどまっており、バブル経済崩壊以降、労

使ともに賃上げよりも雇用を守ることに終

始してきた日本の平均賃金は約30年間ほぼ

横ばいで推移している状況にあります。 

5. 日銀の異次元の金融緩和の継続が諸外国

との金利差を拡大し、円安の進行が今日の

インフレに拍車をかけ実質賃金もマイナス

が続いています。岸田首相は、アベノミク

スで「トリクルダウンは起きなかった」と

し、それまでの経済政策を改め、「成長と

分配の好循環」を実現するとして「人への

投資」など政策転換をはかるとしています。 

  しかし、アベノミクスと同様に企業活動

を支援する成長重視の政策が目立ち、アベ

ノミクスとの違いが不透明との指摘もなさ

れています。さらに、自民党総裁選で掲げ

た「金融所得課税」など、分配の強化によ

る格差是正施策は乏しく、その実効性と本

気度には疑問が呈されています。 

6. 物価等の高騰が続く中、2023連合春闘で

は大手企業を中心に賃上げが進み、３％台

半ばを超える水準を獲得しましたが、今春

闘で掲げた「５％程度」との目標には到達

せず、依然として物価上昇には追い付いて

いません。大手と全労働者の７割を占める

中小の格差を是正することが必要であり、

適正な価格転嫁も課題となる中で取引関係

の適正化も重要です。 

  また、非正規労働者への波及も道半ばで

あり、最低賃金の引き上げなど、働きに見

あった賃金、非正規労働者への対策が急務

であることに変わりありません。 

  今後の物価高騰の動向は不透明ですが、

物価と賃金が相応に上がっていく好循環を

生み出すため、労働組合として、引き続き

積極的に賃上げを求めるとともに、その流

れが継続するよう主体的に対応していく必

要があります。 

 

③ 人口減少の中で求められる労働力の確保 

7. 総務省が公表した人口推計（４月12日）

（10）　第１章　基本的考え方
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によると、2022年10月１日時点の日本の人

口は約１億2,000万人（前年比75万人減）

と12年連続の減少、減少幅は統計をとり始

めた1950年以降で最大であり、15歳未満の

人口は約1,400万人と過去最低、75歳以上

の人口は約1,900万人で過去最高と、「人

口減少」「少子・高齢化」が急速に進んで

いることが明らかとなっています。また、

人口が増加したのは東京都だけであり、コ

ロナ禍でやや鈍化した「東京一極集中」の

流れが再び強まっている状況にあります。 

8. リクルートワークス研究所によれば、労

働者の供給不足が2040年に約1,100万人に

のぼると予測しており、構造的な少子・高

齢化により東京を除くすべての道府県で労

働者が不足すると分析するなど、東京と地

方の格差が一層拡大すると指摘しています。 

  また、厚生労働白書（2022年９月）によ

れば、2040年に医療福祉分野で96万人が不

足すると公表しています。そのほかにも運

輸・輸送業界、とりわけ物流業界の人手不

足が加速することが危惧される、いわゆる

「2024年問題」も間近に迫っています。 

9. 外国人労働者の確保も労働力不足の中で

課題となっています。政府は、６月９日に

特定技能制度【７】のうち「特定技能２号」

の対象業種を拡大することを閣議決定し、

有識者会議では、外国人技能実習制度の見

直しも検討されています。しかし、そもそ

も諸外国に比べ日本の賃金が上がっていな

いことから外国人労働者が日本での就労を

敬遠する傾向にあり、円安がそれに拍車を

かけている状況にあります。さらに、海外

で働く日本の若年層も増加傾向にあり、賃

金の面でもはや魅力的な国ではなくなりつ

つあります。 

  人口減少・少子・高齢社会が進む中で労

働力確保が日本全体で深刻な課題になる今、

公正労働の確保が喫緊の課題となっていま

す。 

 

④ 岸田政権が掲げる労働市場改革への懸念 

10. ３年にわたるコロナ禍によって、日本に

おいてもリモートワークなど働き方が大き

く変化してきました。また、世代ごとに差

異があるものの、労働者の働き方に対する

意識にも変化が起こり、企業もそれに対応

し始めてきています。 

11. こうした中、岸田政権は、「新しい資本

主義」実現にむけた方策の一つとして、

「リスキリングによる能力向上支援」、

「個々の企業の実態に応じた職務給の導

入」、「成長分野への円滑な労働移動」を

掲げていますが、諸外国とは働き方や賃金

形態、雇用法制（解雇ルール）が異なるこ

とから注意が必要であるといえます。 

12. また、業務委託、請負、フリーランスな

ど「雇用によらない働き方」が広がり始め

ています。業務委託契約を濫用し、労働法

規の適用を逃れるケースも散見され、ウー

バーイーツなどをはじめとするギグワー

カー【８】も増加しています。 

13. さらに、政府はＤＸ（デジタルトランス

フォーメーション）やＧＸ【９】（グリーン

トランスフォーメーション）などを成長戦

略に掲げていますが、雇用の受け皿となり

得るか、産業構造の転換が想定される中で

質の高い雇用や持続可能な地域経済の構築

など、「公正な移行」が確保されるかは極

めて不透明です。そもそも成長産業が作り

上げられていない中で、労働移動させるこ

と自体が目的化していることが問題であり、
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高齢者や基礎疾患のある人への対応、感染

拡大時の病床の確保など、課題の整理と対

策が求められています。 

2. 幾度にもわたる緊急事態宣言やまん延防

止措置などを経て、日本も世界と同様に経

済活動が再開・本格化している状況にあり

ます。一方で、コロナ禍においてこれまで

の生活様式や働き方も変わってきており、

とりわけ大きな影響が出た宿泊や飲食など

のサービス業、交通産業などではコロナ禍

前まで業績が回復するかは見通せません。 

  また、政府による、いわゆる「コロナ融

資」で経営を継続してきた中小企業も多く

ありますが、本格的な返済開始を迎えるこ

と、さらには世界的な物価高騰のもと価格

転嫁が進まない中で倒産件数も増加傾向に

あり、経済の先行きは不透明です。 

 

② 低位におかれてきた日本の賃金 

3. アベノミクス、異次元の金融緩和（円安

誘導）によって輸出企業を中心に企業業績

も改善、株価は大幅に上昇し、大企業を中

心に企業収益は上がりましたが、内部留保

にとどまり全体の労働分配率は回復してい

ません。また、政府はアベノミクスの成果

として雇用改善を誇示してきましたが、増

加した雇用者の７割を非正規が占めるのが

その実情です。 

4. 自民党と経済界が非正規雇用の拡大や低

賃金の状況を放置してきたことにより、日

本の賃金はＯＥＣＤ加盟国の中でも下位に

とどまっており、バブル経済崩壊以降、労

使ともに賃上げよりも雇用を守ることに終

始してきた日本の平均賃金は約30年間ほぼ

横ばいで推移している状況にあります。 

5. 日銀の異次元の金融緩和の継続が諸外国

との金利差を拡大し、円安の進行が今日の

インフレに拍車をかけ実質賃金もマイナス

が続いています。岸田首相は、アベノミク

スで「トリクルダウンは起きなかった」と

し、それまでの経済政策を改め、「成長と

分配の好循環」を実現するとして「人への

投資」など政策転換をはかるとしています。 

  しかし、アベノミクスと同様に企業活動

を支援する成長重視の政策が目立ち、アベ

ノミクスとの違いが不透明との指摘もなさ

れています。さらに、自民党総裁選で掲げ

た「金融所得課税」など、分配の強化によ

る格差是正施策は乏しく、その実効性と本

気度には疑問が呈されています。 

6. 物価等の高騰が続く中、2023連合春闘で

は大手企業を中心に賃上げが進み、３％台

半ばを超える水準を獲得しましたが、今春

闘で掲げた「５％程度」との目標には到達

せず、依然として物価上昇には追い付いて

いません。大手と全労働者の７割を占める

中小の格差を是正することが必要であり、

適正な価格転嫁も課題となる中で取引関係

の適正化も重要です。 

  また、非正規労働者への波及も道半ばで

あり、最低賃金の引き上げなど、働きに見

あった賃金、非正規労働者への対策が急務

であることに変わりありません。 

  今後の物価高騰の動向は不透明ですが、

物価と賃金が相応に上がっていく好循環を

生み出すため、労働組合として、引き続き

積極的に賃上げを求めるとともに、その流

れが継続するよう主体的に対応していく必

要があります。 

 

③ 人口減少の中で求められる労働力の確保 

7. 総務省が公表した人口推計（４月12日）

Ⅰ　基本認識～取り巻く情勢　（11）
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月に閣議決定した「ＧＸ実現に向けた基本

方針」において、再生可能エネルギーを主

力電源とする一方で、「2050年までのカー

ボンニュートラル実現」を口実に、原則60

年とされた原発の運転期間を実質的に延長

可能とすること、さらには2022年７月の参

院選で公約に掲げていなかったにもかかわ

らず、突如として東京電力福島第一原発事

故以降政府が一貫して否定してきた建て替

えの容認にまで舵を切っています。政府は

エネルギー危機を理由の一つにあげていま

すが、そもそも東日本大震災以降も原発に

執着し、抜本的な転換策を講じてこなかっ

た政府の失政が招いた状況ともいえ、核の

ごみの最終処分場問題の解決策すら示せず、

核燃料サイクルはすでに破綻しているのが

現状です。 

  エネルギー確保という意味において、原

発の建て替え、新増設には相当の時間がか

かるものです。また、2030年度の電源構成

に占める原子力の比率を20～22％との方針

を達成するためには30基程度の稼働が必要

とされていることからしても、冷静に考え

れば非現実的であるといわざるを得ません。 

  また、世論調査ではエネルギー価格が高

騰する中でも、運転期間の延長、建て替え

について反対との回答が多数を占めており、

政府の方針は国民の意識からかけ離れたも

のであるといえます。 

  地震をはじめとする自然災害が多発する

日本において完璧な安全などあるはずもな

いことは、「安全神話」が脆くも崩れ去っ

た東京電力福島第一原発事故で明らかです。

東日本大震災からの復興も道半ば、そして

原発の廃炉作業の完了も見通せず、生まれ

育った土地からの避難を余儀なくされた住

民の帰還も進んでいない中で、エネルギー

危機に乗じて原発回帰を進める政府の姿勢

は断じて認められるものではありません。 

4. こうした重大な政策転換にもかかわらず、

政府与党のみで拙速に決定し、国会におけ

る議論を軽視するなど、政策決定プロセス

が歪められているのは重大な問題です。か

つて岸田首相自らが誇示していた「聞く力」

は微塵も感じられないなど、危険な政治状

況にあると認識しておく必要があります。 

 

② 推し進められる憲法改正議論 

5. 現在、自民党や日本維新の会などの改憲

勢力は、緊急事態条項【11】の新設を足掛か

りに改憲議論を推し進めようとしています

が、国民の権利を制限するような事柄につ

いても現行法令で対応が可能であり、議員

任期の延長も議論にあがっていますが、参

議院の緊急集会により国会の機能は維持さ

れることを踏まえれば、すぐさま憲法改正

が必要な状況にはありません。 

  また、本来であれば、2021年９月施行の

改正国民投票法の附則に基づくテレビＣＭ

やインターネット広告に関する規制の検討

を優先して行うべきですが、そうした議論

は極めて不十分であり各党の主張は平行線

のままです。 

6. 自民党の最終的な目標の一つは、平和国

家の基礎である憲法９条改正であり、日本

維新の会などの改憲勢力とともに、衆参の

憲法審査会において自衛隊の憲法９条への

明記などの議論を推し進めようとしていま

す。憲法は日本の最高法規であり、重要な

問題こそ時間をかけ少数意見も尊重すると

いう民主主義の基本は蔑ろにされています。

熟議もなきまま改憲議論を拙速に進めるこ
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政府の方針は場当たり的であるといわざる

を得ません。 

  今必要なのは、賃上げと研修・人材育成

などの「人への投資」であり、誰もが安心

して働き続けることができるようこれまで

以上の雇用対策や労働者保護施策を含む社

会的セーフティネットの整備が求められて

います。 

14. 他方で、６月16日に閣議決定された、 

 「経済財政運営と改革の基本方針」（以下、

骨太の方針2023）では、リスキリングなど

のほか、労働市場改革として、①雇用調整

助成金について、休業よりも教育訓練によ

る雇用調整を選択しやすくする助成率等の

見直し、②失業給付制度について、自己都

合離職により失業給付を受給できない期間

に、その申請前にリスキリングに取り組ん

でいる場合、会社都合の離職と同じ扱いに

するなどの要件緩和、③長期間雇用される

ほど優遇される退職所得課税制度の見直し、

などが盛り込まれています。 

  いずれも労働者にとって大きく影響する

内容であり、今後の議論動向を注視してお

く必要があります。 

 

(２) 戦後の安全保障政策をはじめ国のあり方を大転換させようとする岸田政権 

① 国会軽視、歪む政策決定プロセス 

1. 岸田政権は、ロシアによるウクライナへ

の軍事侵攻やエネルギー危機に乗じて、安

全保障政策や原発政策の大転換を十分な議

論もなく独断的に推し進めようとしていま

す。こうした政治姿勢は極めて問題があり、

立憲主義を蔑ろにする国会運営を繰り返し

ていることは看過できません。 

2. 2022年12月に閣議決定した、国の外交・

防衛政策の基本方針である、新たな「国家

安全保障戦略」をはじめ、「国家防衛戦略」

「防衛力装備計画」の、いわゆる「安全保

障関連３文書」では防衛力の抜本的強化を

掲げています。しかし、実際の中身は、ア

メリカからのミサイル購入などによる武力

増強が中心であり、有事の際の国民保護、

食料やエネルギー確保の問題などは軽視さ

れています。 

  また、岸田首相は、戦後日本が掲げてき

た「専守防衛【10】は不変」であると強調し

ていますが、敵基地攻撃能力保有と憲法と

の関係について議論は深まっておらず、安

全保障に関わるとして具体的ケースや内容

も明らかにしていません。  

  さらに、かつて膨らむ戦費が国民生活を

苦しめた反省から、建設国債を防衛費に充

てないとしてきた政府方針を議論もなく覆

したことや、自民党内から財源捻出のため

に国債償還ルール変更の検討も示唆される

など、総じて「ＧＤＰ比２％以上」との数

字ありきといわざるを得ません。 

  そもそも、国民を守るために必要なもの

は何か、そのための財源はいくらかなど、

具体的な内容も明確に示されない中で、国

民の理解が深まっているとは到底いえませ

ん。世論調査では防衛力強化はやむを得な

いとする声がある一方で、大幅な防衛費増

額や増税には反対との声も大きいことが、

その証左であるといえます。軍事的覇権を

強める中国やミサイル発射を繰り返す北朝

鮮などを仮想敵国とみなし、危機を過剰に

あおって軍備増強にひた走る政府の姿勢は

極めて問題です。 

3. 原発問題も同様です。政府は、2023年２

（12）　第１章　基本的考え方
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月に閣議決定した「ＧＸ実現に向けた基本

方針」において、再生可能エネルギーを主

力電源とする一方で、「2050年までのカー

ボンニュートラル実現」を口実に、原則60

年とされた原発の運転期間を実質的に延長

可能とすること、さらには2022年７月の参

院選で公約に掲げていなかったにもかかわ

らず、突如として東京電力福島第一原発事

故以降政府が一貫して否定してきた建て替

えの容認にまで舵を切っています。政府は

エネルギー危機を理由の一つにあげていま

すが、そもそも東日本大震災以降も原発に

執着し、抜本的な転換策を講じてこなかっ

た政府の失政が招いた状況ともいえ、核の

ごみの最終処分場問題の解決策すら示せず、

核燃料サイクルはすでに破綻しているのが

現状です。 

  エネルギー確保という意味において、原

発の建て替え、新増設には相当の時間がか

かるものです。また、2030年度の電源構成

に占める原子力の比率を20～22％との方針

を達成するためには30基程度の稼働が必要

とされていることからしても、冷静に考え

れば非現実的であるといわざるを得ません。 

  また、世論調査ではエネルギー価格が高

騰する中でも、運転期間の延長、建て替え

について反対との回答が多数を占めており、

政府の方針は国民の意識からかけ離れたも

のであるといえます。 

  地震をはじめとする自然災害が多発する

日本において完璧な安全などあるはずもな

いことは、「安全神話」が脆くも崩れ去っ

た東京電力福島第一原発事故で明らかです。

東日本大震災からの復興も道半ば、そして

原発の廃炉作業の完了も見通せず、生まれ

育った土地からの避難を余儀なくされた住

民の帰還も進んでいない中で、エネルギー

危機に乗じて原発回帰を進める政府の姿勢

は断じて認められるものではありません。 

4. こうした重大な政策転換にもかかわらず、

政府与党のみで拙速に決定し、国会におけ

る議論を軽視するなど、政策決定プロセス

が歪められているのは重大な問題です。か

つて岸田首相自らが誇示していた「聞く力」

は微塵も感じられないなど、危険な政治状

況にあると認識しておく必要があります。 

 

② 推し進められる憲法改正議論 

5. 現在、自民党や日本維新の会などの改憲

勢力は、緊急事態条項【11】の新設を足掛か

りに改憲議論を推し進めようとしています

が、国民の権利を制限するような事柄につ

いても現行法令で対応が可能であり、議員

任期の延長も議論にあがっていますが、参

議院の緊急集会により国会の機能は維持さ

れることを踏まえれば、すぐさま憲法改正

が必要な状況にはありません。 

  また、本来であれば、2021年９月施行の

改正国民投票法の附則に基づくテレビＣＭ

やインターネット広告に関する規制の検討

を優先して行うべきですが、そうした議論

は極めて不十分であり各党の主張は平行線

のままです。 

6. 自民党の最終的な目標の一つは、平和国

家の基礎である憲法９条改正であり、日本

維新の会などの改憲勢力とともに、衆参の

憲法審査会において自衛隊の憲法９条への

明記などの議論を推し進めようとしていま

す。憲法は日本の最高法規であり、重要な

問題こそ時間をかけ少数意見も尊重すると

いう民主主義の基本は蔑ろにされています。

熟議もなきまま改憲議論を拙速に進めるこ
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政府の方針は場当たり的であるといわざる

を得ません。 

  今必要なのは、賃上げと研修・人材育成

などの「人への投資」であり、誰もが安心

して働き続けることができるようこれまで

以上の雇用対策や労働者保護施策を含む社

会的セーフティネットの整備が求められて

います。 

14. 他方で、６月16日に閣議決定された、 

 「経済財政運営と改革の基本方針」（以下、

骨太の方針2023）では、リスキリングなど

のほか、労働市場改革として、①雇用調整

助成金について、休業よりも教育訓練によ

る雇用調整を選択しやすくする助成率等の

見直し、②失業給付制度について、自己都

合離職により失業給付を受給できない期間

に、その申請前にリスキリングに取り組ん

でいる場合、会社都合の離職と同じ扱いに

するなどの要件緩和、③長期間雇用される

ほど優遇される退職所得課税制度の見直し、

などが盛り込まれています。 

  いずれも労働者にとって大きく影響する

内容であり、今後の議論動向を注視してお

く必要があります。 

 

(２) 戦後の安全保障政策をはじめ国のあり方を大転換させようとする岸田政権 

① 国会軽視、歪む政策決定プロセス 

1. 岸田政権は、ロシアによるウクライナへ

の軍事侵攻やエネルギー危機に乗じて、安

全保障政策や原発政策の大転換を十分な議

論もなく独断的に推し進めようとしていま

す。こうした政治姿勢は極めて問題があり、

立憲主義を蔑ろにする国会運営を繰り返し

ていることは看過できません。 

2. 2022年12月に閣議決定した、国の外交・

防衛政策の基本方針である、新たな「国家

安全保障戦略」をはじめ、「国家防衛戦略」

「防衛力装備計画」の、いわゆる「安全保

障関連３文書」では防衛力の抜本的強化を

掲げています。しかし、実際の中身は、ア

メリカからのミサイル購入などによる武力

増強が中心であり、有事の際の国民保護、

食料やエネルギー確保の問題などは軽視さ

れています。 

  また、岸田首相は、戦後日本が掲げてき

た「専守防衛【10】は不変」であると強調し

ていますが、敵基地攻撃能力保有と憲法と

の関係について議論は深まっておらず、安

全保障に関わるとして具体的ケースや内容
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Ⅰ　基本認識～取り巻く情勢　（13）



 

－ 12 － 

Ｄ加盟国の中では下位にありますが、社会

保障制度や税への根強い不信が根本にある

といえます。 

  今こそ働きたい人が働く、サービスを利

用したい人が誰でも利用できるという、当

たり前の社会をつくるため、医療・介護・

障害者福祉・保育・教育など、「ベーシッ

ク・サービス」を拡充し、安心して働き生

活することのできる「共生と連帯に基づく

持続可能な社会」の実現をめざしていく必

要があります。 

4. そのためには財源確保が不可欠ですが、

少子化対策の財源議論に見られるように、

弥縫策を繰り返すのではなく消費税を含め

た税負担のあり方などトータルで議論すべ

きです。その上で、政策の優先順位をつけ、

限られた財源を配分する判断を行うことが

政治の役割です。防衛費を最優先する半面

で少子化対策などが二の次にされ国民生活

を歪ませることはあってはなりません。 

  今こそ社会保障をはじめとしたセーフ

ティネットの充実が不可欠であり、公共

サービスは「誰もが平等に受けることがで

きる」ものとして欠かせないものであるこ

とから、必要な提供にむけた体制整備と財

源確保を求めていく必要があります。 

 

② 「人に寄り添う」政治への転換 

5. 安倍、菅政権に見られたように、公助や

共助より「自助」を前面に押し出し、企業

利益を優先し人を大切にせず、低賃金の非

正規労働者の増大など格差拡大を招くなど

社会のゆがみをつくりだしたのは自民党で

あり、そうした政策を長年講じてきたこと

が将来不安へとつながっているといっても

過言ではありません。 

  また、選挙の度に「バラマキ」を繰り返

す、耳触りの良い言葉を並べ、重要施策の

中身を明らかにせず選挙の争点としない姿

勢も問題です。こうしたことを続けていれ

ば、政治への期待や信頼が損なわれ、投票

率のさらなる低下へとつながりかねないこ

とが危惧されます。 

  さらに、政権与党の政治姿勢が問題視さ

れる一方で、野党も政府に説明責任を全う

させる、行き過ぎには待ったをかけると

いった役割を十分果たせていないなど、政

治に期待できないと考える国民が増加する

中、ポピュリズム的かつ極端な政策を掲げ

る少数政党の台頭により、野党が乱立して

いる状況にあります。 

6. こうした政治情勢、そして自民党の「一

強多弱」の構図を変えるためにも強い野党

の存在が求められています。しかし、野党

第一党である立憲民主党は、国会において

十分に存在感を示せているとはいえない状

況にあります。国会審議において政権の疑

惑や不祥事への追及、批判ばかりがマスコ

ミ報道等でクローズアップされ、国民から

政策課題に対する論戦を展開しているとは

認識されておらず、それが支持率の低迷に

もつながっているのが現状です。 

  一方で、立憲民主党は「住民サービスの

切り捨てではなく、国民の命と暮らしを守

り抜き、ベーシック・サービスを充実させ

る」ことを政策に掲げています。「誰もが

安心して働き生活できる社会」の実現のた

めにも、今一度、追及すべきは徹底的に追

及する、そして働く者、生活者の立場に

立った積極的な政策論争を展開し、自公政

権に代わる選択肢として有権者に認められ

るよう取り組むことが求められています。 
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とは断じて認められるものではなく、世論

喚起や国会議員への働きかけを強化しなけ

ればなりません。 

 

③ 緩む財政規律と地方財政への影響の危惧 

7. 政府予算における巨額の予備費計上の常

態化や防衛費を大幅に増額する一方で、

2025年度の国と地方の基礎的財政収支（プ

ライマリーバランス）の健全化目標は蔑ろ

にされるなど、政府は財政規律を一層緩ま

せています。今後、仮に賃上げが進み、物

価と賃金が相互に上がる好循環が実現すれ

ば、日銀は金融緩和策の出口戦略をめざす

ことになりますが、そうなれば国債償還費

が上がるなどの側面もあり、財政に与える

影響も大きくなることは必至です。 

8. 2023年度政府予算では税収を過去最高に

見込んでいますが、防衛費の増額など歳出

も拡大し国債費が３割となっています。今

後国債償還費が膨れ上がり、仮に歳出削減

へと舵を切ることになれば、地方財政の圧

縮へとつながる恐れがあります。 

9. 他方で、防衛費増額や少子化対策によっ

て歳出が拡大することになりますが、「骨

太の方針2023」では、新型コロナ対策で膨

らんだ国の歳出構造を「平時に戻していく」

と縮小の方針が明記されており、歳出改革

を口実に地方固有の財源である地方交付税

等をターゲットに削減圧力が強まることも

想定されることから、自治労としても注視

しておく必要があります。

 

(３) 誰もが安心して働き生活できる社会にむけて

① 「共生と連帯に基づく持続可能な社会」

の実現 

1. この間の長年のデフレにあったのは、社

会保障、雇用・賃金など将来に対する不安

が大きく、自己防衛として貯蓄に回し、消

費へとつながらない構造になっていること

に原因があります。また、貧困や格差の拡

大も続いています。賃金の引き上げととも

に、非正規労働者の処遇改善などにより格

差を是正し、経済的な将来の生活不安を取

り除くための方策が求められています。 

2. こうした中、岸田政権は「異次元の少子

化対策」を掲げ、児童手当や育児休業、奨

学金の拡充、住宅支援の強化などを進める

としています。少子化対策は効果が出るに

は相当な時間がかかることは明らかであり、

遅きに失していることは否めませんが、持

続可能な社会を構築するためにも本気で取

り組むべき課題であることに違いはありま

せん。しかし、貧困や格差が拡大するなど

将来に希望を持てない、経済的な理由から

子どもを持つことを選択できない社会であ

ることが根本的な要因であるといえます。 

  そのほか、医療や介護、年金などを含め、

社会保障の維持と充実を求める声は大きく、

人口減少・少子・高齢社会へと突き進む中

で社会機能を維持するために、誰もが安心

して働き、生活できる社会環境を整備して

いくことが、今政府に求められている喫緊

の課題です。 

3. 一方で、日本はとりわけ痛税感が高い国

であるとされています。日本の2022年度の

国民負担率（租税（個人が納める住民税や

所得税、企業が納める法人税など）負担率

＋社会保障（年金、雇用保険、介護保険な

どの保険料）負担率）は47.5％と、ＯＥＣ

（14）　第１章　基本的考え方
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Ⅰ　基本認識～取り巻く情勢　（15）



 

－ 14 － 

 

 

Ⅱ 公共サービスを取り巻く状況 
 

1. 公共サービスを取り巻く状況 
 
 
① 少子化、高齢化が進行し続ける日本において、地域公共サービスの役割は一層重要に

なりますが、人口減少・過疎化が大きな課題となる中、地域社会や住民の生活をどう維

持するのか、地方分権や公共サービスをいかに進めていくかが課題となっています。 

② そのためには、医療・介護、子育て、教育や環境対策など住民ニーズを的確に把握

し、限られた予算や人材で効果的に公共サービスを提供するとともに、財源・体制確保

を求めていく必要があります。 
 

 

(１) コロナ禍で明らかとなった公共サービスの脆弱性 

1. 2000年代初頭からの集中改革プラン【12】

や市町村合併によって、地方公務員数は大

幅な減少を余儀なくされてきました。また、

合理化などの名のもとに民営化やアウト

ソーシング、保健所や病院の統廃合なども

進められるなど、公共サービスは長らく切

り詰められてきました。 

2. こうした状況下で発生した新型コロナウ

イルスによって、この間切り捨てられてき

た公共サービスの脆弱性が改めて明らかと

なりました。 

  とくに保健所については、1994年には

847ヵ所あったものが、2023年には468ヵ所

とほぼ半減する中で、住民からの電話相談

への対応のほか、ＰＣＲ検査の判断や濃厚

接触者の洗い出し、医療機関との連携・入

院調整など、許容量を大幅に超える対応が

求められました。また、感染者が急増し、

入院が必要とされる患者に病床確保が追い

付かない「医療崩壊」ともいえる状況の中、

公立・公的医療機関が中心的役割を担って

きましたが、その中でも医療従事者は自ら

の生活をも犠牲にしながら職務に従事して

きました。さらには、住民からの相談、ワ

クチン接種、給付金支給事務など、一般行

政職の職員も含めて懸命に対応にあたって

きましたが、さまざまな分野で人員が圧倒

的に不足していることが改めて浮き彫りと

なっています。 

3. 公共サービスは住民の生命・財産を守る

セーフティネットですが、日常業務のみな

らず、新型コロナ、さらには大規模自然災

害への対応などで人員不足は顕著です。社

会的な危機に対応する余力がないことは極

めて問題があり、非常時にも対応できる人

員の確保が求められています。 
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7. 他方で、日本維新の会は、第26回参院選

において比例票で立憲民主党を上回り、統

一自治体選でも議席を大きく伸ばすなど、

国民から「選択肢」として認識されつつあ

ります。しかし、同党は教育費や給食費無

償化などを掲げてはいるものの、自民党以

上に「小さな政府」を標榜しています。こ

の間、大阪では保健所や公的・公立病院の

統廃合が進められるとともに、徹底的な公

務員削減と民営化を推進してきた結果、コ

ロナ対応が遅れる事態となったことは明白

であり、ある意味自民党よりも「自助」を

重視しているといえます。 

8. 社会、将来への不安が渦巻く中で求めら

れているのは、誰もが安心して働き生活で

きる社会の実現であり、それを実現する

「人に寄り添う」政治です。そのためにも、

生活者・働く者の立場に立った政治勢力の

拡大するとともに、「中道・リベラル」勢

力の結集をはかり、政策を大きく転換させ

ていくことが重要です。 

（16）　第１章　基本的考え方
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統廃合が進められるとともに、徹底的な公

務員削減と民営化を推進してきた結果、コ
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であり、ある意味自民党よりも「自助」を

重視しているといえます。 

8. 社会、将来への不安が渦巻く中で求めら

れているのは、誰もが安心して働き生活で

きる社会の実現であり、それを実現する

「人に寄り添う」政治です。そのためにも、

生活者・働く者の立場に立った政治勢力の
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力の結集をはかり、政策を大きく転換させ

ていくことが重要です。 
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などのさらなる導入により業務の効率化が

一定進んでいくことが想定されますが、業

務が増大する中ですでに人員が足りない状

況にあります。効率化をはかることは重要

ですが、その分地域での課題解決など本来

充実させるべき施策に取り組むための人員

配置・体制強化へとつなげることが不可欠

であり、労働組合としても現場の実情を踏

まえてしっかりと求めていく必要がありま

す。 

 

(４) 住民を支える公共サービスのための財源確保

1. 公共サービスは「誰もが平等に受けるこ

とができる」ものであり、まさに社会の

セーフティネットです。今後も、医療や介

護、子育て、教育、環境対策など住民ニー

ズを的確に把握しサービスを提供すること

が求められており、そのための必要かつ安

定的な財源を確保することが不可欠です。 

  また、地方交付税は本来地方の固有財源

であることから、その制度設計においては

より地方の声を反映させる必要があります。 

2. しかし、この間、政府は地方交付税を

使って政策誘導を行ってきており、現に、

マイナンバーカードの交付率を用いて普通

交付税算定を上乗せするとされていますが、

本来は個人の意思に任せているカード取得

をめぐり地方交付税に多寡が生じることと

なります。 

  こうした国の政策を進めるために、地方

自治体の固有かつ共通の財源である地方交

付税を国の財政事情や政策目的で都合よく

変更・コントロールできるようにすること

は到底認められないものです。 

3. さらに、「ふるさと納税」も地方間での

税の奪い合いを進行させるとともに、返礼

にかかる経費を５割以下とする総務省が定

めたルールを超え、寄付を受けた後に自治

体の業務経費がかかる、いわゆる「隠れ経

費」の問題も顕在化しています。 

4. 公共サービスの多くは、地方自治体で実

施していますが、その実施体制は十分とは

いえず、人口減少が進行する中にあって医

療や保育など求められる施策が展開できる

よう、自治体の基盤を強化することが重要

です。他方で、骨太の方針2021に基づき、

2024年度までの一般財源総額は確保されて

いるものの今後の動向は不透明であり、高

まり続ける行政需要へ対応していく観点か

らも、引き続き必要財源の確保とともに、

より一層の地方分権の推進と、地域偏在性

の少ない地方消費税の充実や所得税の累進

性の強化、法人税の課税ベースの拡大など

の税制改革を強く求めていく必要がありま

す。 

  

 

－ 15 － 

(２) 蔑ろにされる地方分権

1. 新型コロナという近年例をみないパンデ

ミックの中では、さまざまな場面（ワクチ

ン接種、緊急事態宣言やまん延防止等重点

措置、休業・休校要請など）で国と地方そ

れぞれの役割に関する指摘もなされてきま

した。一方で、地方自治の本旨が歪められ

るような施策も行われたことは看過できる

問題ではありません。 

  政府は、特別定額給付金として国民一律

で10万円を配る施策を実施しましたが、実

際の給付事務は市町村が自主事業として行

う「自治事務」として丸投げされました。

本来、自治事務であれば実施するか否か、

どのように実施するかは自治体の裁量の範

囲内で決定すべきものですが、今回の事業

については自治体の裁量が入る余地はほと

んどなく、国が自治事務として、市区町村

の責任で実施させるやり方自体の正当性も

問われると指摘する声も少なくありません。 

2. また、第33次の地方制度調査会【13】では、

ＤＸの進展や新型コロナ対応で直面した課

題等を踏まえ、「国と地方公共団体及び地

方公共団体相互間の関係」についての検討

が進められていますが、「非平時において

は、平時と異なる考え方で役割分担を整理

すべきか。あるいは、非平時への対応は、

役割分担の考え方とは別に考えるべきか」

との論点が示されており、非常時や緊急事

態下など、有事の際の政府の権限強化を目

論んでいると見ておく必要があります。 

3. いずれにしても、これまでの地方分権に

逆行し、国への権限の再集権化をめざす議

論が進められようとしていることに、警戒

感をもって注視しておかなければなりませ

ん。 

 

 

(３) 人口減少の中で問われる公共サービス

1. 人口減少・少子・高齢社会に突き進む中、

地方ではさらに都市部などへの人口流出に

歯止めがかからず、地域社会や住民の生活

をどう維持するのか、自治体、公共サービ

スのあり方が問われています。とくに、高

齢化が進む過疎地域などでは、住民の生活

を維持するための交通手段の確保、スー

パーなどの休廃業による買い物難民への対

応、医療の提供など、公共サービスがカ

バーすべき範囲は拡大しています。 

2. また、過疎化や高齢化により、これまで

自治会など地域の「共助」で行っていた住

民の見守りなどができなくなり、行政がそ

の役割を担わざるを得なくなる事態も増加

することが想定されます。 

  人口が減少すれば税収も減少し自治体財

政が悪化することになります。現在、税収

確保のための企業誘致や移住支援、子ども

の医療費無償化など、自治体間競争が過熱

していますが、ＮＨＫが自治体首長を対象

に行ったアンケートでは、人口を増やす対

策などで競争が激化し、現在住んでいる住

民や高齢者への行政サービスが低下傾向に

あるとの声も聞かれています。今後自治体

には、道路や水道などインフラの老朽化へ

の対策、増加する空き家への対応なども重

くのしかかることになり、税収や予算、人

材やインフラなど、限られた資源をいかに

有効活用するかが求められています。 

3. 他方で、今後、ＡＩの活用やＲＰＡ【14】

（18）　第１章　基本的考え方
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付税の減額による賃金抑制圧力があること

などによって、国家公務員と比しても賃金

が高くないのが現状です。魅力ある処遇と

しながら人材確保を進めていくためにも、

人勧のみに依拠するのではなく、しっかり

と労使交渉を積み重ね、初任給の引き上げ

や運用改善をはじめ、自らの処遇を改善し

ていくことが不可欠です。 

2. 労働力人口の減少が課題となる中、今後

人材獲得競争が激化することは明らかであ

り、人材確保の観点からも処遇改善は急務

です。また、経済状況や社会情勢の変化に

よっては、公務員人件費に対する政治から

の削減圧力が高まることも想定しておかな

ければなりません。

 

(３) 増える時間外労働とメンタルヘルス不調 

1. 総務省の「2021年度地方公共団体の勤務
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年比15.4時間増）、月45時間超は5.6％

（同0.8％増）となっているほか、月100時

間以上の時間外勤務を行った職員数は前年

度より約1.8万人増加するなど、新型コロ

ナへの対応も含め慢性的な人員不足による

長時間労働は増加しています。 

2. また、2021年度に心の不調で１ヵ月以上

の病気休暇を取ったか、休職した地方公務

員は約3.8万人、全体の1.2％に相当してい

ます。こうした背景について総務省は、新

型コロナウイルス感染症に伴う業務量増加

や、職場の人間関係などがあると推察して

います。 

3. 2022年に衛生医療評議会が行った「医療

従事者および保健所等職員の意識・影響調

査」では、医療従事者について、うつ的な

症状が「ある」と回答したのは27％、保健

所等職員は35％にのぼっています。また、

医療従事者の72％が離職を検討したと回答

しており、その理由として、「業務が多忙」

「賃金に不満」「業務の責任が重い」など

があげられ、厳しい現場実態が明らかと

なっています。

 

(４) パワハラなどハラスメントの増加 

1. 人員不足などによる過重労働やストレス

の高まり、雇用形態の多様化などに伴う職

場内コミュニケーションの希薄化などを背

景に、公務職場においても、パワーハラス

メントをはじめとしたハラスメントは、増

加の一途をたどっています。 

2. 2021年度の地方公務員における人事委員

会・公平委員会を利用した苦情処理件数 

1,992件のうち、パワーハラスメントは473

件であり、「いじめ・嫌がらせ」の176件

をあわせると、苦情処理全体の約３割強が

「パワハラ・いじめ・嫌がらせ」となって

います。また、セクシュアルハラスメント

や妊娠、出産、育児または介護に関するハ

ラスメントも増加しているなどの実態が明

らかになっています。 

3. さらに、窓口業務をはじめとする対住民

サービスの現場において、サービス利用者

や住民等の一部による暴言・暴行や過度な

要求、理不尽な主張といった、いわゆる

「カスタマーハラスメント【15】」も大きな

問題となっています。住民と直接的に向き
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2. 地域公共サービス労働者の労働環境 
 
 
① 行政サービスの多様化・複雑化、業務の過密化が進む中、各地で頻発する大規模災

害、新型コロナへの対応なども求められ、現場の人員不足が一層深刻化しています。長

時間労働の慢性化や、生涯賃金ベースの低下と地域間格差の拡大、各種ハラスメントの

増加などの問題も散見され、離職者も増加傾向にあるなど、厳しい職場実態が明らかと

なっています。 

② こうした状況を打開し、安心して働き続けられる、働きたいと思える職場とするため

には、初任給引き上げも含めた賃金改善、業務の見直しとともに、業務に見あった人員

確保、長時間労働の解消をはじめとする労働条件の改善などが必要であり、労働組合と

して現場実態を踏まえて要求・交渉していくことが求められています。 
 

 

(１) 業務に見あわない人員

1. 地域公共サービス労働者を取り巻く環境

は厳しさを増しています。行政需要が増加

し、業務が多様化・複雑化する一方で、地

方公務員数は1995年から減少を続け、現在

は若干の増加に転じているものの、現場の

人員不足は変わっていません。業務の過密

化が一層進んでいる中で、新型コロナや頻

発する大規模自然災害への対応など、職員

を取り巻く状況は一層深刻化しています。 

2. 今後も地域公共サービスが担うべき役割

は大きくなることが想定され、必要なサー

ビスを提供し住民の安心を守るためには、

業務に見あった人員配置は不可欠です。一

方、近年、募集しても応募が少ない、応募

がないケースが散見されるなど、職員の確

保が難しくなっている自治体は増加傾向に

あります。とくに土木や建築など、災害対

応の要ともなる技術系職員を中心にその傾

向は顕著です。日本総合研究所の推計によ

れば、2045年に現行水準の行政サービスを

維持するための一般行政職の地方公務員数

は約84万人が必要であるのに対し、労働力

人口の減少もある中で約65万人しか確保で

きないと指摘されています。

 

(２) 魅力的とはいえない公務員賃金 

1. この間の公務員賃金（国公も含む）は初

任層を中心に民間と比して低いなど、決し

て高いとはいえない状況にあります。今般

の物価高を受け、多くの企業で初任給や賃

金の引き上げがなされていますが、民間企

業との格差が拡大すれば、人材確保にも影

響することが危惧されています。 

  その中でも地方公務員の場合は、ラスパ

イレス指数比較が給与実態とかけ離れてい

く傾向にあることも問題ですが、そもそも

当局がラスパイレス指数を引き合いに出し

て賃金水準の改善に消極的・抑制的であっ

たこと、手当の支給水準が国の基準を超え

ている自治体に対して行われている特別交

（20）　第１章　基本的考え方
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付税の減額による賃金抑制圧力があること

などによって、国家公務員と比しても賃金
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や運用改善をはじめ、自らの処遇を改善し

ていくことが不可欠です。 

2. 労働力人口の減少が課題となる中、今後

人材獲得競争が激化することは明らかであ

り、人材確保の観点からも処遇改善は急務

です。また、経済状況や社会情勢の変化に

よっては、公務員人件費に対する政治から

の削減圧力が高まることも想定しておかな

ければなりません。

 

(３) 増える時間外労働とメンタルヘルス不調 

1. 総務省の「2021年度地方公共団体の勤務

条件等に関する調査」によれば、職員１人

当たりの時間外勤務は年間148.2時間（前

年比15.4時間増）、月45時間超は5.6％

（同0.8％増）となっているほか、月100時

間以上の時間外勤務を行った職員数は前年

度より約1.8万人増加するなど、新型コロ

ナへの対応も含め慢性的な人員不足による

長時間労働は増加しています。 

2. また、2021年度に心の不調で１ヵ月以上

の病気休暇を取ったか、休職した地方公務

員は約3.8万人、全体の1.2％に相当してい

ます。こうした背景について総務省は、新

型コロナウイルス感染症に伴う業務量増加

や、職場の人間関係などがあると推察して

います。 

3. 2022年に衛生医療評議会が行った「医療

従事者および保健所等職員の意識・影響調

査」では、医療従事者について、うつ的な

症状が「ある」と回答したのは27％、保健

所等職員は35％にのぼっています。また、

医療従事者の72％が離職を検討したと回答

しており、その理由として、「業務が多忙」

「賃金に不満」「業務の責任が重い」など

があげられ、厳しい現場実態が明らかと

なっています。

 

(４) パワハラなどハラスメントの増加 

1. 人員不足などによる過重労働やストレス

の高まり、雇用形態の多様化などに伴う職

場内コミュニケーションの希薄化などを背

景に、公務職場においても、パワーハラス

メントをはじめとしたハラスメントは、増

加の一途をたどっています。 

2. 2021年度の地方公務員における人事委員

会・公平委員会を利用した苦情処理件数 

1,992件のうち、パワーハラスメントは473

件であり、「いじめ・嫌がらせ」の176件

をあわせると、苦情処理全体の約３割強が

「パワハラ・いじめ・嫌がらせ」となって

います。また、セクシュアルハラスメント

や妊娠、出産、育児または介護に関するハ

ラスメントも増加しているなどの実態が明

らかになっています。 

3. さらに、窓口業務をはじめとする対住民

サービスの現場において、サービス利用者

や住民等の一部による暴言・暴行や過度な

要求、理不尽な主張といった、いわゆる

「カスタマーハラスメント【15】」も大きな

問題となっています。住民と直接的に向き

 

－ 17 － 

 
2. 地域公共サービス労働者の労働環境 
 
 
① 行政サービスの多様化・複雑化、業務の過密化が進む中、各地で頻発する大規模災

害、新型コロナへの対応なども求められ、現場の人員不足が一層深刻化しています。長

時間労働の慢性化や、生涯賃金ベースの低下と地域間格差の拡大、各種ハラスメントの

増加などの問題も散見され、離職者も増加傾向にあるなど、厳しい職場実態が明らかと

なっています。 

② こうした状況を打開し、安心して働き続けられる、働きたいと思える職場とするため

には、初任給引き上げも含めた賃金改善、業務の見直しとともに、業務に見あった人員

確保、長時間労働の解消をはじめとする労働条件の改善などが必要であり、労働組合と

して現場実態を踏まえて要求・交渉していくことが求められています。 
 

 

(１) 業務に見あわない人員

1. 地域公共サービス労働者を取り巻く環境

は厳しさを増しています。行政需要が増加

し、業務が多様化・複雑化する一方で、地

方公務員数は1995年から減少を続け、現在

は若干の増加に転じているものの、現場の

人員不足は変わっていません。業務の過密

化が一層進んでいる中で、新型コロナや頻

発する大規模自然災害への対応など、職員

を取り巻く状況は一層深刻化しています。 

2. 今後も地域公共サービスが担うべき役割

は大きくなることが想定され、必要なサー

ビスを提供し住民の安心を守るためには、

業務に見あった人員配置は不可欠です。一

方、近年、募集しても応募が少ない、応募

がないケースが散見されるなど、職員の確

保が難しくなっている自治体は増加傾向に

あります。とくに土木や建築など、災害対

応の要ともなる技術系職員を中心にその傾

向は顕著です。日本総合研究所の推計によ

れば、2045年に現行水準の行政サービスを

維持するための一般行政職の地方公務員数

は約84万人が必要であるのに対し、労働力

人口の減少もある中で約65万人しか確保で

きないと指摘されています。
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任層を中心に民間と比して低いなど、決し
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Ⅱ　公共サービスを取り巻く状況　（21）
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Ⅲ 自治労組織の現状と取り組みの重点課題 
 

1. 自治労の組織と運動の現状 

 
 
① 組合活動の停滞が大きな課題となる中、コロナ禍によって単組活動がさらに二極化し

ている状況にあります。職場の課題解決や組合員の悩みに寄り添い対応することは、労

働組合の大きな役割であり、日常的な単組活動の強化が求められています。 

② 組合員数の減少傾向に歯止めがかからず、新規採用者の加入率をはじめとした組織率

の低下は深刻です。賃金・労働条件や業務上の課題の改善をはかるためにも、多くの職

場の仲間が組合に結集していくことが不可欠であり、さらなる組織の強化・拡大に取り

組んでいく必要があります。 

③ 単組をサポート・支援していくためにも、県本部・本部が一体となった対応、さらに

は運動のあり方などの見直しを検討していく必要があります。 
 

(１) 求められる単組活動の活性化 

① コロナ禍で進んだ単組の二極化 

1. この間、自治労全体の活動が低下してお

り、単組活動の活性化を重要な目標として

取り組みを展開してきましたが、各種統一

闘争への結集力の低下などの状況は変わっ

ていません。2020年からの新型コロナウイ

ルスの全国的な蔓延により、対面での集会

や学習会、会議、レクリエーション活動が

開催できないなど、従来の組合活動が大き

く制限される事態となりました。 

2. 新型コロナの蔓延前から、職場にはさま

ざまな課題がありましたが、コロナ禍に

よって、さらに個々の組合員の悩みをはじ

め多くの課題が表面化しその解決にむけ対

応することが労働組合に求められる大きな

役割となりました。活動が制約された中で、

ウェブ等も活用しながらさまざまな形で取

り組みを展開した単組と、積極的に対応し

てこなかった単組など二極化している現状

にあるといえます。 

3. 2022年後半からは対面の活動への制限が

徐々に解消され、従前の活動を取り戻す状

況にあります。しかし、この間の確定闘争

や春闘で要求・交渉に取り組んだ単組は、

全体的には低調なままです。コロナ禍で活

動が停滞した単組が固定・拡大しているこ

とが推測され、こうした状況が続けば、組

合への結集力がさらに低下することが危惧

されることから、日常の単組活動を強化す

ることが求められています。 

 

② 役員の担い手不足と組合員の帰属意識の

希薄化 

4. コロナ禍前から単組役員の短期間化が進
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合うことが多い地方公務員は、理不尽な要

求と思われるものに対しても一職員として

は反論がしにくい環境にあります。 

  ハラスメントは人権問題でもあり、さま

ざまなハラスメントに対し組織としてどの

ように対応していくことが必要なのか、労

使ともに真摯に考えていくことが求められ

ています。

 

(５) 離職者の増加 

1. 総務省の「ポスト・コロナ期の地方公務

員のあり方に関する研究会」資料によれば、

民間企業の水準（17.6％）よりは低いもの

の、地方公務員（2.1％）・国家公務員

（2.3％）ともに、20代以下の若手職員の

離職率は近年増加傾向にあることが明らか

になっています。国家公務員における若年

離職志望者とその理由では、「長時間労働

等で仕事と家庭の両立が難しい」「もっと

自己成長できる魅力的な仕事につきたい」

が上位となっており、30歳未満ではよりそ

の傾向が強いと分析しています。 

2. また、2022年に公務労協が行った生活実

態調査によれば、転職しようと思ったこと

が「しょっちゅう」（9.0％）、「しばし

ば」（11.8％）、「ときどき」（28.2％）

をあわせたものを＜ある＞とすると、

49.0％は「転職を考えたことがある」と回

答しています。前回調査の2007年を５ポイ

ント上回り、若年層ほどその傾向が強く、

20代後半では男性が54.4％、女性が63.5％

となっています。その背景としては、労働

条件よりも、［仕事のやりがい］を感じる

ことができず、［職場・職域の将来展望］

を見出せないことが、転職志向の高まりに

つながっていると分析しています。 

3. 今後労働力人口が減少する中で、民間の

みならず、自治体間での人材の奪い合いが

激化します。より良い公共サービスを持続

的に提供していくためにも、賃金・労働条

件とあわせて働き方の改善も急務となって

います。

 

(６) 会計年度任用職員の処遇改善は急務 

1. 行政需要が増加する中、本来であれば正

規職員を増員・配置すべきであるにもかか

わらず、自治体の財政難等を理由にしなが

ら、非正規職員の採用増により対応してき

たのが実態です。2020年４月の総務省調査

によれば、自治体で働く会計年度任用職員

をはじめとした臨時・非常勤等職員は約69

万人となっており、全職員の過半数が非正

規という自治体も増加傾向にあります。 

2. 職務等に基づき、給料・手当について常

勤職員との均衡をはかるなど同一労働同一

賃金としていくことが求められていますが、

連合が隔年で実施している「パート・派遣

等労働者生活アンケート」にあわせて自治

労独自で実施した、会計年度任用職員制度

移行後の実態や課題に関する調査によれば、

2020年の年収について200万円台が５割、

100万円台が３割を占める実態が明らかと

なっています。 

  会計年度任用職員は行政運営に欠かすこ

とのできない存在であり処遇改善は急務で

す。あわせて、本来正規職員が行うべき業

務についている場合には正規化も求めてい

く必要があります。 

（22）　第１章　基本的考え方
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ている状況にあります。職場の課題解決や組合員の悩みに寄り添い対応することは、労

働組合の大きな役割であり、日常的な単組活動の強化が求められています。 

② 組合員数の減少傾向に歯止めがかからず、新規採用者の加入率をはじめとした組織率

の低下は深刻です。賃金・労働条件や業務上の課題の改善をはかるためにも、多くの職

場の仲間が組合に結集していくことが不可欠であり、さらなる組織の強化・拡大に取り

組んでいく必要があります。 

③ 単組をサポート・支援していくためにも、県本部・本部が一体となった対応、さらに

は運動のあり方などの見直しを検討していく必要があります。 
 

(１) 求められる単組活動の活性化 

① コロナ禍で進んだ単組の二極化 

1. この間、自治労全体の活動が低下してお

り、単組活動の活性化を重要な目標として

取り組みを展開してきましたが、各種統一

闘争への結集力の低下などの状況は変わっ

ていません。2020年からの新型コロナウイ

ルスの全国的な蔓延により、対面での集会

や学習会、会議、レクリエーション活動が

開催できないなど、従来の組合活動が大き

く制限される事態となりました。 

2. 新型コロナの蔓延前から、職場にはさま

ざまな課題がありましたが、コロナ禍に

よって、さらに個々の組合員の悩みをはじ

め多くの課題が表面化しその解決にむけ対

応することが労働組合に求められる大きな

役割となりました。活動が制約された中で、

ウェブ等も活用しながらさまざまな形で取

り組みを展開した単組と、積極的に対応し

てこなかった単組など二極化している現状

にあるといえます。 

3. 2022年後半からは対面の活動への制限が

徐々に解消され、従前の活動を取り戻す状

況にあります。しかし、この間の確定闘争

や春闘で要求・交渉に取り組んだ単組は、

全体的には低調なままです。コロナ禍で活

動が停滞した単組が固定・拡大しているこ

とが推測され、こうした状況が続けば、組

合への結集力がさらに低下することが危惧

されることから、日常の単組活動を強化す

ることが求められています。 

 

② 役員の担い手不足と組合員の帰属意識の

希薄化 

4. コロナ禍前から単組役員の短期間化が進
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合うことが多い地方公務員は、理不尽な要

求と思われるものに対しても一職員として

は反論がしにくい環境にあります。 

  ハラスメントは人権問題でもあり、さま

ざまなハラスメントに対し組織としてどの

ように対応していくことが必要なのか、労

使ともに真摯に考えていくことが求められ

ています。

 

(５) 離職者の増加 

1. 総務省の「ポスト・コロナ期の地方公務

員のあり方に関する研究会」資料によれば、

民間企業の水準（17.6％）よりは低いもの

の、地方公務員（2.1％）・国家公務員

（2.3％）ともに、20代以下の若手職員の

離職率は近年増加傾向にあることが明らか

になっています。国家公務員における若年

離職志望者とその理由では、「長時間労働

等で仕事と家庭の両立が難しい」「もっと

自己成長できる魅力的な仕事につきたい」

が上位となっており、30歳未満ではよりそ

の傾向が強いと分析しています。 

2. また、2022年に公務労協が行った生活実

態調査によれば、転職しようと思ったこと

が「しょっちゅう」（9.0％）、「しばし

ば」（11.8％）、「ときどき」（28.2％）

をあわせたものを＜ある＞とすると、

49.0％は「転職を考えたことがある」と回

答しています。前回調査の2007年を５ポイ

ント上回り、若年層ほどその傾向が強く、

20代後半では男性が54.4％、女性が63.5％

となっています。その背景としては、労働

条件よりも、［仕事のやりがい］を感じる

ことができず、［職場・職域の将来展望］

を見出せないことが、転職志向の高まりに

つながっていると分析しています。 

3. 今後労働力人口が減少する中で、民間の

みならず、自治体間での人材の奪い合いが

激化します。より良い公共サービスを持続

的に提供していくためにも、賃金・労働条

件とあわせて働き方の改善も急務となって

います。

 

(６) 会計年度任用職員の処遇改善は急務 

1. 行政需要が増加する中、本来であれば正

規職員を増員・配置すべきであるにもかか

わらず、自治体の財政難等を理由にしなが

ら、非正規職員の採用増により対応してき

たのが実態です。2020年４月の総務省調査

によれば、自治体で働く会計年度任用職員

をはじめとした臨時・非常勤等職員は約69

万人となっており、全職員の過半数が非正

規という自治体も増加傾向にあります。 

2. 職務等に基づき、給料・手当について常

勤職員との均衡をはかるなど同一労働同一

賃金としていくことが求められていますが、

連合が隔年で実施している「パート・派遣

等労働者生活アンケート」にあわせて自治

労独自で実施した、会計年度任用職員制度

移行後の実態や課題に関する調査によれば、

2020年の年収について200万円台が５割、

100万円台が３割を占める実態が明らかと

なっています。 

  会計年度任用職員は行政運営に欠かすこ

とのできない存在であり処遇改善は急務で

す。あわせて、本来正規職員が行うべき業

務についている場合には正規化も求めてい

く必要があります。 

Ⅲ　自治労組織の現状と取り組みの重点課題　（23）
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とから、日常の組合活動を強化するととも

に、新規採用者・未加入者の組織化などに

取り組んでいくことが求められています。 

 

② 停滞する再任用・再雇用者の組織化 

4. 2021年に実施した組織基本調査では、再

任用・再雇用の組合員の組織率が32.9％と、

2019年調査より増加しているものの、依然

として組織化が進んでいる状況にあるとは

いえず全体の組織率を押し下げる要因と

なっています。とくに、再任用・再雇用制

度による職員がいても「組織していない組

合」は42.1％にのぼります。 

5. こうした中、2023年４月から公務員の定

年年齢の段階的引き上げがスタートしまし

た。各再任用制度や役職定年制の導入を見

据え、再任用時の組合脱退につなげない取

り組みや、役職定年者の組合加入を促す取

り組みが求められます。 

 

③ 進まない会計年度任用職員の組合加入 

6. 2020年４月から会計年度任用職員制度が

開始されたことから、制度趣旨に沿った労

働条件改善の交渉と組合への加入促進に取

り組んできました。しかし、2021年組織基

本調査に基づく非正規労働者の組織率は

5.2％にとどまっています。また、2020年

６月に実施した「2020年度自治体会計年度

任用職員の賃金・労働条件制度調査」によ

れば、会計年度任用職員を「組織化の対象

としていない」とする単組が６割、さらに

団体区分別でみると「組織化の対象として

いない」は町村で80.1％、一般市で46.6％

にのぼっています。 

7. 組織化が進まない理由に、単組の執行委

員に組織化の必要性や意義が理解されてい

ないことや、正規職員は採用試験を突破し

て入職したのだという、いわゆる「本工意

識」から脱却できていないこと、正規職員

の賃金に影響するのではとの不安、組織化

後の課題対応への懸念、組合費の課題など

があげられます。また、組織化を開始しよ

うにも、単組の活動が弱まっている中で、

他の課題もあり組織化に取り組めていない

状況もあります。 

  しかし、会計年度任用職員は「職場の仲

間」であり、いまだ常勤職員との均衡がは

かられていない実態も散見される中、その

処遇を放置することは自らの賃金・労働条

件の低位平準化にもつながりかねません。

今一度、当事者の声を集め、同じ職場で働

くすべての仲間の処遇改善を進めていくこ

とが労働組合の責務であるとの認識を共有

し、取り組みを進めていく必要があります。 

 

(３) 県本部・本部の機能強化と運動のあり方の見直しの必要性 

1. 単組には、「組合員の声を集め要求・交

渉し、課題を解決する」という基本的な活

動が求められる一方で、それを支援する県

本部の体制にも大きな課題があります。厳

しい県本部財政や単組から専従者を出せな

いことによる担い手不足などにより、専従

役職員数を減少させている県本部もあり、

書記長をはじめとした専従役員の業務負荷

が高まっている状況にあります。こうした

状況などから、単組状況の実態把握、単組

の課題や悩みに対するサポートなどが十分

に展開できず、単組への指導力や支援が弱

まり、それが各種統一闘争への結集力低下

の重要な要因となっています。 
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み、交渉や成功体験が不足していることが

指摘されています。また、任期が短期間で

あることにより、賃金をはじめとする制度

の理解も深まらず、単組役員としてのスキ

ルが向上しないことも指摘されています。

こうしたことも背景として、交渉をせず人

勧などの結果だけ受け入れ、自分たちの賃

金・労働条件は自分たちで決めるという組

合の基本が薄れている状況に陥っています。 

5. また、コロナ禍の活動停滞とあわせて、

「交渉をしない」との意識が、次期役員体

制に引き継がれ、停滞した活動が固定化す

ることも危惧されています。 

6. 役員のみならず、一般の組合員について

も組合に対する意識が薄れているといえま

す。その背景には、業務多忙で労働組合の

活動参加のためプライベートまで犠牲にし

たくないとの思いの強まりや、個人主義あ

るいは自己責任意識の蔓延などがあり、職

場の仲間同士、「ともに支え合う」という

組合の存在意義についての認識も希薄に

なっているといえます。 

7. コロナ禍によって組合員が参加する機会

が大きく減少したことにより組合員との距

離が遠くなり、組合の存在意義や帰属意識

がさらに希薄になるという悪循環にあると

いえます。それにより、次代の役員の担い

手の発掘も難しくなる状況にあり、こうし

た状況が続けば、組織の存続自体も危ぶま

れる事態となることが危惧されています。 

 

(２) 自治労全体の組合員数の減少と組織率の低下 

① 続く組合員の減少と新採組織率等の低下 

1. 2021年に実施した組織基本調査では、組

合員総数は約75万人となっており、2017年

調査において80万人を下回って以降も減少

傾向に歯止めはかけられていないことが明

らかになっています。 

  こうした背景には、新規採用職員の組織

率の低下が大きく影響しています。2022年

度（12月１日時点）の組織率は60.2％と

なっており、調査手法が異なるため単純比

較はできないものの、組織基本調査に基づ

く新規採用者の組合加入率が2006年から

2017年までは60％台半ばで推移してきたこ

とを踏まえれば、新採組織率は５ポイント

低下している現状にあります。とくに県職

や政令市をはじめ、県都市などの大単組に

おける加入実績の低下傾向が顕著であり、

全体の加入率が押し下げられています。 

  新規採用者の組合加入は、組合活動継続

の生命線であり、自治労の組合員減少を食

い止めるための最大の課題です。また、一

度未加入者を許してしまえば、その後の加

入をさらに困難にしてしまうことから、県

本部と単組の連携を強化し、準備段階から

徹底した取り組みが必要です。 

2. さらに、自治体では中途採用者が増加傾

向にありますが、「社会人枠の採用者が加

入しない」という事例も見受けられ、その

理由として「以前の職場に組合がなかった」

「以前の勤務先の組合が何もしてくれな

かった」ということが少なくありません。

さらに、未加入者の増加や、いったん加入

した組合員の脱退などもあります。 

3. このまま減少が続けば、単組活動はもと

より、県本部活動の維持や単組支援がより

困難となることが想定されます。また、自

治労総体としての政府や政治に対する影響

力・発信力・交渉力等の低下につながるこ

（24）　第１章　基本的考え方
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とから、日常の組合活動を強化するととも

に、新規採用者・未加入者の組織化などに

取り組んでいくことが求められています。 

 

② 停滞する再任用・再雇用者の組織化 

4. 2021年に実施した組織基本調査では、再

任用・再雇用の組合員の組織率が32.9％と、

2019年調査より増加しているものの、依然

として組織化が進んでいる状況にあるとは

いえず全体の組織率を押し下げる要因と

なっています。とくに、再任用・再雇用制

度による職員がいても「組織していない組

合」は42.1％にのぼります。 

5. こうした中、2023年４月から公務員の定

年年齢の段階的引き上げがスタートしまし

た。各再任用制度や役職定年制の導入を見

据え、再任用時の組合脱退につなげない取

り組みや、役職定年者の組合加入を促す取

り組みが求められます。 

 

③ 進まない会計年度任用職員の組合加入 

6. 2020年４月から会計年度任用職員制度が

開始されたことから、制度趣旨に沿った労

働条件改善の交渉と組合への加入促進に取

り組んできました。しかし、2021年組織基

本調査に基づく非正規労働者の組織率は

5.2％にとどまっています。また、2020年

６月に実施した「2020年度自治体会計年度

任用職員の賃金・労働条件制度調査」によ

れば、会計年度任用職員を「組織化の対象

としていない」とする単組が６割、さらに

団体区分別でみると「組織化の対象として

いない」は町村で80.1％、一般市で46.6％

にのぼっています。 

7. 組織化が進まない理由に、単組の執行委

員に組織化の必要性や意義が理解されてい

ないことや、正規職員は採用試験を突破し

て入職したのだという、いわゆる「本工意

識」から脱却できていないこと、正規職員

の賃金に影響するのではとの不安、組織化

後の課題対応への懸念、組合費の課題など

があげられます。また、組織化を開始しよ

うにも、単組の活動が弱まっている中で、

他の課題もあり組織化に取り組めていない

状況もあります。 

  しかし、会計年度任用職員は「職場の仲

間」であり、いまだ常勤職員との均衡がは

かられていない実態も散見される中、その

処遇を放置することは自らの賃金・労働条

件の低位平準化にもつながりかねません。

今一度、当事者の声を集め、同じ職場で働

くすべての仲間の処遇改善を進めていくこ

とが労働組合の責務であるとの認識を共有

し、取り組みを進めていく必要があります。 

 

(３) 県本部・本部の機能強化と運動のあり方の見直しの必要性 

1. 単組には、「組合員の声を集め要求・交

渉し、課題を解決する」という基本的な活

動が求められる一方で、それを支援する県

本部の体制にも大きな課題があります。厳

しい県本部財政や単組から専従者を出せな

いことによる担い手不足などにより、専従

役職員数を減少させている県本部もあり、

書記長をはじめとした専従役員の業務負荷

が高まっている状況にあります。こうした

状況などから、単組状況の実態把握、単組

の課題や悩みに対するサポートなどが十分

に展開できず、単組への指導力や支援が弱

まり、それが各種統一闘争への結集力低下

の重要な要因となっています。 
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み、交渉や成功体験が不足していることが

指摘されています。また、任期が短期間で

あることにより、賃金をはじめとする制度

の理解も深まらず、単組役員としてのスキ

ルが向上しないことも指摘されています。

こうしたことも背景として、交渉をせず人

勧などの結果だけ受け入れ、自分たちの賃

金・労働条件は自分たちで決めるという組

合の基本が薄れている状況に陥っています。 

5. また、コロナ禍の活動停滞とあわせて、

「交渉をしない」との意識が、次期役員体

制に引き継がれ、停滞した活動が固定化す

ることも危惧されています。 

6. 役員のみならず、一般の組合員について

も組合に対する意識が薄れているといえま

す。その背景には、業務多忙で労働組合の

活動参加のためプライベートまで犠牲にし

たくないとの思いの強まりや、個人主義あ

るいは自己責任意識の蔓延などがあり、職

場の仲間同士、「ともに支え合う」という

組合の存在意義についての認識も希薄に

なっているといえます。 

7. コロナ禍によって組合員が参加する機会

が大きく減少したことにより組合員との距

離が遠くなり、組合の存在意義や帰属意識

がさらに希薄になるという悪循環にあると

いえます。それにより、次代の役員の担い

手の発掘も難しくなる状況にあり、こうし

た状況が続けば、組織の存続自体も危ぶま

れる事態となることが危惧されています。 

 

(２) 自治労全体の組合員数の減少と組織率の低下 

① 続く組合員の減少と新採組織率等の低下 

1. 2021年に実施した組織基本調査では、組

合員総数は約75万人となっており、2017年

調査において80万人を下回って以降も減少

傾向に歯止めはかけられていないことが明

らかになっています。 

  こうした背景には、新規採用職員の組織

率の低下が大きく影響しています。2022年

度（12月１日時点）の組織率は60.2％と

なっており、調査手法が異なるため単純比

較はできないものの、組織基本調査に基づ

く新規採用者の組合加入率が2006年から

2017年までは60％台半ばで推移してきたこ

とを踏まえれば、新採組織率は５ポイント

低下している現状にあります。とくに県職

や政令市をはじめ、県都市などの大単組に

おける加入実績の低下傾向が顕著であり、

全体の加入率が押し下げられています。 

  新規採用者の組合加入は、組合活動継続

の生命線であり、自治労の組合員減少を食

い止めるための最大の課題です。また、一

度未加入者を許してしまえば、その後の加

入をさらに困難にしてしまうことから、県

本部と単組の連携を強化し、準備段階から

徹底した取り組みが必要です。 

2. さらに、自治体では中途採用者が増加傾

向にありますが、「社会人枠の採用者が加

入しない」という事例も見受けられ、その

理由として「以前の職場に組合がなかった」

「以前の勤務先の組合が何もしてくれな

かった」ということが少なくありません。

さらに、未加入者の増加や、いったん加入

した組合員の脱退などもあります。 

3. このまま減少が続けば、単組活動はもと

より、県本部活動の維持や単組支援がより

困難となることが想定されます。また、自

治労総体としての政府や政治に対する影響

力・発信力・交渉力等の低下につながるこ

Ⅲ　自治労組織の現状と取り組みの重点課題　（25）
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「自治労の組織内候補」へ投票する割合が

高いことも明らかになっています。 

  こうしたことを踏まえれば、日常的な組

合活動の強化を通じて、組合員の結集や信

頼を得ることが最優先であるといえます。 

3. さらに、政治が何をしているかなど、活

動が見えない、情報に触れる機会が少ない、

議員との距離が遠いなどの声も聞かれてい

ます。組合員に議員の活動を見せていくこ

とは政治活動の重要性の認識、取り組みの

強化につなげる第一歩であり、意見交換会

の実施や組合員への議会活動報告を行うな

ど、日常的な連携を強化し、強固な関係を

築いておくことが必要です。 

  その中で政治との関わりや必要性を組合

員に丁寧に説明し納得を得ていくことが求

められています。

 

 

2. 2024－2025運動方針の重点課題 

 
 
① 厳しさを増す労働環境をはじめ、職場における助け合い・支え合い、そして、交渉に

よる賃金・労働条件の改善や、職場課題の解決によって、誰もが安心して働き続けら

れ、働き続けようと思える職場をつくることが、労働組合活動の基本であり、今こそそ

の役割が求められています。組合員の声を集め、要求に盛り込んでいくことなど、日常

的な組合活動を強化するとともに、その活動を広く共有することで多くの職場の仲間の

結集へとつなげます。 

② 住民のくらしと命を守るためには、公共サービスの充実、そしてその役割をしっかり

と果たすことのできる人員体制の整備が不可欠です。社会的セーフティネットとしての

公共サービスの充実・強化のための財源確保をめざすには、世論の理解と共感が重要で

あることから、そのための活動を展開します。 

③ 平和で安心して生活できる社会は誰もが求めるものであり、労働組合の活動もそうし

た社会なくしては成り立ちません。そのためにも、取り組みに対する組合員の意識を醸

成する活動を強化します。そして、自治労がめざす社会を実現していくためには、政治

との関わりは密接不可分なものであることから、日常的な組合活動の活性化とあわせ

て、政治との関わりや意識を高める活動を展開します。 
 

 
 

(１) 日常的な組合活動の活性化と組織強化・拡大

① 労働組合の基本的活動の強化 

1. 単組活動の活性化は自治労運動の根幹で

あり、停滞した活動を回復させる、日常の

当たり前の活動を取り戻していくため、改

めて「多くの組合員の思いを集め、要求・

交渉し、課題を解決する」との労働組合の

基本的活動を強化します。 

2. とくに、物価高騰が組合員の生活を苦し

めている状況を踏まえれば、初任給水準の

引き上げや運用改善によって賃金水準の底
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2. 本部は、担当部局が明確に分かれている

こともあり、評議会も含め各局が抱える課

題を共有する場面は限定的であり、さらに

は役員による県本部担当制を敷いているも

のの、オルグ等で得た県本部におけるさま

ざまな課題に関する情報を全体で共有でき

ているとはいえない状況にあります。 

  さらに、各種交渉などの情報の多さとと

もにその内容やポイントがわかりやすい発

信となっていないとの指摘もあります。 

3. 単組活動の活性化が喫緊の課題となる中

で、単組と県本部間、県本部と本部間での

連携強化、さらには運動の取り組み方など

の見直しを検討する必要があります。 

 

(４) 女性参画の促進とジェンダー平等の推進 

1. この間、本部機関会議の女性代議員・中

央委員割合は30％を目標としてきています

が、達成できている県本部は半数にも満た

ない状況です。また、2022－2023年度の本

部役員の女性比率は30％を達成しています

が、県本部五役や専従役員は圧倒的に男性

が占める状況にあります。 

  多くの意思決定の場が男性中心となって

いる状況は変わらず、2023年３月に県本部

の女性専従役員を対象に本部が実施した調

査では、「男性ばかりの組織」「組合は男

の世界だと感じる。男性目線で討議が進ん

でいる」との指摘もなされています。 

  組合活動のあらゆる分野に女性が参画す

ることは極めて重要であり、男女がともに

担うことのできる組合活動の手法を模索す

ることが求められています。 

2. さらに、誰もが働きやすい職場環境を実

現するためにも、ＬＧＢＴＱ＋【16】当事者

の人権を守りハラスメントなどの課題解決

への取り組みをさらに前進させることが必

要です。ジェンダー平等はすべての人が向

き合うべきテーマであり、多くの人が参画

しやすいよう組合活動のさまざまな場面に

おいてジェンダー平等を意識して取り組ん

でいかなければなりません。

 

(５) 組合活動と政治との関わり 

1. 組合員の賃金・労働条件や職場環境の多

くは政治（議会）の決定に大きく左右され

ます。また、業務や各種施策に関しても政

治の影響を大きく受けることから、労働組

合として政治と向き合っていくことが不可

避であるとの認識のもと、政治闘争の取り

組み強化を訴えてきました。しかし、2019

年、2022年の参院選の結果を踏まえれば、

その重要性が認識されている、取り組みが

向上しているとはいえない状況にあります。 

2. とくに、この間指摘されてきたのは、組

合員に政治闘争の必要性だけを声高に叫ん

でも取り組み強化にはつながらないという

ことです。本部が実施した2022参院選につ

いてのアンケート調査（以下、2022参院選

アンケート調査）では、コロナ禍において

組合が職場課題に「対応できていなかっ

た・活動が見えなかった」「活動にとくに

工夫はみられず、活動が縮小していた」と

の回答が３割強と、労働組合が組合員の声

を聞き、要求に盛り込み、その解決にむけ

て取り組んだとは見られていない実態が明

らかになっています。一方で、参院選にお

いて組合役員からの働きかけが多いほど

（26）　第１章　基本的考え方
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「自治労の組織内候補」へ投票する割合が

高いことも明らかになっています。 

  こうしたことを踏まえれば、日常的な組

合活動の強化を通じて、組合員の結集や信

頼を得ることが最優先であるといえます。 

3. さらに、政治が何をしているかなど、活

動が見えない、情報に触れる機会が少ない、

議員との距離が遠いなどの声も聞かれてい

ます。組合員に議員の活動を見せていくこ

とは政治活動の重要性の認識、取り組みの

強化につなげる第一歩であり、意見交換会

の実施や組合員への議会活動報告を行うな

ど、日常的な連携を強化し、強固な関係を

築いておくことが必要です。 

  その中で政治との関わりや必要性を組合

員に丁寧に説明し納得を得ていくことが求

められています。

 

 

2. 2024－2025運動方針の重点課題 

 
 
① 厳しさを増す労働環境をはじめ、職場における助け合い・支え合い、そして、交渉に

よる賃金・労働条件の改善や、職場課題の解決によって、誰もが安心して働き続けら

れ、働き続けようと思える職場をつくることが、労働組合活動の基本であり、今こそそ

の役割が求められています。組合員の声を集め、要求に盛り込んでいくことなど、日常

的な組合活動を強化するとともに、その活動を広く共有することで多くの職場の仲間の

結集へとつなげます。 

② 住民のくらしと命を守るためには、公共サービスの充実、そしてその役割をしっかり

と果たすことのできる人員体制の整備が不可欠です。社会的セーフティネットとしての

公共サービスの充実・強化のための財源確保をめざすには、世論の理解と共感が重要で

あることから、そのための活動を展開します。 

③ 平和で安心して生活できる社会は誰もが求めるものであり、労働組合の活動もそうし

た社会なくしては成り立ちません。そのためにも、取り組みに対する組合員の意識を醸

成する活動を強化します。そして、自治労がめざす社会を実現していくためには、政治

との関わりは密接不可分なものであることから、日常的な組合活動の活性化とあわせ

て、政治との関わりや意識を高める活動を展開します。 
 

 
 

(１) 日常的な組合活動の活性化と組織強化・拡大

① 労働組合の基本的活動の強化 

1. 単組活動の活性化は自治労運動の根幹で

あり、停滞した活動を回復させる、日常の

当たり前の活動を取り戻していくため、改

めて「多くの組合員の思いを集め、要求・

交渉し、課題を解決する」との労働組合の

基本的活動を強化します。 

2. とくに、物価高騰が組合員の生活を苦し

めている状況を踏まえれば、初任給水準の

引き上げや運用改善によって賃金水準の底
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2. 本部は、担当部局が明確に分かれている

こともあり、評議会も含め各局が抱える課

題を共有する場面は限定的であり、さらに

は役員による県本部担当制を敷いているも

のの、オルグ等で得た県本部におけるさま

ざまな課題に関する情報を全体で共有でき

ているとはいえない状況にあります。 

  さらに、各種交渉などの情報の多さとと

もにその内容やポイントがわかりやすい発

信となっていないとの指摘もあります。 

3. 単組活動の活性化が喫緊の課題となる中

で、単組と県本部間、県本部と本部間での

連携強化、さらには運動の取り組み方など

の見直しを検討する必要があります。 

 

(４) 女性参画の促進とジェンダー平等の推進 

1. この間、本部機関会議の女性代議員・中

央委員割合は30％を目標としてきています

が、達成できている県本部は半数にも満た

ない状況です。また、2022－2023年度の本

部役員の女性比率は30％を達成しています

が、県本部五役や専従役員は圧倒的に男性

が占める状況にあります。 

  多くの意思決定の場が男性中心となって

いる状況は変わらず、2023年３月に県本部

の女性専従役員を対象に本部が実施した調

査では、「男性ばかりの組織」「組合は男

の世界だと感じる。男性目線で討議が進ん

でいる」との指摘もなされています。 

  組合活動のあらゆる分野に女性が参画す

ることは極めて重要であり、男女がともに

担うことのできる組合活動の手法を模索す

ることが求められています。 

2. さらに、誰もが働きやすい職場環境を実

現するためにも、ＬＧＢＴＱ＋【16】当事者

の人権を守りハラスメントなどの課題解決

への取り組みをさらに前進させることが必

要です。ジェンダー平等はすべての人が向

き合うべきテーマであり、多くの人が参画

しやすいよう組合活動のさまざまな場面に

おいてジェンダー平等を意識して取り組ん

でいかなければなりません。

 

(５) 組合活動と政治との関わり 

1. 組合員の賃金・労働条件や職場環境の多

くは政治（議会）の決定に大きく左右され

ます。また、業務や各種施策に関しても政

治の影響を大きく受けることから、労働組

合として政治と向き合っていくことが不可

避であるとの認識のもと、政治闘争の取り

組み強化を訴えてきました。しかし、2019

年、2022年の参院選の結果を踏まえれば、

その重要性が認識されている、取り組みが

向上しているとはいえない状況にあります。 

2. とくに、この間指摘されてきたのは、組

合員に政治闘争の必要性だけを声高に叫ん

でも取り組み強化にはつながらないという

ことです。本部が実施した2022参院選につ

いてのアンケート調査（以下、2022参院選

アンケート調査）では、コロナ禍において

組合が職場課題に「対応できていなかっ

た・活動が見えなかった」「活動にとくに

工夫はみられず、活動が縮小していた」と

の回答が３割強と、労働組合が組合員の声

を聞き、要求に盛り込み、その解決にむけ

て取り組んだとは見られていない実態が明

らかになっています。一方で、参院選にお

いて組合役員からの働きかけが多いほど

Ⅲ　自治労組織の現状と取り組みの重点課題　（27）
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(２) 公共サービスの充実にむけた取り組み強化 

① 公共サービス充実のための世論への発信 

1. 障害・疾病・失業などの誰もが直面しう

る生活上の困難と、子育て・教育・介護・

医療・地域交通など地域のニーズに対応し

た公共サービスを展開するためにも、それ

らを支える人員の確保と賃金・労働条件の

改善について、そこに従事する労働組合だ

からこそ主体的に求めていかなければなり

ません。 

2. そして、「すべての人が平等に恩恵を享

受するための質の高い公共サービス」を実

現するためにも、組織内にとどまらず、広

く内外に強く発信していくため、「公共

サービスにもっと投資を！」キャンペーン

の通年展開にむけた取り組みをさらに強化

します。 

 

② 公共サービス充実のための財源確保 

3. 充実した公共サービスを幅広く実施して

いくためには裏づけとなる安定的な財源が

必要となります。そのためにも、適正な累

進制の維持・強化や資産課税・金融取引税

の適正化による所得再配分機能の強化、法

人税の課税ベースの拡大など、国・地方の

税配分も含めた現行税制についての抜本的

見直しが不可欠です。 

4. また、自治体職員や労働組合は地域に根

差した質の高い公共サービスを提供するた

めにあるという信頼感をつくることこそが、

公共サービスの提供体制を支える地方財政

の拡充に大きく寄与します。首長・当局や

議員との積極的な協議や地域住民との協働

も模索し、公共サービス拡充とそれに従事

する人への投資に対する市民からの賛同を

得る取り組みを促進していきます。 

 

③ 自治研活動のさらなる展開 

5. 地域の実情をよく知り、かつそのサービ

スを担う専門的知識を持つ立場から、安心

してくらし続けられる地域、誇りをもって

働き続けられる職場をつくりあげていくこ

とは、地域公共サービス労働者が集う自治

労に期待される重要な役割であり、そうし

た認識のもとさまざまな取り組みを進めて

いかなければなりません。 

6. その活動の一つが自治研活動であり、こ

れまで自治労が全国で積み上げてきた多く

の経験をもとに、住民や地域のコミュニ

ティ、ＮＰＯなどと連携して、地域のニー

ズを汲み取った質の高い公共サービスの実

現にむけ、「自治研活動」をさらに展開し

ます。 

 

(３) すべてに関わる政治、その必要性と取り組み強化 

① 人権や平和を守る意義の共有と取り組み

展開 

1. 基本的人権が守られることは、誰もが安

心して働き続けることができる社会の基礎

となるものです。また、地域の課題に対応

する自治体の政策をはじめ、私たちの仕事

も人権と密接に関係し、自らの賃金・労働

条件の改善などに取り組めるのも、人権が

尊重される社会があるからであり、その根

本を守らなければ労働組合の活動は展開で

きません。   

2. コロナ禍では医療従事者への差別・偏見

に代表されるような人権問題が多く見られ

ました。また、これまでのいわれのない公
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上げをはかっていくことは必須です。 

  また、会計年度任用職員の処遇改善や業

務に見あった人員確保をはじめ、中途採用

職員の処遇改善、ハラスメントへの対応、

さらには職場の課題や仕事のあり方など、

課題は多岐にわたります。 

  具体的な課題について、職場実態や組合

員からの意見をもとに要求を積み上げ、

しっかりと当局との交渉などの取り組み強

化をめざします。 

 

② 多くの職場の仲間の組合結集 

3. 日常的な組合活動を力強く前進していく

ためには、労働組合活動の基本である助け

合い、支え合いの価値観を共有し、多くの

職場の仲間が労働組合に結集していること

が不可欠です。2023年９月から2027年８月

までを期間とする「第６次組織強化・拡大

のための推進計画」を基軸に、新規採用者

や未加入者、再任用者や役職定年者、さら

には会計年度任用職員などの組織化の取り

組みを展開します。 

4. 活動の基本は「対面」である一方で、コ

ロナ禍で活動のツールの一つとして定着し

たウェブも活用し、これまで参加できな

かった層の組合員も参加しやすい活動を展

開します。 

5. 女性や若年層の組合活動への参画を促進

することは、労働組合の持続性にも大きく

影響します。さらにジェンダー平等を意識

し多様な視点や立場、考え方を活動に反映

することが組合活動の活性化には不可欠で

す。こうした視点に立ち、多くの仲間の組

合活動への参画を追求するとともに、「自

治労ジェンダー平等推進計画」に基づいた

取り組みを展開します。 

6. 共済との連携による相互の助け合いと生

活の保障は、組合活動の原点であることか

ら、新たな共済推進方針【17】に基づき、新

規採用者等の組織化と自治労共済の同時加

入や加入者拡大の取り組みを進め、自治労

組織の強化・拡大につなげます。 

 

③ 単組活動の活性化にむけた県本部・本部

の機能強化 

7. 県本部・本部には、運動のけん引役と同

時に、単組活動に対するサポート・支援が

求められ、単組の置かれた状況とニーズを

きめ細やかに把握しながら、信頼される県

本部・本部となることが、最大の課題です。 

8. 県本部は、日常的な単組役員との対話や

単組オルグの実施を通して、単組の活動実

態の把握と課題の明確化をはかり、抱える

悩みや単組運営における課題を拾い上げ、

解決にむけた助言や行動提起に取り組みま

す。また、同じ地域公共サービス労働者の

賃金労働条件の高位平準化・底上げをはか

るためにも、単組間交流を促進するなど、

県内単組間の横の連携の強化をはかります。 

9. 本部は、各県本部と活動状況や単組状況

などを共有し、県本部のサポートを強めま

す。あわせて、自治労のスケールメリット

を生かして、現場実態を踏まえた政策要請

などを強化し、県本部・単組へのタイム

リーな情報提供に取り組みます。 

10. これらの取り組みにより、単組－県本部

間、県本部－本部間の関係性を強化すると

ともに、各地での自治労の取り組みを積極

的に発信することにより、組織への求心力

と労働組合の社会的意義・価値を高めるこ

とをめざします。 

（28）　第１章　基本的考え方
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(２) 公共サービスの充実にむけた取り組み強化 

① 公共サービス充実のための世論への発信 

1. 障害・疾病・失業などの誰もが直面しう

る生活上の困難と、子育て・教育・介護・

医療・地域交通など地域のニーズに対応し

た公共サービスを展開するためにも、それ

らを支える人員の確保と賃金・労働条件の

改善について、そこに従事する労働組合だ

からこそ主体的に求めていかなければなり

ません。 

2. そして、「すべての人が平等に恩恵を享

受するための質の高い公共サービス」を実

現するためにも、組織内にとどまらず、広

く内外に強く発信していくため、「公共

サービスにもっと投資を！」キャンペーン

の通年展開にむけた取り組みをさらに強化

します。 

 

② 公共サービス充実のための財源確保 

3. 充実した公共サービスを幅広く実施して

いくためには裏づけとなる安定的な財源が

必要となります。そのためにも、適正な累

進制の維持・強化や資産課税・金融取引税

の適正化による所得再配分機能の強化、法

人税の課税ベースの拡大など、国・地方の

税配分も含めた現行税制についての抜本的

見直しが不可欠です。 

4. また、自治体職員や労働組合は地域に根

差した質の高い公共サービスを提供するた

めにあるという信頼感をつくることこそが、

公共サービスの提供体制を支える地方財政

の拡充に大きく寄与します。首長・当局や

議員との積極的な協議や地域住民との協働

も模索し、公共サービス拡充とそれに従事

する人への投資に対する市民からの賛同を

得る取り組みを促進していきます。 

 

③ 自治研活動のさらなる展開 

5. 地域の実情をよく知り、かつそのサービ

スを担う専門的知識を持つ立場から、安心

してくらし続けられる地域、誇りをもって

働き続けられる職場をつくりあげていくこ

とは、地域公共サービス労働者が集う自治

労に期待される重要な役割であり、そうし

た認識のもとさまざまな取り組みを進めて

いかなければなりません。 

6. その活動の一つが自治研活動であり、こ

れまで自治労が全国で積み上げてきた多く

の経験をもとに、住民や地域のコミュニ

ティ、ＮＰＯなどと連携して、地域のニー

ズを汲み取った質の高い公共サービスの実

現にむけ、「自治研活動」をさらに展開し

ます。 

 

(３) すべてに関わる政治、その必要性と取り組み強化 

① 人権や平和を守る意義の共有と取り組み

展開 

1. 基本的人権が守られることは、誰もが安

心して働き続けることができる社会の基礎

となるものです。また、地域の課題に対応

する自治体の政策をはじめ、私たちの仕事

も人権と密接に関係し、自らの賃金・労働

条件の改善などに取り組めるのも、人権が

尊重される社会があるからであり、その根

本を守らなければ労働組合の活動は展開で

きません。   

2. コロナ禍では医療従事者への差別・偏見

に代表されるような人権問題が多く見られ

ました。また、これまでのいわれのない公
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上げをはかっていくことは必須です。 

  また、会計年度任用職員の処遇改善や業

務に見あった人員確保をはじめ、中途採用

職員の処遇改善、ハラスメントへの対応、

さらには職場の課題や仕事のあり方など、

課題は多岐にわたります。 

  具体的な課題について、職場実態や組合

員からの意見をもとに要求を積み上げ、

しっかりと当局との交渉などの取り組み強

化をめざします。 

 

② 多くの職場の仲間の組合結集 

3. 日常的な組合活動を力強く前進していく

ためには、労働組合活動の基本である助け

合い、支え合いの価値観を共有し、多くの

職場の仲間が労働組合に結集していること

が不可欠です。2023年９月から2027年８月

までを期間とする「第６次組織強化・拡大

のための推進計画」を基軸に、新規採用者

や未加入者、再任用者や役職定年者、さら

には会計年度任用職員などの組織化の取り

組みを展開します。 

4. 活動の基本は「対面」である一方で、コ

ロナ禍で活動のツールの一つとして定着し

たウェブも活用し、これまで参加できな

かった層の組合員も参加しやすい活動を展

開します。 

5. 女性や若年層の組合活動への参画を促進

することは、労働組合の持続性にも大きく

影響します。さらにジェンダー平等を意識

し多様な視点や立場、考え方を活動に反映

することが組合活動の活性化には不可欠で

す。こうした視点に立ち、多くの仲間の組

合活動への参画を追求するとともに、「自

治労ジェンダー平等推進計画」に基づいた

取り組みを展開します。 

6. 共済との連携による相互の助け合いと生

活の保障は、組合活動の原点であることか

ら、新たな共済推進方針【17】に基づき、新

規採用者等の組織化と自治労共済の同時加

入や加入者拡大の取り組みを進め、自治労

組織の強化・拡大につなげます。 

 

③ 単組活動の活性化にむけた県本部・本部

の機能強化 

7. 県本部・本部には、運動のけん引役と同

時に、単組活動に対するサポート・支援が

求められ、単組の置かれた状況とニーズを

きめ細やかに把握しながら、信頼される県

本部・本部となることが、最大の課題です。 

8. 県本部は、日常的な単組役員との対話や

単組オルグの実施を通して、単組の活動実

態の把握と課題の明確化をはかり、抱える

悩みや単組運営における課題を拾い上げ、

解決にむけた助言や行動提起に取り組みま

す。また、同じ地域公共サービス労働者の

賃金労働条件の高位平準化・底上げをはか

るためにも、単組間交流を促進するなど、

県内単組間の横の連携の強化をはかります。 

9. 本部は、各県本部と活動状況や単組状況

などを共有し、県本部のサポートを強めま

す。あわせて、自治労のスケールメリット

を生かして、現場実態を踏まえた政策要請

などを強化し、県本部・単組へのタイム

リーな情報提供に取り組みます。 

10. これらの取り組みにより、単組－県本部

間、県本部－本部間の関係性を強化すると

ともに、各地での自治労の取り組みを積極

的に発信することにより、組織への求心力

と労働組合の社会的意義・価値を高めるこ

とをめざします。 

Ⅲ　自治労組織の現状と取り組みの重点課題　（29）
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とが重要です。 

7. また、私たちの賃金・労働条件や職場環

境、さらに業務などの多くは政治に大きく

左右されることから、労働組合として首長

や議会対策も欠かすことのできない活動の

一つです。その際、重要な役割を担うのが

組織内・政策協力議員であり、日頃から情

報・意見交換など、労働組合として連携す

ることが不可欠です。 

  しかし、2023年４月の統一自治体選挙で

は、組織内・政策協力候補の当選者数・率

ともに、前回選挙（2019年）よりも減少す

るという厳しい結果となっています。そう

したことも踏まえ、改めて、日常的に政治

と労働組合の関わりの重要性や意義に関す

る学習会を開催するなど、組合員の理解・

認識を深める取り組みを展開します。そし

て、組合員のニーズや組合の要求・政策の

実現、自治体施策への意見反映を行ってい

くため、自治体職員が置かれた立場や自治

労の政策を理解し連携できる首長・議員を

確保するなど、「１自治体１協力議員」を

めざします。 

8. こうした取り組みは、国政選挙の基盤と

もなるものです。改めて、地方段階から政

治を身近なものにして国政選挙へとつなげ

ていくため、労働組合としての政治との関

わりを強化します。 
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務員バッシングに対しても、職員の人権を

守る視点から労働組合として対応してきま

した。こうしたことも踏まえて、引き続き、

自治労がめざしてきた人権が守られ、差別

や偏見のない社会づくりの必要性を全体で

共有し、取り組みを展開していくことは不

可欠であるといえます。 

3. 自治労はこの間、戦争の反省と教訓に立

ち二度と悲惨な戦禍を繰り返させないとの

理念のもと、憲法のもとで平和を守るため

の取り組みを行ってきました。また、持続

可能な社会をつくる観点から、事故によっ

て地域社会に深刻な影響を及ぼすことが明

らかである原発によらないエネルギー政策

への転換などを求めてきました。 

  しかし、2022参院選アンケート調査では、

憲法や防衛力の強化、原発などのエネル

ギー政策について、自治労が掲げてきた方

針と組合員の意識が乖離する傾向にあるこ

とが明らかとなっています。 

4. 私たち地域公共サービス労働者の仕事は、

人々が「安心して生活することができる」

ようにするために提供されるものです。そ

のためには平和が前提であり、万が一有事

が発生した際、自治体には住民避難対応等

が求められることになります。また、安全

保障関連３文書では、空港や港湾等の公共

インフラの利用拡大、地方公共団体等と連

携・協力の強化などが盛り込まれており、

有事の際には、自治体、そして自治体職員

に戦争協力への責務が課せられることも想

定されます。 

  このように、業務と密接に関わることか

らも、平和な地域・社会を守る、地域住民

の生活、自らの職場を守る観点から活動を

展開することは、地域公共サービスを担う

労働組合としての社会的役割であるといえ

ます。 

5. 組合員の生活、職場、そして地域を守る

ことをはじめとする労働組合活動の基本は

「助け合い・支え合い」であり、それは平

和や人権が守られる社会づくりの根底とも

相通ずるものです。住民の命と安全を守る

公共サービス労働者として、そして民主的

な組織である労働組合として、人権や平和

を守るための取り組みの必要性や意義を共

有し、運動の強化へとつなげていくことが

不可欠です。 

  社会が大きく転換されようとしている今

だからこそ、労働組合全体で改めて平和や

人権等に取り組む意義を共有していくこと

が求められています。一見自分には関係な

さそうな問題でも巡り巡って自分たちの問

題になるということを認識し、社会の問題

を個人の視点にきちんと置き換えて共有し

ていくため、学習などの機会を設け重要性

を再認識するための活動を展開します。ま

た、組織内での丁寧な説明や理解を求める

活動とともに、引き続き、市民団体などと

も連携し、政府・国会対応を強化します。 

 

② 日常活動から政治との関わりをつくって

いく 

6. 社会を取り巻くさまざまな課題への取り

組み、さらには賃金・労働条件や職場環境

の改善には政治との関わりは切っても切り

離せないものです。自治労として政治闘争

を強化していくためには、労使交渉等をは

じめとした運動の積み上げ、組合員の悩み

に寄り添った日常的な組合活動を充実・強

化していく中で、組合員の信頼を得る、労

働組合の団結力を強固なものにしていくこ

（30）　第１章　基本的考え方
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とが重要です。 

7. また、私たちの賃金・労働条件や職場環

境、さらに業務などの多くは政治に大きく

左右されることから、労働組合として首長

や議会対策も欠かすことのできない活動の

一つです。その際、重要な役割を担うのが

組織内・政策協力議員であり、日頃から情

報・意見交換など、労働組合として連携す

ることが不可欠です。 

  しかし、2023年４月の統一自治体選挙で

は、組織内・政策協力候補の当選者数・率

ともに、前回選挙（2019年）よりも減少す

るという厳しい結果となっています。そう

したことも踏まえ、改めて、日常的に政治

と労働組合の関わりの重要性や意義に関す

る学習会を開催するなど、組合員の理解・

認識を深める取り組みを展開します。そし

て、組合員のニーズや組合の要求・政策の

実現、自治体施策への意見反映を行ってい

くため、自治体職員が置かれた立場や自治

労の政策を理解し連携できる首長・議員を

確保するなど、「１自治体１協力議員」を

めざします。 

8. こうした取り組みは、国政選挙の基盤と

もなるものです。改めて、地方段階から政

治を身近なものにして国政選挙へとつなげ

ていくため、労働組合としての政治との関

わりを強化します。 
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務員バッシングに対しても、職員の人権を

守る視点から労働組合として対応してきま

した。こうしたことも踏まえて、引き続き、

自治労がめざしてきた人権が守られ、差別

や偏見のない社会づくりの必要性を全体で

共有し、取り組みを展開していくことは不

可欠であるといえます。 

3. 自治労はこの間、戦争の反省と教訓に立

ち二度と悲惨な戦禍を繰り返させないとの

理念のもと、憲法のもとで平和を守るため

の取り組みを行ってきました。また、持続

可能な社会をつくる観点から、事故によっ

て地域社会に深刻な影響を及ぼすことが明

らかである原発によらないエネルギー政策

への転換などを求めてきました。 

  しかし、2022参院選アンケート調査では、

憲法や防衛力の強化、原発などのエネル

ギー政策について、自治労が掲げてきた方

針と組合員の意識が乖離する傾向にあるこ

とが明らかとなっています。 

4. 私たち地域公共サービス労働者の仕事は、

人々が「安心して生活することができる」

ようにするために提供されるものです。そ

のためには平和が前提であり、万が一有事

が発生した際、自治体には住民避難対応等

が求められることになります。また、安全

保障関連３文書では、空港や港湾等の公共

インフラの利用拡大、地方公共団体等と連

携・協力の強化などが盛り込まれており、

有事の際には、自治体、そして自治体職員

に戦争協力への責務が課せられることも想

定されます。 

  このように、業務と密接に関わることか

らも、平和な地域・社会を守る、地域住民

の生活、自らの職場を守る観点から活動を

展開することは、地域公共サービスを担う

労働組合としての社会的役割であるといえ

ます。 

5. 組合員の生活、職場、そして地域を守る

ことをはじめとする労働組合活動の基本は

「助け合い・支え合い」であり、それは平

和や人権が守られる社会づくりの根底とも

相通ずるものです。住民の命と安全を守る

公共サービス労働者として、そして民主的

な組織である労働組合として、人権や平和

を守るための取り組みの必要性や意義を共

有し、運動の強化へとつなげていくことが

不可欠です。 

  社会が大きく転換されようとしている今

だからこそ、労働組合全体で改めて平和や

人権等に取り組む意義を共有していくこと

が求められています。一見自分には関係な

さそうな問題でも巡り巡って自分たちの問

題になるということを認識し、社会の問題

を個人の視点にきちんと置き換えて共有し

ていくため、学習などの機会を設け重要性

を再認識するための活動を展開します。ま

た、組織内での丁寧な説明や理解を求める

活動とともに、引き続き、市民団体などと

も連携し、政府・国会対応を強化します。 

 

② 日常活動から政治との関わりをつくって

いく 

6. 社会を取り巻くさまざまな課題への取り

組み、さらには賃金・労働条件や職場環境

の改善には政治との関わりは切っても切り

離せないものです。自治労として政治闘争

を強化していくためには、労使交渉等をは

じめとした運動の積み上げ、組合員の悩み

に寄り添った日常的な組合活動を充実・強

化していく中で、組合員の信頼を得る、労

働組合の団結力を強固なものにしていくこ

Ⅲ　自治労組織の現状と取り組みの重点課題　（31）
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【社会的横断賃金の形成】 
1. 労働者全体の賃金相場を決定する春闘の
意義を再確認し、全単組・全組合員が主体
的に取り組み、社会的横断賃金の形成をめ
ざします。 

 ① あらゆる賃金格差の解消と賃金水準の
底上げをめざし、連合春闘に結集します。
また、中小・非正規の仲間との連携を強
化します。 

 ② 民間春闘の結果が人事院勧告・自治体
確定期へと大きくつながっていくことを
改めて認識し、公務・民間が一体となっ
て地域経済の底上げ・中小・地場賃金の
底支えに積極的に取り組みます。 

 ③ 地域公共サービスを担う労働者の賃金
底上げをめざし、日頃から賃金制度の点
検と検証を行い、春闘期から組合員の賃
金実態を踏まえた要求づくりを進め交渉
を積み上げます。県本部は、単組の賃金
実態の把握を行い、要求事項作成や交渉
実施状況について迅速に調査・点検する
とともに、要求実現にむけたオルグや交
渉支援を強化し、自治体単組は、全国統
一闘争をはじめとするたたかいに結集し
ます。 

 ④ 地方公務員給与に大きな影響を与える
国家公務員給与については、公務員連絡
会に結集し、人事院・内閣人事局等への
対策を強めます。 

 ⑤ 全国一般・公共民間の各単組は、生活
向上・格差是正を求め、要求書の提出・
交渉・決着をめざします。とくに自治体
準拠型の民間労組は、自治体単組と連携
して処遇改善をはかります。 

2. 非正規労働者をめぐる諸課題については、
雇用形態による賃金・労働条件の差別的取

り扱いを許さず、不合理な格差の解消や均
等待遇に基づく処遇改善を求めます。 

3. 賃金要求の基本的考え方は、次の通りと
します。 

 ① 生活保障と同一価値労働・同一賃金の
原則を賃金決定の原則として、改めて確
認します。 

 ② 賃金決定にあたっては、十分な交渉・
協議を経て、合意のもとに行うことを労
使で確認します。 

 ③ 基本給（給料）と諸手当の配分の基本
的考え方については、基本給を重視し、
諸手当については必要最低限とします。 

 ④ 組合員の賃金実態を把握し、労働者の
実質生活を維持・改善するための配分を
求めます。また、自治体の財政分析を行
い、必要な人件費確保を要求します。 

4. 公共サービス基本法の趣旨を活かし、自
治体に雇用されるすべての労働者、委託先
業者を含めた地域公共サービス民間労働者
を対象とする、自治体最低賃金を確立しま
す。 

 
【交渉力の強化による到達闘争の前進】 
5. 統一要求・交渉等により賃金・労働条件
を向上させるという統一闘争の意義を全体
で共有化し強化することにより、人事院・
人事委員会勧告への対策を進めます。 

6. 統一闘争の推進・強化による到達目標獲
得にむけ、本部・県本部は以下の取り組み
を進めます。 

 ① 本部は、賃金実態調査・制度調査結果
等を分析し、昇給・昇格モデルラインや
自治体区分別賃金データを提供すること
により運用改善にむけた単組課題を明確
化し、交渉による前進を支援します。ま
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1. 賃金闘争の再構築 
  ～実態把握と到達目標の確立、要求･交渉の徹底 
 
 
 2023民間春闘では、組合員の生活安定や「人への投資」と月例賃金にこだわった労働組
合の粘り強い交渉の結果、ほぼ30年ぶりとなる水準の賃上げを勝ち取るなど社会全体の賃
上げのムードが高まってきています。 
 一方で、自治労の賃金闘争の現状は、組合活動の担い手不足や役員任期の短期間化など
を背景に賃金闘争の基幹となるべき担当役職員の育成が進まず、各種制度内容や闘争の基
本に対する理解も不足しており、危機的状況にあるといわざるを得ません。地方公務員の
賃金は、人事院・人事委員会勧告に影響を受けますが、最終的には運用も含めた労使の交
渉を基本に決定されます。多くの自治体で国家公務員に倣った給料表が用いられています
が、実際の賃金水準は初任給や昇給昇格運用が自治体ごとに異なり、近年では、人事評価
結果の賃金反映などによって職員間の格差も広がっています。公務員労働者の生活を維
持・改善させるためには人勧だけに頼らない単組の組織力と交渉力の強化が重要です。 
 これまで自治労は、２度にわたる大きな制度の見直しを受けて、約20年の間、引き下げ
前の賃金水準を賃金闘争の具体的な目標として設定してきましたが、目標に到達できてい
る単組は少なく、現場の実態や時代に合った目標となり得ているかにも疑問があります。
また、産別一丸となって目標達成をめざす到達闘争を提起してきたものの、全国で統一的
に展開できているとはいい難い状況にあります。 
 2022年の人勧において2024年人勧での給与カーブや手当も含めた給与制度の見直しが示
され、また、2023年４月からは定年引き上げがスタートするなど、処遇や働き方に変化が
生じています。他方で、現在の到達目標設定の際に「賃金到達目標は物価変動要因を踏ま
えて更新していく」とされていますが、この間のデフレ下においては、見直しは行われて
いませんでした。今般の物価高騰、2023民間春闘での賃上げの状況も踏まえつつ、時代の
変化にあわせた賃金水準や賃金政策の確立をめざし、組合員が結集できる自治労の賃金闘
争を再構築するための議論をスタートします。  
【重点課題】 
① 自治労総体で取り組む賃金闘争と時代にあわせた賃金政策の確立にむけた議論をス
タートし賃金闘争の再構築をめざします。 

② 賃金制度の学習の強化と職場実態の把握を踏まえ、組合員実態に基づく要求実現にむ
け統一闘争へ結集します。 

③ すべての世代の職員がモチベーションをもって働き続けられる賃金水準の改善をめざ
します。 
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等待遇に基づく処遇改善を求めます。 
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します。 

 ① 生活保障と同一価値労働・同一賃金の
原則を賃金決定の原則として、改めて確
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的考え方については、基本給を重視し、
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 ④ 組合員の賃金実態を把握し、労働者の
実質生活を維持・改善するための配分を
求めます。また、自治体の財政分析を行
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1.　賃金闘争の再構築～実態把握と到達目標の確立、要求 ･交渉の徹底　（35）
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【自治体労働者の賃金要求】 
9. 自治体労働者の賃金要求にあたっては、
次の考え方に基づき、労使の主体的給与決
定を重視した賃金水準の確立をめざします。 

 ① 自治体賃金の地域間格差の解消にむけ
た賃金ラインの確立、およびすべての世
代の生活保障にも即した引き上げを求め
ます。また、自治体規模、地域間、任用
形態、職種間による格差解消をめざしま
す。 

 ② 自治体ごとに賃金水準・運用が異なっ
ている現状を踏まえ、現状においては、
運用改善等によるポイント賃金【18】への
到達闘争に取り組みます。また、地域の
実情や生活職場実態を踏まえ諸手当の改
善を求めます。 

 ③ 中途採用者について、初任給格付けの
低さや昇格の遅れなどにより、同様の職
種を担う職員に比べて給料が極端に低い
ケースが存在します。他の職員との均衡
や人員確保の観点からも、同学年の新卒
採用者の給料を基本として昇格・昇給の
改善を求めます。 

 ④ 自治体ごとの到達状況に差があること
を踏まえ、各単組の取り組み課題・獲得
目標を明確にした上で、全単組で統一闘
争に取り組み、賃金水準の全国的底上げ
を実現し、ラスパイレス比較による給与
抑制圧力に対抗します。 

10. 賃金闘争の前進をめざし、全国統一闘争
において、以下の通り取り組みます。 

 ① 各闘争期においては、人事院勧告事項
などに加え、格差解消・運用改善にむけ
た指標を示すとともに、統一交渉・行動
を配置し、要求の前進をはかります。 

 ② 運用改善にむけた具体的手法としては、

初任給の国公８号上位、係長相当職の国
公行(一)４級と課長補佐相当職の国公行
(一)６級到達、さらに上位昇給原資の確
保と公正な活用などにより、運用改善を
求めます。 

11. 自治体現業労働者の職務は行政サービス
の基幹のひとつであり、賃金を類似職種の
民間労働者の賃金との比較によって引き下
げようとする政治的圧力に対しては、比較
ベースや業務内容の違いを明らかにし対処
します。 

12. 自治体財政の逼迫を理由とした総人件費
抑制に対しては、十分な労使協議・合意を
前提として取り組みます。また、議会によ
る労使合意への介入を許さない取り組みを
強化します。 

13. ラスパイレス指数については、地域手当
の非支給自治体が多数存在し、国家公務員
のみに支給される手当の給与に占める割合
が増加するなど、給与実態とかけ離れてい
ます。そのため本部は引き続き、総務省に
対しラスパイレス指数比較のあり方の見直
しと丁寧な情報提供を求めます。また、課
題の解決には首長や地方六団体、さらには
地域や自治体当局等も巻き込み、単組・県
本部・本部が一体となった運動展開が必要
であり、協力議員等とも連携した取り組み
を検討します。 

14. 本部は、公務員連絡会等と連携し、下記
の通り対策を強化します。 

 ① 総務省に対し、給与決定等にあたって
人事委員会、自治体に対して技術的助言
による労使自治への介入を行わないよう、
対策を強化します。 

 ② 全人連に対し、各人事委員会の自主
性・主体性に基づく勧告を引き続き求め
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た、賃金制度を十分に理解し賃金改善を
はかるため、労働条件担当者会議等を活
用しながら賃金学習会を開催するととも
に、具体的取り組みにむけ、必要な対策
を講じます。 

 ② 本部は、自治体賃金闘争の条件を整備
するため、公務労協地公部会に結集し、
迅速な政府関係情報の収集とともに、総
務省・全人連・地方六団体交渉を行いま
す。あわせて、県本部は地方団体との定
期的な協議・交渉を実施します。 

 ③ 本部・県本部は、各闘争期における取
り組みの状況などについて把握するとと
もに、取り組めていない状況を放置せず、
県本部・単組の状況に応じた支援を行い
ます。統一闘争にあたっては、共通して
解決をめざす具体的な統一目標を設定す
るなど、統一闘争の強化につなげるため
の方策を検討します。また、各単組にお
ける取り組み状況等を共有し、必要な対
策を講じます。 

 ④ 県本部は、闘争期における単組課題や
獲得目標等具体的な方針を示し、統一闘
争を組織的に推進するとともに、積極的
に単組交渉への関与・指導を実施します。
また、単組の交渉状況などを迅速かつ正
確に点検し、目標到達可能な単組グルー
プによる統一闘争・一斉交渉の設定も視
野に入れて取り組みます。 

 ⑤ 県本部は、県職・政令市職単組と連携
し、日常的に人事委員会と意見交換を行
うとともに、勧告期には人事委員会交渉
を実施するなど、人事委員会対策を一層
強化・推進します。あわせて、長時間労
働の是正や会計年度任用職員の処遇改善、
ハラスメント防止にむけた対応（報告・

勧告）を求めます。 
7. 単組は、労使関係の基本ルールに基づい
た正常な労使関係を確立するとともに、春
闘期を１年のたたかいの起点とし、人勧
期・確定期を通し、「要求－交渉－妥結
（書面化・協約化）」の交渉サイクルを確
立します。また、職場の標準的な昇給昇格
基準について確認し、本部・県本部が示す
到達目標や近隣自治体との賃金水準比較な
どから課題を明確にします。その上で、初
任給や昇給昇格運用の改善など具体的な要
求へと繋げます。さらに、組合員個々の賃
金実態を把握し、人事評価の実態検証とあ
わせて不合理な格差是正や職場実態を踏ま
えた手当改善など、組合員の声を集めた要
求づくりと粘り強い交渉から組合への求心
力と団結力を高め、統一闘争への結集を進
めます。 

8. 単組の交渉力の強化にむけ、以下に取り
組みます。 

 ① 県本部・単組は本部作成の賃金資料等
を活用しながら学習会を重ね、当局に対
峙できる役員や賃金担当者の育成をはか
ります。 

② 労使交渉の対象は、地公企労法第７条
で規定する事項（交渉の範囲）とし、管
理運営事項であっても、労働条件の変更
を伴う場合は、必ず労使交渉・合意を前
提として取り組みます。 

 ③ 単組は、妥結結果に基づき書面による
協定化を進めます。 

 ④ 協約締結権を有する単組および評議会
は、交渉結果の協約締結と、当局責任で
の条例・規則改正による協約履行を確認
します。 

 

（36）　第２章　各課題の運動目標
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【自治体労働者の賃金要求】 
9. 自治体労働者の賃金要求にあたっては、
次の考え方に基づき、労使の主体的給与決
定を重視した賃金水準の確立をめざします。 

 ① 自治体賃金の地域間格差の解消にむけ
た賃金ラインの確立、およびすべての世
代の生活保障にも即した引き上げを求め
ます。また、自治体規模、地域間、任用
形態、職種間による格差解消をめざしま
す。 

 ② 自治体ごとに賃金水準・運用が異なっ
ている現状を踏まえ、現状においては、
運用改善等によるポイント賃金【18】への
到達闘争に取り組みます。また、地域の
実情や生活職場実態を踏まえ諸手当の改
善を求めます。 

 ③ 中途採用者について、初任給格付けの
低さや昇格の遅れなどにより、同様の職
種を担う職員に比べて給料が極端に低い
ケースが存在します。他の職員との均衡
や人員確保の観点からも、同学年の新卒
採用者の給料を基本として昇格・昇給の
改善を求めます。 

 ④ 自治体ごとの到達状況に差があること
を踏まえ、各単組の取り組み課題・獲得
目標を明確にした上で、全単組で統一闘
争に取り組み、賃金水準の全国的底上げ
を実現し、ラスパイレス比較による給与
抑制圧力に対抗します。 

10. 賃金闘争の前進をめざし、全国統一闘争
において、以下の通り取り組みます。 

 ① 各闘争期においては、人事院勧告事項
などに加え、格差解消・運用改善にむけ
た指標を示すとともに、統一交渉・行動
を配置し、要求の前進をはかります。 

 ② 運用改善にむけた具体的手法としては、

初任給の国公８号上位、係長相当職の国
公行(一)４級と課長補佐相当職の国公行
(一)６級到達、さらに上位昇給原資の確
保と公正な活用などにより、運用改善を
求めます。 

11. 自治体現業労働者の職務は行政サービス
の基幹のひとつであり、賃金を類似職種の
民間労働者の賃金との比較によって引き下
げようとする政治的圧力に対しては、比較
ベースや業務内容の違いを明らかにし対処
します。 

12. 自治体財政の逼迫を理由とした総人件費
抑制に対しては、十分な労使協議・合意を
前提として取り組みます。また、議会によ
る労使合意への介入を許さない取り組みを
強化します。 

13. ラスパイレス指数については、地域手当
の非支給自治体が多数存在し、国家公務員
のみに支給される手当の給与に占める割合
が増加するなど、給与実態とかけ離れてい
ます。そのため本部は引き続き、総務省に
対しラスパイレス指数比較のあり方の見直
しと丁寧な情報提供を求めます。また、課
題の解決には首長や地方六団体、さらには
地域や自治体当局等も巻き込み、単組・県
本部・本部が一体となった運動展開が必要
であり、協力議員等とも連携した取り組み
を検討します。 

14. 本部は、公務員連絡会等と連携し、下記
の通り対策を強化します。 

 ① 総務省に対し、給与決定等にあたって
人事委員会、自治体に対して技術的助言
による労使自治への介入を行わないよう、
対策を強化します。 

 ② 全人連に対し、各人事委員会の自主
性・主体性に基づく勧告を引き続き求め
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た、賃金制度を十分に理解し賃金改善を
はかるため、労働条件担当者会議等を活
用しながら賃金学習会を開催するととも
に、具体的取り組みにむけ、必要な対策
を講じます。 

 ② 本部は、自治体賃金闘争の条件を整備
するため、公務労協地公部会に結集し、
迅速な政府関係情報の収集とともに、総
務省・全人連・地方六団体交渉を行いま
す。あわせて、県本部は地方団体との定
期的な協議・交渉を実施します。 

 ③ 本部・県本部は、各闘争期における取
り組みの状況などについて把握するとと
もに、取り組めていない状況を放置せず、
県本部・単組の状況に応じた支援を行い
ます。統一闘争にあたっては、共通して
解決をめざす具体的な統一目標を設定す
るなど、統一闘争の強化につなげるため
の方策を検討します。また、各単組にお
ける取り組み状況等を共有し、必要な対
策を講じます。 

 ④ 県本部は、闘争期における単組課題や
獲得目標等具体的な方針を示し、統一闘
争を組織的に推進するとともに、積極的
に単組交渉への関与・指導を実施します。
また、単組の交渉状況などを迅速かつ正
確に点検し、目標到達可能な単組グルー
プによる統一闘争・一斉交渉の設定も視
野に入れて取り組みます。 

 ⑤ 県本部は、県職・政令市職単組と連携
し、日常的に人事委員会と意見交換を行
うとともに、勧告期には人事委員会交渉
を実施するなど、人事委員会対策を一層
強化・推進します。あわせて、長時間労
働の是正や会計年度任用職員の処遇改善、
ハラスメント防止にむけた対応（報告・

勧告）を求めます。 
7. 単組は、労使関係の基本ルールに基づい
た正常な労使関係を確立するとともに、春
闘期を１年のたたかいの起点とし、人勧
期・確定期を通し、「要求－交渉－妥結
（書面化・協約化）」の交渉サイクルを確
立します。また、職場の標準的な昇給昇格
基準について確認し、本部・県本部が示す
到達目標や近隣自治体との賃金水準比較な
どから課題を明確にします。その上で、初
任給や昇給昇格運用の改善など具体的な要
求へと繋げます。さらに、組合員個々の賃
金実態を把握し、人事評価の実態検証とあ
わせて不合理な格差是正や職場実態を踏ま
えた手当改善など、組合員の声を集めた要
求づくりと粘り強い交渉から組合への求心
力と団結力を高め、統一闘争への結集を進
めます。 

8. 単組の交渉力の強化にむけ、以下に取り
組みます。 

 ① 県本部・単組は本部作成の賃金資料等
を活用しながら学習会を重ね、当局に対
峙できる役員や賃金担当者の育成をはか
ります。 

② 労使交渉の対象は、地公企労法第７条
で規定する事項（交渉の範囲）とし、管
理運営事項であっても、労働条件の変更
を伴う場合は、必ず労使交渉・合意を前
提として取り組みます。 

 ③ 単組は、妥結結果に基づき書面による
協定化を進めます。 

 ④ 協約締結権を有する単組および評議会
は、交渉結果の協約締結と、当局責任で
の条例・規則改正による協約履行を確認
します。 

 

1.　賃金闘争の再構築～実態把握と到達目標の確立、要求 ･交渉の徹底　（37）
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当組合との交渉・協議体制を確立します。 
23. 扶養手当については、働き方の変化によ
り、配偶者手当を支給する民間事業所の割
合、公務における配偶者にかかる扶養手当
を受給する割合はいずれも減少傾向にあり
ます。配偶者の扶養をめぐる状況の変化を
踏まえ、子どもにかかる扶養手当等の状況
も含めての動向について注視するとともに、
現場の実態を踏まえた制度となるように求
めます。 

 
【定年引き上げに対応する取り組み】 
24. 2023年４月１日から定年引き上げがス
タートしました。制度開始後においても、
運用状況や人員配置・業務の割り振り等を
点検し、さらなる制度改善にむけて、引き
続き交渉・協議を行います。 

25. 定年引き上げが完成するまでの暫定再任
用【21】職員について、60歳超の職員間の均
衡をはかるため、賃金・労働条件について
抜本的な改善を求めます。 

26. 本部・県本部は単組における制度状況を
確認し、課題と好事例の共有を行い、さら
なる制度改善をめざします。 
 
【自律的労使関係の確立】 
27. 自律的労使関係の確立に関しては、引き
続き法改正にむけ、世論形成をはかりつつ、
以下の取り組みを推進します。 

 ① 日本は公務労働者の労働基本権付与に
ついて11度の勧告をＩＬＯから受けてい
ます。 

   消防職員を含む公務員全体の労働基本
権の回復にむけて、政府への対策と世論
の形成をはかります。 

 ② 立憲民主党が公務員制度改革ＰＴにお

ける経過・議論を経て、国民民主党およ
び社会民主党とともに第211回通常国会
に共同提出（議員立法）した、「公務員
制度改革関連５法案」（国家公務員法お
よび地方公務員法等の改正法案）につい
て、早期の審議入りと成立をめざします。 
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ます。 
 ③ 人事院勧告は、地方公務員の賃金・労

働条件に大きな影響を与えていることか
ら、公務員連絡会での議論を深化させま
す。 

15. 時代の変化にあわせた、賃金水準や賃金
政策の確立にむけ、賃金ＰＴを設置し議論
を始めます。 

 
【社会と公務の変化に応じた給与制度の整備
にむけた対応】 

16. 2024年の勧告で成案が示される予定の給
与制度の見直しにおいては、民間の初任給
および若年層の賃金水準を踏まえたものと
するとともに、すべての世代のモチベー
ション向上につながる見直しを求めます。 

  また、給与制度の運用にあたり、職員間
の格差の拡大につながるような見直しには
反対します。 

17. 地域手当の見直しにあたっては、近接す
る地域間格差の縮小を求めるとともに、国
の制度を画一的に自治体に強制するような
指導・助言を行わないよう総務省に要請し
ます。 

 
【人事評価制度等への対応】 
18. 定年引き上げや給与制度の見直しを踏ま
え、人事評価結果の活用についても中長期
的には避けて通れない課題となっています。 

  一方で自治体での人事評価の制度内容に
ついて十分に把握できていない実態も見受
けられます。改めて、人事評価については、
その結果の反映も含めて、給与・処遇等に
影響を及ぼすため、重要な交渉事項である
ということを労使で確認する必要がありま
す。その上で、制度導入から実際の運用・

検証まで労働組合としてしっかり関与し、
人材育成や長期的なモチベーション向上に
つながる制度確立にむけて取り組みます。 

19. 人事評価制度の処遇反映にあたって、大
前提となるのは４原則２要件【19】の確保で
あることから労働組合が人事評価制度全般
にわたり関与を強め、職員の納得が得られ
る制度内容とすることが求められます。他
方、総務省は総務副大臣通知等において、
人事評価結果を賃金等へ反映するよう圧力
をかけ続けています。本部は引き続き総務
省に対し、画一的な助言・指導等を行わな
いよう対策を強めます。 

20. 単組は、現在行っている評価の実態につ
いて、制度の内容（対象、人事処遇への活
用）、昇給・勤勉手当への反映状況を点
検・検証し、人材育成やモチベーションの
向上に資する制度となるよう、積極的に関
与しながら公平な運用の確立と上位昇給区
分の原資を活用した賃金水準の改善を求め
ます。 

 
【各種手当の見直しに関する取り組み】 
21. 寒冷地手当の見直しにあたっては、寒冷、
積雪等の地域に勤務する職員の冬期におけ
る暖房用燃料費等生計費の増嵩分を補填す
るという本来の趣旨を踏まえるとともに、
2022年４月に公表された「メッシュ平年値
2020【20】」による影響の検証結果を踏まえ、
手当の維持・改善を求め取り組みます。 

22. 地方公務員の退職手当の財源は年度ごと
に地財計画に計上されていますが、年齢構
成などが異なることから、各自治体の退職
手当額との間で増減が生じます。単組は安
定的な財源を確保する観点から計画的な積
立金を求めます。また、県本部は、退職手

（38）　第２章　各課題の運動目標
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当組合との交渉・協議体制を確立します。 
23. 扶養手当については、働き方の変化によ
り、配偶者手当を支給する民間事業所の割
合、公務における配偶者にかかる扶養手当
を受給する割合はいずれも減少傾向にあり
ます。配偶者の扶養をめぐる状況の変化を
踏まえ、子どもにかかる扶養手当等の状況
も含めての動向について注視するとともに、
現場の実態を踏まえた制度となるように求
めます。 

 
【定年引き上げに対応する取り組み】 
24. 2023年４月１日から定年引き上げがス
タートしました。制度開始後においても、
運用状況や人員配置・業務の割り振り等を
点検し、さらなる制度改善にむけて、引き
続き交渉・協議を行います。 

25. 定年引き上げが完成するまでの暫定再任
用【21】職員について、60歳超の職員間の均
衡をはかるため、賃金・労働条件について
抜本的な改善を求めます。 

26. 本部・県本部は単組における制度状況を
確認し、課題と好事例の共有を行い、さら
なる制度改善をめざします。 
 
【自律的労使関係の確立】 
27. 自律的労使関係の確立に関しては、引き
続き法改正にむけ、世論形成をはかりつつ、
以下の取り組みを推進します。 

 ① 日本は公務労働者の労働基本権付与に
ついて11度の勧告をＩＬＯから受けてい
ます。 

   消防職員を含む公務員全体の労働基本
権の回復にむけて、政府への対策と世論
の形成をはかります。 

 ② 立憲民主党が公務員制度改革ＰＴにお

ける経過・議論を経て、国民民主党およ
び社会民主党とともに第211回通常国会
に共同提出（議員立法）した、「公務員
制度改革関連５法案」（国家公務員法お
よび地方公務員法等の改正法案）につい
て、早期の審議入りと成立をめざします。 
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ます。 
 ③ 人事院勧告は、地方公務員の賃金・労

働条件に大きな影響を与えていることか
ら、公務員連絡会での議論を深化させま
す。 

15. 時代の変化にあわせた、賃金水準や賃金
政策の確立にむけ、賃金ＰＴを設置し議論
を始めます。 

 
【社会と公務の変化に応じた給与制度の整備
にむけた対応】 

16. 2024年の勧告で成案が示される予定の給
与制度の見直しにおいては、民間の初任給
および若年層の賃金水準を踏まえたものと
するとともに、すべての世代のモチベー
ション向上につながる見直しを求めます。 

  また、給与制度の運用にあたり、職員間
の格差の拡大につながるような見直しには
反対します。 

17. 地域手当の見直しにあたっては、近接す
る地域間格差の縮小を求めるとともに、国
の制度を画一的に自治体に強制するような
指導・助言を行わないよう総務省に要請し
ます。 

 
【人事評価制度等への対応】 
18. 定年引き上げや給与制度の見直しを踏ま
え、人事評価結果の活用についても中長期
的には避けて通れない課題となっています。 

  一方で自治体での人事評価の制度内容に
ついて十分に把握できていない実態も見受
けられます。改めて、人事評価については、
その結果の反映も含めて、給与・処遇等に
影響を及ぼすため、重要な交渉事項である
ということを労使で確認する必要がありま
す。その上で、制度導入から実際の運用・

検証まで労働組合としてしっかり関与し、
人材育成や長期的なモチベーション向上に
つながる制度確立にむけて取り組みます。 

19. 人事評価制度の処遇反映にあたって、大
前提となるのは４原則２要件【19】の確保で
あることから労働組合が人事評価制度全般
にわたり関与を強め、職員の納得が得られ
る制度内容とすることが求められます。他
方、総務省は総務副大臣通知等において、
人事評価結果を賃金等へ反映するよう圧力
をかけ続けています。本部は引き続き総務
省に対し、画一的な助言・指導等を行わな
いよう対策を強めます。 

20. 単組は、現在行っている評価の実態につ
いて、制度の内容（対象、人事処遇への活
用）、昇給・勤勉手当への反映状況を点
検・検証し、人材育成やモチベーションの
向上に資する制度となるよう、積極的に関
与しながら公平な運用の確立と上位昇給区
分の原資を活用した賃金水準の改善を求め
ます。 

 
【各種手当の見直しに関する取り組み】 
21. 寒冷地手当の見直しにあたっては、寒冷、
積雪等の地域に勤務する職員の冬期におけ
る暖房用燃料費等生計費の増嵩分を補填す
るという本来の趣旨を踏まえるとともに、
2022年４月に公表された「メッシュ平年値
2020【20】」による影響の検証結果を踏まえ、
手当の維持・改善を求め取り組みます。 

22. 地方公務員の退職手当の財源は年度ごと
に地財計画に計上されていますが、年齢構
成などが異なることから、各自治体の退職
手当額との間で増減が生じます。単組は安
定的な財源を確保する観点から計画的な積
立金を求めます。また、県本部は、退職手

1.　賃金闘争の再構築～実態把握と到達目標の確立、要求 ･交渉の徹底　（39）
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管理のための職場チェックリスト」に基づ
き、労働時間についての考え方を労使で確
認するとともに、すべての労働者の始業・
終業時間、週休日と休日労働の正確な実態
を把握し、適正な運用を求めるとともに、
労働時間管理を徹底させます。 

3. 36協定締結義務職場では、協定の締結な
く時間外労働を行うことは法令違反にあた
ります。長時間労働の是正に加え、法令遵
守の観点からも、条例・規則が定める上限
時間を踏まえ、すべての職場で36協定また
は36協定に準ずる書面協定を締結します。 

4. 時間外労働の上限を定めた条例・規則の
運用状況を以下の通り点検し、長時間労働
を是正します。 

 ① 時間外労働の実態を明らかにさせ、恒
常的に時間外労働が発生している職場、
上限時間を超える職場においては、業務
量に応じた適切な人員配置を求めるとと
もに、業務自体の見直しを行う等、縮減
にむけた実効性ある取り組みを求めます。 

 ② 「他律的業務の比重が高い部署」の指
定は労働条件の変更にあたり、交渉事項
であることから、必ず指定前に事前協議
を行うよう求めます。 

 ③ 上限時間を超えて時間外労働を命じる
ことができる「特例業務」が行われた場
合は、労使でその要因の整理、分析・検
証を遅くとも半年以内に行います。 

5. 安全衛生委員会において、労働時間の短
縮に関する年間行動計画の策定や毎月の時
間外労働の実態の報告を求めるとともに、
月80時間を超える場合や、時間外労働が常
態化している職場についてはその要因を明
らかにさせるとともに医師による面接指導
などの健康確保措置の強化と、時間外縮減

にむけ具体的な対応策を示すよう求めます。 
  とくに１月80時間超の時間外労働を行っ
た職員については、申し出の有無にかかわ
らず医師による面接指導を実施することを
確認します。 

6. 不払い残業は、労働時間の適正な把握を
阻止し、長時間労働を助長するだけでなく、
適正な労働に対する評価や、人員増を否定
するものです。首長（当局）に対して不払
い残業に対する認識を質すとともに、時間
外勤務手当財源を確保し、不払い残業の撲
滅に取り組みます。 

7. 時間外労働に対する割増賃金率について
は、休日・深夜割増率なども含め、法定割
増率を超える割増を求めます。 

8. 労働基準法別表第１第１号～10号・第13
号～15号に掲げる事業に従事する職員以外
の職員については人事委員会または首長が
労働基準監督機関となるため、その役割を
果たすよう追求します。 

9. 改正教育職員給与特別措置法（給特法）
による「一年単位の変形労働時間制」の導
入については、安易な条例化はさせないこ
とを基本に取り組みます。また、「骨太の
方針2023」において給特法等の法制的な枠
組みを含め、具体的な制度設計の検討と見
直しが示されていますが、教員の長時間労
働の的確な把握と縮減にむけた制度となる
ように検討議論を注視していきます。 

 
【ワーク・ライフ・バランスの確保と両立支援】 
10．年次有給休暇の完全取得をめざし、一層
の計画的使用促進に取り組みます。とくに、
年休の５日間未満取得者の解消をはかりま
す。 

11．勤務間インターバル【22】制の導入にむけ、
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2. 長時間労働是正と人員確保、安全衛生の推進 
  
 ３年超にわたるコロナ禍において、この間の人員削減により疲弊した公共サービスの実
態が浮き彫りになりました。現場では平時においても、ギリギリの体制で業務を担ってお
り、近年頻発する大規模災害や今回のコロナ禍等の非常時に対応できる十分な人員体制に
は程遠いのが実態です。公共サービスの重要性が再認識されている今、改めて安心・安全
な公共サービスを支える人員体制の確保を求めていかなければなりません。 
 2019年４月に働き方改革関連法の施行により時間外労働の上限規制が導入され、自治体
においても条例・規則等で上限が定められましたが、過労死につながりかねない長時間労
働を行っている実態が依然としてあります。法の整備や条例・規則で定めただけでは、長
時間労働の是正にはなりません。労働時間の管理や、週休日、休日の取り扱い等が適正に
行われていない実態も報告されており、このことが長時間労働を助長させ、メンタル疾患
や長期病休など深刻な状態を引き起こす要因となることは周知の事実です。抜本的な長時
間労働の是正、柔軟な働き方の整備、ワーク・ライフ・バランスの確立が喫緊の課題で
す。 
 実効性ある時間外労働縮減のため、管理監督者に勤務命令・時間管理を厳格にさせると
ともに、業務量に見あった人員配置、また事務・事業の見直しや業務の削減等も求めてい
く必要があります。 
 また、職場においては、市民から理不尽・過大な要求を受けるカスタマーハラスメント
も課題となっており、組織的な対応とルールの策定が必要となっています。 
 労働時間・労働環境の改善にむけ安全衛生活動を活性化させるとともに、組合員の声を
もとに要求を積み上げ、交渉し、誰もが安心して働き続けられる職場づくりをめざしま
す。 
【重点課題】 
① 長時間労働の是正のため、実労働時間の把握、安全衛生委員会を活用した職場実態の
点検、人員確保と業務の見直しをセットにした改善策を求めます。 

② ハラスメント対策、高齢職員も含めた安全衛生対策など、職場の要求に基づいた働き
やすい職場環境を構築します。 

 

【長時間労働是正と労働者の視点による働き
方の改革】 

1. 長時間労働の是正と、ワーク・ライフ・
バランスの確立を求めて、事務・事業内容
の点検、見直しや、働き方の抜本的見直し

について組合としても議論し、当局と協議
を行います。 

2. 厚生労働省「労働時間の適正な把握のた
めに、使用者が講ずべき措置に関するガイ
ドライン」、本部作成の「適正な労働時間

（40）　第２章　各課題の運動目標
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管理のための職場チェックリスト」に基づ
き、労働時間についての考え方を労使で確
認するとともに、すべての労働者の始業・
終業時間、週休日と休日労働の正確な実態
を把握し、適正な運用を求めるとともに、
労働時間管理を徹底させます。 

3. 36協定締結義務職場では、協定の締結な
く時間外労働を行うことは法令違反にあた
ります。長時間労働の是正に加え、法令遵
守の観点からも、条例・規則が定める上限
時間を踏まえ、すべての職場で36協定また
は36協定に準ずる書面協定を締結します。 

4. 時間外労働の上限を定めた条例・規則の
運用状況を以下の通り点検し、長時間労働
を是正します。 

 ① 時間外労働の実態を明らかにさせ、恒
常的に時間外労働が発生している職場、
上限時間を超える職場においては、業務
量に応じた適切な人員配置を求めるとと
もに、業務自体の見直しを行う等、縮減
にむけた実効性ある取り組みを求めます。 

 ② 「他律的業務の比重が高い部署」の指
定は労働条件の変更にあたり、交渉事項
であることから、必ず指定前に事前協議
を行うよう求めます。 

 ③ 上限時間を超えて時間外労働を命じる
ことができる「特例業務」が行われた場
合は、労使でその要因の整理、分析・検
証を遅くとも半年以内に行います。 

5. 安全衛生委員会において、労働時間の短
縮に関する年間行動計画の策定や毎月の時
間外労働の実態の報告を求めるとともに、
月80時間を超える場合や、時間外労働が常
態化している職場についてはその要因を明
らかにさせるとともに医師による面接指導
などの健康確保措置の強化と、時間外縮減

にむけ具体的な対応策を示すよう求めます。 
  とくに１月80時間超の時間外労働を行っ
た職員については、申し出の有無にかかわ
らず医師による面接指導を実施することを
確認します。 

6. 不払い残業は、労働時間の適正な把握を
阻止し、長時間労働を助長するだけでなく、
適正な労働に対する評価や、人員増を否定
するものです。首長（当局）に対して不払
い残業に対する認識を質すとともに、時間
外勤務手当財源を確保し、不払い残業の撲
滅に取り組みます。 

7. 時間外労働に対する割増賃金率について
は、休日・深夜割増率なども含め、法定割
増率を超える割増を求めます。 

8. 労働基準法別表第１第１号～10号・第13
号～15号に掲げる事業に従事する職員以外
の職員については人事委員会または首長が
労働基準監督機関となるため、その役割を
果たすよう追求します。 

9. 改正教育職員給与特別措置法（給特法）
による「一年単位の変形労働時間制」の導
入については、安易な条例化はさせないこ
とを基本に取り組みます。また、「骨太の
方針2023」において給特法等の法制的な枠
組みを含め、具体的な制度設計の検討と見
直しが示されていますが、教員の長時間労
働の的確な把握と縮減にむけた制度となる
ように検討議論を注視していきます。 

 
【ワーク・ライフ・バランスの確保と両立支援】 
10．年次有給休暇の完全取得をめざし、一層
の計画的使用促進に取り組みます。とくに、
年休の５日間未満取得者の解消をはかりま
す。 

11．勤務間インターバル【22】制の導入にむけ、
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2. 長時間労働是正と人員確保、安全衛生の推進 
  
 ３年超にわたるコロナ禍において、この間の人員削減により疲弊した公共サービスの実
態が浮き彫りになりました。現場では平時においても、ギリギリの体制で業務を担ってお
り、近年頻発する大規模災害や今回のコロナ禍等の非常時に対応できる十分な人員体制に
は程遠いのが実態です。公共サービスの重要性が再認識されている今、改めて安心・安全
な公共サービスを支える人員体制の確保を求めていかなければなりません。 
 2019年４月に働き方改革関連法の施行により時間外労働の上限規制が導入され、自治体
においても条例・規則等で上限が定められましたが、過労死につながりかねない長時間労
働を行っている実態が依然としてあります。法の整備や条例・規則で定めただけでは、長
時間労働の是正にはなりません。労働時間の管理や、週休日、休日の取り扱い等が適正に
行われていない実態も報告されており、このことが長時間労働を助長させ、メンタル疾患
や長期病休など深刻な状態を引き起こす要因となることは周知の事実です。抜本的な長時
間労働の是正、柔軟な働き方の整備、ワーク・ライフ・バランスの確立が喫緊の課題で
す。 
 実効性ある時間外労働縮減のため、管理監督者に勤務命令・時間管理を厳格にさせると
ともに、業務量に見あった人員配置、また事務・事業の見直しや業務の削減等も求めてい
く必要があります。 
 また、職場においては、市民から理不尽・過大な要求を受けるカスタマーハラスメント
も課題となっており、組織的な対応とルールの策定が必要となっています。 
 労働時間・労働環境の改善にむけ安全衛生活動を活性化させるとともに、組合員の声を
もとに要求を積み上げ、交渉し、誰もが安心して働き続けられる職場づくりをめざしま
す。 
【重点課題】 
① 長時間労働の是正のため、実労働時間の把握、安全衛生委員会を活用した職場実態の
点検、人員確保と業務の見直しをセットにした改善策を求めます。 

② ハラスメント対策、高齢職員も含めた安全衛生対策など、職場の要求に基づいた働き
やすい職場環境を構築します。 

 

【長時間労働是正と労働者の視点による働き
方の改革】 

1. 長時間労働の是正と、ワーク・ライフ・
バランスの確立を求めて、事務・事業内容
の点検、見直しや、働き方の抜本的見直し

について組合としても議論し、当局と協議
を行います。 

2. 厚生労働省「労働時間の適正な把握のた
めに、使用者が講ずべき措置に関するガイ
ドライン」、本部作成の「適正な労働時間

2.　長時間労働是正と人員確保、安全衛生の推進　（41）
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員数を決定・確保できる環境を整備するた
め、政府や地方六団体対策を強化します。 

 ① 国の不当な介入を阻止し、地方公務員
の人員増を求めます。 

 ② 良質な公共サービスの提供のため、協
力政党や自治労協力国会議員等と連携し、
人員確保を保障する地方財政の確立を求
めます。 

 ③ 行革努力分の指標が、交付税算定の一
部に用いられていることを理由として、
民間委託等の導入を誘導することがない
よう、総務省・政党対策と地方三団体へ
の要請等を強化します。 

 
【安全衛生体制と快適職場の確立】 
22. 組合員の切実な声を集め、日常的な職場
の要求も見逃さず、ソフト・ハード両面か
ら、組合員の目線に立った快適な職場づく
りを行います。 

23．定年の引き上げを踏まえ、高齢職員の公
務災害の増加が懸念されます。安心して働
き続けられる職場・労働環境の整備にむけ
て、高齢職員の安全衛生対策を強化します。 

24. 労働安全衛生法で、月１回以上の開催が
義務づけられている安全衛生委員会の定期
開催を、全事業場で行います。安全衛生委
員会での具体的な課題は、下記の通りとし
ます。 

 ① 時間外労働の実態を毎月報告させ、36
協定等の範囲に収まっているか、急増す
る職場はないか等を確認します。長時間
労働の恒常的な部署、職員については、
その要因分析と改善策を求めるとともに
医師の面接など、心身のフォローが受け
られるようにします。 

 ② 労働安全衛生に関する年間計画を立案

します。定期的な職場点検や、労働安全
衛生に関わる講習会や学習会の計画を立
てます。 

25. 本部は、労働安全衛生活動の経験・情報
の共有のため、安全衛生講座と安全衛生集
会の隔年開催など、労安活動の担い手、専
門家の育成に取り組みます。 

26. 自治労安全衛生月間（７月）を中心に労
働安全衛生活動の年間サイクルを確立しま
す。労働安全衛生法や関係労働法を活用し
た職場点検などの取り組みで、単組・県本
部・本部が一体となって、労安活動の活性
化をはかります。本部は、労安月間の各県
の取り組みを集約し、好事例等の情報提
供・情報発信を行います。 

 
【労働災害・公務災害補償制度拡充と、職場
の健康と安全を確保する取り組み】 

27. 労働災害、公務災害の災害補償制度の適
用関係に即し、すべての労働者が平等に業
務上の災害補償が受けられるよう取り組み
ます。とくに、自治体で働く会計年度任用
職員についての災害補償は、職種や勤務形
態によって適用制度が異なっており、制度
によって補償内容も異なるため、地方公務
員災害補償基金の適用拡大を求めます。 

28. 複数就業者に対する労災保険の給付算定
についての労働保険法の改正を受け、地方
公務員災害補償法等が適用される地方公務
員についても、労災保険法との均衡を失し
ないように、法改正等を含めた必要な措置
を求めていきます。 

29. 業務に起因すると判断できるすべての災
害、疾病について、自治労「公務災害認定
への取り組みマニュアル（2015年）」を活
用し、災害認定請求に取り組みます。また、
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労使協議を行います。あわせて、災害時に
おける連続勤務時間について制限を設ける
ことを追求します。 

12. テレワーク（在宅勤務）やフレックスタ
イムの導入にあたっては、総労働時間の短
縮とワーク・ライフ・バランスの観点、と
くに、育児や介護等の家庭的責任を担う人
などが柔軟な働き方をすることにより、両
立が可能となるよう、職員の希望に沿う形
の柔軟な勤務形態の実現と適正な勤務時間
管理を求めます。 

13．高齢者部分休業制度が取得しやすい環境
の整備を求めます。また、条例化ができて
いない単組においては、高齢者の多様な働
き方を確保する観点から早急な条例化に取
り組みます。 

14．治療と仕事の両立について、連合の取り
組み指針、厚労省のガイドラインを参考に
取り組みます。2022年１月から制度化され
た不妊治療休暇について、取得しやすく実
効性のある制度をめざし、引き続き現場実
態に合った改善と環境整備を求めます。 

15．育児・介護に関わる休暇・休業制度につ
いての整備状況を点検し、取得行使できな
い状況がある場合は代替職員を確実に配置
するなど取得しやすい環境を整備するよう
求めます。 

16. 男性職員の育児休業、配偶者出産休暇お
よび育児参加のための休暇の取得促進にむ
けて、当局の考え方と取り組みを確認し労
使で取得率の向上に取り組みます。 

 
【人員確保の取り組み】 
17. 人員確保の取り組みを前進させるため、
闘争体制を確立し、職場の欠員・減員や人
員配置の点検と新規採用の確保、希望者全

員の再任用、臨時・非常勤等職員の正規化
を要求の中心とします。 

18. 総務省が示している「公務の運営は任期
の定めのない常勤職員を中心とする」とい
う原則について、当局の認識を質すととも
に、同等の恒常的な業務を担っている会計
年度任用職員の職は、常勤職員として配置
するよう求めます。 

19. 定年引き上げが開始し、新規採用の抑制
も懸念されることから、長期的な人員体制
について、当局に対して具体的なシミュ
レーションとデータの開示を求め、人員不
足の解消と組織の新陳代謝を確保するため
に、計画的かつ平準的な新規採用を求めま
す。 

20. 春闘期の方針提起を起点に職場点検を行
い、６月期を基本的交渉ゾーンとしつつ、
各自治体の採用募集時期等を考慮し、現
業・公企統一闘争とも連動させ、要求・交
渉時期の設定を行います。 

 ① 本部は、各県本部・単組の取り組み状
況の点検・検証、情報提供など、取り組
みの強化をはかります。 

 ② 県本部は、全単組で取り組みが進めら
れるよう、春闘期に単組の取り組み状況
を把握し、人員確保闘争の集中期間を設
定して統一闘争として取り組みます。 

 ③ 単組は、本部の「人員確保チェックリ
スト」を活用し、春闘期から職場オルグ
を行い、人員配置や職場実態の点検活動
の実施、安全衛生委員会での時間外労働
状況データを活用し、要求を積み上げて
交渉を実施します。また、条例定数と必
要職員数との乖離を検証し、正規職員の
増員を求めます。 

21. 本部は、各自治体が自主判断によって職

（42）　第２章　各課題の運動目標
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員数を決定・確保できる環境を整備するた
め、政府や地方六団体対策を強化します。 

 ① 国の不当な介入を阻止し、地方公務員
の人員増を求めます。 

 ② 良質な公共サービスの提供のため、協
力政党や自治労協力国会議員等と連携し、
人員確保を保障する地方財政の確立を求
めます。 

 ③ 行革努力分の指標が、交付税算定の一
部に用いられていることを理由として、
民間委託等の導入を誘導することがない
よう、総務省・政党対策と地方三団体へ
の要請等を強化します。 

 
【安全衛生体制と快適職場の確立】 
22. 組合員の切実な声を集め、日常的な職場
の要求も見逃さず、ソフト・ハード両面か
ら、組合員の目線に立った快適な職場づく
りを行います。 

23．定年の引き上げを踏まえ、高齢職員の公
務災害の増加が懸念されます。安心して働
き続けられる職場・労働環境の整備にむけ
て、高齢職員の安全衛生対策を強化します。 

24. 労働安全衛生法で、月１回以上の開催が
義務づけられている安全衛生委員会の定期
開催を、全事業場で行います。安全衛生委
員会での具体的な課題は、下記の通りとし
ます。 

 ① 時間外労働の実態を毎月報告させ、36
協定等の範囲に収まっているか、急増す
る職場はないか等を確認します。長時間
労働の恒常的な部署、職員については、
その要因分析と改善策を求めるとともに
医師の面接など、心身のフォローが受け
られるようにします。 

 ② 労働安全衛生に関する年間計画を立案

します。定期的な職場点検や、労働安全
衛生に関わる講習会や学習会の計画を立
てます。 

25. 本部は、労働安全衛生活動の経験・情報
の共有のため、安全衛生講座と安全衛生集
会の隔年開催など、労安活動の担い手、専
門家の育成に取り組みます。 

26. 自治労安全衛生月間（７月）を中心に労
働安全衛生活動の年間サイクルを確立しま
す。労働安全衛生法や関係労働法を活用し
た職場点検などの取り組みで、単組・県本
部・本部が一体となって、労安活動の活性
化をはかります。本部は、労安月間の各県
の取り組みを集約し、好事例等の情報提
供・情報発信を行います。 

 
【労働災害・公務災害補償制度拡充と、職場
の健康と安全を確保する取り組み】 

27. 労働災害、公務災害の災害補償制度の適
用関係に即し、すべての労働者が平等に業
務上の災害補償が受けられるよう取り組み
ます。とくに、自治体で働く会計年度任用
職員についての災害補償は、職種や勤務形
態によって適用制度が異なっており、制度
によって補償内容も異なるため、地方公務
員災害補償基金の適用拡大を求めます。 

28. 複数就業者に対する労災保険の給付算定
についての労働保険法の改正を受け、地方
公務員災害補償法等が適用される地方公務
員についても、労災保険法との均衡を失し
ないように、法改正等を含めた必要な措置
を求めていきます。 

29. 業務に起因すると判断できるすべての災
害、疾病について、自治労「公務災害認定
への取り組みマニュアル（2015年）」を活
用し、災害認定請求に取り組みます。また、
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労使協議を行います。あわせて、災害時に
おける連続勤務時間について制限を設ける
ことを追求します。 

12. テレワーク（在宅勤務）やフレックスタ
イムの導入にあたっては、総労働時間の短
縮とワーク・ライフ・バランスの観点、と
くに、育児や介護等の家庭的責任を担う人
などが柔軟な働き方をすることにより、両
立が可能となるよう、職員の希望に沿う形
の柔軟な勤務形態の実現と適正な勤務時間
管理を求めます。 

13．高齢者部分休業制度が取得しやすい環境
の整備を求めます。また、条例化ができて
いない単組においては、高齢者の多様な働
き方を確保する観点から早急な条例化に取
り組みます。 

14．治療と仕事の両立について、連合の取り
組み指針、厚労省のガイドラインを参考に
取り組みます。2022年１月から制度化され
た不妊治療休暇について、取得しやすく実
効性のある制度をめざし、引き続き現場実
態に合った改善と環境整備を求めます。 

15．育児・介護に関わる休暇・休業制度につ
いての整備状況を点検し、取得行使できな
い状況がある場合は代替職員を確実に配置
するなど取得しやすい環境を整備するよう
求めます。 

16. 男性職員の育児休業、配偶者出産休暇お
よび育児参加のための休暇の取得促進にむ
けて、当局の考え方と取り組みを確認し労
使で取得率の向上に取り組みます。 

 
【人員確保の取り組み】 
17. 人員確保の取り組みを前進させるため、
闘争体制を確立し、職場の欠員・減員や人
員配置の点検と新規採用の確保、希望者全

員の再任用、臨時・非常勤等職員の正規化
を要求の中心とします。 

18. 総務省が示している「公務の運営は任期
の定めのない常勤職員を中心とする」とい
う原則について、当局の認識を質すととも
に、同等の恒常的な業務を担っている会計
年度任用職員の職は、常勤職員として配置
するよう求めます。 

19. 定年引き上げが開始し、新規採用の抑制
も懸念されることから、長期的な人員体制
について、当局に対して具体的なシミュ
レーションとデータの開示を求め、人員不
足の解消と組織の新陳代謝を確保するため
に、計画的かつ平準的な新規採用を求めま
す。 

20. 春闘期の方針提起を起点に職場点検を行
い、６月期を基本的交渉ゾーンとしつつ、
各自治体の採用募集時期等を考慮し、現
業・公企統一闘争とも連動させ、要求・交
渉時期の設定を行います。 

 ① 本部は、各県本部・単組の取り組み状
況の点検・検証、情報提供など、取り組
みの強化をはかります。 

 ② 県本部は、全単組で取り組みが進めら
れるよう、春闘期に単組の取り組み状況
を把握し、人員確保闘争の集中期間を設
定して統一闘争として取り組みます。 

 ③ 単組は、本部の「人員確保チェックリ
スト」を活用し、春闘期から職場オルグ
を行い、人員配置や職場実態の点検活動
の実施、安全衛生委員会での時間外労働
状況データを活用し、要求を積み上げて
交渉を実施します。また、条例定数と必
要職員数との乖離を検証し、正規職員の
増員を求めます。 

21. 本部は、各自治体が自主判断によって職

2.　長時間労働是正と人員確保、安全衛生の推進　（43）
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の健全化に寄与することにより、持続可能
な社会保障制度の円滑な運用を導くことを
求めます。 

42. 地方公務員等共済組合法の改正により、
2022年10月から自治体で勤務する短時間労
働者に公務員共済の短期給付と福祉事業が
が適用されました。適用に伴う課題に適宜
対応するため、総務省および各共済組合に
対し、必要な体制整備と財源確保を求めま
す。 

43. 年金積立金の運用にあたっては、被保険
者の利益を守るために、引き続き安全性・
確実性を優先した慎重な運用を求めます。
また投資ルールの遵守を求めるとともに、
ＥＳＧ【24】を考慮した、社会的責任投資を
拡大するよう働きかけます。あわせて、投
資基準におけるネガティブ・スクリーニン
グ【25】の導入などの検討を働きかけます。 

 
【公務員の雇用保険制度適用の検討】 
44. 公務員の雇用保険に関しては、民間労働
者と同様に適用されるよう検討を求めます。 

 
【福利厚生制度改善の取り組み】 
45. 自治体における福利厚生制度は、地方公
務員法第42条に基づく使用者責任であるこ
とから、労使協議による事業内容の点検・
拡充、必要な見直しを進めます。 

46. 互助会・厚生会などの自主性・自立性を
踏まえた運営の民主化や事業内容の点検を
行います。 
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災害発生の原因を追究し、再発予防に努め
ます。 

30．職場復帰にあたっての「試し出勤」時の
災害については、その間の処遇や災害発生
時の対応等について、予め協議を行い、円
滑な職場復帰にむけての環境整備、災害補
償の観点で、公務災害適用が可能となるよ
う求めます。  

31. 本部は、県本部・単組における認定闘争
を支援するとともに、認定基準の改善を求
めます。また、被災者立証制度の抜本的見
直しをはかるとともに、地方公務員災害補
償基金労働側参与の学習と情報の共有化を
進めます。 

32. 災害補償の上積補償制度確立を求めます。 
 
【ハラスメント、メンタルヘルス対策の構築】 
33. ハラスメントは、人権侵害との認識を持
ち、あらゆるハラスメントについて、その
概念の共有化と認識を労使で深め、対策に
取り組みます。 

34. セクシュアルハラスメントやパワーハラ
スメントについては、厚労省の指針に基づ
く雇用管理上の措置義務であることから、
措置状況についての点検や実効性のある措
置をとるように求めます。議員からのハラ
スメントについては、組織内議員とも協力
し議会での条例策定にむけて取り組みます。 

35. 対人業務の職場における、いわゆるカス
タマーハラスメントについては、人事院規
則等に準じて、組織的に対応することを基
本に、本部が作成した対策マニュアルを参
考に使用者にも対策を求めます。 

36. 2019年６月に開催されたＩＬＯ総会で採
択された「仕事の世界における暴力とハラ
スメントの根絶」に関する条約の速やかな

批准とハラスメントの禁止規定等を盛り込
んだ法整備を連合とともに政府に求めます。 

37. メンタル不調に対して、「自治労メンタ
ルヘルス対策指針」を活用して、予防も含
めた職場対策および長期休暇後の復帰プロ
グラムづくりに取り組みます。また、すべ
ての職場でのストレスチェックの実施と結
果の集団分析を行い、それを踏まえた職場
改善等が行われるよう、取り組みを進めま
す。 

38. 大規模災害発生時等には、対応に携わる
職員の心身に大きな負担が生じます。災害
時の対応マニュアルに職員のメンタルヘル
ス対策を盛り込むなど、適切な対応がはか
られるよう求めます。 

 
【有害物質への対応】 
39. アスベスト対策については、職場、地域
対策とともに、法制度改善を含む総合的な
対策を連合や関係団体・機関と連携して取
り組みます。 

40. 化学物質のリスクアセスメント【23】につ
いては、厚生労働省の「化学物質等による
危険性又は有害性等の調査等に関する指針」
に基づき、職場のリスク低減にむけ、安全
衛生委員会等で協議し、対策をはかります。 

 
【地方公務員共済組合制度・年金積立金の運
用に関する取り組み】 

41. 被用者年金一元化後も、短期給付事業や
各給付の実務、福祉事業などについては各
共済組合が担うことから、共済組合制度の
堅持・発展に取り組みます。また、短期給
付と各医療保険制度を統合しようとする動
きに対しては、共済組合が引き続き保険者
機能を発揮し、医療費の適正化および財源

（44）　第２章　各課題の運動目標



 

－ 12 － 

の健全化に寄与することにより、持続可能
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【公務員の雇用保険制度適用の検討】 
44. 公務員の雇用保険に関しては、民間労働
者と同様に適用されるよう検討を求めます。 
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2.　長時間労働是正と人員確保、安全衛生の推進　（45）
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みます。 
 ③ 短時間労働者の社会保険適用について、

企業規模要件を撤廃するよう求めます。 
4. 労働者派遣法については、派遣対象業務
を縮小するなど、規制を強化する方向での
改正を求めます。 

5. ハローワーク等で働く期間業務職員、有
期雇用労働者などの非正規労働者の不当な
雇い止め、派遣契約の一方的な終了を許さ
ない取り組みを進めます。 

6. パートタイム、臨時・非常勤、有期契約、
労働者派遣、請負など多様な就業形態にお
ける均等待遇による処遇改善と公正労働の
実現のため、国内法の改正とともに、ＩＬ
Ｏ175号条約（パートタイム労働）等、関
係条約の早期批准を求めます。 

7. 最低賃金は近年引き上げ傾向にあります
が、依然低水準かつ地域間格差があること
から、下位区分の底上げをはかり、連合が
掲げる「誰もが時給1,000円」の早期実現
にむけて、さらなる引き上げを求めます。 

 
【ワークルールの確立】 
8. すべての職場で、労使ともに労働法制に
関する認識を共有し、労働基準法等の最低
基準法制を遵守させるとともに、ディーセ
ントワークを確立します。 

9. 雇用の分野における男女の均等な機会と
処遇を確保するため、公民を問わず、間接
差別を含むあらゆる差別を根絶するととも
に、ポジティブアクションの実施を事業主
に求めます。 

10. いわゆるブラック企業にみられる労働力
の搾取など、労働者の権利に関する労働法
制の知識不足につけ込む企業が後を絶たな
いことから、若年からの労働法教育等を連

合とともに取り組みます。 
11. 不公正な取引慣行については、長時間労
働を助長するなど「働き方改革」の阻害要
因ともなることから、連合とともに公正取
引の確保を求めます。 

12. 高度プロフェッショナル制度【27】は、過
労死等を招く危険性や、賃金・労働条件の
悪化につながることから、職場に導入させ
ない取り組みを行います。 

13. 裁量労働制は、長時間労働の温床になる
ことから、対象業務の範囲拡大に反対する
とともに、現行制度の適正化を求めます。 

14. 過労死の撲滅にむけ、厚生労働省に設置
されている「過労死等防止対策推進協議会」
で、連合と連携し意見反映を行うとともに、
国や地方公共団体・事業主に労働時間ルー
ルの遵守と過重労働対策を求めます。 

15. 労働基準監督署の体制強化を求め、連合
に結集し、厚生労働省対策などの対応をは
かります。 

  また、地方公務員の労働基準法別表第一
以外の労働基準監督権については、労働基
準監督機関と使用者が同じとなるなどの矛
盾を解消し、より実効性のあるものとなる
よう求めます。 

16. 「解雇の金銭解決制度【28】」は、不当な
解雇を誘発しかねないことから、導入阻止
にむけて取り組みます。とりわけ労働組合
の役員が不当に解雇されるなどの弾圧につ
ながることが懸念されることから、連合と
ともに取り組みます。 

17．連合が取り組むとしている労働者代表制
の法整備の具体化にあたっては、構成組織
との慎重な議論を求めます。 

18．厚生労働省の「副業・兼業に関するガイ
ドライン」が2020年９月に改定され、所定
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3. 安定雇用の実現と公正なワークルールの確立 
 
 
 新型コロナウイルス感染症の影響により、とりわけ大きな打撃を受けたのはサービス業
などで働く非正規労働の女性でした。現在、雇用環境は回復傾向にありますが、雇用の
セーフティネットを守り、すべての労働者が安心して働くことができる社会の実現にむ
け、最低賃金の引き上げ、ワークルールの改善と公正労働基準の確立など、ディーセント
ワーク【26】の確立をめざし、連合に結集して取り組みを強めます。 
 2020年４月から会計年度任用職員制度がスタートして３年が経過しました。制度導入に
より処遇改善に一定の成果はあったものの、常勤職員との均等・均衡、いわゆる同一労働
同一賃金には遠く及ばない現状も残っています。 
 地方自治法の改正により、2024年度から会計年度任用職員にも勤勉手当を支給できるこ
ととなりました。今後は各自治体での条例化が必要となりますが、この条例改正を機に、
いまだ残る不適切な運用を改め、同一労働同一賃金を実現しなければなりません。同時
に、常勤職員と同等の恒常的な業務を担っている会計年度任用職員の職については、正規
職員として配置するよう求める必要があります。今回の改正を、会計年度任用職員の処遇
改善と組織拡大にむけた最大のチャンスと捉え、すべての単組で任用の適正化・雇用安定
も含めた処遇改善と組織拡大の取り組みを進めます。 
【重点課題】 
① 雇用のセーフティネットを守り、賃金・労働条件の低位平準化を許さず、安心して働
くことのできる労働環境の整備に取り組みます。 

② 会計年度任用職員に対し、すべての自治体単組で常勤職員と同月数の期末・勤勉手当
支給を実現するとともに、任用の適正化・雇用安定とさらなる処遇改善に取り組みま
す。 

 

【公正労働と安定雇用の実現】 
1. 雇用の基本は、「期間の定めのない直接
雇用である」ことを社会の原則として確立
します。 

2. 労働契約の締結・変更は、労使対等な立
場での合意を前提とするべきとの原則を定
めた労働契約法の遵守を徹底します。 

3. すべての非正規労働者の公正な処遇のた
め、次の通り取り組みます。 

 ① 「同一労働同一賃金ガイドライン」を
活用し、賃金をはじめとした労働条件の
総点検を行うとともに、不合理な労働条
件の解消・是正を求めます。 

 ② 労働契約法第18条を活用した有期契約
５年超の労働者の無期契約への転換に取
り組みます。さらに、無期転換に際して、
有期労働契約時の低い処遇で固定化され
ないよう、労働条件の引き上げに取り組

（46）　第２章　各課題の運動目標
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3.　安定雇用の実現と公正なワークルールの確立　（47）
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数の支給を求めます。 
 ④ 休暇制度については、国の非常勤職員

に有給で設けられている年次有給休暇、
結婚休暇、夏季休暇等はもちろんのこと、
無給とされている休暇についても同一自
治体における常勤職員との権衡に基づき
有給とすることを求めます。とりわけ、
病気休暇が無給とされている自治体につ
いては、常勤職員と同等の制度をめざし
つつ、当面は年10日の有給化を到達目標
として取り組みます。 

 ⑤ 健康診断、福利厚生等についても常勤
職員と同様の取り扱いを求めます。 

27. 県本部は各単組の制度化の状況について
把握し、課題の抽出を行い、方針の具体化
につなげます。また、取り組み未着手の単
組をなくすようオルグを強化します。 

28. 本部は、勤勉手当支給のための財源確保
について、総務省・国会対策に取り組みま
す。 

 
【会計年度任用職員の雇用安定と任用の適正化】 
29. 会計年度任用職員の一方的な雇い止めを
行わせない取り組みを強化します。雇用安
定の観点から、任用回数上限の撤廃、再度
の任用時の試験等の免除等を求めます。 

30. 常勤職員と同等の恒常的な業務を担って
いる会計年度任用職員の職については、正
規職員として配置するよう求めます。 

31. 現在、会計年度任用職員として常勤職員
と同等の恒常的な業務を担っている職員の
経験を生かすため、採用における経験者枠
の拡大、採用試験の一部免除等を求めます。 

32．短時間会計年度任用職員（とくに週35時
間以上勤務）について、業務実態に即した
勤務体系としてフルタイム会計年度任用職

員への移行を求めます。 
33．「任期の定めのない短時間公務員制度」
について、中長期的な課題として検討しま
す。 

 
【任期付職員・臨時的任用職員の処遇改善】 
34. 任期付職員・臨時的任用職員については、
常勤職員が行うべき業務に従事するという
性質に鑑み、初任給の決定、昇格、昇給等
について、常勤職員と同様の基準とするこ
とを求めます。 

 
【自治体における事業委託等に対する取り組み】 
35. 経営手法の転換やアウトソーシング、民
営化や事業統廃合に伴う配置転換、任用替
え、分限免職、雇い止めなどの雇用問題に
対し、雇用労働相談や法律対策などに取り
組みます。 

36. 公共サービス民間労働者や委託先労働者
の雇用と労働条件を守り、公正労働基準を
確立するため、入札改革・公契約条例制定
運動とあわせて、以下の取り組みを行いま
す。 

 ① 単組・県本部は、公社・事業団の統廃
合、競争入札による委託企業の変更に対
し、自治体の使用者責任に基づく雇用保
障を追求します。また、競争入札や指定
管理者の選定にあたっては、落札企業・
選定企業による雇用継承義務を契約条項
に盛り込むよう要求します。 

 ② 指定管理者が交代する場合の労働者保
護を強化するため、連合「事業組織の再
編における労働者保護に関する法律案要
綱（2009年）」等に沿った法整備をめざ
します。 
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労働時間の通算や割増賃金の支払義務など
に関する考え方が示されました。ガイドラ
インに沿った労働時間管理や健康管理を求
めます。 

19．個人請負やフリーランスなど「曖昧な雇
用」で働く就業者の権利保護にむけて、関
連する法律における労働者概念の見直しも
含めた法的保護の拡充を求めます。 

20．政府は「技能実習制度」を廃止し、新制
度を検討する方針を示していることから、
外国人労働者の権利保護にむけ、連合に結
集して必要な対策を進めます。 

21．担保法制の見直しに際し、労働債権の引
き当て財産が減少する懸念があることから、
ＩＬＯ第173号条約（労働債権の保護）の
趣旨を踏まえて、労働債権の優先順位の引
き上げを求めます。 

22．賃金のデジタル払い【29】が2023年４月か
ら認められましたが、引き続き、賃金の安
全な支払いを求める立場から保全措置の実
効性の確保を求めます。同時に各単組は賃
金のデジタル払いは導入させない立場で取
り組みます。 

 
【公平・公正な人事制度の確立】 
23. 登用・配置における処遇格差の是正に取
り組みます。そのために、賃金実態などの
点検を進めます。 

24. すべての事業場で障害者雇用率を点検す
るとともに、その遵守を求めます。また、
障害者が働き続けられるために必要とする
合理的配慮と差別禁止にむけて取り組みま
す。 

25. 単組・県本部は、地方公務員法第28条に
基づく失職の特例を認める条例の制定に取
り組みます。 

  制定済みの単組についても、禁固刑と懲
役刑を一本化して拘禁刑を創設する刑法改
正を踏まえた見直しを機に、改めて条例内
容を点検し、できる限り要件を限定しない
条項を盛り込むことをめざします。同時に、
運用ルールについて協議します。 

 
【会計年度任用職員の処遇改善】 
26．地方自治法の改正を受け、すべての自治
体単組で、常勤職員と同月数の勤勉手当支
給の実現を求め、条例改正を行います。あ
わせて、現行制度下においても均等・均衡
が達成されていないことから、条例改正を
契機として、給料（報酬）や手当をはじめ
とする労働条件全般の点検、課題の洗い出
しを行います。 

  具体的には、常勤職員との均等・均衡の
観点から、以下の通り処遇改善に取り組み
ます。 

 ① 給料（報酬）の決定にあたっては、初
任給基準、前歴換算・再度任用時の経験
年数加算（昇給）について、常勤職員と
同じ基準によって行うよう見直しを求め
るとともに給料（報酬）格付けの上限の
撤廃を求めます。 

 ② 短時間会計年度任用職員の報酬につい
て、フルタイム会計年度任用職員の給料
の時間比例となっていない場合は、是正
を求めるとともに、昇給等の措置もフル
タイム会計年度任用職員と同等とするよ
う求めます。  

   また、時給制、日給制の職員について
は安定処遇のため月給制とすることを求
めます。 

 ③ 期末手当がいまだ常勤並びとなってい
ない自治体は、早急に常勤職員と同じ月

（48）　第２章　各課題の運動目標
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4. 地方自治の確立と質の高い公共サービスの推進 

 
 
 第33次地方制度調査会では、「国と地方公共団体及び地方公共団体相互間の関係」が検
討課題としてあげられていますが、感染症や災害の発生時などを「非平時」と位置づけ、
政府の権限強化をはかろうとする議論も進められています。また自治体ＤＸにおいては、
情報システムの標準化や個人情報保護法制の一元化が行われ国の統制が強められており、
こうした地方分権に逆行する動きに最大限の警戒感を持っておかなければなりません。 
 他方で、政府が課題を置き去りにしたまま普及を推し進め、現場に大きな混乱を招いて
いるマイナンバーカード業務のほか、頻発する災害や新型コロナへの対応の中で自治体の
人員不足が露呈し、現場は疲弊しています。さらに、少子・高齢化やＤＸ・ＧＸの推進、
地域活性化など、今後も増大する行政課題に対応し、地域特性に応じた質の高い公共サー
ビスを提供していくためには、真の地方自治の確立とそれを支える人員および地方財政の
充実が必要不可欠です。 
 2023年度地方財政計画では、一般財源総額を2022年度から1.2兆円増加させています
が、その水準は「骨太の方針2021」による「一般財源総額同水準ルール」のもとで確保さ
れたものであり、社会保障費の増加をはじめ高まり続ける行政需要と比しても十分とはい
えず、こうしたルールは逆に伸びしろを阻害することとなりかねない状況にあるといえま
す。さらに、これから具体化される防衛費や少子化対策の財源確保のための歳出削減の内
容次第では、一般会計歳出総額の中で大きな割合を占める地方交付税に影響する恐れがあ
ります。 
 このような中で、必要な財源・人員を確保していくためには、公共サービスの役割につ
いて住民の理解や共感を得ることが重要です。新型コロナウイルス感染症への対応によ
り、地域公共サービスの重要性が住民に再認識された今だからこそ、「公共サービスに
もっと投資を！」キャンペーンを強化し、世論に訴えていく必要があります。 
 あわせて、市民や地域コミュニティ、ＮＰＯなどと連携し、住民との協働による地域づ
くりに取り組む自治研活動の活性化が求められます。 
【重点課題】 
① 中央集権化への流れを警戒し、多様化・複雑化する行政需要と地域の課題を踏まえ、
改めて地方分権の推進をめざします。 

② 質の高い公共サービスの提供をはかるため、増大する財政需要に相当する地方財政の
充実を求めます。 

③ 社会と地域の行政ニーズに対応するために、市民協働による市民自治の推進にむけ、
自治研活動の活性化に取り組みます。 
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【自治体における派遣・請負等に関する取り
組み】 

37. 「官製ワーキングプア」などの問題や、
「偽装請負」などの違法行為に対しては、
当該自治体単組が法令遵守と違法状態の一
掃を求めます。 

 
【労使紛争の迅速な解決と紛争解決機関等の
活用】 

38. 労使紛争については、まず労働組合を中
心とした労使間での合意を求め、集団的労
使紛争については、都道府県労働委員会、
中央労働委員会の機能を活用して取り組み
ます。 

39. 個別労使紛争の解決にあたっては、労働
審判制度の活用とともに、自治体の労政事
務所や労働相談機能、都道府県労働局によ
る労使紛争解決システムの活用を促進し、
紛争の早期解決をはかります。 

 

（50）　第２章　各課題の運動目標
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くりに取り組む自治研活動の活性化が求められます。 
【重点課題】 
① 中央集権化への流れを警戒し、多様化・複雑化する行政需要と地域の課題を踏まえ、
改めて地方分権の推進をめざします。 

② 質の高い公共サービスの提供をはかるため、増大する財政需要に相当する地方財政の
充実を求めます。 

③ 社会と地域の行政ニーズに対応するために、市民協働による市民自治の推進にむけ、
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【自治体における派遣・請負等に関する取り
組み】 

37. 「官製ワーキングプア」などの問題や、
「偽装請負」などの違法行為に対しては、
当該自治体単組が法令遵守と違法状態の一
掃を求めます。 

 
【労使紛争の迅速な解決と紛争解決機関等の
活用】 

38. 労使紛争については、まず労働組合を中
心とした労使間での合意を求め、集団的労
使紛争については、都道府県労働委員会、
中央労働委員会の機能を活用して取り組み
ます。 

39. 個別労使紛争の解決にあたっては、労働
審判制度の活用とともに、自治体の労政事
務所や労働相談機能、都道府県労働局によ
る労使紛争解決システムの活用を促進し、
紛争の早期解決をはかります。 

 

4.　地方自治の確立と質の高い公共サービスの推進　（51）



 
 

－ 20 － 

策に取り組みます。 
8. 社会保障費の自然増、会計年度任用職員
の処遇改善財源の確保など、財政需要の地
方財政計画への反映を求めます。 

9. 本部・県本部は、財政分析の学習会を開
催します。また、自治体議員、自治研セン
ターと連携し、単組の財政分析を支援しま
す。 

10. 公共サービスの充実を通じ、国民の信頼
と受益感を高めるため、抜本的な税制改革
に次の通り取り組みます。 

 ① 所得税率の累進性の強化、相続税の基
礎控除の引き下げ、金融資産課税の総合
課税化などの所得再分配機能の強化をめ
ざします。また、消費税の逆進性への対
策として、低所得者への給付つき税額控
除の導入を求めます。 

 ② 「ふるさと納税」については、居住地
課税という課税原則にそぐわず、自治体
間で税の奪い合いを進行させるなど、税
収の不安定さが住民サービスの低下を招
く危険性があるため、廃止を求めます。 

 ③ 「森林環境譲与税」については、自治
体の支出実態を踏まえつつ、林業需要の
高い自治体への譲与額を増加させる方向
性で見直しを求めます。 

 ④ 防衛費の肥大化については、反対の立
場で臨みます。とくに、2023年度与党税
制改正大綱で検討事項にあげられた、
「復興特別所得税」の課税期間を延長し、
税率の一部を引き下げた分を防衛費の財
源に事実上転用することについては、東
日本大震災からの復興事業の財源に充て
ると定められた本来の趣旨を逸脱するも
のであることから、今後の議論動向を注
視しつつ、必要に応じて省庁・国会対策

を強化します。 
11. 住民ニーズを満たしたサービスを誰もが
享受できる「公共サービスの普遍化」をめ
ざし、地方が共有して使うことのできる独
自財源「連帯税」の創設を展望しつつ、あ
るべき税制について自治総研等とともに検
討を進めます。 

12. 県本部・単組は、地方財政の充実をはか
るため、自治体議員や地方連合会と連携し、
地方自治法第99条に基づく議会意見書採択
と、地方交付税法第17条の４に基づく意見
書提出などに取り組みます。また、財政需
要に見あう財源が保障されているか、自治
体に検証を求め、不十分な場合には、政府
に要求するよう労使協議を進めます。 

 
【大規模災害からの復旧・復興と対策の拡充】 
13. 被災地が復興に取り組むための人員不足
の解消、震災復興特別交付税などの財源確
保にむけ、単組・県本部と連携し、政府・
国会対策に取り組みます。 

14. 被災自治体への人的支援については、応
急対策職員派遣制度や復旧・復興支援技術
職員派遣制度など必要な制度・ルールの整
備が進められてきていますが、引き続き、
政府の責任のもとで全国的な支援体制を確
立し、支援を行った自治体に対して十分な
財政措置を行うよう求めます。 

15. 東京電力福島第一原発事故による帰還困
難区域の自治体の中長期の行財政課題につ
いて、政府の対応を求めるとともに、雇用
を取り巻く環境と生活インフラの整備など、
長期避難者の生活再建・形成にむけ、必要
な施策を求めます。 

16. 東日本大震災の教訓を踏まえ、自治研作
業委員会「災害に強いまちづくり（2013
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【質の高い公共サービスの提供への取り組み】 
1. 自治体業務が対人性の高い職務であるこ
とから、質の高い公共サービスの提供にむ
け、人員体制の拡充をめざします。また、
公共民間単組職場については、契約の長期
化を求め、労働条件の引き上げと雇用の安
定をめざします。 

2. 多様化する行政ニーズに対応した公共
サービスの提供のために必要な人員と財源
の確保をめざし、「公共サービスにもっと
投資を！」キャンペーンの通年展開にむけ
た具体的な取り組みについて検討を進めま
す。 

3. 本部は、公共サービスの拡充を進める立
場で、政府・国会対策を強化します。県本
部・単組は、各自治体の財政状況と住民
ニーズを把握し、民間委託や人員削減に反
対する取り組みを進めます。 

4. 「公的サービスの産業化」の問題点を明
らかにするため、以下の通り取り組みます。 

 ① 事務事業の委託や指定管理者制度が導
入されている場合は、現行制度の点検を
行い、労働者の賃金・労働条件が公務と
比較して低位な場合には自治体単組と公
共民間単組が連携して向上に取り組みま
す。 

   事務事業の部分委託において、偽装請
負が疑われる事例については、委託の見
直し、改善に取り組みます。 

 ② 地方独立行政法人化が実施されている
場合は、運営費交付金および給与費の推
移を確認し、サービス提供体制や賃金・
労働条件に課題がないかチェックすると
ともに、事業や法人の継続性・安定性を
確認します。 

 ③ 新たにコンセッション方式【30】などＰ

ＦＩ手法【31】を、公共事業に適用する場
合は、サービスへの影響、採算性、継続
可能性、自治体によるモニタリングのた
めの技術力の維持など、多面的に検証し、
慎重な対応を求めます。 

5. 公共サービス基本法の理念に基づき、公
共サービスの質と労働条件の確保にむけて、
公共サービス基本条例と公契約条例の制定
を推進します。 

 ① 県本部・単組は、地方連合会や地域協
議会、他産別、協力議員と連携し、地域
の合意形成を進め、自治体に働きかけを
強めます。制定に至らない場合において
も、ダンピングの防止と適正な受託事業
者選定のため、積算根拠の明確化や最低
制限価格制度、低入札価格調査制度、公
正な労働基準を確保した総合評価方式の
導入など、入札改革に取り組みます。 

 ② 本部は、連合・関係団体と連携し、先
進事例の紹介などの情報提供、ＩＬＯ94
号条約（公契約における労働条項）批准
と国内法整備を求め、取り組みを進めま
す。 

 
【地方財政の確立と税制改革】 
6. 本部は、骨太方針、政府予算案、地方財
政計画において、地方財政の充実がはから
れるよう、政府、政党、地方三団体に予算
要求を行います。また「一般財源総額実質
同水準ルール」にとらわれることなく、多
様化する行政ニーズを反映したより積極的
な一般財源総額の確保を求めます。 

7. 一般行政経費単独分の別枠として積算さ
れている「地方創生推進費」などの交付金
が自治体の財政運営に必要な財源となって
いることを踏まえ、本部は、政府・国会対

（52）　第２章　各課題の運動目標
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策に取り組みます。 
8. 社会保障費の自然増、会計年度任用職員
の処遇改善財源の確保など、財政需要の地
方財政計画への反映を求めます。 

9. 本部・県本部は、財政分析の学習会を開
催します。また、自治体議員、自治研セン
ターと連携し、単組の財政分析を支援しま
す。 

10. 公共サービスの充実を通じ、国民の信頼
と受益感を高めるため、抜本的な税制改革
に次の通り取り組みます。 

 ① 所得税率の累進性の強化、相続税の基
礎控除の引き下げ、金融資産課税の総合
課税化などの所得再分配機能の強化をめ
ざします。また、消費税の逆進性への対
策として、低所得者への給付つき税額控
除の導入を求めます。 

 ② 「ふるさと納税」については、居住地
課税という課税原則にそぐわず、自治体
間で税の奪い合いを進行させるなど、税
収の不安定さが住民サービスの低下を招
く危険性があるため、廃止を求めます。 

 ③ 「森林環境譲与税」については、自治
体の支出実態を踏まえつつ、林業需要の
高い自治体への譲与額を増加させる方向
性で見直しを求めます。 

 ④ 防衛費の肥大化については、反対の立
場で臨みます。とくに、2023年度与党税
制改正大綱で検討事項にあげられた、
「復興特別所得税」の課税期間を延長し、
税率の一部を引き下げた分を防衛費の財
源に事実上転用することについては、東
日本大震災からの復興事業の財源に充て
ると定められた本来の趣旨を逸脱するも
のであることから、今後の議論動向を注
視しつつ、必要に応じて省庁・国会対策

を強化します。 
11. 住民ニーズを満たしたサービスを誰もが
享受できる「公共サービスの普遍化」をめ
ざし、地方が共有して使うことのできる独
自財源「連帯税」の創設を展望しつつ、あ
るべき税制について自治総研等とともに検
討を進めます。 

12. 県本部・単組は、地方財政の充実をはか
るため、自治体議員や地方連合会と連携し、
地方自治法第99条に基づく議会意見書採択
と、地方交付税法第17条の４に基づく意見
書提出などに取り組みます。また、財政需
要に見あう財源が保障されているか、自治
体に検証を求め、不十分な場合には、政府
に要求するよう労使協議を進めます。 

 
【大規模災害からの復旧・復興と対策の拡充】 
13. 被災地が復興に取り組むための人員不足
の解消、震災復興特別交付税などの財源確
保にむけ、単組・県本部と連携し、政府・
国会対策に取り組みます。 

14. 被災自治体への人的支援については、応
急対策職員派遣制度や復旧・復興支援技術
職員派遣制度など必要な制度・ルールの整
備が進められてきていますが、引き続き、
政府の責任のもとで全国的な支援体制を確
立し、支援を行った自治体に対して十分な
財政措置を行うよう求めます。 

15. 東京電力福島第一原発事故による帰還困
難区域の自治体の中長期の行財政課題につ
いて、政府の対応を求めるとともに、雇用
を取り巻く環境と生活インフラの整備など、
長期避難者の生活再建・形成にむけ、必要
な施策を求めます。 

16. 東日本大震災の教訓を踏まえ、自治研作
業委員会「災害に強いまちづくり（2013
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【質の高い公共サービスの提供への取り組み】 
1. 自治体業務が対人性の高い職務であるこ
とから、質の高い公共サービスの提供にむ
け、人員体制の拡充をめざします。また、
公共民間単組職場については、契約の長期
化を求め、労働条件の引き上げと雇用の安
定をめざします。 

2. 多様化する行政ニーズに対応した公共
サービスの提供のために必要な人員と財源
の確保をめざし、「公共サービスにもっと
投資を！」キャンペーンの通年展開にむけ
た具体的な取り組みについて検討を進めま
す。 

3. 本部は、公共サービスの拡充を進める立
場で、政府・国会対策を強化します。県本
部・単組は、各自治体の財政状況と住民
ニーズを把握し、民間委託や人員削減に反
対する取り組みを進めます。 

4. 「公的サービスの産業化」の問題点を明
らかにするため、以下の通り取り組みます。 

 ① 事務事業の委託や指定管理者制度が導
入されている場合は、現行制度の点検を
行い、労働者の賃金・労働条件が公務と
比較して低位な場合には自治体単組と公
共民間単組が連携して向上に取り組みま
す。 

   事務事業の部分委託において、偽装請
負が疑われる事例については、委託の見
直し、改善に取り組みます。 

 ② 地方独立行政法人化が実施されている
場合は、運営費交付金および給与費の推
移を確認し、サービス提供体制や賃金・
労働条件に課題がないかチェックすると
ともに、事業や法人の継続性・安定性を
確認します。 

 ③ 新たにコンセッション方式【30】などＰ

ＦＩ手法【31】を、公共事業に適用する場
合は、サービスへの影響、採算性、継続
可能性、自治体によるモニタリングのた
めの技術力の維持など、多面的に検証し、
慎重な対応を求めます。 

5. 公共サービス基本法の理念に基づき、公
共サービスの質と労働条件の確保にむけて、
公共サービス基本条例と公契約条例の制定
を推進します。 

 ① 県本部・単組は、地方連合会や地域協
議会、他産別、協力議員と連携し、地域
の合意形成を進め、自治体に働きかけを
強めます。制定に至らない場合において
も、ダンピングの防止と適正な受託事業
者選定のため、積算根拠の明確化や最低
制限価格制度、低入札価格調査制度、公
正な労働基準を確保した総合評価方式の
導入など、入札改革に取り組みます。 

 ② 本部は、連合・関係団体と連携し、先
進事例の紹介などの情報提供、ＩＬＯ94
号条約（公契約における労働条項）批准
と国内法整備を求め、取り組みを進めま
す。 

 
【地方財政の確立と税制改革】 
6. 本部は、骨太方針、政府予算案、地方財
政計画において、地方財政の充実がはから
れるよう、政府、政党、地方三団体に予算
要求を行います。また「一般財源総額実質
同水準ルール」にとらわれることなく、多
様化する行政ニーズを反映したより積極的
な一般財源総額の確保を求めます。 

7. 一般行政経費単独分の別枠として積算さ
れている「地方創生推進費」などの交付金
が自治体の財政運営に必要な財源となって
いることを踏まえ、本部は、政府・国会対

4.　地方自治の確立と質の高い公共サービスの推進　（53）
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表が協議会に参画することを求めます。 
25. 県本部・単組は、自治体に対し、住民や
利用者など関係者の意向を踏まえ「地域公
共交通計画」を策定・実施するよう求めま
す。また、公共交通担当部署の設置や医
療・福祉・教育・地域流通など関係施策と
連携した持続可能な地域交通政策の確立を
求めます。 

26. 交通空白地域の解消とすべての住民の移
動権を確保する観点から、関係法令の整備
を求めるとともに、交運労協と連携し、自
家用車ライドシェア【33】をはじめとする、
交通分野における安易な規制緩和に反対し
ます。 

 
【分権改革と新たな行財政制度への対応】 
27. 第33次地方制度調査会では、「デジタ
ル・トランスフォーメーションの進展」と
「新型コロナウイルス感染症対応で直面し
た課題」の観点から「国と地方公共団体及
び地方公共団体相互間の関係」のあり方に
ついて検討を進めています。今調査会では、
「非平時」という新しい概念が登場してお
り、「平時」の地方自治との使い分けを想
定している可能性もあります。有事の際に
地方自治を制限し、政府に権力を集中させ
るという動きに対して、警戒感をもって注
視します。 

28. 国家戦略特区制度は、現行の規制を特区
内で緩和することで、公平・公正な公共
サービスの提供を揺るがす危険性があるこ
とから、実施内容を分析するとともに、慎
重な制度運用を求めます。 

29. 「デジタル田園都市国家構想総合戦
略【34】」について、本部は、地方創生推進
費など地財計画を通じた施策誘導の実態を

検証するとともに、自治体への不要な関与
は認めない立場で省庁・国会対策に取り組
みます。また、県本部・単組は「地域版総
合戦略」の策定・改定に際し、施策が地域
の実情と著しく乖離していないか検証し、
労使協議や地方連合会等を通じて意見反映
します。 

30. 中枢中核都市や連携中枢都市、定住自立
圏など、政府がコンパクトシティの概念に
より進めてきた制度については、基礎自治
体として、人口減少対策、地域交通のあり
方、地域経済活性化などの課題解決が望め
るものではないため、基礎自治体の機能強
化と住民自治の推進のために、自治総研等
と連携して、政党・省庁への意見反映や連
合等への政策提言を行います。 

 
【行政のデジタル化への対応】 
31. 自治体ＤＸの柱である自治体情報システ
ムの標準化は、全自治体が2025年度までに
移行することが求められており、2026年か
ら20業務の標準化が義務とされています。
自治事務も対象となっており、その範囲や
程度については自治の尊重や現場実態を踏
まえたものにしなければならず、移行にむ
けた財源や期間の確保、単独事業への影響、
交付税や人員の削減につなげないなど、県
本部・単組と情報と課題を共有しつつ、省
庁・政党対策に取り組みます。 

32. 政府は、マイナンバーカードと健康保険
証の一体化により、実質的なマイナンバー
カード所持の義務化を進めていますが、
カードの交付は申請ベースであることから、
未申請者への対応など自治体の業務にも混
乱をきたしています。また、マイナンバー
カードの用途拡大を進める一方で、別人の
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年）」などを参考に、大規模災害時の自治
体の人員体制やワークルールの整備、自治
体間の相互支援、地域防災計画の策定およ
び見直しなどについて労使協議を進めます。
また、老朽化公共施設やインフラの更新等
について、コストのみならず、施設の目的
や機能、安全性など、多角的な観点から検
証を求めます。 

 
【地域経済の活性化と雇用創出】 
17. 「ＧＸ実現に向けた基本方針」では、地
域によって異なる背景・特性を最大限活用
して自治体がカーボンニュートラルを含む
環境問題の解決と、地域経済の発展の双方
に取り組むことが求められています。自治
体が主体性をもち、市民・企業・関係団体
と連携して、地域でのカーボンニュートラ
ルをめざし、以下の通り取り組みます。 

 ① 自治体ＧＸの推進には、専門的な知識
や技術が必要となることから、政府に対
し、自治体が取り組むための体制整備に
必要な財源の確保を求めます。 

 ② 災害等への備えにもなる「エネルギー
の地産地消」をめざし、「自治体新電力」
や「地域新電力」の活用をはじめ、地域
における再生可能エネルギーの導入を積
極的に進めます。 

 ③ 「地域脱炭素」については、地域経済
や産業構造の変化による地場中小事業者
への雇用の影響を注視し、「公正な移行」
の観点から関係団体と連携して地域雇用
の維持・確保に取り組みます。 

18. ＩＲ（統合型リゾート）は、地域経済へ
の長期的な影響が不透明であること、治安
悪化やギャンブル依存症等の懸念があるこ
とから、反対の立場で対応します。また、

誘致を検討している自治体には、住民の合
意を前提とし、地域経済や住民生活への影
響を将来にわたって見極めることを求めま
す。 

19. 地方の活力維持にむけて、東京への一極
集中の解消をめざします。地方への移住・
定住促進にむけて、企業の地方移転による
雇用創出や、空き家の活用など、国に対し
移住の後押しとなる財政措置や施策を求め
ます。 

20. 農山漁村の活性化、食糧自給率の向上の
ため、自治体に地産地消の推進や「６次産
業化」の支援を求めます。また、国に対し
農地の多面的機能を重視した環境支払制度
の拡充を求めます。 

21. 中山間地域の集落や地域コミュニティの
維持・再生、国土保全をはかるため、ＮＰ
Ｏと連携し取り組むとともに、財政措置や
集落支援員制度などの充実を求めます。 

22. 地方創生を進めるために、地域での多文
化共生社会の実現と外国人材の適切な雇
用・労働条件などを確保するよう、総務省
や自治体に求めます。 

 
【地域公共交通の維持・発展】 
23. 交通政策基本法および第２次交通政策基
本計画の実効性確保、補助金の拡充や交付
税などの予算措置にむけて、国会対策や関
係省庁対策に取り組みます。 

24. 改正地域公共交通活性化再生法【32】につ
いては、地域公共交通の再生にむけて、マ
スタープランの作成に際し、路線廃止を前
提とした結論ありきの再構築にならないよ
うに取り組みます。また、再構築協議会を
創設する際には、地域のニーズと労働者の
意見を的確に反映できるよう労働組合の代

（54）　第２章　各課題の運動目標
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表が協議会に参画することを求めます。 
25. 県本部・単組は、自治体に対し、住民や
利用者など関係者の意向を踏まえ「地域公
共交通計画」を策定・実施するよう求めま
す。また、公共交通担当部署の設置や医
療・福祉・教育・地域流通など関係施策と
連携した持続可能な地域交通政策の確立を
求めます。 

26. 交通空白地域の解消とすべての住民の移
動権を確保する観点から、関係法令の整備
を求めるとともに、交運労協と連携し、自
家用車ライドシェア【33】をはじめとする、
交通分野における安易な規制緩和に反対し
ます。 

 
【分権改革と新たな行財政制度への対応】 
27. 第33次地方制度調査会では、「デジタ

ル・トランスフォーメーションの進展」と
「新型コロナウイルス感染症対応で直面し
た課題」の観点から「国と地方公共団体及
び地方公共団体相互間の関係」のあり方に
ついて検討を進めています。今調査会では、
「非平時」という新しい概念が登場してお
り、「平時」の地方自治との使い分けを想
定している可能性もあります。有事の際に
地方自治を制限し、政府に権力を集中させ
るという動きに対して、警戒感をもって注
視します。 

28. 国家戦略特区制度は、現行の規制を特区
内で緩和することで、公平・公正な公共
サービスの提供を揺るがす危険性があるこ
とから、実施内容を分析するとともに、慎
重な制度運用を求めます。 

29. 「デジタル田園都市国家構想総合戦
略【34】」について、本部は、地方創生推進
費など地財計画を通じた施策誘導の実態を

検証するとともに、自治体への不要な関与
は認めない立場で省庁・国会対策に取り組
みます。また、県本部・単組は「地域版総
合戦略」の策定・改定に際し、施策が地域
の実情と著しく乖離していないか検証し、
労使協議や地方連合会等を通じて意見反映
します。 

30. 中枢中核都市や連携中枢都市、定住自立
圏など、政府がコンパクトシティの概念に
より進めてきた制度については、基礎自治
体として、人口減少対策、地域交通のあり
方、地域経済活性化などの課題解決が望め
るものではないため、基礎自治体の機能強
化と住民自治の推進のために、自治総研等
と連携して、政党・省庁への意見反映や連
合等への政策提言を行います。 

 
【行政のデジタル化への対応】 
31. 自治体ＤＸの柱である自治体情報システ
ムの標準化は、全自治体が2025年度までに
移行することが求められており、2026年か
ら20業務の標準化が義務とされています。
自治事務も対象となっており、その範囲や
程度については自治の尊重や現場実態を踏
まえたものにしなければならず、移行にむ
けた財源や期間の確保、単独事業への影響、
交付税や人員の削減につなげないなど、県
本部・単組と情報と課題を共有しつつ、省
庁・政党対策に取り組みます。 

32. 政府は、マイナンバーカードと健康保険
証の一体化により、実質的なマイナンバー
カード所持の義務化を進めていますが、
カードの交付は申請ベースであることから、
未申請者への対応など自治体の業務にも混
乱をきたしています。また、マイナンバー
カードの用途拡大を進める一方で、別人の
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年）」などを参考に、大規模災害時の自治
体の人員体制やワークルールの整備、自治
体間の相互支援、地域防災計画の策定およ
び見直しなどについて労使協議を進めます。
また、老朽化公共施設やインフラの更新等
について、コストのみならず、施設の目的
や機能、安全性など、多角的な観点から検
証を求めます。 

 
【地域経済の活性化と雇用創出】 
17. 「ＧＸ実現に向けた基本方針」では、地
域によって異なる背景・特性を最大限活用
して自治体がカーボンニュートラルを含む
環境問題の解決と、地域経済の発展の双方
に取り組むことが求められています。自治
体が主体性をもち、市民・企業・関係団体
と連携して、地域でのカーボンニュートラ
ルをめざし、以下の通り取り組みます。 

 ① 自治体ＧＸの推進には、専門的な知識
や技術が必要となることから、政府に対
し、自治体が取り組むための体制整備に
必要な財源の確保を求めます。 

 ② 災害等への備えにもなる「エネルギー
の地産地消」をめざし、「自治体新電力」
や「地域新電力」の活用をはじめ、地域
における再生可能エネルギーの導入を積
極的に進めます。 

 ③ 「地域脱炭素」については、地域経済
や産業構造の変化による地場中小事業者
への雇用の影響を注視し、「公正な移行」
の観点から関係団体と連携して地域雇用
の維持・確保に取り組みます。 

18. ＩＲ（統合型リゾート）は、地域経済へ
の長期的な影響が不透明であること、治安
悪化やギャンブル依存症等の懸念があるこ
とから、反対の立場で対応します。また、

誘致を検討している自治体には、住民の合
意を前提とし、地域経済や住民生活への影
響を将来にわたって見極めることを求めま
す。 

19. 地方の活力維持にむけて、東京への一極
集中の解消をめざします。地方への移住・
定住促進にむけて、企業の地方移転による
雇用創出や、空き家の活用など、国に対し
移住の後押しとなる財政措置や施策を求め
ます。 

20. 農山漁村の活性化、食糧自給率の向上の
ため、自治体に地産地消の推進や「６次産
業化」の支援を求めます。また、国に対し
農地の多面的機能を重視した環境支払制度
の拡充を求めます。 

21. 中山間地域の集落や地域コミュニティの
維持・再生、国土保全をはかるため、ＮＰ
Ｏと連携し取り組むとともに、財政措置や
集落支援員制度などの充実を求めます。 

22. 地方創生を進めるために、地域での多文
化共生社会の実現と外国人材の適切な雇
用・労働条件などを確保するよう、総務省
や自治体に求めます。 

 
【地域公共交通の維持・発展】 
23. 交通政策基本法および第２次交通政策基
本計画の実効性確保、補助金の拡充や交付
税などの予算措置にむけて、国会対策や関
係省庁対策に取り組みます。 

24. 改正地域公共交通活性化再生法【32】につ
いては、地域公共交通の再生にむけて、マ
スタープランの作成に際し、路線廃止を前
提とした結論ありきの再構築にならないよ
うに取り組みます。また、再構築協議会を
創設する際には、地域のニーズと労働者の
意見を的確に反映できるよう労働組合の代

4.　地方自治の確立と質の高い公共サービスの推進　（55）
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ナーを開催します。 
 ⑤ 本部は、「ＵＮＤＥＲ35」全国集会を

通じ、若手組合員の参加を促進し、自治
研活動の担い手の掘り起こしを行います。 

 ⑥ 本部は、県本部・単組と連携し、2024
年10月に島根県で開催する、第40回自治
研全国集会にむけて取り組みます。 

 ⑦ 本部は、県本部・単組での自治研活動
の状況集約を行い、その情報を共有しま
す。また、各県本部・単組の自治研活動
の取り組みを相互に紹介、交流するネッ
トワークの活用を進めます。 

 ⑧ 本部は、自治研作業委員会を設置し、
政策課題について、研究者や関係組合員
と連携して、調査・研究に取り組みます。 

 ⑨ 県本部・単組は、自治研活動の理論
誌・交流誌として『月刊自治研』を活用
するとともに、組織内・政策協力議員の
購読をはじめ、読者の拡大をはかります。 

 
【総合的政策活動の推進】 
36. 本部は、組合員が自治研活動と連動しな
がら地域に根差した政策を模索できるよう、
県本部・単組の政策活動をサポートすると
ともに、研究者との連携強化や新たな人材
を発掘します。また、県本部・単組は、県
内の交流にとどまらず、他県の自治体と職
種・職場などの枠組みを超えて交流する機
会に組合員が積極的に参加できるよう取り
組みます。 

37. 本部は自治総研などと連携しながら財政、
政策に関するセミナーを中央・地方で開催
します。各県本部・単組においてもその取
り組みと連動した学習会の開催などに取り
組みます。 

38. 本部は、自治総研・各地方自治研究セン

ターのネットワークの再構築に取り組みま
す。県本部・単組は地域課題等について、
地方自治研究センター・本部・自治総研と
連携して取り組みます。 

39. 本部は自治体議員連合と連携、情報共有
化をはかり、政策活動をサポートします。
また、県本部・単組は組織内・政策協力議
員と政策協議を行い、政策実現をはかりま
す。 
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情報が紐づけられていたなどの誤登録が発
生しており、国民のマイナンバーカードへ
の不信感は強まっています。こうした状況
にもかかわらず、政府は保険証を廃止し、
マイナンバーカードへ統合する姿勢を改め
ていません。政府に対して、マイナンバー
カードの運用と個人情報の保護など安全性
への不安について払しょくを求めるととも
に、その利活用については世論等を踏まえ、
慎重な対応を求めます。 

 
【地域の自治確立の取り組み】 
33. 県本部・単組は、分権改革と市民自治の
確立にむけ、以下の通り取り組みます。 

 ① 「自治基本条例」の制定、直接請求・
住民監査制度の活用促進、「議会基本条
例」の制定、地域自治区制度の活用など、
市民自治の拡充にむけ取り組みます。 

 ② 地方分権改革に基づく権限移譲など、
地方分権の取り組みが着実に実行されて
いるか、事務権限に見あう実施体制が整
備されているか検証します。不十分な場
合には、国や地方団体に対し、積極的に
提言するよう労使協議を進めます。 

 ③ 「連携協約」などに基づく自治体間の
連携については、連携の目的、サービス
の実施体制、財政面の影響など情報公開
の徹底を求めます。 

 ④ 首長、県市長会・県町村会を通じ、政
府に意見反映します。 

34. 本部は、地方分権に関わる課題に対して、
以下の通り取り組みます。 

 ① 地方交付税の総額確保など、政策反映
を進めるため、現行の「国と地方の協議
の場」がより実質的な政策策定の場とな
るよう政府に求めます。 

 ② トップランナー方式【35】やインセン
ティブ改革【36】のような政府による交付
税を利用した政策誘導に反対の立場で省
庁対策に取り組みます。 

 ③ 都道府県の廃止と市町村合併の促進を
めざす中央集権的な道州制議論が進まな
いよう警戒します。 

 ④ 地方財政、税制、地域公共サービスの
中長期的なあり方等に関し、自治総研や
有識者との研究・分析も行いながら、地
方三団体との情報・意見交換を行います。 

 
【自治研活動の活性化】 
35. 質の高い公共サービスの実現と組織強化
の観点から、自治労全体で自治研活動を推
進します。 

 ① 単組は、自治研と呼べる活動に取り組
んでいる組合員を探し、その活動を支援
します。 

 ② 単組は、自治研活動を通じて、市民や
ＮＰＯなど地域の関係者との話し合いの
場を設定し、地域課題の抽出、課題解決
を進めます。また、自治研活動の成果を
自治研全国集会に持ち寄ります。 

 ③ 県本部は、県本部自治研推進委員会を
設置し、県内・地域内の固有課題の解
決・抽出や情報交換などを目的として県
自治研集会を開催するとともに、地連に
よる自治研集会の開催を追求します。ま
た、地域の研究者との連携強化や人材発
掘を行うとともに、自治研センターや市
民団体などと協力し、単組の政策活動を
サポートします。 

 ④ 本部は、全国の自治研活動の事例の共
有や情報の交換を目的に単組組合員・県
本部役職員を対象としたオンラインセミ

（56）　第２章　各課題の運動目標
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ナーを開催します。 
 ⑤ 本部は、「ＵＮＤＥＲ35」全国集会を

通じ、若手組合員の参加を促進し、自治
研活動の担い手の掘り起こしを行います。 

 ⑥ 本部は、県本部・単組と連携し、2024
年10月に島根県で開催する、第40回自治
研全国集会にむけて取り組みます。 

 ⑦ 本部は、県本部・単組での自治研活動
の状況集約を行い、その情報を共有しま
す。また、各県本部・単組の自治研活動
の取り組みを相互に紹介、交流するネッ
トワークの活用を進めます。 

 ⑧ 本部は、自治研作業委員会を設置し、
政策課題について、研究者や関係組合員
と連携して、調査・研究に取り組みます。 

 ⑨ 県本部・単組は、自治研活動の理論
誌・交流誌として『月刊自治研』を活用
するとともに、組織内・政策協力議員の
購読をはじめ、読者の拡大をはかります。 

 
【総合的政策活動の推進】 
36. 本部は、組合員が自治研活動と連動しな
がら地域に根差した政策を模索できるよう、
県本部・単組の政策活動をサポートすると
ともに、研究者との連携強化や新たな人材
を発掘します。また、県本部・単組は、県
内の交流にとどまらず、他県の自治体と職
種・職場などの枠組みを超えて交流する機
会に組合員が積極的に参加できるよう取り
組みます。 

37. 本部は自治総研などと連携しながら財政、
政策に関するセミナーを中央・地方で開催
します。各県本部・単組においてもその取
り組みと連動した学習会の開催などに取り
組みます。 

38. 本部は、自治総研・各地方自治研究セン

ターのネットワークの再構築に取り組みま
す。県本部・単組は地域課題等について、
地方自治研究センター・本部・自治総研と
連携して取り組みます。 

39. 本部は自治体議員連合と連携、情報共有
化をはかり、政策活動をサポートします。
また、県本部・単組は組織内・政策協力議
員と政策協議を行い、政策実現をはかりま
す。 
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情報が紐づけられていたなどの誤登録が発
生しており、国民のマイナンバーカードへ
の不信感は強まっています。こうした状況
にもかかわらず、政府は保険証を廃止し、
マイナンバーカードへ統合する姿勢を改め
ていません。政府に対して、マイナンバー
カードの運用と個人情報の保護など安全性
への不安について払しょくを求めるととも
に、その利活用については世論等を踏まえ、
慎重な対応を求めます。 

 
【地域の自治確立の取り組み】 
33. 県本部・単組は、分権改革と市民自治の
確立にむけ、以下の通り取り組みます。 

 ① 「自治基本条例」の制定、直接請求・
住民監査制度の活用促進、「議会基本条
例」の制定、地域自治区制度の活用など、
市民自治の拡充にむけ取り組みます。 

 ② 地方分権改革に基づく権限移譲など、
地方分権の取り組みが着実に実行されて
いるか、事務権限に見あう実施体制が整
備されているか検証します。不十分な場
合には、国や地方団体に対し、積極的に
提言するよう労使協議を進めます。 

 ③ 「連携協約」などに基づく自治体間の
連携については、連携の目的、サービス
の実施体制、財政面の影響など情報公開
の徹底を求めます。 

 ④ 首長、県市長会・県町村会を通じ、政
府に意見反映します。 

34. 本部は、地方分権に関わる課題に対して、
以下の通り取り組みます。 

 ① 地方交付税の総額確保など、政策反映
を進めるため、現行の「国と地方の協議
の場」がより実質的な政策策定の場とな
るよう政府に求めます。 

 ② トップランナー方式【35】やインセン
ティブ改革【36】のような政府による交付
税を利用した政策誘導に反対の立場で省
庁対策に取り組みます。 

 ③ 都道府県の廃止と市町村合併の促進を
めざす中央集権的な道州制議論が進まな
いよう警戒します。 

 ④ 地方財政、税制、地域公共サービスの
中長期的なあり方等に関し、自治総研や
有識者との研究・分析も行いながら、地
方三団体との情報・意見交換を行います。 

 
【自治研活動の活性化】 
35. 質の高い公共サービスの実現と組織強化
の観点から、自治労全体で自治研活動を推
進します。 

 ① 単組は、自治研と呼べる活動に取り組
んでいる組合員を探し、その活動を支援
します。 

 ② 単組は、自治研活動を通じて、市民や
ＮＰＯなど地域の関係者との話し合いの
場を設定し、地域課題の抽出、課題解決
を進めます。また、自治研活動の成果を
自治研全国集会に持ち寄ります。 

 ③ 県本部は、県本部自治研推進委員会を
設置し、県内・地域内の固有課題の解
決・抽出や情報交換などを目的として県
自治研集会を開催するとともに、地連に
よる自治研集会の開催を追求します。ま
た、地域の研究者との連携強化や人材発
掘を行うとともに、自治研センターや市
民団体などと協力し、単組の政策活動を
サポートします。 

 ④ 本部は、全国の自治研活動の事例の共
有や情報の交換を目的に単組組合員・県
本部役職員を対象としたオンラインセミ

4.　地方自治の確立と質の高い公共サービスの推進　（57）



 

－ 26 － 

【持続可能な社会保障制度の確立】 
1. 全世代型の社会保障制度の確立をめざし、
あらゆる格差の是正や貧困および貧困の連
鎖の解消、医療、介護、および子ども・子
育て支援の社会化により、くらしを地域全
体で支え合う仕組みづくりを求めます。 

2. 「骨太の方針2023」では、働き方に中立
的な社会保障制度の構築にむけ、いわゆる
「年収の壁」についての当面の対応を2023
年中に決定した上で実行することなどが示
されています。また、連合も良質な雇用の
拡大と完全雇用の実現を前提に、就労を阻
害せず働き方に中立的な社会保険制度等の
あり方について検討を進めています。とく
に社会保険制度については、全労働者への
社会保険の完全適用、第３号被保険者制度
の見直しなどが提案されています。これら
の見直しに伴うさまざまな影響を十分に勘
案しながら、すべての人が安心できる持続
可能なセーフティネットの構築にむけて、
引き続き議論に参加します。 

3. 政府の社会保障給付の抑制と歳出削減に
反対し、税財政改革などを通じた財源の確
保を求めます。また、給付つき税額控除の
導入など、税における所得再分配機能の強
化や、社会保険料の事業主負担割合の見直
しなど、企業の社会的責任の明確化を求め
ます。 

4. 医療・介護分野をはじめとした社会保障
において、サービスの低下や利用抑制など
を招くような財政的インセンティブの設
定・強化には反対します。 

5. 社会保障制度のうち、年金、医療、介護
は負担と給付の関係が明確となる社会保険
方式を基本とし、制度の谷間が生じないよ
う、短時間労働者への適用拡大や低所得者

に対する福祉給付の強化を求めます。 
6. 医療・介護分野におけるＩＣＴ化、マイ
ナンバーの医療分野への活用、ビッグデー
タの活用範囲の拡大については、十分な検
討と個人情報保護の徹底、自己情報のアク
セス権確立を求めます。 

 
【地域共生社会の実現】 
7. 自治体が既存の高齢、障害、児童等の制
度の縦割りを超えて、すべての住民を対象
として包括的に関わる重層的支援体制整備
事業【38】について、未実施の自治体に対し
事業の実施を働きかけるとともに、国に対
しては、先進的な取り組み事例などの収集
など自治体への支援や、事業全体の充実を
はかるための財源の拡充を求めます。 

8. 地域包括ケア推進のため、「総合診療機
能等を持つかかりつけ医」や「かかりつけ
薬剤師」の育成と普及を求めます。 

9. ひきこもり者と地域とのつながりや、社
会参加の促進、ひきこもり者の家族を支援
するための相談援助や心身のケアなど、自
治体がひきこもり支援推進事業を実施する
ための財源確保をはじめ、支援の充実を求
めます。 

 
【年金制度改革への対応】 
10. 2025年の公的年金制度の見直しにむけて、
社会保険の適用拡大、基礎年金の給付水準
の改善と財政基盤の強化などについて、連
合と連携しながら取り組みます。また、高
齢期の就労と年金受給のあり方に関する議
論については、将来年金受給者となる現役
世代の意見も反映するよう求めます。 

11. すべての雇用労働者が被用者年金の強制
加入対象となるよう、週労働時間や企業規
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5. 安心・安全・信頼の社会保障制度改革の推進 
 
 
 約３年にわたるコロナ禍によって、医療・介護・公衆衛生などの重要性が人々に改めて
認識され、それらの分野に従事する人たちの厳しい労働条件・環境がクローズアップされ
ました。2023年５月８日には新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが５類に移行
し、感染対策は個人の判断に委ねられ、医療体制や日常生活は平時に戻りつつあります。
そのような時だからこそ、働く者の処遇改善や人員確保によって社会保障の提供体制の充
実をはかり、新たな感染症に直面した際にも、人々が安心して医療・介護・福祉等のサー
ビスを受けられる環境を整備することが重要です。 
 一方で、社会保障を取り巻く状況は厳しさを増しています。国立社会保障・人口問題研
究所が2023年４月に公表した「将来推計人口」によると、高齢者数は2043年に3,953万人
でピークを迎えた後は減少に転じるものの、若年の人口減少幅がそれを上回るため高齢化
率は上がり続け、2056年には総人口が１億人を割り込むと予測されています。今後さらに
人口減少・少子・高齢化が進展し、労働力の不足が深刻化すれば、年金制度などの持続可
能性も危ぶまれます。しかし、社会保障給付が抑制され、住民を将来不安に陥れるような
ことがあってはなりません。すべての世代に対応し、持続可能で信頼できるセーフティ
ネットを構築するため、財源も含めて社会保障制度のあり方を議論していくことは喫緊の
課題です。 
 加えて、生活困窮、ＤＶ、児童虐待、ヤングケアラー【37】の課題など、行政や地域が対
応しなければならない課題は多様化・複雑化しています。また、孤独・孤立の問題が顕在
化する中で、とくに障害者、外国にルーツがある人、ＬＧＢＴＱ＋といった複合的な困難
を抱える人たちが社会的孤立に陥ることも懸念されます。すべての人たちが必要な支援を
受け、安心して生活できるよう、重層的支援体制整備事業の拡充などを通じて、地域でつ
ながり、支え合う「地域共生社会」を住民とともにつくる必要があります。 
【重点課題】 
① 誰もが安心して生活できる安定的で持続可能な社会を実現するため、税制改革などの
恒久的な財源確保による全世代型の社会保障制度の確立をめざします。 

② それぞれの地域の特色に応じて、誰もが支え合いながら住み慣れた地域で安心してく
らし続けられる地域共生社会の推進に取り組むとともに、そのための地方の社会保障財
源の拡充を求めます。 

③ 医療・介護・福祉など社会保障制度を支える機関の体制の充実と、人材確保のための
処遇改善を求めます。 

 

（58）　第２章　各課題の運動目標
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【持続可能な社会保障制度の確立】 
1. 全世代型の社会保障制度の確立をめざし、
あらゆる格差の是正や貧困および貧困の連
鎖の解消、医療、介護、および子ども・子
育て支援の社会化により、くらしを地域全
体で支え合う仕組みづくりを求めます。 

2. 「骨太の方針2023」では、働き方に中立
的な社会保障制度の構築にむけ、いわゆる
「年収の壁」についての当面の対応を2023
年中に決定した上で実行することなどが示
されています。また、連合も良質な雇用の
拡大と完全雇用の実現を前提に、就労を阻
害せず働き方に中立的な社会保険制度等の
あり方について検討を進めています。とく
に社会保険制度については、全労働者への
社会保険の完全適用、第３号被保険者制度
の見直しなどが提案されています。これら
の見直しに伴うさまざまな影響を十分に勘
案しながら、すべての人が安心できる持続
可能なセーフティネットの構築にむけて、
引き続き議論に参加します。 

3. 政府の社会保障給付の抑制と歳出削減に
反対し、税財政改革などを通じた財源の確
保を求めます。また、給付つき税額控除の
導入など、税における所得再分配機能の強
化や、社会保険料の事業主負担割合の見直
しなど、企業の社会的責任の明確化を求め
ます。 

4. 医療・介護分野をはじめとした社会保障
において、サービスの低下や利用抑制など
を招くような財政的インセンティブの設
定・強化には反対します。 

5. 社会保障制度のうち、年金、医療、介護
は負担と給付の関係が明確となる社会保険
方式を基本とし、制度の谷間が生じないよ
う、短時間労働者への適用拡大や低所得者

に対する福祉給付の強化を求めます。 
6. 医療・介護分野におけるＩＣＴ化、マイ
ナンバーの医療分野への活用、ビッグデー
タの活用範囲の拡大については、十分な検
討と個人情報保護の徹底、自己情報のアク
セス権確立を求めます。 

 
【地域共生社会の実現】 
7. 自治体が既存の高齢、障害、児童等の制
度の縦割りを超えて、すべての住民を対象
として包括的に関わる重層的支援体制整備
事業【38】について、未実施の自治体に対し
事業の実施を働きかけるとともに、国に対
しては、先進的な取り組み事例などの収集
など自治体への支援や、事業全体の充実を
はかるための財源の拡充を求めます。 

8. 地域包括ケア推進のため、「総合診療機
能等を持つかかりつけ医」や「かかりつけ
薬剤師」の育成と普及を求めます。 

9. ひきこもり者と地域とのつながりや、社
会参加の促進、ひきこもり者の家族を支援
するための相談援助や心身のケアなど、自
治体がひきこもり支援推進事業を実施する
ための財源確保をはじめ、支援の充実を求
めます。 

 
【年金制度改革への対応】 
10. 2025年の公的年金制度の見直しにむけて、
社会保険の適用拡大、基礎年金の給付水準
の改善と財政基盤の強化などについて、連
合と連携しながら取り組みます。また、高
齢期の就労と年金受給のあり方に関する議
論については、将来年金受給者となる現役
世代の意見も反映するよう求めます。 

11. すべての雇用労働者が被用者年金の強制
加入対象となるよう、週労働時間や企業規
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5. 安心・安全・信頼の社会保障制度改革の推進 
 
 
 約３年にわたるコロナ禍によって、医療・介護・公衆衛生などの重要性が人々に改めて
認識され、それらの分野に従事する人たちの厳しい労働条件・環境がクローズアップされ
ました。2023年５月８日には新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが５類に移行
し、感染対策は個人の判断に委ねられ、医療体制や日常生活は平時に戻りつつあります。
そのような時だからこそ、働く者の処遇改善や人員確保によって社会保障の提供体制の充
実をはかり、新たな感染症に直面した際にも、人々が安心して医療・介護・福祉等のサー
ビスを受けられる環境を整備することが重要です。 
 一方で、社会保障を取り巻く状況は厳しさを増しています。国立社会保障・人口問題研
究所が2023年４月に公表した「将来推計人口」によると、高齢者数は2043年に3,953万人
でピークを迎えた後は減少に転じるものの、若年の人口減少幅がそれを上回るため高齢化
率は上がり続け、2056年には総人口が１億人を割り込むと予測されています。今後さらに
人口減少・少子・高齢化が進展し、労働力の不足が深刻化すれば、年金制度などの持続可
能性も危ぶまれます。しかし、社会保障給付が抑制され、住民を将来不安に陥れるような
ことがあってはなりません。すべての世代に対応し、持続可能で信頼できるセーフティ
ネットを構築するため、財源も含めて社会保障制度のあり方を議論していくことは喫緊の
課題です。 
 加えて、生活困窮、ＤＶ、児童虐待、ヤングケアラー【37】の課題など、行政や地域が対
応しなければならない課題は多様化・複雑化しています。また、孤独・孤立の問題が顕在
化する中で、とくに障害者、外国にルーツがある人、ＬＧＢＴＱ＋といった複合的な困難
を抱える人たちが社会的孤立に陥ることも懸念されます。すべての人たちが必要な支援を
受け、安心して生活できるよう、重層的支援体制整備事業の拡充などを通じて、地域でつ
ながり、支え合う「地域共生社会」を住民とともにつくる必要があります。 
【重点課題】 
① 誰もが安心して生活できる安定的で持続可能な社会を実現するため、税制改革などの
恒久的な財源確保による全世代型の社会保障制度の確立をめざします。 

② それぞれの地域の特色に応じて、誰もが支え合いながら住み慣れた地域で安心してく
らし続けられる地域共生社会の推進に取り組むとともに、そのための地方の社会保障財
源の拡充を求めます。 

③ 医療・介護・福祉など社会保障制度を支える機関の体制の充実と、人材確保のための
処遇改善を求めます。 

 

5.　安心・安全・信頼の社会保障制度改革の推進　（59）
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べての住民が、健やかで心豊かに生活でき
る活力ある地域を実現する取り組みを進め
ます。 

24. 新興感染症による感染拡大を最小限にと
どめ、かつ非常時に適切に対応するため、
公衆衛生対策の中核を担う保健師等の増員
をはじめ、保健所や地方衛生研究所等、公
衆衛生体制の充実・強化にむけて取り組み
ます。 

 
【社会保障分野における労働者の人材確保、
労働条件・環境改善】 

25. 社会保障分野の人材確保は喫緊の課題で
あるため、社会保障制度の中核を担う自治
体職員および関係する実施機関の人員確保
と処遇改善を求めます。 

26. 医療・介護・子育てなどの現場で働く非
正規労働者の処遇改善および雇用の確保・
継続にむけて、取り組みを強めます。 

27. 介護分野への外国人材の受け入れについ
ては、日本人労働者との均等待遇や受け入
れに必要な環境整備と、そのための財源確
保を求めます。 

 
【介護・障害福祉サービス・精神保健福祉の
充実】 

28. 介護予防・日常生活支援総合事業の実施
状況を検証し、利用者の尊厳確保と、サー
ビスの質の低下および地域間格差の拡大を
招かないよう、引き続き自治体対策を進め
ます。なお、要介護１・２の認定者に提供
されている訪問介護・通所介護サービスの
市町村事業移行については、介護給付範囲
の制限になることから反対します。 

29. 居宅介護支援にかかる介護報酬について
は、ケアマネジメントの公平性・中立性を

維持する観点から、10割保険給付を継続す
るよう求めます。 

30. 介護保険制度改正および介護報酬改定、
障害福祉サービス等報酬改定にむけ、関係
労働者の処遇改善とサービスの質の向上を
めざし、意見反映や省庁・国会対策に取り
組みます。 

31. 障害者の地域移行にむけ、居宅等での保
健・福祉サービスの提供などの生活環境づ
くりを推進し、制度拡充にむけた新たな人
員配置に必要な財政措置を国に求めるとと
もに、退院後の支援については、当事者の
人権に配慮する仕組みを求めます。 

  また、精神障害者の身体合併症の治療体
制や精神科救急に伴う搬送体制、措置入院
における保健、医療、福祉の連携強化にむ
け取り組みます。 

 
【子ども・子育て支援の強化】 
32. 政府が決定した「こども未来戦略方針」
では、2024年度から３年間の集中取り組み
期間に少子化対策の具体策をできる限り前
倒しして実施するとともに、その財源確保
については徹底した歳出改革等を行うとし
ています。これらが自治体現場や地方財政
に与える影響に留意しながら、連合と連携
した意見反映や、省庁・政党対策に取り組
みます。 

33. 2023年４月に創設されたこども家庭庁に
ついて、子どもの健全育成と福祉の最大化
を実現するための政策が総合的に実施され
ているか検証し、引き続き子ども・子育て
支援の強化とそのために必要な財源確保を
求めます。 

34. 幼児教育・保育の無償化について、無償
化にかかる自治体の事務負担の軽減や財源
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模などの適用要件を拡大する取り組みを連
合と連携し進めます。 

12. 年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰ
ＩＦ）について、被保険者の利益を守り安
全性と確実性を優先する観点から、投資
ルールを遵守し、安定した運営をはかるよ
う、定期的な検証と見直しを求め、連合と
連携して意見反映を行います。また、連合
の「ワーカーズキャピタル責任投資ガイド
ライン」などを踏まえ、ＥＳＧに考慮した
投資など、社会的責任投資を拡大・深化さ
せるよう働きかけます。 

 
【医療保険制度改革への対応】 
13. 公的医療保険制度については、保険者機
能を重視し、地域の連帯を基盤とする国民
健康保険と職域の連帯を基盤とする被用者
保険（健康保険組合、共済組合、協会けん
ぽ）制度を維持します。その際、現役世代
に負担が偏らないよう、再分配機能を強化
した財政調整を求めます。 

14. 年金保険と同様、すべての雇用労働者が
被用者健康保険の強制加入対象となるよう
取り組みを進めます。 

15. 国民皆保険制度を堅持するとともに、高
齢者医療制度の維持にあたっては、現役世
代とのバランスに考慮した負担となるよう
求めます。 

16. 国民皆保険制度の堅持および住民の健康
増進に資するため、国・地方自治体の医
療・保健・介護等に関連する幅広い事業等
において、審査支払機能に加えて、レセプ
トデータ【39】の分析や地域包括ケアシステ
ム【40】の深化・推進など、国保連合会の活
用を進めるよう求めます。 

17. 医療費適正化計画については、医療費の

削減のみを目的化するのではなく、地域に
おける質の高い医療の確保を前提とした対
策を講ずるよう求めます。 

 
【医療提供体制の確保】 
18. 地域医療構想の実現には、民間病院を含
めて、バランスのとれた医療機能の分化と
連携、地域の医療提供体制を構築すること
が重要です。国、都道府県に対して、公
立・公的病院が、地域における必要な医療
機能と提供体制を継続的に果たせるよう、
必要な財源や支援を求めます。 

19. 小児・周産期などの不採算医療や、過疎
地・へき地など医療資源が不足している地
域の一般医療などに対する必要な人員と財
源の確保に取り組みます。 

20. 医師の地域・診療科間の偏在が深刻な課
題となっていることから、国や都道府県に
対し、医師の偏在解消にむけて実効性のあ
る対策を求めます。 

21. 医師の働き方改革を進めるための医療関
係職種へのタスク・シフト/シェア【41】の
導入にあたっては、すべての医療従事者が、
自らの能力を活かし、より能動的に対応で
きるよう、必要な研修体制の整備と人員確
保に資する診療報酬などによる財源確保を
求めます。 

22. 診療報酬改定にむけて、地域医療提供体
制の充実と医療従事者の処遇改善につなが
るよう、連合と連携して取り組みを進めま
す。 

 
【地域保健の推進と公衆衛生体制の確立】 
23. 「健康日本21【42】」に示された、生活習

慣および社会環境の改善を通じて、ライフ
ステージに応じて子どもから高齢者まです

（60）　第２章　各課題の運動目標
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べての住民が、健やかで心豊かに生活でき
る活力ある地域を実現する取り組みを進め
ます。 

24. 新興感染症による感染拡大を最小限にと
どめ、かつ非常時に適切に対応するため、
公衆衛生対策の中核を担う保健師等の増員
をはじめ、保健所や地方衛生研究所等、公
衆衛生体制の充実・強化にむけて取り組み
ます。 

 
【社会保障分野における労働者の人材確保、
労働条件・環境改善】 

25. 社会保障分野の人材確保は喫緊の課題で
あるため、社会保障制度の中核を担う自治
体職員および関係する実施機関の人員確保
と処遇改善を求めます。 

26. 医療・介護・子育てなどの現場で働く非
正規労働者の処遇改善および雇用の確保・
継続にむけて、取り組みを強めます。 

27. 介護分野への外国人材の受け入れについ
ては、日本人労働者との均等待遇や受け入
れに必要な環境整備と、そのための財源確
保を求めます。 

 
【介護・障害福祉サービス・精神保健福祉の
充実】 

28. 介護予防・日常生活支援総合事業の実施
状況を検証し、利用者の尊厳確保と、サー
ビスの質の低下および地域間格差の拡大を
招かないよう、引き続き自治体対策を進め
ます。なお、要介護１・２の認定者に提供
されている訪問介護・通所介護サービスの
市町村事業移行については、介護給付範囲
の制限になることから反対します。 

29. 居宅介護支援にかかる介護報酬について
は、ケアマネジメントの公平性・中立性を

維持する観点から、10割保険給付を継続す
るよう求めます。 

30. 介護保険制度改正および介護報酬改定、
障害福祉サービス等報酬改定にむけ、関係
労働者の処遇改善とサービスの質の向上を
めざし、意見反映や省庁・国会対策に取り
組みます。 

31. 障害者の地域移行にむけ、居宅等での保
健・福祉サービスの提供などの生活環境づ
くりを推進し、制度拡充にむけた新たな人
員配置に必要な財政措置を国に求めるとと
もに、退院後の支援については、当事者の
人権に配慮する仕組みを求めます。 

  また、精神障害者の身体合併症の治療体
制や精神科救急に伴う搬送体制、措置入院
における保健、医療、福祉の連携強化にむ
け取り組みます。 

 
【子ども・子育て支援の強化】 
32. 政府が決定した「こども未来戦略方針」
では、2024年度から３年間の集中取り組み
期間に少子化対策の具体策をできる限り前
倒しして実施するとともに、その財源確保
については徹底した歳出改革等を行うとし
ています。これらが自治体現場や地方財政
に与える影響に留意しながら、連合と連携
した意見反映や、省庁・政党対策に取り組
みます。 

33. 2023年４月に創設されたこども家庭庁に
ついて、子どもの健全育成と福祉の最大化
を実現するための政策が総合的に実施され
ているか検証し、引き続き子ども・子育て
支援の強化とそのために必要な財源確保を
求めます。 

34. 幼児教育・保育の無償化について、無償
化にかかる自治体の事務負担の軽減や財源
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模などの適用要件を拡大する取り組みを連
合と連携し進めます。 

12. 年金積立金管理運用独立行政法人（ＧＰ
ＩＦ）について、被保険者の利益を守り安
全性と確実性を優先する観点から、投資
ルールを遵守し、安定した運営をはかるよ
う、定期的な検証と見直しを求め、連合と
連携して意見反映を行います。また、連合
の「ワーカーズキャピタル責任投資ガイド
ライン」などを踏まえ、ＥＳＧに考慮した
投資など、社会的責任投資を拡大・深化さ
せるよう働きかけます。 

 
【医療保険制度改革への対応】 
13. 公的医療保険制度については、保険者機
能を重視し、地域の連帯を基盤とする国民
健康保険と職域の連帯を基盤とする被用者
保険（健康保険組合、共済組合、協会けん
ぽ）制度を維持します。その際、現役世代
に負担が偏らないよう、再分配機能を強化
した財政調整を求めます。 

14. 年金保険と同様、すべての雇用労働者が
被用者健康保険の強制加入対象となるよう
取り組みを進めます。 

15. 国民皆保険制度を堅持するとともに、高
齢者医療制度の維持にあたっては、現役世
代とのバランスに考慮した負担となるよう
求めます。 

16. 国民皆保険制度の堅持および住民の健康
増進に資するため、国・地方自治体の医
療・保健・介護等に関連する幅広い事業等
において、審査支払機能に加えて、レセプ
トデータ【39】の分析や地域包括ケアシステ
ム【40】の深化・推進など、国保連合会の活
用を進めるよう求めます。 

17. 医療費適正化計画については、医療費の

削減のみを目的化するのではなく、地域に
おける質の高い医療の確保を前提とした対
策を講ずるよう求めます。 

 
【医療提供体制の確保】 
18. 地域医療構想の実現には、民間病院を含
めて、バランスのとれた医療機能の分化と
連携、地域の医療提供体制を構築すること
が重要です。国、都道府県に対して、公
立・公的病院が、地域における必要な医療
機能と提供体制を継続的に果たせるよう、
必要な財源や支援を求めます。 

19. 小児・周産期などの不採算医療や、過疎
地・へき地など医療資源が不足している地
域の一般医療などに対する必要な人員と財
源の確保に取り組みます。 

20. 医師の地域・診療科間の偏在が深刻な課
題となっていることから、国や都道府県に
対し、医師の偏在解消にむけて実効性のあ
る対策を求めます。 

21. 医師の働き方改革を進めるための医療関
係職種へのタスク・シフト/シェア【41】の
導入にあたっては、すべての医療従事者が、
自らの能力を活かし、より能動的に対応で
きるよう、必要な研修体制の整備と人員確
保に資する診療報酬などによる財源確保を
求めます。 

22. 診療報酬改定にむけて、地域医療提供体
制の充実と医療従事者の処遇改善につなが
るよう、連合と連携して取り組みを進めま
す。 

 
【地域保健の推進と公衆衛生体制の確立】 
23. 「健康日本21【42】」に示された、生活習
慣および社会環境の改善を通じて、ライフ
ステージに応じて子どもから高齢者まです
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は、ヤングケアラーの状況を把握するため
の実態調査をもとに、必要な支援を行うよ
う働きかけます。 

47. 貧困の連鎖を解消するため、高等教育の
無償化のさらなる充実にむけて取り組みま
す。とくに、給付型奨学金については、対
象者が限定的であることから、制度の拡充
を求めるとともに、授業料減免制度につい
てもさらなる支援の拡充を求めます。 

48. 就職氷河期世代に対する支援について、
採用企業の受入機会の増加につながる環境
整備の充実や個人のニーズに沿った就職に
むけたマッチングの強化等、実効性のある
解決を求めます。さらに、アウトリーチ支
援【44】等で自治体の業務負担も生じること
が予想されるため、国に対し支援に必要な
人員と財源の確保を働きかけます。 

 
【障害者差別のない社会の実現】 
49. 障害者差別解消法および障害者雇用促進
法の実効性の確保にむけて、法定雇用率の
達成・遵守と障害者雇用の促進、合理的配
慮の充実に取り組みます。 

50. インクルーシブな社会【45】の実現にむけ
て、障害者が地域でくらせる社会づくりと
障害福祉サービスの質の向上に取り組みま
す。 
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確保を求めます。 
35. 保育の質の向上にむけて、引き続き保育
士の配置基準の見直しや処遇改善、人員確
保を求めます。 

36. 公立保育所等は、民間施設での対応が難
しい保育を担うセーフティネットとしての
役割や、自治体の行政機関として総合的な
子ども・子育て支援拠点の機能を果たすこ
とから、民間委託の提案に対しては、自治
体に対しその理由と必要性の精査を求める
とともに、公立施設の地域における役割の
明確化と機能の強化を求めます。 

37. 放課後児童支援員の人員・資格の参酌基
準化については、放課後児童健全育成事業
の質の低下を招くものであることから、各
自治体において、参酌基準以下とする条例
を定めないよう求めます。 

38. 老朽化が進んでいる公立教育・保育施設
については、一般財源化以降も建て替え等
に必要な財源が確保されていることから、
自治体に対し施設を整備するよう求めると
ともに、建て替え財源の不足を理由とした
民営化に反対します。 

 
【児童虐待防止対策および困難な問題を抱え
る女性への支援の強化】 

39. 深刻化する児童虐待を防止するため、児
童相談所や一時保護所、市町村児童相談窓
口や児童養護施設などの人員確保と、要保
護児童対策協議会の活性化など、地域の
ネットワークの強化と自治体の実施体制強
化を求めます。 

40. 「新たな児童虐待防止対策体制総合強化
プラン【43】」に基づき予算が確保されてい
る児童福祉司（スーパーバイザーを含む）、
児童心理司の増員と専門職の配置・育成を

求めます。 
41. 生活困窮、家庭の状況、性的な被害と
いった困難な問題を抱える女性を支援する
ため、国や自治体の責務、基本計画の策定
などについて定めた「困難な問題を抱える
女性への支援に関する法律」が2024年４月
に施行されます。法の施行にむけて、自治
体に対して支援体制の強化を求めます。 

 
【貧困の解消と格差の是正にむけた取り組み】 
42. 生活困窮者自立支援制度については、福
祉事務所、社会福祉協議会等の実施体制の
強化とすべての任意事業の実施を自治体に
求めるとともに、実施体制を充実させるた
めに必要な予算の確保を求め、省庁・国会
対策を行います。 

43. 生活保護基準の引き下げに反対し、利用
しやすく自立できる生活保護制度改革にむ
け取り組みます。そのためには、被保護者
支援の充実が必要なことから、福祉事務所
の実施体制の強化を求めます。 

44. 子どもの貧困の解消にむけて、児童手当
や児童扶養手当などの社会手当制度、生活
福祉資金や母子寡婦福祉資金などの各種貸
付制度の運用改善等を求めます。また、子
どもの貧困は、児童虐待や貧困の連鎖につ
ながることから、国に対し、要支援家庭に
対する生活支援や保護者の就労支援、「食」
の支援を含めた施策の拡充を求めます。 

45. 離婚後の子の養育等に関する民法の見直
しについては、養育費の支払い確保など、
ひとり親世帯の貧困の解消にむけて、連合
とともに取り組みます。 

46. 病気や障害のある家族の介護や世話をす
る子ども「ヤングケアラー」への各種支援
を国に求めます。また、各自治体に対して

（62）　第２章　各課題の運動目標
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は、ヤングケアラーの状況を把握するため
の実態調査をもとに、必要な支援を行うよ
う働きかけます。 

47. 貧困の連鎖を解消するため、高等教育の
無償化のさらなる充実にむけて取り組みま
す。とくに、給付型奨学金については、対
象者が限定的であることから、制度の拡充
を求めるとともに、授業料減免制度につい
てもさらなる支援の拡充を求めます。 

48. 就職氷河期世代に対する支援について、
採用企業の受入機会の増加につながる環境
整備の充実や個人のニーズに沿った就職に
むけたマッチングの強化等、実効性のある
解決を求めます。さらに、アウトリーチ支
援【44】等で自治体の業務負担も生じること
が予想されるため、国に対し支援に必要な
人員と財源の確保を働きかけます。 

 
【障害者差別のない社会の実現】 
49. 障害者差別解消法および障害者雇用促進
法の実効性の確保にむけて、法定雇用率の
達成・遵守と障害者雇用の促進、合理的配
慮の充実に取り組みます。 

50. インクルーシブな社会【45】の実現にむけ
て、障害者が地域でくらせる社会づくりと
障害福祉サービスの質の向上に取り組みま
す。 
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確保を求めます。 
35. 保育の質の向上にむけて、引き続き保育
士の配置基準の見直しや処遇改善、人員確
保を求めます。 

36. 公立保育所等は、民間施設での対応が難
しい保育を担うセーフティネットとしての
役割や、自治体の行政機関として総合的な
子ども・子育て支援拠点の機能を果たすこ
とから、民間委託の提案に対しては、自治
体に対しその理由と必要性の精査を求める
とともに、公立施設の地域における役割の
明確化と機能の強化を求めます。 

37. 放課後児童支援員の人員・資格の参酌基
準化については、放課後児童健全育成事業
の質の低下を招くものであることから、各
自治体において、参酌基準以下とする条例
を定めないよう求めます。 

38. 老朽化が進んでいる公立教育・保育施設
については、一般財源化以降も建て替え等
に必要な財源が確保されていることから、
自治体に対し施設を整備するよう求めると
ともに、建て替え財源の不足を理由とした
民営化に反対します。 

 
【児童虐待防止対策および困難な問題を抱え
る女性への支援の強化】 

39. 深刻化する児童虐待を防止するため、児
童相談所や一時保護所、市町村児童相談窓
口や児童養護施設などの人員確保と、要保
護児童対策協議会の活性化など、地域の
ネットワークの強化と自治体の実施体制強
化を求めます。 

40. 「新たな児童虐待防止対策体制総合強化
プラン【43】」に基づき予算が確保されてい
る児童福祉司（スーパーバイザーを含む）、
児童心理司の増員と専門職の配置・育成を

求めます。 
41. 生活困窮、家庭の状況、性的な被害と
いった困難な問題を抱える女性を支援する
ため、国や自治体の責務、基本計画の策定
などについて定めた「困難な問題を抱える
女性への支援に関する法律」が2024年４月
に施行されます。法の施行にむけて、自治
体に対して支援体制の強化を求めます。 

 
【貧困の解消と格差の是正にむけた取り組み】 
42. 生活困窮者自立支援制度については、福
祉事務所、社会福祉協議会等の実施体制の
強化とすべての任意事業の実施を自治体に
求めるとともに、実施体制を充実させるた
めに必要な予算の確保を求め、省庁・国会
対策を行います。 

43. 生活保護基準の引き下げに反対し、利用
しやすく自立できる生活保護制度改革にむ
け取り組みます。そのためには、被保護者
支援の充実が必要なことから、福祉事務所
の実施体制の強化を求めます。 

44. 子どもの貧困の解消にむけて、児童手当
や児童扶養手当などの社会手当制度、生活
福祉資金や母子寡婦福祉資金などの各種貸
付制度の運用改善等を求めます。また、子
どもの貧困は、児童虐待や貧困の連鎖につ
ながることから、国に対し、要支援家庭に
対する生活支援や保護者の就労支援、「食」
の支援を含めた施策の拡充を求めます。 

45. 離婚後の子の養育等に関する民法の見直
しについては、養育費の支払い確保など、
ひとり親世帯の貧困の解消にむけて、連合
とともに取り組みます。 

46. 病気や障害のある家族の介護や世話をす
る子ども「ヤングケアラー」への各種支援
を国に求めます。また、各自治体に対して

5.　安心・安全・信頼の社会保障制度改革の推進　（63）
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までの安全対策の確立を求めます。 
3. 脱原発にむけ、平和フォーラムや市民団
体と連携して、立憲民主党などを通じた国
会対策や世論の形成などに取り組みます。 

4. 原発稼働ゼロおよび再生可能エネルギー
活用にむけた取り組みを強化するよう、引
き続き、連合に意見反映を行います。 

5. 日本原燃の使用済み核燃料再処理工場
（青森県六ヶ所村）とＭＯＸ燃料【46】加工
工場については、安全性やコストの問題が
明らかであり、未来への負債を膨らませる
のみの計画であることを踏まえ、国に対し
核燃料サイクル政策の放棄を求め取り組み
ます。 

6. すべての原発の廃炉にむけ、今後発生す
る放射性廃棄物等処分に関し、用地選定、
処分方法や管理・安全基準確立など、必要
な対策を国の責任で行うよう求めます。 

  最終処分場の誘致や選定にむけた動きに
ついては、調査段階における国からの交付
金が地域の分断にも繋がることから、平和
フォーラムや県本部と連携し、撤回運動に
取り組みます。 

7. 放射性物質汚染廃棄物、とくに指定廃棄
物処理について、放射性物質濃度および中
間処理過程における管理・保管状況の公開
と労働安全基準の確立を求め取り組みます。 

8. 電源三法交付金制度に象徴される従来の
枠組みの問題点を踏まえ、雇用確保など、
原発に頼らない地域・自治体のあり方と必
要な政策・制度について議論を進めます。 

 
【東京電力福島第一原発事故に対する対応】 
9. 廃炉作業が長期化・難航することが想定
される状況の中で、国に対し、安全・確実
な廃炉までの責任ある取り組みを求めます。

とくに、作業にあたる労働者の安全衛生・
健康管理対策の確立や適切な情報公開、廃
炉技術の研究開発の促進と巨額な費用負担
への対応を重視して取り組みます。 

10. 除染分野を担う人員の確保にむけた支援
策や環境整備、不適正な雇用につながる除
染作業員の募集が行われないようにするな
ど、適正な除染作業にむけ、国の責任によ
る指導の徹底を求めます。 

11. 除染汚染土の再利用は、安全基準を厳格
に順守するとともに、住民の意見を重視し、
安易な解禁や実証実験を行わないよう国に
求めます。 

  また、除染廃棄物処理について情報公開
を徹底するとともに、中間処分場などの用
地確保をはじめ、処分方法や管理・安全基
準の確立など必要な対策を、国民合意のも
と国の責任において行うよう求めます。 

12. 地元住民の合意なきまま決定された福島
第一原発のトリチウムなどを含む汚染水の
海洋放出は、健康への不安や漁業への風評
被害にも結びつきかねないことから、海洋
放出を許さない取り組みを平和フォーラム
と連携して進めます。 

 
【地域分散型再生可能エネルギー政策の推進】 
13. 再生可能エネルギー等の普及促進にむけ、
法整備や施設整備、研究開発・技術者育成
を目的とした交付金等の拡充を国に求めま
す。 

14. 自治体における脱炭素にむけた取り組み
として、地域共生・ひ益型の再生可能エネ
ルギーの導入が一層推進されることから、
風力、太陽光・熱、バイオマス、中小水力、
地熱など、地域の自然・地理的条件を活か
した地域分散型再生可能エネルギーを積極
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6. 持続可能な環境社会の実現と脱原発の推進 
 
 
 「2050年までのカーボンニュートラルの実現」を菅前首相が宣言した2020年10月以降、
日本における環境・エネルギー政策は着実に「脱炭素化」にむかっています。しかしその
内実は、中国、インドに次ぐ世界第３位の石炭輸入量であり、発電電力量における火力発
電の割合はいまだ７割を超えたままです。 
 クリーンなエネルギーを活用した脱炭素社会の実現とは名ばかりの原発推進の政策は、
2022年７月の「ＧＸ実行会議」発足以降、さらに加速しています。2023年２月に閣議決定
された「ＧＸ実現に向けた基本方針」に基づき、第211回通常国会にはＧＸ推進法とＧＸ
電源法が提出され、成立しました。ＧＸ電源法は、原発の稼働年限の考え方を、東京電力
福島第一原発事故後に定めた「原則40年、最大60年」としたものを、停止期間を稼働年限
から除外するなどして運転期間を引き延ばすという暴挙を含んだものとなっています。 
 本来政府がとるべきエネルギー政策は、ＧＸに看板をすげ替えた原発推進策ではありま
せん。高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」を生み、地球環境や未来を生きる人
びとに無責任な遺産を残す原発の稼働、推進をやめ、主たる電源として再生可能エネル
ギーを積極的に推進し、各地でエネルギーの地産地消を拡大していくことが必要です。 
 原発が有事の際に、地域住民を守るための責任と役割を担うのは、そこで働く公務公共
サービス労働者です。地域社会に責任ある立場である自治労は、責任と覚悟を持って、脱
原発を掲げ、取り組み続けなければなりません。 
 持続可能な環境社会を実現するためには、社会インフラである環境行政や水行政を担う
労働者で組織する自治労が、地域でくらす人々とともに、資源循環型社会をめざして着実
に取り組みを進めていくことが必要です。 
【重点課題】 
① 原発再稼働と新増設、運転期間の延長に反対し、地域分散型再生可能エネルギーの利
用促進による脱原発社会をめざします。 

② 持続可能な環境社会の実現にむけ、地域住民とともに、資源循環型廃棄物行政や健全
な水循環の実現に取り組みます。 

 

【脱原発社会の実現】 
1. 政府の原発回帰政策に対し、平和フォー

ラムに結集し、再生可能エネルギーの積極
的な活用と省エネの推進など、エネルギー
政策の根本的転換を求めて、取り組みます。 

2. カーボンニュートラルの実現やＧＸの推
進を理由に、原子力政策への回帰が加速し
ていることから、改めて、原発の再稼働お
よび新増設、稼働年限の延長に反対すると
ともに、すべての原発の廃炉、および廃炉

（64）　第２章　各課題の運動目標
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までの安全対策の確立を求めます。 
3. 脱原発にむけ、平和フォーラムや市民団
体と連携して、立憲民主党などを通じた国
会対策や世論の形成などに取り組みます。 

4. 原発稼働ゼロおよび再生可能エネルギー
活用にむけた取り組みを強化するよう、引
き続き、連合に意見反映を行います。 

5. 日本原燃の使用済み核燃料再処理工場
（青森県六ヶ所村）とＭＯＸ燃料【46】加工
工場については、安全性やコストの問題が
明らかであり、未来への負債を膨らませる
のみの計画であることを踏まえ、国に対し
核燃料サイクル政策の放棄を求め取り組み
ます。 

6. すべての原発の廃炉にむけ、今後発生す
る放射性廃棄物等処分に関し、用地選定、
処分方法や管理・安全基準確立など、必要
な対策を国の責任で行うよう求めます。 

  最終処分場の誘致や選定にむけた動きに
ついては、調査段階における国からの交付
金が地域の分断にも繋がることから、平和
フォーラムや県本部と連携し、撤回運動に
取り組みます。 

7. 放射性物質汚染廃棄物、とくに指定廃棄
物処理について、放射性物質濃度および中
間処理過程における管理・保管状況の公開
と労働安全基準の確立を求め取り組みます。 

8. 電源三法交付金制度に象徴される従来の
枠組みの問題点を踏まえ、雇用確保など、
原発に頼らない地域・自治体のあり方と必
要な政策・制度について議論を進めます。 

 
【東京電力福島第一原発事故に対する対応】 
9. 廃炉作業が長期化・難航することが想定
される状況の中で、国に対し、安全・確実
な廃炉までの責任ある取り組みを求めます。

とくに、作業にあたる労働者の安全衛生・
健康管理対策の確立や適切な情報公開、廃
炉技術の研究開発の促進と巨額な費用負担
への対応を重視して取り組みます。 

10. 除染分野を担う人員の確保にむけた支援
策や環境整備、不適正な雇用につながる除
染作業員の募集が行われないようにするな
ど、適正な除染作業にむけ、国の責任によ
る指導の徹底を求めます。 

11. 除染汚染土の再利用は、安全基準を厳格
に順守するとともに、住民の意見を重視し、
安易な解禁や実証実験を行わないよう国に
求めます。 

  また、除染廃棄物処理について情報公開
を徹底するとともに、中間処分場などの用
地確保をはじめ、処分方法や管理・安全基
準の確立など必要な対策を、国民合意のも
と国の責任において行うよう求めます。 

12. 地元住民の合意なきまま決定された福島
第一原発のトリチウムなどを含む汚染水の
海洋放出は、健康への不安や漁業への風評
被害にも結びつきかねないことから、海洋
放出を許さない取り組みを平和フォーラム
と連携して進めます。 

 
【地域分散型再生可能エネルギー政策の推進】 
13. 再生可能エネルギー等の普及促進にむけ、
法整備や施設整備、研究開発・技術者育成
を目的とした交付金等の拡充を国に求めま
す。 

14. 自治体における脱炭素にむけた取り組み
として、地域共生・ひ益型の再生可能エネ
ルギーの導入が一層推進されることから、
風力、太陽光・熱、バイオマス、中小水力、
地熱など、地域の自然・地理的条件を活か
した地域分散型再生可能エネルギーを積極
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6. 持続可能な環境社会の実現と脱原発の推進 
 
 
 「2050年までのカーボンニュートラルの実現」を菅前首相が宣言した2020年10月以降、
日本における環境・エネルギー政策は着実に「脱炭素化」にむかっています。しかしその
内実は、中国、インドに次ぐ世界第３位の石炭輸入量であり、発電電力量における火力発
電の割合はいまだ７割を超えたままです。 
 クリーンなエネルギーを活用した脱炭素社会の実現とは名ばかりの原発推進の政策は、
2022年７月の「ＧＸ実行会議」発足以降、さらに加速しています。2023年２月に閣議決定
された「ＧＸ実現に向けた基本方針」に基づき、第211回通常国会にはＧＸ推進法とＧＸ
電源法が提出され、成立しました。ＧＸ電源法は、原発の稼働年限の考え方を、東京電力
福島第一原発事故後に定めた「原則40年、最大60年」としたものを、停止期間を稼働年限
から除外するなどして運転期間を引き延ばすという暴挙を含んだものとなっています。 
 本来政府がとるべきエネルギー政策は、ＧＸに看板をすげ替えた原発推進策ではありま
せん。高レベル放射性廃棄物、いわゆる「核のごみ」を生み、地球環境や未来を生きる人
びとに無責任な遺産を残す原発の稼働、推進をやめ、主たる電源として再生可能エネル
ギーを積極的に推進し、各地でエネルギーの地産地消を拡大していくことが必要です。 
 原発が有事の際に、地域住民を守るための責任と役割を担うのは、そこで働く公務公共
サービス労働者です。地域社会に責任ある立場である自治労は、責任と覚悟を持って、脱
原発を掲げ、取り組み続けなければなりません。 
 持続可能な環境社会を実現するためには、社会インフラである環境行政や水行政を担う
労働者で組織する自治労が、地域でくらす人々とともに、資源循環型社会をめざして着実
に取り組みを進めていくことが必要です。 
【重点課題】 
① 原発再稼働と新増設、運転期間の延長に反対し、地域分散型再生可能エネルギーの利
用促進による脱原発社会をめざします。 

② 持続可能な環境社会の実現にむけ、地域住民とともに、資源循環型廃棄物行政や健全
な水循環の実現に取り組みます。 

 

【脱原発社会の実現】 
1. 政府の原発回帰政策に対し、平和フォー
ラムに結集し、再生可能エネルギーの積極
的な活用と省エネの推進など、エネルギー
政策の根本的転換を求めて、取り組みます。 

2. カーボンニュートラルの実現やＧＸの推
進を理由に、原子力政策への回帰が加速し
ていることから、改めて、原発の再稼働お
よび新増設、稼働年限の延長に反対すると
ともに、すべての原発の廃炉、および廃炉

6.　持続可能な環境社会の実現と脱原発の推進　（65）
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【健全な水循環と食をめぐる課題への取り組み】 
21. 健全な水循環の確立にむけ、１県本部１
行動を基本に、自治労水週間に取り組み、
地域に開かれた参加型運動を通じて森林か
ら海域までの環境保全をはかる運動を推進
します。 

22. 農作物種苗については、安心・安全な食
料供給の確保にむけ、国内自給の強化を基
本とします。とくに、主要農作物種子の公
的生産供給体制の長期的な維持・強化およ
び、野菜、家畜、種苗等の自給率向上にむ
けた財源の確保を国に求めます。 

23. 「きれいな水といのちを守る全国連絡会」
や「食とみどり、水を守る全国活動者会議」
の取り組みに、積極的に参加します。 
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的に導入するよう求めます。また、地域分
散型再生可能エネルギーの利用促進に際し
ては、地域の住環境や自然への影響にも十
分配慮することを求めます。 

 
【環境自治体づくりの取り組み】 
15. 持続可能な環境社会の実現にむけ、連合
と連携して地域から取り組みを進めます。 

16. カーボンニュートラル実現にむけた改正
地球温暖化対策推進法に基づく自治体の取
り組み推進にあたっては、ステークホル
ダー参画と労働組合の関与を求めるととも
に、自治体関連施設や職場の省エネや節電
に積極的に取り組みます。 

17. 脱炭素社会における温暖化ガスの吸収源、
豪雨時の水源涵養機能など、森林保全の重
要性が増してきていることから、森林環境
譲与税の活用による担い手育成、森林整備
を推進します。 

18. 単組・県本部・本部は、連合の「エコラ
イフ」を推進します。 

 
【環境保全・資源循環型廃棄物行政の確立】 
19. ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク
ル）に、リニューアブル（バイオマス化・
再生材利用等）の視点を加えた「サーキュ
ラーエコノミー【47】（循環経済）」への移
行を推進します。 

20. 循環型廃棄物行政の実現にむけ、以下の
通り取り組みを進めます。 

 ① 2022年４月に施行されたプラスチック
資源循環促進法に基づき、排出・回収・
リサイクルを推進するためには、住民啓
発や環境教育をはじめ、分別・回収にあ
たる自治体への支援が必要不可欠である
ことから、自治体における施策に必要な

体制整備、施設整備を含めた予算措置を
国に求めます。 

 ② 「ごみの有料化」は、住民合意と労使
協議を前提とし、分別収集の徹底を基本
に、排出抑制に取り組みます。 

 ③ 自治体が廃棄物処理・リサイクル施設
整備に取り組む際の循環型社会形成推進
交付金の拡充を国に求めるとともに、交
付の条件として広域化・集約化、民間活
用などの手法を一方的に押しつけること
のないよう意見反映を行います。 

 ④ 家電製品の不法投棄や違法な不用品回
収業者対策のための人員・権限と財政的
措置の拡充、対象品目の拡大、リサイク
ル料金の前払い方式導入、家電リサイク
ル券の電子化などの電子マニフェスト【48】

の拡大を国に求めます。 
 ⑤ 廃棄物の適正処理にむけた行政関与に

よる施設整備や、十分な職員配置を自治
体に求めます。 

 ⑥ 家電リサイクル制度および小型家電リ
サイクル制度に関して、拡大生産者責任
の明確化、自治体と小売店等の協力によ
る回収ルートの確立、国外製品や義務外
品の回収体制の構築などを求め、中央環
境審議会における意見反映を行います。 

 ⑦ 有害化学物質に関して、製造・使用か
ら廃棄に至るリスク低減にむけた対策や
技術の確立を国に求めるとともに、安全
な処理体制確立や住民への正しい知識の
啓発を自治体に求めます。 

 ⑧ リチウムイオン電池の処分に関しては、
破砕機等の衝撃で火災事故が多発してい
ることを踏まえ、リサイクル回収や住民
への啓発などに対する予算措置を国に求
めます。 

（66）　第２章　各課題の運動目標
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【健全な水循環と食をめぐる課題への取り組み】 
21. 健全な水循環の確立にむけ、１県本部１
行動を基本に、自治労水週間に取り組み、
地域に開かれた参加型運動を通じて森林か
ら海域までの環境保全をはかる運動を推進
します。 

22. 農作物種苗については、安心・安全な食
料供給の確保にむけ、国内自給の強化を基
本とします。とくに、主要農作物種子の公
的生産供給体制の長期的な維持・強化およ
び、野菜、家畜、種苗等の自給率向上にむ
けた財源の確保を国に求めます。 

23. 「きれいな水といのちを守る全国連絡会」
や「食とみどり、水を守る全国活動者会議」
の取り組みに、積極的に参加します。 
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的に導入するよう求めます。また、地域分
散型再生可能エネルギーの利用促進に際し
ては、地域の住環境や自然への影響にも十
分配慮することを求めます。 

 
【環境自治体づくりの取り組み】 
15. 持続可能な環境社会の実現にむけ、連合
と連携して地域から取り組みを進めます。 

16. カーボンニュートラル実現にむけた改正
地球温暖化対策推進法に基づく自治体の取
り組み推進にあたっては、ステークホル
ダー参画と労働組合の関与を求めるととも
に、自治体関連施設や職場の省エネや節電
に積極的に取り組みます。 

17. 脱炭素社会における温暖化ガスの吸収源、
豪雨時の水源涵養機能など、森林保全の重
要性が増してきていることから、森林環境
譲与税の活用による担い手育成、森林整備
を推進します。 

18. 単組・県本部・本部は、連合の「エコラ
イフ」を推進します。 

 
【環境保全・資源循環型廃棄物行政の確立】 
19. ３Ｒ（リデュース、リユース、リサイク
ル）に、リニューアブル（バイオマス化・
再生材利用等）の視点を加えた「サーキュ
ラーエコノミー【47】（循環経済）」への移
行を推進します。 

20. 循環型廃棄物行政の実現にむけ、以下の
通り取り組みを進めます。 

 ① 2022年４月に施行されたプラスチック
資源循環促進法に基づき、排出・回収・
リサイクルを推進するためには、住民啓
発や環境教育をはじめ、分別・回収にあ
たる自治体への支援が必要不可欠である
ことから、自治体における施策に必要な

体制整備、施設整備を含めた予算措置を
国に求めます。 

 ② 「ごみの有料化」は、住民合意と労使
協議を前提とし、分別収集の徹底を基本
に、排出抑制に取り組みます。 

 ③ 自治体が廃棄物処理・リサイクル施設
整備に取り組む際の循環型社会形成推進
交付金の拡充を国に求めるとともに、交
付の条件として広域化・集約化、民間活
用などの手法を一方的に押しつけること
のないよう意見反映を行います。 

 ④ 家電製品の不法投棄や違法な不用品回
収業者対策のための人員・権限と財政的
措置の拡充、対象品目の拡大、リサイク
ル料金の前払い方式導入、家電リサイク
ル券の電子化などの電子マニフェスト【48】

の拡大を国に求めます。 
 ⑤ 廃棄物の適正処理にむけた行政関与に

よる施設整備や、十分な職員配置を自治
体に求めます。 

 ⑥ 家電リサイクル制度および小型家電リ
サイクル制度に関して、拡大生産者責任
の明確化、自治体と小売店等の協力によ
る回収ルートの確立、国外製品や義務外
品の回収体制の構築などを求め、中央環
境審議会における意見反映を行います。 

 ⑦ 有害化学物質に関して、製造・使用か
ら廃棄に至るリスク低減にむけた対策や
技術の確立を国に求めるとともに、安全
な処理体制確立や住民への正しい知識の
啓発を自治体に求めます。 

 ⑧ リチウムイオン電池の処分に関しては、
破砕機等の衝撃で火災事故が多発してい
ることを踏まえ、リサイクル回収や住民
への啓発などに対する予算措置を国に求
めます。 

6.　持続可能な環境社会の実現と脱原発の推進　（67）
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【憲法改悪を阻止する取り組み】 
1. 現行憲法の基本理念である平和主義、国
民主権、基本的人権の尊重を普遍化するた
め、憲法の前文および第９条を堅持する立
場で臨みます。 

2. 岸田政権や自民党あるいは日本維新の会
が企図する憲法改悪を阻止する取り組みを
強化します。とくに、９条改悪と緊急事態
条項の創設に反対します。 

3. 国民投票法は、①公務員による運動規制
の検討（2014年改正法附則）、②ＣＭ・イ
ンターネット広告規制（2021年改正法附則）
等の課題など多くの問題があることから、
現行法のもとでの憲法改正の発議に反対し
ます。 

4. 現在の憲法改正に関する各論点について
は、自民党の改憲４項目等への見解を示し
た「憲法改正問題への対応と各論点につい
て～安倍改憲阻止に向けて～」（2018年度
第３回県本部代表者会議）を基本に対応し
ます。 

5. 本部は、協力政党や協力国会議員などと
の連携のもと、衆参両院の憲法審査会対策
をはじめ、国会における取り組みを強化し
ます。また、憲法問題に関する連合の態度
表明に積極的に関与します。 

6. ネットやテレビを通したイメージ操作に
引き続き警戒します。また、国民投票運動
の勝利をも視野に憲法改正に反対する団
体・市民・学者・文化人・芸能関係者とも
連携し、メディア戦略の構築と広範な世論
形成をめざします。 

7. 中央・地方で「戦争をさせない1000人委
員会」「戦争させない・９条壊すな！ 総が
かり行動実行委員会」に結集し、憲法改正
阻止の取り組みを強化します。 

8. 県本部・単組は、他団体との協力のもと、
地域での集会や署名活動を展開します。 

 
【国家主義的な動きに反対する取り組み】 
9. 特定秘密保護法は、秘匿される情報の範
囲があいまいであり、政府が恣意的に運用
するおそれがあることから、国民の知る権
利および表現の自由を守るため、廃止を求
めます。 

10. 重要土地等調査規制法は、議論が不十分
な上、財産権や個人情報の過度な調査など
による基本的人権の侵害のおそれがあるこ
とから廃止を求めます。 

11. 閣僚による靖国神社参拝や誤った認識に
基づく発言、「教育勅語」の教材使用など、
戦前の国家主義的思想の復活を企図する論
調や、偏狭なナショナリズムに基づいた動
きに反対します。 

12. 戦前の国家総動員体制とも通底する日の
丸・君が代・元号の押しつけに反対します。 

 
【平和をつくる取り組み】 
13. ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に
ついては、明確に国連憲章および国際法違
反であり、即時停戦を求めます。 

14. 日米安保体制について、日米地位協定の
抜本改正や在日米軍基地の整理・縮小を求
め、米軍再編による基地機能の拡充・強化
に反対する運動を強化します。 

15. 普天間基地の即時返還、国外移設を求め
るとともに、辺野古新基地建設に反対しま
す。また、辺野古新基地建設では戦没者の
遺骨を含む地区の土砂の採掘計画があり、
沖縄県民の心を踏みにじる行為が行われて
います。このため、各種抗議行動への参加
など、沖縄と連帯する取り組みを強化しま
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7. 憲法を守り平和を確立する運動の推進 
 
 
 岸田政権は、ロシアのウクライナ軍事侵攻や中国・北朝鮮との安全保障上の緊張の高ま
りを強調し、改憲議論や安保政策の見直しを加速しています。自民党をはじめとする改憲
勢力は、改憲議論の実績づくりのために憲法審査会の開催を強行し、緊急事態条項の創設
を皮切りに、憲法９条への自衛隊明記を主張しています。改憲勢力が衆参で３分の２以上
の議席を占める中で、改憲発議をさせない取り組みの強化が必要です。また、岸田政権が
閣議決定した安保関連３文書は、敵基地攻撃能力の保有や防衛費の大幅増額をめざすなど
としています。とくに敵基地攻撃能力の保有は、戦後日本の専守防衛を柱とする立場を大
転換するものであり、容認できません。さらに、自民党は防衛装備移転三原則【49】の緩和
を主張しており、動向を注視する必要があります。 
 2023年１月の日米「２プラス２」では、日本の敵基地攻撃能力の運用にむけて協力を深
める合意がされました。このことは、台湾有事の際に日米共同で軍事介入するための布石
とも見られ、米軍基地が沖縄に集中していることや南西諸島での自衛隊配備強化を踏まえ
ると、有事の際は、日本、とくに沖縄が大きな負担を負うおそれがあります。戦争に備え
るための武力強化ではなく、武力衝突を回避するための日本の外交努力が求められます。 
 核廃絶をめぐって、ロシアは核兵器による脅しを続ける中、ロシアとアメリカは新戦略
兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）の履行を停止しました。また、北朝鮮は弾道ミサイルの発
射実験を繰り返し、核による攻撃能力保持をアピールしています。核兵器をめぐる緊張が
高まる中、核廃絶にむけた国際的な世論形成が必要です。 
 平和を守ることは、地域における生活や職場を守ることに繋がります。自治労は、地域
公共サービスを担う労働組合であるからこそ、日本が再び戦争の道に進むことのないよ
う、現行憲法の下で武力によらない平和を守るたたかいを続けてきました。一方で、憲法
問題や平和運動に対する考え方が組合員の中で多様化している状況にあります。労働組合
が平和運動に取り組む意義を組合員が自らのこととして捉えることが重要であることか
ら、多くの組合員が集会などの参加や、学習活動を通じて改めて確認していく必要があり
ます。 
【重点課題】 
① 「憲法改悪」阻止を中央・地方で強化するとともに、敵基地攻撃能力の保有や防衛費
増額などの戦争ができる国づくりを許さない取り組みを強化します。 

② 日米地位協定の抜本改正や在日米軍基地の整理・縮小を求め、米軍再編による基地機
能の拡充・強化、辺野古新基地建設に反対する運動を強化します。 

③ 核兵器廃絶にむけ核兵器禁止条約への署名・批准をめざしつつ、最低でもオブザー
バーとして参加することを政府へ求めます。 

④ 地域・職場を守るための平和運動の意義を確認し、単組内での学習を強化します。 

（68）　第２章　各課題の運動目標
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【憲法改悪を阻止する取り組み】 
1. 現行憲法の基本理念である平和主義、国
民主権、基本的人権の尊重を普遍化するた
め、憲法の前文および第９条を堅持する立
場で臨みます。 

2. 岸田政権や自民党あるいは日本維新の会
が企図する憲法改悪を阻止する取り組みを
強化します。とくに、９条改悪と緊急事態
条項の創設に反対します。 

3. 国民投票法は、①公務員による運動規制
の検討（2014年改正法附則）、②ＣＭ・イ
ンターネット広告規制（2021年改正法附則）
等の課題など多くの問題があることから、
現行法のもとでの憲法改正の発議に反対し
ます。 

4. 現在の憲法改正に関する各論点について
は、自民党の改憲４項目等への見解を示し
た「憲法改正問題への対応と各論点につい
て～安倍改憲阻止に向けて～」（2018年度
第３回県本部代表者会議）を基本に対応し
ます。 

5. 本部は、協力政党や協力国会議員などと
の連携のもと、衆参両院の憲法審査会対策
をはじめ、国会における取り組みを強化し
ます。また、憲法問題に関する連合の態度
表明に積極的に関与します。 

6. ネットやテレビを通したイメージ操作に
引き続き警戒します。また、国民投票運動
の勝利をも視野に憲法改正に反対する団
体・市民・学者・文化人・芸能関係者とも
連携し、メディア戦略の構築と広範な世論
形成をめざします。 

7. 中央・地方で「戦争をさせない1000人委
員会」「戦争させない・９条壊すな！ 総が
かり行動実行委員会」に結集し、憲法改正
阻止の取り組みを強化します。 

8. 県本部・単組は、他団体との協力のもと、
地域での集会や署名活動を展開します。 

 
【国家主義的な動きに反対する取り組み】 
9. 特定秘密保護法は、秘匿される情報の範
囲があいまいであり、政府が恣意的に運用
するおそれがあることから、国民の知る権
利および表現の自由を守るため、廃止を求
めます。 

10. 重要土地等調査規制法は、議論が不十分
な上、財産権や個人情報の過度な調査など
による基本的人権の侵害のおそれがあるこ
とから廃止を求めます。 

11. 閣僚による靖国神社参拝や誤った認識に
基づく発言、「教育勅語」の教材使用など、
戦前の国家主義的思想の復活を企図する論
調や、偏狭なナショナリズムに基づいた動
きに反対します。 

12. 戦前の国家総動員体制とも通底する日の
丸・君が代・元号の押しつけに反対します。 

 
【平和をつくる取り組み】 
13. ロシアによるウクライナへの軍事侵攻に
ついては、明確に国連憲章および国際法違
反であり、即時停戦を求めます。 

14. 日米安保体制について、日米地位協定の
抜本改正や在日米軍基地の整理・縮小を求
め、米軍再編による基地機能の拡充・強化
に反対する運動を強化します。 

15. 普天間基地の即時返還、国外移設を求め
るとともに、辺野古新基地建設に反対しま
す。また、辺野古新基地建設では戦没者の
遺骨を含む地区の土砂の採掘計画があり、
沖縄県民の心を踏みにじる行為が行われて
います。このため、各種抗議行動への参加
など、沖縄と連帯する取り組みを強化しま
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7. 憲法を守り平和を確立する運動の推進 
 
 
 岸田政権は、ロシアのウクライナ軍事侵攻や中国・北朝鮮との安全保障上の緊張の高ま
りを強調し、改憲議論や安保政策の見直しを加速しています。自民党をはじめとする改憲
勢力は、改憲議論の実績づくりのために憲法審査会の開催を強行し、緊急事態条項の創設
を皮切りに、憲法９条への自衛隊明記を主張しています。改憲勢力が衆参で３分の２以上
の議席を占める中で、改憲発議をさせない取り組みの強化が必要です。また、岸田政権が
閣議決定した安保関連３文書は、敵基地攻撃能力の保有や防衛費の大幅増額をめざすなど
としています。とくに敵基地攻撃能力の保有は、戦後日本の専守防衛を柱とする立場を大
転換するものであり、容認できません。さらに、自民党は防衛装備移転三原則【49】の緩和
を主張しており、動向を注視する必要があります。 
 2023年１月の日米「２プラス２」では、日本の敵基地攻撃能力の運用にむけて協力を深
める合意がされました。このことは、台湾有事の際に日米共同で軍事介入するための布石
とも見られ、米軍基地が沖縄に集中していることや南西諸島での自衛隊配備強化を踏まえ
ると、有事の際は、日本、とくに沖縄が大きな負担を負うおそれがあります。戦争に備え
るための武力強化ではなく、武力衝突を回避するための日本の外交努力が求められます。 
 核廃絶をめぐって、ロシアは核兵器による脅しを続ける中、ロシアとアメリカは新戦略
兵器削減条約（新ＳＴＡＲＴ）の履行を停止しました。また、北朝鮮は弾道ミサイルの発
射実験を繰り返し、核による攻撃能力保持をアピールしています。核兵器をめぐる緊張が
高まる中、核廃絶にむけた国際的な世論形成が必要です。 
 平和を守ることは、地域における生活や職場を守ることに繋がります。自治労は、地域
公共サービスを担う労働組合であるからこそ、日本が再び戦争の道に進むことのないよ
う、現行憲法の下で武力によらない平和を守るたたかいを続けてきました。一方で、憲法
問題や平和運動に対する考え方が組合員の中で多様化している状況にあります。労働組合
が平和運動に取り組む意義を組合員が自らのこととして捉えることが重要であることか
ら、多くの組合員が集会などの参加や、学習活動を通じて改めて確認していく必要があり
ます。 
【重点課題】 
① 「憲法改悪」阻止を中央・地方で強化するとともに、敵基地攻撃能力の保有や防衛費
増額などの戦争ができる国づくりを許さない取り組みを強化します。 

② 日米地位協定の抜本改正や在日米軍基地の整理・縮小を求め、米軍再編による基地機
能の拡充・強化、辺野古新基地建設に反対する運動を強化します。 

③ 核兵器廃絶にむけ核兵器禁止条約への署名・批准をめざしつつ、最低でもオブザー
バーとして参加することを政府へ求めます。 

④ 地域・職場を守るための平和運動の意義を確認し、単組内での学習を強化します。 

7.　憲法を守り平和を確立する運動の推進　（69）
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【非人道的兵器廃絶の取り組み】 
30. 核兵器廃絶にむけた交渉に日本が積極的
に関与し、リード役を果たすよう政府に求
めます。また、核兵器禁止条約【50】への署
名・批准をめざしつつ、最低でもオブザー
バーとして参加するよう日本政府に求めま
す。 

31. 非核（平和）宣言については、引き続き
全自治体での採択をめざします。また、自
治体平和条例の制定に取り組みます。 

32. すべての国による核実験や非人道的な兵
器の開発に反対します。ＮＰＴ体制【51】の
強化や核に関する各種条約の批准、非核三
原則【52】の法制化など、核兵器廃絶にむけ、
連合や原水禁とともに、平和市長会議、市
民団体と連携をはかります。 

33. 原水爆禁止運動に積極的に参画するとと
もに、連合、原水禁、ＫＡＫＫＩＮ【53】に
対して、運動の再統一にむけた協議実施を
働きかけます。 

34. 被爆体験と運動を継承し、風化させない
取り組みを進めます。また、被爆二世の結
集に取り組むとともに、被爆二世への被爆
者援護法の適用を求めます。 

 
【学習活動の強化と担い手の育成】 
35. 県本部・単組は、憲法改悪阻止や平和の
実現にむけた取り組みなどについて、教宣
物の配布やネットの活用も含めた学習会の
開催を強化し、組合員やその家族との認識
の共有化をはかります。本部は、このため
に必要な情報提供を行います。 

36. 運動のさらなる展開のためには、多くの
組合員の理解と共感を得られることが重要
です。このため、地域における集会への組
合員の積極的な参加など、具体的な実践を

通じた運動の拡大をはかります。 
37. 地域の平和運動を継承していくため、次
代の人材育成に取り組みます。 
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す。 
16. アメリカは沖縄からフィリピンを結ぶ
「第１列島線」にミサイル配備を計画し、
中国は台湾海峡で軍事的挑発行為を行って
います。この地域における紛争は日本への
影響も大きいことから、両国には冷静な対
応を求めるとともに、日本が積極的に関与
し、平和の実現をめざすよう求めます。 

17. 日米軍事一体化の動きに警戒し、南西諸
島の軍事基地化に反対します。とくに馬毛
島の基地工事および奄美大島、宮古島、石
垣島、与那国島へのミサイル部隊配備は即
時中止を求めます。 

18. 軍事予算の増額方針の撤回を求めます。
また、アメリカからの要求による米国製武
器装備品の購入に反対します。 

19. オスプレイの配備などに反対するととも
に、軍用機による事故や環境汚染、米兵に
よる暴行事件など基地に由来する危険性の
除去にむけた取り組みを行います。また、
イージス・アショアの代替案であるイージ
ス艦２隻と「スタンド・オフ・ミサイル」
の開発に反対します。 

20. 「防衛装備移転三原則」の緩和が検討さ
れるとともに、実質的に「武器輸出三原
則【49】」が無効とされている状況を踏まえ、
改めて「武器輸出三原則」の法制化を求め
ます。 

21. 協力政党・協力議員と連携して、安全保
障関連法の即時廃止を求めるとともに、集
団的自衛権の行使を許さない取り組みを強
化します。その上で、自衛隊の活動につい
ては、領空・領海・領土内に限定するとと
もに、専守防衛の厳守を求めます。 

22. 平和フォーラムが進める平和運動等に積
極的に関与するとともに、各県・地域にお

ける平和運動を強化します。 
23. 連合の平和行動（沖縄、広島、長崎、根
室）、核兵器廃絶運動に、中央・地方で参
加します。さらに、連合が平和運動全般に
おいて必要な役割を果たすよう、意見反映
に努めます。 

24. 日本による過去の侵略戦争と植民地支配、
「従軍慰安婦」「徴用工問題」や「南京大
虐殺」などについて、歴史を否定する言説
が蔓延していることを強く警戒し、このよ
うな動きに反対します。また史実に基づく
歴史教育と差別意識の払拭を行うよう国に
求めるとともに、関係産別や歴史学者・文
化人とも連携し、歴史を忘れない教育・啓
発などに自ら取り組みます。 

 
【アジアの安定にむけた取り組み】 
25. 中国の軍事力強化や東アジアでの軍事的
威嚇など、アジアの平和を脅かす行動に反
対し、平和を取り戻す取り組みを進めます。 

26. 朝鮮半島の緊張緩和と安定のため、日本
が関係各国と連携し、六ヵ国協議の再開に
むけ働きかけを行うよう求めます。また、
韓国・北朝鮮両国の自主的平和統一の取り
組みを支持します。 

27. 北朝鮮による平和と安定を脅かす度重な
るミサイル発射や、地下核実験等に反対し、
北東アジア非核地帯の実現を求めます。 

28. 拉致問題について、早期解決を求めると
ともに、日朝平壌宣言に基づく国交正常化
を求めます。 

29. 北方領土、尖閣諸島、竹島など、ロシ
ア・中国・韓国との領土・領有権に関する
問題については、対話を軸とした外交努力
によって解決をはかるよう求めます。 
  

（70）　第２章　各課題の運動目標
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【非人道的兵器廃絶の取り組み】 
30. 核兵器廃絶にむけた交渉に日本が積極的
に関与し、リード役を果たすよう政府に求
めます。また、核兵器禁止条約【50】への署
名・批准をめざしつつ、最低でもオブザー
バーとして参加するよう日本政府に求めま
す。 

31. 非核（平和）宣言については、引き続き
全自治体での採択をめざします。また、自
治体平和条例の制定に取り組みます。 

32. すべての国による核実験や非人道的な兵
器の開発に反対します。ＮＰＴ体制【51】の
強化や核に関する各種条約の批准、非核三
原則【52】の法制化など、核兵器廃絶にむけ、
連合や原水禁とともに、平和市長会議、市
民団体と連携をはかります。 

33. 原水爆禁止運動に積極的に参画するとと
もに、連合、原水禁、ＫＡＫＫＩＮ【53】に
対して、運動の再統一にむけた協議実施を
働きかけます。 

34. 被爆体験と運動を継承し、風化させない
取り組みを進めます。また、被爆二世の結
集に取り組むとともに、被爆二世への被爆
者援護法の適用を求めます。 

 
【学習活動の強化と担い手の育成】 
35. 県本部・単組は、憲法改悪阻止や平和の
実現にむけた取り組みなどについて、教宣
物の配布やネットの活用も含めた学習会の
開催を強化し、組合員やその家族との認識
の共有化をはかります。本部は、このため
に必要な情報提供を行います。 

36. 運動のさらなる展開のためには、多くの
組合員の理解と共感を得られることが重要
です。このため、地域における集会への組
合員の積極的な参加など、具体的な実践を

通じた運動の拡大をはかります。 
37. 地域の平和運動を継承していくため、次
代の人材育成に取り組みます。 
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す。 
16. アメリカは沖縄からフィリピンを結ぶ
「第１列島線」にミサイル配備を計画し、
中国は台湾海峡で軍事的挑発行為を行って
います。この地域における紛争は日本への
影響も大きいことから、両国には冷静な対
応を求めるとともに、日本が積極的に関与
し、平和の実現をめざすよう求めます。 

17. 日米軍事一体化の動きに警戒し、南西諸
島の軍事基地化に反対します。とくに馬毛
島の基地工事および奄美大島、宮古島、石
垣島、与那国島へのミサイル部隊配備は即
時中止を求めます。 

18. 軍事予算の増額方針の撤回を求めます。
また、アメリカからの要求による米国製武
器装備品の購入に反対します。 

19. オスプレイの配備などに反対するととも
に、軍用機による事故や環境汚染、米兵に
よる暴行事件など基地に由来する危険性の
除去にむけた取り組みを行います。また、
イージス・アショアの代替案であるイージ
ス艦２隻と「スタンド・オフ・ミサイル」
の開発に反対します。 

20. 「防衛装備移転三原則」の緩和が検討さ
れるとともに、実質的に「武器輸出三原
則【49】」が無効とされている状況を踏まえ、
改めて「武器輸出三原則」の法制化を求め
ます。 

21. 協力政党・協力議員と連携して、安全保
障関連法の即時廃止を求めるとともに、集
団的自衛権の行使を許さない取り組みを強
化します。その上で、自衛隊の活動につい
ては、領空・領海・領土内に限定するとと
もに、専守防衛の厳守を求めます。 

22. 平和フォーラムが進める平和運動等に積
極的に関与するとともに、各県・地域にお

ける平和運動を強化します。 
23. 連合の平和行動（沖縄、広島、長崎、根
室）、核兵器廃絶運動に、中央・地方で参
加します。さらに、連合が平和運動全般に
おいて必要な役割を果たすよう、意見反映
に努めます。 

24. 日本による過去の侵略戦争と植民地支配、
「従軍慰安婦」「徴用工問題」や「南京大
虐殺」などについて、歴史を否定する言説
が蔓延していることを強く警戒し、このよ
うな動きに反対します。また史実に基づく
歴史教育と差別意識の払拭を行うよう国に
求めるとともに、関係産別や歴史学者・文
化人とも連携し、歴史を忘れない教育・啓
発などに自ら取り組みます。 

 
【アジアの安定にむけた取り組み】 
25. 中国の軍事力強化や東アジアでの軍事的
威嚇など、アジアの平和を脅かす行動に反
対し、平和を取り戻す取り組みを進めます。 

26. 朝鮮半島の緊張緩和と安定のため、日本
が関係各国と連携し、六ヵ国協議の再開に
むけ働きかけを行うよう求めます。また、
韓国・北朝鮮両国の自主的平和統一の取り
組みを支持します。 

27. 北朝鮮による平和と安定を脅かす度重な
るミサイル発射や、地下核実験等に反対し、
北東アジア非核地帯の実現を求めます。 

28. 拉致問題について、早期解決を求めると
ともに、日朝平壌宣言に基づく国交正常化
を求めます。 

29. 北方領土、尖閣諸島、竹島など、ロシ
ア・中国・韓国との領土・領有権に関する
問題については、対話を軸とした外交努力
によって解決をはかるよう求めます。 
  

7.　憲法を守り平和を確立する運動の推進　（71）
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【人権基準を確立する取り組み】 
1. 憲法が保障する基本的人権を守り、あら
ゆる差別の撤廃と人権侵害の防止のため、
労働組合の立場から先導して人権の大切さ
を啓発するなどの取り組みを進めます。 

2. 地域において人権を保障する基盤として
自治体が役割を果たすため、すべての自治
体においてあらゆる差別の撤廃と人権教
育・啓発などを盛り込んだ条例の制定や宣
言の採択をめざすとともに、「人権相談窓
口」の設置や人権相談センターの取り組み
を中心として、人権尊重のまちづくり運動
の取り組みを進めます。 

3. 「人権教育のための世界プログラム【55】」
や人権教育啓発推進法を踏まえ、自治体に
おける人権教育・啓発の推進を求めます。 

4. ビッグデータ活用を含むＡＩの活用範囲
の拡大・高度化に対し、ＥＵ「一般データ
保護規則（ＧＤＰＲ)【56】」や、日本にお
ける「人間中心のＡＩ社会原則【57】」等を
踏まえ、国際的にも国内においても人権侵
害や個人情報保護に関する実効あるルール
の確立と遵守を求めます。また、自治体に
対しても、人権に十分に配慮した適切な対
策・対応を求めます。 

5. 人権侵害や差別が発生した場合に、第三
者機関が公正・中立の立場で調査を行い、
調停や仲裁、勧告、訴訟参加等の救済手続
を行う包括的な人権擁護制度として、「人
権侵害救済法（仮称）」の成立を求めます。 

6. 人権を基軸とした共生社会の実現のため、
「女子差別撤廃条約選択議定書」、「移住
労働者等権利保護条約」など、未批准の人
権に関する国際条約の早期批准を求めます。 

【差別・偏見をなくし、基本的人権が保障さ
れる社会にむけた取り組み】 

7. ＬＧＢＴＱ＋に対する差別解消にむけて
取り組みを進めます。 

 ① さまざまな問題点が指摘されたにもか
かわらず、議論不十分なまま与党と一部
野党による修正を経て成立したＬＧＢＴ
理解増進法は、「すべての国民の安心へ
の留意」が盛り込まれるなどかえって理
解を阻害する内容であることから、ＬＧ
ＢＴＱ＋当事者に対する差別を明確に禁
止する法改正にむけて連合などとともに
取り組みます。 

 ② 自治体によるこれまでの先進的な取り
組みが後退しないよう、法律が及ぼす影
響を注視しつつ働きかけを強めます。 

8. 障害者が地域で安心してくらせるための
支援や、差別や偏見のない社会環境づくり
にむけて取り組みを進めます。 

9. 生活保護受給者や生活困窮者に対する偏
見解消にむけて、生活保護制度の周知、制
度に対する否定的感情を取り除き、人権意
識の向上をはかります。 

10. いまなお残る職業・職種によるあらゆる
偏見や差別を許さず、すべての働く者の尊
厳が守られる社会の実現にむけ、連合など
とともに啓発活動等に取り組みます。 

11. 先住民族であるアイヌの人々の文化を尊
重し、過去の同化政策によって傷つけられ
てきた尊厳の回復と権利の保障にむけ、引
き続き平和フォーラムとともに取り組みま
す。 

12. ＨＩＶやハンセン病等の感染症の患者・
回復者に対する差別や偏見のない社会環境
づくりにむけ、正しい知識と理解を広げる
ための啓発活動を推進します。 
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8. 人権を守り共生社会を実現する取り組み
 
 
 ウクライナではロシアの軍事侵攻により大量虐殺などの人権迫害が行われ、ミャンマー
においても国軍による人権侵害（超法規的処刑、拷問、不法な投獄など）が問題となって
います。また、この間のコロナ禍は、人々の命と生活を脅かしてきました。最大の人権侵
害である戦争や、パンデミック時には社会的弱者に大きな被害が及ぶことから、平時か否
かを問わず人権を確立するための絶え間ない取り組みが求められます。 
 日本では、子どもへの虐待やＤＶなど弱い者への攻撃が、引き続き大きな社会問題と
なっています。テクノロジー分野においては近年の進歩は凄まじく、ＳＮＳなどでの誹謗
中傷などで自死に追い込まれるケースも見られ、適切な使用のためのルールづくりが求め
られます。外国人への虐待事例として、名古屋出入国在留管理局に収容中のスリランカ国
籍の女性が自身の体調不良を訴え続けていたにもかかわらず適切な治療を施されないまま
死亡し、非人道的な対応として大きく取り上げられました。また、2023年６月に成立した
「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する
法律」（ＬＧＢＴ理解増進法）は、私たちが求めている差別を禁止する内容とはなってお
らず、国内においても人権軽視の事案は減るどころか枚挙にいとまがありません。 
 地域は子どもや高齢者、障害者、外国人など多様な人たちで構成され、地域のあらゆる
課題は人権にも関係することから、自治体においては人権を軸に据えた政策の策定・実施
が求められます。住民に最も近い自治体が率先垂範して人権課題に向き合い、差別を受け
た当事者に寄り添うことは、日常のくらしにおける各所で人権尊重の機運を醸成し、とも
に支え合う社会へとつながっていきます。そのためにも公共サービス労働者自らが鋭敏な
人権感覚・意識を持ち、人権に対する理解を深めることが不可欠です。 
 さらに、労働組合運動の前提である「支え合い・助け合い」は、人を尊重し受容するこ
とが不可欠であり、その大切さを最も理解しているがゆえに、説得力ある発信ができる組
織が労働組合です。人として生きる権利が保障され、個々の人間の多様な生き方や考え方
を当然のこととして受け入れ、差別を許さない社会づくりに公共サービス職場で働く者の
組合である自治労として取り組むことが今こそ求められています。 
【重点課題】 
① 人権を基軸とした共生社会を実現するため、公共サービス労働者が結集する労働組合
としてけん引的な役割を発揮します。 

② ＬＧＢＴＱ＋をはじめすべての人の人権が保障され、誰もが人格を否定されることの
ない社会の確立にむけ、地域から取り組みを進めます。 

③ 外国籍市民や外国人労働者への差別や人権侵害を許さず、ヘイトスピーチ【54】禁止条
例や多文化共生条例の制定など多様性を認め合い、支え合える「共生社会」をめざしま
す。 

  

（72）　第２章　各課題の運動目標
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【人権基準を確立する取り組み】 
1. 憲法が保障する基本的人権を守り、あら
ゆる差別の撤廃と人権侵害の防止のため、
労働組合の立場から先導して人権の大切さ
を啓発するなどの取り組みを進めます。 

2. 地域において人権を保障する基盤として
自治体が役割を果たすため、すべての自治
体においてあらゆる差別の撤廃と人権教
育・啓発などを盛り込んだ条例の制定や宣
言の採択をめざすとともに、「人権相談窓
口」の設置や人権相談センターの取り組み
を中心として、人権尊重のまちづくり運動
の取り組みを進めます。 

3. 「人権教育のための世界プログラム【55】」
や人権教育啓発推進法を踏まえ、自治体に
おける人権教育・啓発の推進を求めます。 

4. ビッグデータ活用を含むＡＩの活用範囲
の拡大・高度化に対し、ＥＵ「一般データ
保護規則（ＧＤＰＲ)【56】」や、日本にお
ける「人間中心のＡＩ社会原則【57】」等を
踏まえ、国際的にも国内においても人権侵
害や個人情報保護に関する実効あるルール
の確立と遵守を求めます。また、自治体に
対しても、人権に十分に配慮した適切な対
策・対応を求めます。 

5. 人権侵害や差別が発生した場合に、第三
者機関が公正・中立の立場で調査を行い、
調停や仲裁、勧告、訴訟参加等の救済手続
を行う包括的な人権擁護制度として、「人
権侵害救済法（仮称）」の成立を求めます。 

6. 人権を基軸とした共生社会の実現のため、
「女子差別撤廃条約選択議定書」、「移住
労働者等権利保護条約」など、未批准の人
権に関する国際条約の早期批准を求めます。 

【差別・偏見をなくし、基本的人権が保障さ
れる社会にむけた取り組み】 

7. ＬＧＢＴＱ＋に対する差別解消にむけて
取り組みを進めます。 

 ① さまざまな問題点が指摘されたにもか
かわらず、議論不十分なまま与党と一部
野党による修正を経て成立したＬＧＢＴ
理解増進法は、「すべての国民の安心へ
の留意」が盛り込まれるなどかえって理
解を阻害する内容であることから、ＬＧ
ＢＴＱ＋当事者に対する差別を明確に禁
止する法改正にむけて連合などとともに
取り組みます。 

 ② 自治体によるこれまでの先進的な取り
組みが後退しないよう、法律が及ぼす影
響を注視しつつ働きかけを強めます。 

8. 障害者が地域で安心してくらせるための
支援や、差別や偏見のない社会環境づくり
にむけて取り組みを進めます。 

9. 生活保護受給者や生活困窮者に対する偏
見解消にむけて、生活保護制度の周知、制
度に対する否定的感情を取り除き、人権意
識の向上をはかります。 

10. いまなお残る職業・職種によるあらゆる
偏見や差別を許さず、すべての働く者の尊
厳が守られる社会の実現にむけ、連合など
とともに啓発活動等に取り組みます。 

11. 先住民族であるアイヌの人々の文化を尊
重し、過去の同化政策によって傷つけられ
てきた尊厳の回復と権利の保障にむけ、引
き続き平和フォーラムとともに取り組みま
す。 

12. ＨＩＶやハンセン病等の感染症の患者・
回復者に対する差別や偏見のない社会環境
づくりにむけ、正しい知識と理解を広げる
ための啓発活動を推進します。 
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8. 人権を守り共生社会を実現する取り組み
 
 
 ウクライナではロシアの軍事侵攻により大量虐殺などの人権迫害が行われ、ミャンマー
においても国軍による人権侵害（超法規的処刑、拷問、不法な投獄など）が問題となって
います。また、この間のコロナ禍は、人々の命と生活を脅かしてきました。最大の人権侵
害である戦争や、パンデミック時には社会的弱者に大きな被害が及ぶことから、平時か否
かを問わず人権を確立するための絶え間ない取り組みが求められます。 
 日本では、子どもへの虐待やＤＶなど弱い者への攻撃が、引き続き大きな社会問題と
なっています。テクノロジー分野においては近年の進歩は凄まじく、ＳＮＳなどでの誹謗
中傷などで自死に追い込まれるケースも見られ、適切な使用のためのルールづくりが求め
られます。外国人への虐待事例として、名古屋出入国在留管理局に収容中のスリランカ国
籍の女性が自身の体調不良を訴え続けていたにもかかわらず適切な治療を施されないまま
死亡し、非人道的な対応として大きく取り上げられました。また、2023年６月に成立した
「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に関する国民の理解の増進に関する
法律」（ＬＧＢＴ理解増進法）は、私たちが求めている差別を禁止する内容とはなってお
らず、国内においても人権軽視の事案は減るどころか枚挙にいとまがありません。 
 地域は子どもや高齢者、障害者、外国人など多様な人たちで構成され、地域のあらゆる
課題は人権にも関係することから、自治体においては人権を軸に据えた政策の策定・実施
が求められます。住民に最も近い自治体が率先垂範して人権課題に向き合い、差別を受け
た当事者に寄り添うことは、日常のくらしにおける各所で人権尊重の機運を醸成し、とも
に支え合う社会へとつながっていきます。そのためにも公共サービス労働者自らが鋭敏な
人権感覚・意識を持ち、人権に対する理解を深めることが不可欠です。 
 さらに、労働組合運動の前提である「支え合い・助け合い」は、人を尊重し受容するこ
とが不可欠であり、その大切さを最も理解しているがゆえに、説得力ある発信ができる組
織が労働組合です。人として生きる権利が保障され、個々の人間の多様な生き方や考え方
を当然のこととして受け入れ、差別を許さない社会づくりに公共サービス職場で働く者の
組合である自治労として取り組むことが今こそ求められています。 
【重点課題】 
① 人権を基軸とした共生社会を実現するため、公共サービス労働者が結集する労働組合
としてけん引的な役割を発揮します。 

② ＬＧＢＴＱ＋をはじめすべての人の人権が保障され、誰もが人格を否定されることの
ない社会の確立にむけ、地域から取り組みを進めます。 

③ 外国籍市民や外国人労働者への差別や人権侵害を許さず、ヘイトスピーチ【54】禁止条
例や多文化共生条例の制定など多様性を認め合い、支え合える「共生社会」をめざしま
す。 

  

8.　人権を守り共生社会を実現する取り組み　（73）
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【性差別、暴力から守る取り組み】 
19. ＤＶや性暴力、ストーカーなどの被害者
救済と防止にむけて、関係機関、都道府県、
市町村における人員や専門性の確保など、
相談・支援体制の強化に取り組みます。 

20. 「人身取引対策行動計画2022【58】」に基
づき、労働搾取の防止、人身取引の撲滅、
被害者の保護・支援にむけて、さらなる対
策強化を求めます。 

 
【子どもの人権を守る取り組み】 
21. 深刻な貧困問題に直面するひとり親世帯、
とくにシングルマザー家庭に対する教育・
学習支援や、保護者の就労支援、「ヤング
ケアラー」への支援など、国と自治体に対
して取り組みの充実・強化を求めます。 

22. 子どもに対するいじめを防止し、早期に
適切な対応をはかるため、政府の「いじめ
の防止等のための基本的な方針」も踏まえ、
地域における学校等と自治体の連携や現場
で必要な体制確保を自治体に求めます。 

 
【部落解放・差別撤廃の取り組み】 
23. 狭山事件の再審実現にむけて、部落【59】

解放共闘会議や連合とともに、中央、地方
で学習会・集会などに取り組みます。 

24. 部落解放中央共闘会議・地方共闘会議に
結集し、部落差別撤廃にむけ取り組みます。 

 ① 「部落差別解消推進法」に基づき、自
治体に対し、部落差別解消にむけた施策
を整備するよう求めます。 

 ② 就職面接にあたり、応募者の基本的人
権を尊重した質問項目の設定や、統一応
募用紙等の使用の浸透など就職差別の撤
廃にむけ取り組みます。また、ＩＬＯ
111号条約（差別待遇禁止）の早期批准

を求めます。 
 ③ 「部落地名総鑑」と、それに類似する

情報について、インターネット空間を含
めた流布の防止に取り組みます。また、
住民票等の不正請求防止の取り組みの徹
底を求めるとともに、「本人通知制度」
の充実・拡大を進めます。 

 
【「共謀罪」法と司法課題への取り組み】 
25. 捜査機関の恣意的な運用や法の拡大解釈
によって、言論・表現・集会の自由や、労
働組合活動の弾圧につながりかねない「共
謀罪」法の廃止にむけ、連合・平和フォー
ラムに結集し取り組みます。 

26. 市民の人権や自由が侵害されることのな
いよう、以下の通り取り組みます。 

 ① 法律の濫用防止にむけた監視の強化 
 ② 通信傍受等の捜査手法の拡大など、人

権を侵害する捜査手法の常態化の防止 
 ③ 連合や日弁連等と連携した「冤罪」を

生まない刑事司法制度の実現 
27. 連合や日弁連などと連携して、裁判員制
度における裁判員の負担軽減と、犯罪被害
者支援の強化に取り組みます。 

 

 
 

－ 41 － 

13. 東京電力福島第一原発事故に関わる自主
避難者を含めた被災者支援の充実と、福島
県民および避難者への人権侵害や国による
トリチウムを含む処理水の海洋放出を許さ
ないとともに、さらなる風評被害を防止す
るための適切な情報公開と啓発策、放射線
被害に対する長期的な健康管理などを国に
求めます。 

 
【外国籍市民・外国人への差別や人権侵害を
許さず共生社会を創り出す取り組み】 

14. 排外主義や差別を許さず、外国人の人権
を守るために、以下の通り取り組みます。 

 ① 「出入国管理及び難民認定法」（入管
法）に基づく在留資格「特定技能」制度
については、国の有識者会議の中間報告
において制度を存続させつつ「制度の適
正化」を検討するとしています。日本人
労働者との均等待遇とともに、平等な社
会保障、日本語教育、子どもの教育など、
地域社会との共生に必要な環境整備を求
めます。また、自治体の対応に必要な財
源確保を国に求めます。 

 ② 技能実習制度について、国の有識者会
議では現制度を廃止し「新たな制度」の
創設を求める中間報告書が出されました。
引き続き、技能実習生を含むすべての外
国人労働者の権利が守られ、安心して働
くことのできる社会の実現のため外国人
労働者の労働条件に関わる法令順守や処
遇改善を求めます。 

 ③ 国会審議の過程で多くの人権侵害の問
題が表出したにもかかわらず強行採決を
経て改正入管法が成立し、外国人の収
容・送還ルールが見直されましたが、共
生社会に逆行するどころか生死に関わる

改悪であり、抜本的な見直しを求めます。 
15. ヘイトスピーチ解消法をより実効性の高
いものとし、人種差別撤廃にむけた包括的
な法規制をめざします。また、全国ではじ
めて罰則を設けたヘイトスピーチ禁止条例
である「川崎モデル」を全国に広げます。 

16. 在日韓国・朝鮮人、中国人の歴史・文化
に対する理解をさらに深める教育など、啓
発活動を推進し、ヘイトスピーチや人権を
脅かす差別撤廃を追求します。 

17. 高等学校等就学支援金制度などから朝鮮
学校を排除し、幼児教育・保育の無償化か
ら外国人幼稚園などを対象外としている問
題について、平和フォーラムなどとともに、
国や自治体に対し、差別を助長せず、教育
を受ける権利を侵害しないよう求めます。 

18. 外国籍市民との共生をめざし、人権教
育・啓発を強化し、文化の相互理解の促進
と多文化共生のまちづくりにむけ、以下の
通り取り組みます。 

 ① 地方参政権の確立および外国籍市民も
含めた住民投票条例の制定を求めます。 

 ② 自治体の行政サービスに関する相談窓
口設置等の体制確立と、外国籍市民の各
種審議会への積極的登用を進めます。 

 ③ 公務員の任用について、すべての自治
体での国籍条項の撤廃、採用後の昇任・
昇格における制限の撤廃にむけ、省庁対
策や自治体への対策に取り組みます。 

 ④ 国籍や利用目的を問わず、公共施設な
ど社会的インフラを利用できるよう求め
ます。 

 ⑤ 子どもの権利条約に基づき、外国籍市
民の児童が日本の学校で学ぶ権利を認め、
母国語、日本語教育などを含めた教育体
制の確保を求めます。 

（74）　第２章　各課題の運動目標
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【性差別、暴力から守る取り組み】 
19. ＤＶや性暴力、ストーカーなどの被害者
救済と防止にむけて、関係機関、都道府県、
市町村における人員や専門性の確保など、
相談・支援体制の強化に取り組みます。 

20. 「人身取引対策行動計画2022【58】」に基
づき、労働搾取の防止、人身取引の撲滅、
被害者の保護・支援にむけて、さらなる対
策強化を求めます。 

 
【子どもの人権を守る取り組み】 
21. 深刻な貧困問題に直面するひとり親世帯、
とくにシングルマザー家庭に対する教育・
学習支援や、保護者の就労支援、「ヤング
ケアラー」への支援など、国と自治体に対
して取り組みの充実・強化を求めます。 

22. 子どもに対するいじめを防止し、早期に
適切な対応をはかるため、政府の「いじめ
の防止等のための基本的な方針」も踏まえ、
地域における学校等と自治体の連携や現場
で必要な体制確保を自治体に求めます。 

 
【部落解放・差別撤廃の取り組み】 
23. 狭山事件の再審実現にむけて、部落【59】

解放共闘会議や連合とともに、中央、地方
で学習会・集会などに取り組みます。 

24. 部落解放中央共闘会議・地方共闘会議に
結集し、部落差別撤廃にむけ取り組みます。 

 ① 「部落差別解消推進法」に基づき、自
治体に対し、部落差別解消にむけた施策
を整備するよう求めます。 

 ② 就職面接にあたり、応募者の基本的人
権を尊重した質問項目の設定や、統一応
募用紙等の使用の浸透など就職差別の撤
廃にむけ取り組みます。また、ＩＬＯ
111号条約（差別待遇禁止）の早期批准

を求めます。 
 ③ 「部落地名総鑑」と、それに類似する

情報について、インターネット空間を含
めた流布の防止に取り組みます。また、
住民票等の不正請求防止の取り組みの徹
底を求めるとともに、「本人通知制度」
の充実・拡大を進めます。 

 
【「共謀罪」法と司法課題への取り組み】 
25. 捜査機関の恣意的な運用や法の拡大解釈
によって、言論・表現・集会の自由や、労
働組合活動の弾圧につながりかねない「共
謀罪」法の廃止にむけ、連合・平和フォー
ラムに結集し取り組みます。 

26. 市民の人権や自由が侵害されることのな
いよう、以下の通り取り組みます。 

 ① 法律の濫用防止にむけた監視の強化 
 ② 通信傍受等の捜査手法の拡大など、人

権を侵害する捜査手法の常態化の防止 
 ③ 連合や日弁連等と連携した「冤罪」を

生まない刑事司法制度の実現 
27. 連合や日弁連などと連携して、裁判員制
度における裁判員の負担軽減と、犯罪被害
者支援の強化に取り組みます。 
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13. 東京電力福島第一原発事故に関わる自主
避難者を含めた被災者支援の充実と、福島
県民および避難者への人権侵害や国による
トリチウムを含む処理水の海洋放出を許さ
ないとともに、さらなる風評被害を防止す
るための適切な情報公開と啓発策、放射線
被害に対する長期的な健康管理などを国に
求めます。 

 
【外国籍市民・外国人への差別や人権侵害を
許さず共生社会を創り出す取り組み】 

14. 排外主義や差別を許さず、外国人の人権
を守るために、以下の通り取り組みます。 

 ① 「出入国管理及び難民認定法」（入管
法）に基づく在留資格「特定技能」制度
については、国の有識者会議の中間報告
において制度を存続させつつ「制度の適
正化」を検討するとしています。日本人
労働者との均等待遇とともに、平等な社
会保障、日本語教育、子どもの教育など、
地域社会との共生に必要な環境整備を求
めます。また、自治体の対応に必要な財
源確保を国に求めます。 

 ② 技能実習制度について、国の有識者会
議では現制度を廃止し「新たな制度」の
創設を求める中間報告書が出されました。
引き続き、技能実習生を含むすべての外
国人労働者の権利が守られ、安心して働
くことのできる社会の実現のため外国人
労働者の労働条件に関わる法令順守や処
遇改善を求めます。 

 ③ 国会審議の過程で多くの人権侵害の問
題が表出したにもかかわらず強行採決を
経て改正入管法が成立し、外国人の収
容・送還ルールが見直されましたが、共
生社会に逆行するどころか生死に関わる

改悪であり、抜本的な見直しを求めます。 
15. ヘイトスピーチ解消法をより実効性の高
いものとし、人種差別撤廃にむけた包括的
な法規制をめざします。また、全国ではじ
めて罰則を設けたヘイトスピーチ禁止条例
である「川崎モデル」を全国に広げます。 

16. 在日韓国・朝鮮人、中国人の歴史・文化
に対する理解をさらに深める教育など、啓
発活動を推進し、ヘイトスピーチや人権を
脅かす差別撤廃を追求します。 

17. 高等学校等就学支援金制度などから朝鮮
学校を排除し、幼児教育・保育の無償化か
ら外国人幼稚園などを対象外としている問
題について、平和フォーラムなどとともに、
国や自治体に対し、差別を助長せず、教育
を受ける権利を侵害しないよう求めます。 

18. 外国籍市民との共生をめざし、人権教
育・啓発を強化し、文化の相互理解の促進
と多文化共生のまちづくりにむけ、以下の
通り取り組みます。 

 ① 地方参政権の確立および外国籍市民も
含めた住民投票条例の制定を求めます。 

 ② 自治体の行政サービスに関する相談窓
口設置等の体制確立と、外国籍市民の各
種審議会への積極的登用を進めます。 

 ③ 公務員の任用について、すべての自治
体での国籍条項の撤廃、採用後の昇任・
昇格における制限の撤廃にむけ、省庁対
策や自治体への対策に取り組みます。 

 ④ 国籍や利用目的を問わず、公共施設な
ど社会的インフラを利用できるよう求め
ます。 

 ⑤ 子どもの権利条約に基づき、外国籍市
民の児童が日本の学校で学ぶ権利を認め、
母国語、日本語教育などを含めた教育体
制の確保を求めます。 

8.　人権を守り共生社会を実現する取り組み　（75）
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【政治活動に関する自治労の基本的立場】 
1. 政治に臨む自治労の基本的立場を次の通
りとします。 

 ① 「共生と連帯に基づく持続可能な社会」
をめざし、「穏健な保守」層をも巻き込
みつつ、国民の多数派に対応した「中
道・リベラル」勢力の結集をめざします。 

 ② 「新自由主義」路線と一線を画し、公
共サービスの再構築、サービス従事者の
処遇改善、社会的公正の確立を重視する
政党・政治家との連携・協力を追求しま
す。 

 ③ 政権と対峙する勢力の拡大にむけ、中
央・地方において、連合の政治方針に積
極的な意見反映を行います。 

 ④ 連合・他産別との統一的な対応を基本
に、理念や政策、支持政党などにおいて
一致できる市民団体・ＮＰＯなどとの協
力・協働による政策実現をめざします。 

 ⑤ 協力政党であっても、是々非々の立場
で臨み、矛盾や問題があれば、積極的な
対話と真摯な意見交換により、それを相
互に克服することをめざします。 

 ⑥ 組織内議員・政策協力議員との連携を
基本としつつ、労組出身以外の議員など
広範な議員との対話を進め、政策実現を
追求します。 

 ⑦ 協力政党以外であっても、政策決定に
影響力を有する政党・政治家であれば、
積極的な政策協議を進めます。また、自
民党を中心とする政権に対しても、連
合・公務労協と連携しつつ政策協議を求
めます。 

2. 政治におけるジェンダーバランスと、多
様な政策立案をめざす立場から、国政選挙
における候補者のクオータ制導入など、協

力政党における女性候補の拡大を支持し、
中央・地方における女性議員の拡大をめざ
します。 

 
【政策実現にむけた政治活動の強化】 
3. 組合員の権利擁護と政策実現にむけ、本
部は、政策立案能力の強化をはかり、協力
政党および政権与党・その他の政党への働
きかけを強めます。 

4. 政治団体「全日本分権自治フォーラム」
およびその政策研究会について、定例的に
学習会を開催し、議員と組織双方の問題意
識を踏まえた内容の充実をはかるなど、必
要な支援を行います。 

5. 本部は、幅広い議員の結集により、消防、
公営競技、地域公共交通をはじめとする各
種議員懇談会の活性化をはかります。また、
各評議会等と政治との接点を強化し、職域
における課題の解決と政策の実現をはかり
ます。 

6. 県本部・単組は、各選挙区選出の協力政
党の国会議員などと定期的な意見交換を行
い、自治労が求める政策の実現にむけて、
協力関係を構築します。 

 
【自治労協力国会議員との連携強化】 
7. 自治労協力国会議員団（組織内議員・政
策協力議員）および協力政党との連携を強
化し、政策の実現をはかります。また、そ
の他の政党・議員とも情報交換・政策協議
を進めます。 

8. 参院比例代表の組織内議員など、組合員
との対話を促し、現場の声を国政に反映さ
せるため、各県で国政報告会や職場訪問を
実施します。 

 

 
 

－ 43 － 

 

9. 政策実現にむけた政治活動の推進 
 
 
 連合は、この間、選挙にあたって立憲民主党と国民民主党の連携・協力を求め続けてい
ますが、調整力を十分発揮するに至っていません。こうしたことも背景として、2021年10
月の衆議院選挙、2022年７月の参議院選挙、2023年４月の衆参補欠選挙では、野党間の連
携は限定的となり、野党候補者の乱立が、与党を利することとなっています。野党第一党
である立憲民主党は、自民党の「一強多弱」を打ち崩すことができておらず、支持率も低
迷しています。2022年参議院選挙では立憲民主党、国民民主党ともに比例票を前回より減
らす一方で、日本維新の会が比例票で立憲民主党を上回り、統一自治体選挙においても議
席を大きく伸ばしています。日本維新の会は、自民党以上に保守色の強い政策を打ち出す
一方で、公共サービスを縮小する新自由主義的な政策や、「身を切る改革」として公務員
の人件費削減・政治活動制限などを政策に掲げていることから、一層の警戒が必要です。 
 岸田政権は、戦後日本が貫いてきた「専守防衛」、東日本大震災以降の脱原発の流れな
ど、国の基本政策を国会での議論を十分行わないまま次々に転換し、さらには、衆参で改
憲勢力が３分の２を上回る状況のもと、憲法改正を強硬に進めようとする動きを強めてい
ます。取り巻く情勢は厳しさを増していますが、60年超の原発の運転や建て替え、防衛力
強化の増税にはいまだ世論の反対が強いことや、近年改憲容認の世論は増加傾向にあるも
のの、優先して取り組むべき課題として見ていないことなどには留意が必要であるととも
に、こうした民意の受け皿となる政治勢力が必要です。 
 自治労は引き続き「中道・リベラル」勢力の総結集にむけ、連合内で意見反映するな
ど、最大限の努力を傾注します。「共生と連帯に基づく持続可能な社会」の実現、公共
サービスの発展と強化、自治・分権の推進など政策の実現には、自治労として政治的影響
力を強めることが重要であり、組織内・政策協力議員の拡大とそのための政治活動の取り
組みが欠かせません。日常の組合活動の強化・活性化のもと、学習会や議員との意見交換
会等を通じ、政治活動の意義について、若年層をはじめ組合員各層と共有しながら組合員
の政治参加を促します。そして、組合員の声を力強く国政の場に届けるため、次期参議院
選挙における組織内候補予定者（比例代表）の圧倒的な得票数での勝利をめざします。 
【重点課題】 
① 「中道・リベラル」勢力の結集にむけ主体的な取り組みを推進します。 
② 中央・地方において、連合の政治的スタンスの確立と強化をはかります。 
③ 自治労協力国会議員団を中心とした協力政党との連携を強化します。 
④ 組合員の声を政治に届け、政策の実現をはかるため「１自治体１協力議員」をめざす
とともに、第27回参院選において組織内候補予定者（比例代表）の必勝をめざします。 
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【政治活動に関する自治労の基本的立場】 
1. 政治に臨む自治労の基本的立場を次の通
りとします。 

 ① 「共生と連帯に基づく持続可能な社会」
をめざし、「穏健な保守」層をも巻き込
みつつ、国民の多数派に対応した「中
道・リベラル」勢力の結集をめざします。 

 ② 「新自由主義」路線と一線を画し、公
共サービスの再構築、サービス従事者の
処遇改善、社会的公正の確立を重視する
政党・政治家との連携・協力を追求しま
す。 

 ③ 政権と対峙する勢力の拡大にむけ、中
央・地方において、連合の政治方針に積
極的な意見反映を行います。 

 ④ 連合・他産別との統一的な対応を基本
に、理念や政策、支持政党などにおいて
一致できる市民団体・ＮＰＯなどとの協
力・協働による政策実現をめざします。 

 ⑤ 協力政党であっても、是々非々の立場
で臨み、矛盾や問題があれば、積極的な
対話と真摯な意見交換により、それを相
互に克服することをめざします。 

 ⑥ 組織内議員・政策協力議員との連携を
基本としつつ、労組出身以外の議員など
広範な議員との対話を進め、政策実現を
追求します。 

 ⑦ 協力政党以外であっても、政策決定に
影響力を有する政党・政治家であれば、
積極的な政策協議を進めます。また、自
民党を中心とする政権に対しても、連
合・公務労協と連携しつつ政策協議を求
めます。 

2. 政治におけるジェンダーバランスと、多
様な政策立案をめざす立場から、国政選挙
における候補者のクオータ制導入など、協

力政党における女性候補の拡大を支持し、
中央・地方における女性議員の拡大をめざ
します。 

 
【政策実現にむけた政治活動の強化】 
3. 組合員の権利擁護と政策実現にむけ、本
部は、政策立案能力の強化をはかり、協力
政党および政権与党・その他の政党への働
きかけを強めます。 

4. 政治団体「全日本分権自治フォーラム」
およびその政策研究会について、定例的に
学習会を開催し、議員と組織双方の問題意
識を踏まえた内容の充実をはかるなど、必
要な支援を行います。 

5. 本部は、幅広い議員の結集により、消防、
公営競技、地域公共交通をはじめとする各
種議員懇談会の活性化をはかります。また、
各評議会等と政治との接点を強化し、職域
における課題の解決と政策の実現をはかり
ます。 

6. 県本部・単組は、各選挙区選出の協力政
党の国会議員などと定期的な意見交換を行
い、自治労が求める政策の実現にむけて、
協力関係を構築します。 

 
【自治労協力国会議員との連携強化】 
7. 自治労協力国会議員団（組織内議員・政
策協力議員）および協力政党との連携を強
化し、政策の実現をはかります。また、そ
の他の政党・議員とも情報交換・政策協議
を進めます。 

8. 参院比例代表の組織内議員など、組合員
との対話を促し、現場の声を国政に反映さ
せるため、各県で国政報告会や職場訪問を
実施します。 
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9. 政策実現にむけた政治活動の推進 
 
 
 連合は、この間、選挙にあたって立憲民主党と国民民主党の連携・協力を求め続けてい
ますが、調整力を十分発揮するに至っていません。こうしたことも背景として、2021年10
月の衆議院選挙、2022年７月の参議院選挙、2023年４月の衆参補欠選挙では、野党間の連
携は限定的となり、野党候補者の乱立が、与党を利することとなっています。野党第一党
である立憲民主党は、自民党の「一強多弱」を打ち崩すことができておらず、支持率も低
迷しています。2022年参議院選挙では立憲民主党、国民民主党ともに比例票を前回より減
らす一方で、日本維新の会が比例票で立憲民主党を上回り、統一自治体選挙においても議
席を大きく伸ばしています。日本維新の会は、自民党以上に保守色の強い政策を打ち出す
一方で、公共サービスを縮小する新自由主義的な政策や、「身を切る改革」として公務員
の人件費削減・政治活動制限などを政策に掲げていることから、一層の警戒が必要です。 
 岸田政権は、戦後日本が貫いてきた「専守防衛」、東日本大震災以降の脱原発の流れな
ど、国の基本政策を国会での議論を十分行わないまま次々に転換し、さらには、衆参で改
憲勢力が３分の２を上回る状況のもと、憲法改正を強硬に進めようとする動きを強めてい
ます。取り巻く情勢は厳しさを増していますが、60年超の原発の運転や建て替え、防衛力
強化の増税にはいまだ世論の反対が強いことや、近年改憲容認の世論は増加傾向にあるも
のの、優先して取り組むべき課題として見ていないことなどには留意が必要であるととも
に、こうした民意の受け皿となる政治勢力が必要です。 
 自治労は引き続き「中道・リベラル」勢力の総結集にむけ、連合内で意見反映するな
ど、最大限の努力を傾注します。「共生と連帯に基づく持続可能な社会」の実現、公共
サービスの発展と強化、自治・分権の推進など政策の実現には、自治労として政治的影響
力を強めることが重要であり、組織内・政策協力議員の拡大とそのための政治活動の取り
組みが欠かせません。日常の組合活動の強化・活性化のもと、学習会や議員との意見交換
会等を通じ、政治活動の意義について、若年層をはじめ組合員各層と共有しながら組合員
の政治参加を促します。そして、組合員の声を力強く国政の場に届けるため、次期参議院
選挙における組織内候補予定者（比例代表）の圧倒的な得票数での勝利をめざします。 
【重点課題】 
① 「中道・リベラル」勢力の結集にむけ主体的な取り組みを推進します。 
② 中央・地方において、連合の政治的スタンスの確立と強化をはかります。 
③ 自治労協力国会議員団を中心とした協力政党との連携を強化します。 
④ 組合員の声を政治に届け、政策の実現をはかるため「１自治体１協力議員」をめざす
とともに、第27回参院選において組織内候補予定者（比例代表）の必勝をめざします。 

 

9.　政策実現にむけた政治活動の推進　（77）
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え、必要十分な議員活動を保証できる報酬
等を求めます。 

 
【国政選挙等への対応】 
16. 時々の政治状況や政党の動向、それに対
する連合・他産別の対応を見極めつつ、組
織内や協力政党との議論を通じ、「中道・
リベラル」勢力結集にむけた、自治労自ら
の主体的な取り組みを推進します。 

17. 国政選挙への対応は、連合の選挙闘争方
針・統一対応を基礎に、比例代表選挙、選
挙区選挙のいずれにおいても、立憲民主党
への支援・協力を基軸に取り組みます。ま
た、地域の実情に応じて、社会民主党、国
民民主党の候補も支援して取り組みます。
さらに、無所属など、自治労の政策に対す
る理解・協力を得られる議員に対しては、
必要な支援を行います。自治労協力候補に
ついては、「各種選挙における自治労の推
薦基準」に基づき、本部・県本部との協議
により候補を擁立し、必勝をめざします。 

18. 連合と協力し、積極的に組織内候補・政
策協力候補を擁立します。地方連合会や他
産別、市民団体・ＮＰＯ、学者・有識者の
理解と協力のもと、広範な支援の輪を構築
することをめざすとともに、各県本部・単
組において、組合員とその家族・退職者を
中心に、支持の拡大をはかります。 

19. 次期衆議院選挙における立憲民主党を中
心とする野党の勝利をめざすとともに、
2025年に行われる第27回参議院選挙では、
比例代表に組織内候補を擁立し、必勝にむ
け組織の総力をあげて取り組みます。 

20. 首長選や地方議会選挙を通して、組織内
のみならず、政策協力議員を確保・拡大し
ます。 

【政治課題全体に対する取り組み】 
21. ｢一票の格差【60】」等をめぐる選挙制度

改革の動向について引き続き注視し、連合
とともに、必要な対応をはかります。 

22. 2014年改正時の国民投票法附則に、公務
員による組織的な国民投票運動の企画・主
宰・指導を規制する方向が明記されている
点について、法制定時の趣旨（公務員の政
治的行為の制限緩和）に極力近づけるよう、
協力政党を中心に働きかけます。 

23. 憲法改正をめぐる国民投票運動において、
自治労をはじめとする公務員組合を狙い撃
ちした不当な規制が行われないよう、取り
組みます。 

24. 大阪市における「職員の政治的行為の制
限に関する条例」等を参考に、自民党や日
本維新の会が、地方公務員法の改悪による
地方公務員の政治活動の制限などをめざし
ていることに反対します。そのために、協
力政党、連合、公務労協との連携のもと、
必要な対応をはかります。 

25. 政治活動、選挙闘争を推進するにあたっ
ては、選挙制度の周知、法令遵守を徹底し
て取り組みます。 
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【政治活動に対する認識の共有化と政治参加
の促進】 

9. 組合員の意識に関して若年層を中心に自
治労方針（憲法、安全保障、エネルギー政
策など）との乖離の状況も生じています。
また、政治活動の必要性や政党と労働組合
との関係について、認識の共有化が十分で
はない現状があります。そうしたことを踏
まえ、単組・県本部・本部は、日常からの
組合活動の強化・活性化をはかりながら、
政策実現にむけて政治に関与することの重
要性や、政治活動に取り組むことの意義に
ついて、若年層をはじめ組合員各層との認
識の共有、政治参加を促進するため、下記
に取り組みます。 

 ① 本部は、学習会や、各種媒体を通して、
中央段階における法案対策や政治状況等
の報告を行います。また、政治活動に関
する認識の共有化を進めるための資料等
を作成し、各種選挙闘争の推進・経験交
流などをはかります。 

 ② 県本部は、単組役員を対象にした政治
学習会の開催や、機関紙・誌の活用を通
して、政治活動の意義の共有化と、政治
活動に関する正確な知識の周知をはかり
ます。とくに、新しい単組執行委員や、
県職・大都市職に対する働きかけを重視
します。 

 ③ 単組は、機関紙・誌の活用、政治に関
する基礎的な学習会の開催、地域住民・
ＮＰＯ・議員との政策論議を通じて、組
合員の政治意識の活性化と底上げをはか
り、組合員の政治参加を促し、投票行動
へと結びつけることをめざします。県本
部は、これらの活動を支援します。 

 

【地域における政治活動と自治体議員連合と
の連携】 

10. 地域から「中道・リベラル」勢力の結集
をはかるために、連合・ＮＰＯや市民団体
との連携を通じて、自治体政策づくりに取
り組みます。それを基礎に大衆行動に取り
組み、自治体政策の転換を促します。 

11. この間、自治体選挙においても投票率の
低下に加えて、「無投票当選」が増加して
いることを踏まえ、地域における民主主義
と住民自治を強化する観点から、連合・地
方連合会・他産別と協力し、投票率の向上
と積極的な候補者擁立をめざします。 

12. 地域公共サービスを再生させ、市民自治
を基本とした分権を進めるためには、地方
議会や首長の役割が極めて重要であること
から、首長選や地方議会選挙を通して、組
織内のみならず、政策協力議員を確保・拡
大し、「１自治体１協力議員」をめざしま
す。とくに、自治体職員が置かれた立場や、
自治労の自治体政策を理解し連携できる首
長・議員の確保に取り組みます。また、自
治体議員連合とも連携し、女性議員の拡大
をめざします。 

13. 自治体議員連合に参加する議員を拡大す
るとともに、意思統一と連携強化のため、
学習・討論の場の定期化など活動の充実を
はかります。また、「地域・自治体政策集」
などを活用しながら、自治体議員の政策づ
くりに協力するとともに、議員の政策能力
向上を支援します。 

14. 政策の実現のため、自治体議員連合をは
じめ、各議員との日常的な対話を進める中
から、各種課題に関する議会対策を強化し
ます。 

15. 地方議会議員のなり手不足の実態も踏ま

（78）　第２章　各課題の運動目標
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え、必要十分な議員活動を保証できる報酬
等を求めます。 

 
【国政選挙等への対応】 
16. 時々の政治状況や政党の動向、それに対
する連合・他産別の対応を見極めつつ、組
織内や協力政党との議論を通じ、「中道・
リベラル」勢力結集にむけた、自治労自ら
の主体的な取り組みを推進します。 

17. 国政選挙への対応は、連合の選挙闘争方
針・統一対応を基礎に、比例代表選挙、選
挙区選挙のいずれにおいても、立憲民主党
への支援・協力を基軸に取り組みます。ま
た、地域の実情に応じて、社会民主党、国
民民主党の候補も支援して取り組みます。
さらに、無所属など、自治労の政策に対す
る理解・協力を得られる議員に対しては、
必要な支援を行います。自治労協力候補に
ついては、「各種選挙における自治労の推
薦基準」に基づき、本部・県本部との協議
により候補を擁立し、必勝をめざします。 

18. 連合と協力し、積極的に組織内候補・政
策協力候補を擁立します。地方連合会や他
産別、市民団体・ＮＰＯ、学者・有識者の
理解と協力のもと、広範な支援の輪を構築
することをめざすとともに、各県本部・単
組において、組合員とその家族・退職者を
中心に、支持の拡大をはかります。 

19. 次期衆議院選挙における立憲民主党を中
心とする野党の勝利をめざすとともに、
2025年に行われる第27回参議院選挙では、
比例代表に組織内候補を擁立し、必勝にむ
け組織の総力をあげて取り組みます。 

20. 首長選や地方議会選挙を通して、組織内
のみならず、政策協力議員を確保・拡大し
ます。 

【政治課題全体に対する取り組み】 
21. ｢一票の格差【60】」等をめぐる選挙制度
改革の動向について引き続き注視し、連合
とともに、必要な対応をはかります。 

22. 2014年改正時の国民投票法附則に、公務
員による組織的な国民投票運動の企画・主
宰・指導を規制する方向が明記されている
点について、法制定時の趣旨（公務員の政
治的行為の制限緩和）に極力近づけるよう、
協力政党を中心に働きかけます。 

23. 憲法改正をめぐる国民投票運動において、
自治労をはじめとする公務員組合を狙い撃
ちした不当な規制が行われないよう、取り
組みます。 

24. 大阪市における「職員の政治的行為の制
限に関する条例」等を参考に、自民党や日
本維新の会が、地方公務員法の改悪による
地方公務員の政治活動の制限などをめざし
ていることに反対します。そのために、協
力政党、連合、公務労協との連携のもと、
必要な対応をはかります。 

25. 政治活動、選挙闘争を推進するにあたっ
ては、選挙制度の周知、法令遵守を徹底し
て取り組みます。 
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【政治活動に対する認識の共有化と政治参加
の促進】 

9. 組合員の意識に関して若年層を中心に自
治労方針（憲法、安全保障、エネルギー政
策など）との乖離の状況も生じています。
また、政治活動の必要性や政党と労働組合
との関係について、認識の共有化が十分で
はない現状があります。そうしたことを踏
まえ、単組・県本部・本部は、日常からの
組合活動の強化・活性化をはかりながら、
政策実現にむけて政治に関与することの重
要性や、政治活動に取り組むことの意義に
ついて、若年層をはじめ組合員各層との認
識の共有、政治参加を促進するため、下記
に取り組みます。 

 ① 本部は、学習会や、各種媒体を通して、
中央段階における法案対策や政治状況等
の報告を行います。また、政治活動に関
する認識の共有化を進めるための資料等
を作成し、各種選挙闘争の推進・経験交
流などをはかります。 

 ② 県本部は、単組役員を対象にした政治
学習会の開催や、機関紙・誌の活用を通
して、政治活動の意義の共有化と、政治
活動に関する正確な知識の周知をはかり
ます。とくに、新しい単組執行委員や、
県職・大都市職に対する働きかけを重視
します。 

 ③ 単組は、機関紙・誌の活用、政治に関
する基礎的な学習会の開催、地域住民・
ＮＰＯ・議員との政策論議を通じて、組
合員の政治意識の活性化と底上げをはか
り、組合員の政治参加を促し、投票行動
へと結びつけることをめざします。県本
部は、これらの活動を支援します。 

 

【地域における政治活動と自治体議員連合と
の連携】 

10. 地域から「中道・リベラル」勢力の結集
をはかるために、連合・ＮＰＯや市民団体
との連携を通じて、自治体政策づくりに取
り組みます。それを基礎に大衆行動に取り
組み、自治体政策の転換を促します。 

11. この間、自治体選挙においても投票率の
低下に加えて、「無投票当選」が増加して
いることを踏まえ、地域における民主主義
と住民自治を強化する観点から、連合・地
方連合会・他産別と協力し、投票率の向上
と積極的な候補者擁立をめざします。 

12. 地域公共サービスを再生させ、市民自治
を基本とした分権を進めるためには、地方
議会や首長の役割が極めて重要であること
から、首長選や地方議会選挙を通して、組
織内のみならず、政策協力議員を確保・拡
大し、「１自治体１協力議員」をめざしま
す。とくに、自治体職員が置かれた立場や、
自治労の自治体政策を理解し連携できる首
長・議員の確保に取り組みます。また、自
治体議員連合とも連携し、女性議員の拡大
をめざします。 

13. 自治体議員連合に参加する議員を拡大す
るとともに、意思統一と連携強化のため、
学習・討論の場の定期化など活動の充実を
はかります。また、「地域・自治体政策集」
などを活用しながら、自治体議員の政策づ
くりに協力するとともに、議員の政策能力
向上を支援します。 

14. 政策の実現のため、自治体議員連合をは
じめ、各議員との日常的な対話を進める中
から、各種課題に関する議会対策を強化し
ます。 

15. 地方議会議員のなり手不足の実態も踏ま

9.　政策実現にむけた政治活動の推進　（79）
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【ＰＳＩなどに結集した国際労働運動の推進】 
1. ＰＳＩは質の高い公共サービス（ＱＰ
Ｓ）の維持、提供を運動の基本に据えて、
公共サービスの民営化反対、公務員の労働
基本権確立、気候危機やデジタル化への対
応、ジェンダー平等社会の実現などに取り
組むとしています。自治労はＰＳＩととも
に、すべての公共サービス労働者の結集に
より運動の前進をはかります。 

2. 自治労は、ＰＳＩ課題の国内展開におい
て、ＰＳＩ－ＪＣ（ＰＳＩ加盟組合日本協
議会）に結集し、積極的な役割を果たしま
す。 

3. ＩＴＦに結集し、経済のグローバル化に
伴う公共交通に対する民営化、規制緩和の
動きに反対し、交通・運輸産業労働者の賃
金・労働条件の維持・改善とともに、すべ
ての人が公共サービスを享受できる安心・
安全な交通政策の確立をめざします。 

 
【労働組合権確立とディーセントワーク実現
にむけて】 

4. ＩＬＯの「政・労・使」三者構成主義を
尊重し、国際労働基準の設定と向上に積極
的な役割を果たします。 

 ① 公務員の労働基本権の回復および消防
職員や刑事施設職員への団結権付与など
について、2018年第107回ＩＬＯ総会に
おいて、11度目となる勧告が出されまし
た。ＩＬＯ結社の自由委員会【64】の勧告
および基準適用委員会【65】の結論に沿い、
引き続き連合、公務労協と連携し、労働
基本権回復にむけた取り組みを進めます。 

 ② ＩＬＯの中核的労働基準【66】で未批准
の111号条約（差別待遇禁止）、155号条
約（労安）、そして批准しているものの、

国内での対応が不十分な87号条約（結社
の自由・団結権保護）、98号条約（団結
権・団交権）、100号条約（同一報酬）
の是正にむけ、ＩＴＵＣ【67】、連合とと
もに取り組みを強化します。   

5. アジア太平洋地域の労働組合との連携を
進め、人権を守り、平和と民主主義などの
普遍的価値の実現にむけ、ＰＳＩなどに結
集して取り組みます。 

 ① ミャンマーでは軍事政権による民主主
義への弾圧が続いています。ストを起こ
した労働者や民間人への暴力・殺害、不
服従運動に参加した者の投獄や死刑など、
深刻な事態は変わっていません。ミャン
マー国軍による市民弾圧に対し、民主主
義を求めて展開されている不服従運動に
参加する労働者への生活支援、医療現場
で奮闘する仲間たちへの支援、国境沿い
に避難している人々への人道支援を継続
します。 

 ② 韓国のユン政権は自らの支持率向上を
目的に、労働組合への弾圧を強めていま
す。2023年１月には労組職員に国家保安
法違反の容疑をかけ、公安が組合本部の
事務所に強引な家宅捜索を行うなど、圧
力をかけています。これらの圧力に屈す
ることなく闘争を展開する韓国の労働者
と連帯し、労働組合の権利を守るための
たたかいを支援します。 

 ③ 香港の自治と民主主義を守るため、民
主化運動への弾圧に反対し、自由な社会
を取り戻すため国際社会に働きかけます。
また、結社の自由など労働組合の権利侵
害に対し、連合に結集して取り組みます。 

 ④ 台湾では法制度上、労働組合の登記が
非常に困難なものとなっており、そのた
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10. 国際連帯の強化と国際労働運動の推進 
 
 
 いま、ロシアによるウクライナへの軍事侵攻や、スーダンの内戦、引き続くミャンマー
の軍事政権による市民弾圧など、世界各地で紛争が起き、労働者にとって不安定な状況は
悪化の一途をたどっています。 
 各国では労働者が連帯し、安心して働くための権利の獲得や賃上げ、グローバル資本に
よる公共サービスの民営化の阻止、ジェンダー平等社会を実現するために声をあげたた
かっていますが、各国の当事者だけの運動には限界があります。このような状況にある時
だからこそ、私たちは世界の公共サービス労働者と連帯し、平和で生命を脅かされること
なく、安心してくらし、働くことのできる社会をつくるための運動を続けていかなければ
なりません。 
 自治労が加盟するＰＳＩ（国際公務労連)【61】の東アジア地域に限定しても、韓国や台
湾、香港などで労働者や労働組合に対する弾圧が行われています。この圧力に抗い、彼ら
の権利を守るためには、世界の労働者がともに連帯し、しっかりと反対の姿勢をつきつけ
ることが必要です。 
 そして、そういう立場にある人びとが世界に存在していることを知り、理解すること
や、その学びや行動を通じて、日本の労働者である私たちが自らの立場や役割を鑑みる
きっかけをつくることは、国際労働運動の重要な意義の一つです。 
 自治労は国際連帯の強化を継続するとともに、日本の公務公共産別の代表として、ＰＳ
ＩやＩＴＦ（国際運輸労連)【62】などの加盟組織における国際労働運動を、牽引していか
なければなりません。 
 また、アジア太平洋地域をはじめ、各地で支援活動をになうＮＧＯへの支援や、地震・
水害などの大規模な自然災害に関するカンパ活動などを通じて連帯を強めていきます。
「困った時はお互いさま」は国内のみならず、海外や未来の仲間の助けや支えになるはず
です。 
【重点課題】 
① ＰＳＩなどを通じ、労働者が連帯してたたかうための国際労働運動に参加します。 
② すべての公共サービス労働者のＰＳＩへの結集により、質の高い公共サービス【63】の

確保・維持と、その提供と労働基本権確立にむけ取り組みます。 
③ 国際連帯救援カンパなどを通じて国際協力・支援活動を推進し、組合員の平和・人
権・環境に対する意識を高めます。 

  

（80）　第２章　各課題の運動目標
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10.　国際連帯の強化と国際労働運動の推進　（81）
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11. ジェンダー平等社会実現の取り組み 
 
 
国連（女性の地位委員会）が2015年に提唱した「203050」、2030年までに意思決定の場

に女性が50％入ることが世界の潮流となっています。日本では1999年に「男女共同参画社
会基本法」を施行し、2020年策定の「第５次男女共同参画基本計画」では、「2020年代の
可能な限り早期に指導的地位に占める女性の割合を30％程度とすることをめざす」として
います。しかし国内における指導的地位に占める女性の割合は低く、2023年「ジェンダー
ギャップ指数【68】」では政治分野で138位、経済的分野で123位、総合的順位は146ヵ国中
125位と2022年より順位を落とし先進国最下位となっています。これは、他国のジェン
ダー平等の取り組みと比較し、国内の取り組みが進んでいないことをあらわしています。 
 自治労は、1990年から組合運動への女性参画の向上をめざし取り組みを進めてきました
が、30年余りが経過しても機関会議等への女性代議員の参画は３割を超えていません。今
後、自治労が持続可能な組織となるよう、その多くが女性である非正規労働者の組合への
結集を進めると同時に、さらに多くの人が参画しやすいよう組合活動のさまざまな場面に
おいて、ジェンダー平等を意識して取り組むことが重要です。 
一方、これまでの男女平等は男性と女性の二元論で考えられてきました。しかし、2021

年に自治労が実施した「働きやすさと職場の多様性に関するアンケート」では、6.6％の
人がＬＧＢＴＱ＋当事者と回答しています。また、職場や地域・社会には法律上の性と自
分が認識している性が異なっている人や、差別・ハラスメントで苦しんでいる人がいま
す。このような中、2023年６月に「性的指向及びジェンダーアイデンティティの多様性に
関する国民の理解の増進に関する法律（ＬＧＢＴ理解増進法）」が成立しました。これま
で多くの自治体で取り組まれてきたＬＧＢＴＱ＋に関する施策が「すべての国民の安心へ
の留意」により後退しないよう取り組みを進めることが必要です。 
自治労は「男女がともに担う自治労運動」を発展させ、「ジェンダー平等推進計画」に

舵を切り、誰もが対等・平等で人権が尊重される社会の構成員として、役割と責任を分か
ち合うことを目的に「労働組合」「職場」での取り組みを進め、ジェンダー平等な「地
域・社会」の形成をめざします。 
【重点課題】 
① 組合運動への女性参画30％を確立し、男女が平等に責任を担う運動を推進します。 
② 性的指向・性自認を尊重するための研修等を行い、学びを通じた理解を深めます。 
③ 採用・登用・配置・昇任における男女間格差やＬＧＢＴＱ＋当事者が受けている制度
上の不利益など職場実態の点検、ハラスメント対策等の整備による誰もが働きやすい職
場の実現をめざします。 

 

 
 

－ 49 － 

め、公的な手続きや銀行口座の開設など、
基本的な活動のための土台を作ることさ
え難しい状況に置かれています。労働組
合として活動する最低限の権利を獲得す
るためにも、台湾の労働者と連帯した取
り組みを行います。 

 
【国際協力・支援活動の強化】 
6. 平和・人権・多文化共生社会の基盤形成
に取り組むＮＧＯと連携した、国際協力・
連帯活動を展開します。 

7. アジアの子どもたちに教育の機会の提供
を支援するエファジャパンの会員拡大の取
り組みを支援するとともに、組合員の国際
協力活動への参画を促進します。 

8. 「国際連帯救援カンパ」は以下の目的に
活用するため、取り組みます。 

  ①戦争や紛争被災者・難民への支援、②
労働組合弾圧に対する闘争支援、③海外の
自然災害への緊急支援、④連合「愛のカン
パ」への拠出、⑤地連・県本部の国際協力
事業への支援、⑥海外の労働組合組織化支
援、⑦平和・人権・環境などの課題に取り
組むＮＧＯなどへの連帯・支援、⑧エファ
ジャパンの活動支援、⑨飢餓、疫病などへ
の緊急支援、⑩人身売買（トラフィッキン
グ）防止と被害者支援 

 
【自治労の国際活動の共有化】 
9. 本部は、単組・県本部・本部における国
際連帯活動や、国際労働運動の状況の共有
化に取り組みます。また、国際活動に対す
る単組・県本部の関心を高めるためホーム
ページやＳＮＳなどを通じた情報発信を強
化します。 

10. 公共サービス・公務労働者を取り巻く諸

課題を共有化するため、ＰＳＩおよびＩＴ
Ｆの主要加盟組合を中心に、定期交流、調
査団の派遣・受け入れなどを行います。 

 

（82）　第２章　各課題の運動目標
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11. ジェンダー平等社会実現の取り組み 
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① 組合運動への女性参画30％を確立し、男女が平等に責任を担う運動を推進します。 
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め、公的な手続きや銀行口座の開設など、
基本的な活動のための土台を作ることさ
え難しい状況に置かれています。労働組
合として活動する最低限の権利を獲得す
るためにも、台湾の労働者と連帯した取
り組みを行います。 

 
【国際協力・支援活動の強化】 
6. 平和・人権・多文化共生社会の基盤形成
に取り組むＮＧＯと連携した、国際協力・
連帯活動を展開します。 
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を支援するエファジャパンの会員拡大の取
り組みを支援するとともに、組合員の国際
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パ」への拠出、⑤地連・県本部の国際協力
事業への支援、⑥海外の労働組合組織化支
援、⑦平和・人権・環境などの課題に取り
組むＮＧＯなどへの連帯・支援、⑧エファ
ジャパンの活動支援、⑨飢餓、疫病などへ
の緊急支援、⑩人身売買（トラフィッキン
グ）防止と被害者支援 

 
【自治労の国際活動の共有化】 
9. 本部は、単組・県本部・本部における国
際連帯活動や、国際労働運動の状況の共有
化に取り組みます。また、国際活動に対す
る単組・県本部の関心を高めるためホーム
ページやＳＮＳなどを通じた情報発信を強
化します。 

10. 公共サービス・公務労働者を取り巻く諸

課題を共有化するため、ＰＳＩおよびＩＴ
Ｆの主要加盟組合を中心に、定期交流、調
査団の派遣・受け入れなどを行います。 

 

11.　ジェンダー平等社会実現の取り組み　（83）
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ランスの実現にむけ取り組みます。 
 ① 女性活躍推進法に基づく特定（一般）

事業主行動計画について、採用・登用・
配置・昇任などの男女間格差を職場の実
態と照らしあわせて点検を行い、数値目
標等の達成にむけた必要な対応を求めま
す。あわせて、非正規労働者に関する具
体的な項目が設定されているか等現状を
把握し、計画への反映を求めます。 

 ② 次世代育成支援対策推進法等に基づき、
仕事と育児・介護の両立をはかるための
環境整備を行います。とくに、「産後パ
パ休暇」等の利用を契機とした男性の育
児休業取得促進にむけ、職場の意識醸成
を進めます。 

 ③ 女性活躍推進法や次世代育成支援対策
推進法により、100人以下の企業で努力
義務とされている一般事業主行動計画に
ついて、すべての職場が計画を策定する
よう求めます。 

7. セクハラ、マタハラなどのハラスメント
の一掃にむけて相談体制等を整備・確立し、
防止策と啓発活動に取り組みます。 

8. ＬＧＢＴＱ＋に関する以下の取り組みを
進めます。 

 ① ＬＧＢＴＱ＋やＳＯＧＩに関する理解
を促進するための管理職を含む研修やセ
ミナーの実施を求めます。 

 ② ＬＧＢＴＱ＋当事者が制度上受けてい
る不利益解消にむけて、権利保障の立場
から制度見直しを求めます。 

 
【地域・社会におけるジェンダー平等の推進】 
9. ジェンダー平等社会の実現にむけ、アン
コンシャス・バイアスや固定的性別役割分
担意識を払拭した制度の構築にむけた取り

組みを進めます。 
10. 選択的夫婦別姓制度の導入や事実婚の権
利尊重など、民法改正を求める取り組みを
進めます。 

11. 非正規労働者の多くが女性であり、賃
金・労働条件が低位におかれていることは
大きな問題です。同一労働同一賃金を進め
る観点からも、非正規労働者の処遇改善・
雇用安定に取り組みます。 

12. 「第５次男女共同参画基本計画」をもと
に自治体が策定する「男女平等推進計画」
の実施状況の検証を進めます。未策定の自
治体においては、協力議員や地方連合会と
連携し、策定にむけた取り組みを進めます。
あわせて、ＬＧＢＴＱ＋当事者が受けてい
る社会的差別の撤廃にむけパートナーシッ
プ条例【72】制定の取り組みを進めます。 

13. 地域・社会のあらゆる分野における意思
決定の場への女性の参画拡大を求めます。 

 ① 地方連合会やＮＰＯと連携し、審議会
等への女性30％以上の参画達成をめざし、
地域におけるジェンダー平等にむけた政
策提言、政策評価などに取り組みます。 

 ② 意思決定や政策立案過程における多様
な意見の反映にむけて、協力政党におけ
る女性候補の拡大を支持し、女性議員が
活躍できる環境の整備を求めます。 

 
【ジェンダー平等推進闘争の通年化と集中月
間の取り組み】 

14. ジェンダー平等社会の実現にむけ、あら
ゆる機会に要求・交渉を行う通年闘争とし
てジェンダー平等推進を位置づけます。 

 ① 単組は春闘期の職場の声に基づいた要
求行動をスタートに、ジェンダー平等の
課題解決に通年で取り組みます。 
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【ジェンダー平等による自治労運動の推進】 
1. 自治労運動への女性の参画を進めること
は、男性にとっての取り組みやすさや持続
可能な自治労運動の推進につながることか
ら、2023年９月から実施する「自治労ジェ
ンダー平等推進計画」第１フェーズの数値
目標に基づき、以下の取り組みを進めます。 

 ① 誰もが参画しやすい運動の構築にむけ、
機関会議や集会等の時間・開催方法等を
工夫し、30％以上の女性の参画を達成し
ます。 

 ② 次代を担う女性役員等の育成にあわせ
て、単組・県本部の執行部体制における
女性の積極的な選出をはかり、30％以上
の女性執行委員の配置を達成します。 

 ③ 本部の女性役員割合を30％以上、県本
部・単組五役１人以上を女性とするなど、
組織の主導的立場における女性役員の選
出を進め、さらなる女性の参画を達成し
ます。 

2. 本部が作成する「ジェンダー平等チェッ
クリスト」をもとに職場・組合の取り組み
状況を把握し、さらなる環境整備をはかり
ます。 

3. 本部は、ジェンダー平等を推進するため、
以下の取り組みを進めます。 

 ① 自治労ジェンダー平等推進計画の確実
な実践をめざして、県本部・単組への情
報提供や学習会等の支援を行います。 

 ② 本部方針の意思統一、取り組み事例の
共有と意見交換の場として、ジェンダー
平等推進県本部代表者会議を開催します。 

 ③ 男女がともに仕事と育児・介護を含め
た生活の両立がはかられるような環境の
整備を求めるため、アンコンシャス・バ
イアス【69】(無意識の思い込み）や性別

役割分担意識の払拭に関するセミナー等
を開催し、理解促進をはかります。 

 ④ 女性組合員の参画拡大にむけ、労働組
合についてのわかりやすい発信を行うと
ともに、中央労働学校を含む各種教育研
修を充実します。 

4. 単組・県本部は、ジェンダー平等を推進
するため、以下の取り組みを進めます。 

 ① 県本部は、「ジェンダー平等推進委員
会」を設置し、自治労ジェンダー平等推
進計画を踏まえ、県本部の実情を考慮し
た具体的な取り組み計画を策定します。 

 ② 単組・県本部は、女性役員・リーダー
の育成をめざし、学習会等への女性参加
を促進します。また、女性部と連携し、
女性組合員・役員の学習や交流の機会を
作り、あらゆる労使協議・団体交渉等へ
の女性参画を進めます。 

5. 単組・県本部・本部はＬＧＢＴＱ＋に関
する以下の取り組みを進めます。 

 ① ＬＧＢＴＱ＋当事者が身近にいるとい
うことを認識した上で、ＳＯＧＩ【70】

（性的指向・性自認）についての理解を
深めるためのセミナーや学習会を開催し
ます。 

 ② 統計上、性別を尋ねる必要がある場合
には、その目的を明確にし、アウティン
グ【71】(暴露）とならないように注意す
るとともに、必要な対策を行います。 

 
【職場におけるジェンダー平等の推進】 
6. 性別による固定観念をなくし、すべての
人が働きやすい職場をめざします。そのた
めに、雇用の全ステージにおける男女平等
を推進するとともに、働き方の見直しによ
る労働時間の短縮などワーク・ライフ・バ

（84）　第２章　各課題の運動目標
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ランスの実現にむけ取り組みます。 
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環境整備を行います。とくに、「産後パ
パ休暇」等の利用を契機とした男性の育
児休業取得促進にむけ、職場の意識醸成
を進めます。 

 ③ 女性活躍推進法や次世代育成支援対策
推進法により、100人以下の企業で努力
義務とされている一般事業主行動計画に
ついて、すべての職場が計画を策定する
よう求めます。 

7. セクハラ、マタハラなどのハラスメント
の一掃にむけて相談体制等を整備・確立し、
防止策と啓発活動に取り組みます。 

8. ＬＧＢＴＱ＋に関する以下の取り組みを
進めます。 
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ミナーの実施を求めます。 

 ② ＬＧＢＴＱ＋当事者が制度上受けてい
る不利益解消にむけて、権利保障の立場
から制度見直しを求めます。 

 
【地域・社会におけるジェンダー平等の推進】 
9. ジェンダー平等社会の実現にむけ、アン
コンシャス・バイアスや固定的性別役割分
担意識を払拭した制度の構築にむけた取り

組みを進めます。 
10. 選択的夫婦別姓制度の導入や事実婚の権
利尊重など、民法改正を求める取り組みを
進めます。 

11. 非正規労働者の多くが女性であり、賃
金・労働条件が低位におかれていることは
大きな問題です。同一労働同一賃金を進め
る観点からも、非正規労働者の処遇改善・
雇用安定に取り組みます。 

12. 「第５次男女共同参画基本計画」をもと
に自治体が策定する「男女平等推進計画」
の実施状況の検証を進めます。未策定の自
治体においては、協力議員や地方連合会と
連携し、策定にむけた取り組みを進めます。
あわせて、ＬＧＢＴＱ＋当事者が受けてい
る社会的差別の撤廃にむけパートナーシッ
プ条例【72】制定の取り組みを進めます。 

13. 地域・社会のあらゆる分野における意思
決定の場への女性の参画拡大を求めます。 

 ① 地方連合会やＮＰＯと連携し、審議会
等への女性30％以上の参画達成をめざし、
地域におけるジェンダー平等にむけた政
策提言、政策評価などに取り組みます。 

 ② 意思決定や政策立案過程における多様
な意見の反映にむけて、協力政党におけ
る女性候補の拡大を支持し、女性議員が
活躍できる環境の整備を求めます。 

 
【ジェンダー平等推進闘争の通年化と集中月
間の取り組み】 

14. ジェンダー平等社会の実現にむけ、あら
ゆる機会に要求・交渉を行う通年闘争とし
てジェンダー平等推進を位置づけます。 

 ① 単組は春闘期の職場の声に基づいた要
求行動をスタートに、ジェンダー平等の
課題解決に通年で取り組みます。 
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【ジェンダー平等による自治労運動の推進】 
1. 自治労運動への女性の参画を進めること
は、男性にとっての取り組みやすさや持続
可能な自治労運動の推進につながることか
ら、2023年９月から実施する「自治労ジェ
ンダー平等推進計画」第１フェーズの数値
目標に基づき、以下の取り組みを進めます。 

 ① 誰もが参画しやすい運動の構築にむけ、
機関会議や集会等の時間・開催方法等を
工夫し、30％以上の女性の参画を達成し
ます。 

 ② 次代を担う女性役員等の育成にあわせ
て、単組・県本部の執行部体制における
女性の積極的な選出をはかり、30％以上
の女性執行委員の配置を達成します。 

 ③ 本部の女性役員割合を30％以上、県本
部・単組五役１人以上を女性とするなど、
組織の主導的立場における女性役員の選
出を進め、さらなる女性の参画を達成し
ます。 

2. 本部が作成する「ジェンダー平等チェッ
クリスト」をもとに職場・組合の取り組み
状況を把握し、さらなる環境整備をはかり
ます。 

3. 本部は、ジェンダー平等を推進するため、
以下の取り組みを進めます。 

 ① 自治労ジェンダー平等推進計画の確実
な実践をめざして、県本部・単組への情
報提供や学習会等の支援を行います。 

 ② 本部方針の意思統一、取り組み事例の
共有と意見交換の場として、ジェンダー
平等推進県本部代表者会議を開催します。 

 ③ 男女がともに仕事と育児・介護を含め
た生活の両立がはかられるような環境の
整備を求めるため、アンコンシャス・バ
イアス【69】(無意識の思い込み）や性別

役割分担意識の払拭に関するセミナー等
を開催し、理解促進をはかります。 

 ④ 女性組合員の参画拡大にむけ、労働組
合についてのわかりやすい発信を行うと
ともに、中央労働学校を含む各種教育研
修を充実します。 

4. 単組・県本部は、ジェンダー平等を推進
するため、以下の取り組みを進めます。 

 ① 県本部は、「ジェンダー平等推進委員
会」を設置し、自治労ジェンダー平等推
進計画を踏まえ、県本部の実情を考慮し
た具体的な取り組み計画を策定します。 

 ② 単組・県本部は、女性役員・リーダー
の育成をめざし、学習会等への女性参加
を促進します。また、女性部と連携し、
女性組合員・役員の学習や交流の機会を
作り、あらゆる労使協議・団体交渉等へ
の女性参画を進めます。 

5. 単組・県本部・本部はＬＧＢＴＱ＋に関
する以下の取り組みを進めます。 

 ① ＬＧＢＴＱ＋当事者が身近にいるとい
うことを認識した上で、ＳＯＧＩ【70】

（性的指向・性自認）についての理解を
深めるためのセミナーや学習会を開催し
ます。 

 ② 統計上、性別を尋ねる必要がある場合
には、その目的を明確にし、アウティン
グ【71】(暴露）とならないように注意す
るとともに、必要な対策を行います。 

 
【職場におけるジェンダー平等の推進】 
6. 性別による固定観念をなくし、すべての
人が働きやすい職場をめざします。そのた
めに、雇用の全ステージにおける男女平等
を推進するとともに、働き方の見直しによ
る労働時間の短縮などワーク・ライフ・バ

11.　ジェンダー平等社会実現の取り組み　（85）
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12. 運動の強化と持続可能な組織づくり 
  
 自治労運動の根幹は職場における日常的な組合運動にあり、自治労組織の力強さは、単
組・県本部、県本部・本部の連携、支援も含めた一体的な運動にあります。 
しかし、この間単組では、役員の短期間交代や担い手不足から、運動の経験やノウハウ

の継承が困難となり、労使交渉が行えない、日常的な活動がままならない、といった多く
の課題が指摘されており、コロナ禍の影響で組合活動が組合員からも見えなくなる事態と
なりました。また、2021年自治労組織基本調査では、組合員総数は74.7万人（対2019年調
査△約2.4万人）となり、すべての団体区分を対象とした全職員数（非正規含む・管理職
除く）に占める組織率が、全国平均で約42％と半数以下の状況になっています。 
身近な組合活動が停滞している今だからこそ、単組において、組合員の意見・要望を聞

く場の設定や、声に基づいた要求・交渉の実施、その経過や結果の「見える化」を進め、
組合員に「組合が必要」との認識を醸成していく必要があります。そういった活動の積み
重ねが多くの組合員の参画を促し、組織の拡大や次代の担い手の育成につながります。共
済制度の推進も、生涯にわたっての組合との関わり合いを強め、仲間意識の醸成から組合
の組織強化・拡大へとつながる日常的な活動であり、改めて運動の両輪として意識して取
り組む必要があります。 
単組の活性化には、単組とともに課題に取り組み信頼関係を構築するなど、単組支援の

中軸としての県本部機能の強化をはかることや、本部による県本部事情に応じた支援、全
国の好事例の共有など、単組・県本部・本部の相互の連携強化と各段階における運動の再
展開をはかることが不可欠といえます。 
また、組合員の賃金・労働条件を守っていくためには持続的で安定的な組織づくりが必

要です。単組活動の活性化を通じた組織強化・拡大のアクションプランである「第６次組
織強化・拡大のための推進計画」を自治労全体で確実に実践していくことが重要です。 
職場・単組を起点に、組合員の思いを反映した魅力ある組合活動を進め、一人ひとりが

組合を実感できる運動から、多様な組合員の自治労結集をはかる中で、組織全体の運動強
化・拡大をめざします。 
【重点課題】 
① 単組・県本部・本部相互の連携と単組活動の活性化から、自治労組織の強化と拡大に
つなげます。 

② 自治労組織の縮小傾向に歯止めをかけ、持続可能な組織づくりに全力をあげます。 
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 ② 連合の取り組みと時期をあわせ、とく
に６月を「ジェンダー平等推進集中月間」
に設定し、各種要請行動、組合学習会の
開催などジェンダー平等の課題にフォー
カスした取り組みを行います。 

 ③ 本部はＩＬＯ第190号条約「仕事の世
界における暴力及びハラスメント」につ
いての早期批准と、ジェンダーに配慮し
た実効性のある禁止規定の策定を国に要
請します。 

（86）　第２章　各課題の運動目標
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 ② 連合の取り組みと時期をあわせ、とく
に６月を「ジェンダー平等推進集中月間」
に設定し、各種要請行動、組合学習会の
開催などジェンダー平等の課題にフォー
カスした取り組みを行います。 

 ③ 本部はＩＬＯ第190号条約「仕事の世
界における暴力及びハラスメント」につ
いての早期批准と、ジェンダーに配慮し
た実効性のある禁止規定の策定を国に要
請します。 

12.　運動の強化と持続可能な組織づくり　（87）
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に関連するテーマなど、興味・関心に即
した集会・学習会・研修会の開催に取り
組みます。 

⑤ 県職や大都市単組は、支部・分会等で
の人材育成を進めるなど、組織の強化と
活動の活性化をはかります。 

9. 県本部は、単組活動の支援の中軸として
単組事情に寄り添い支援する立場から、以
下に取り組みます。 

 ① 単組の組織状況を把握し、単組事情に
寄り添いながら日常的なサポートを行い、
信頼関係の構築・強化と単組運動の前進
をはかります。とくに県職・大都市単組
との関係強化を進めます。  

 ② 地域ブロック活動を通じて、単組が相
互に情報交換を行い、課題解決にむけて
取り組めるよう、その機能を高めます。  

 ③ 県本部の各種会議等について点検や必
要に応じた見直しを行います。単組ニー
ズに即したテーマ設定など、多様な組合
員の参加をめざします。 

10. 本部は、単組活動の活性化と県本部活動
を支援するため、以下に取り組みます。 

 ① 県本部課題および実態を把握し連携を
強化します。 

 ② 地連や県本部と積極的に情報を共有し
ます。 

 ③ 単組・県本部役員がわかりやすく、活
用しやすい資料づくり等、ツールの充実
をはかります。 

 ④ 県本部・単組の組織課題の解決にむけ
た支援や組織強化・拡大のため、必要に
応じて組織拡大オルグを派遣します。 

⑤ 公共サービスの担い手の結集体へと産
別を強化し、連合運動に積極的役割を果
たします。  

 ⑥ 産別組織を強化する観点から、組織強
化委員会、役員推薦委員会を設置します。 

 
【統一闘争を通じた組織強化】  
11. 職場の課題解決には、具体的な職場の声
がかかせません。また、より多くの組合員
の声を集め、組合が求心力を持ち団結を強
め統一闘争に結集することは、組織の強化
につながります。改めて統一闘争の意義の
共有や本部・県本部との連携強化から、闘
争への結集を通じた組織強化をはかります。 

 ① 単組は、組合員の現場実態に基づいた
要求づくりと組合員が交渉に参加をする
意識づけ、交渉結果の共有を行い、組合
員の結集力を強化します。また、交渉妥
結等における県本部との情報共有や単組
間の連携の強化から、自治労への結集と
組織強化につなげます。 

 ② 県本部は、単組の意見を踏まえ、交渉
目標や妥結基準を設定するとともに、交
渉の支援体制を強化します。交渉状況の
共有と単組間連携を促進するとともに、
交渉支援を行い、単組との信頼関係の構
築と自治労結集へつなげます。 

 ③ 本部は、県本部・単組との職場課題の
共有から、共通して解決をめざす具体的
な統一目標を設定し、各県本部の交渉状
況の情報共有と発信を速やかに行い、県
本部と連携した交渉支援を行う等、県本
部、単組、組合員が結集できる統一闘争
をめざします。 

 
【次代の担い手育成と教育体制の強化】 
12. 次代の担い手育成を自治労組織全体の課
題と位置づけ、組織の意識改革と運動の見
直しを進めます。また、人材育成に不可欠
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【持続可能な組織づくりにむけた体制強化】 
1. 単組は「第６次組強計画」を踏まえ、
「単組活動底上げシート」を活用しながら
各ステップに取り組み、着実に単組活動の
底上げをはかります。 

  とくに職場の労働者全体（管理職、非正
規労働者を含む）に占める組織率を意識し、
同じ職場で働くすべての仲間の組織化に取
り組みます。 

2. 県本部は、「第６次組強計画」を具体的
に実践するため、県本部独自の計画を策定
するとともに、引き続き組織強化・拡大
チームを設置します。また、より実効性を
高めるため県本部に配置されている組織拡
大専門員は、組織強化・拡大の担当者とし
て、県本部役職員と連携し、単組支援を積
極的に行います。 

3. 本部は、「第６次組強計画」を確実に実
施するため、以下の通り取り組みます。 

 ① 引き続き組織拡大行動委員会を設置し
各県本部の取り組み状況を把握するとと
もに、県本部への支援や、地連との連携
を強めます。 

 ② 県本部・単組体制の確立と強化のため、
連携強化をはかります。 

 ③ 県本部の組織化担当役職員や組織拡大
専門員の育成にむけて、オルガナイザー
養成講座などの実施や、より体系的な研
修制度の構築に取り組みます。 

4. 本部・県本部は、「連合組織拡大プラン
2030【73】」に連動し、連合本部、地方連合
会と連携して、組織拡大に取り組みます。 

5. 本部、自治労共済推進本部は、共済推進
運動と一体となった組織拡大の取り組みを
展開します。また、県本部・単組は、じち
ろう共済の優位性等の周知をはかり、組織

拡大につなげます。 
 
【運動推進のための書記局体制】 
6. 単組・県本部・本部は、労務管理等の法
令遵守（就業規則の制定、客観的な手法に
よる労働時間管理、36協定締結、年５日以
上の年休取得、健康診断の実施、ハラスメ
ント防止策の策定と研修の実施、離籍役
員・休職役員等の労災保険加入推進など）
を徹底します。 

 
【運動の実践と組織強化】 
7. 組合活動の基本は、組合員や職場が直面
する身近な課題の解決に取り組むことにあ
ります。日頃の単組活動の点検と、その活
性化をはかりながら、県本部・本部が連携
して単組活動を支援し、自治労組織全体の
運動強化を進めます。 

8. 単組は、組合員に実感ある組合活動を進
めるため、以下に取り組みます。 

 ① 組合員との日常的な対話を重視しなが
ら、あらゆる機会を活用し多様な組合員
の声を集めます。 

 ② 組合員の意見を集約し、職場課題に依
拠した要求書づくりに取り組みます。ま
た、要求書の提出・交渉を実施し、課題
解決にむけ取り組みます。 

 ③ 組合員に「見える」単組活動を進め、
組合員の組合への理解を促進し、参加の
裾野を広げます。機関紙、ビラ、動画や
ＳＮＳなどの媒体を活用し、職場の課題
や「組合が今何をしているのか」などを
わかりやすく、定期的に「伝える」、組
合活動を「実感できる」ことを意識して
取り組みます。 

 ④ 労働組合の基礎知識や職場課題、仕事

（88）　第２章　各課題の運動目標
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に関連するテーマなど、興味・関心に即
した集会・学習会・研修会の開催に取り
組みます。 

⑤ 県職や大都市単組は、支部・分会等で
の人材育成を進めるなど、組織の強化と
活動の活性化をはかります。 

9. 県本部は、単組活動の支援の中軸として
単組事情に寄り添い支援する立場から、以
下に取り組みます。 

 ① 単組の組織状況を把握し、単組事情に
寄り添いながら日常的なサポートを行い、
信頼関係の構築・強化と単組運動の前進
をはかります。とくに県職・大都市単組
との関係強化を進めます。  

 ② 地域ブロック活動を通じて、単組が相
互に情報交換を行い、課題解決にむけて
取り組めるよう、その機能を高めます。  

 ③ 県本部の各種会議等について点検や必
要に応じた見直しを行います。単組ニー
ズに即したテーマ設定など、多様な組合
員の参加をめざします。 

10. 本部は、単組活動の活性化と県本部活動
を支援するため、以下に取り組みます。 

 ① 県本部課題および実態を把握し連携を
強化します。 

 ② 地連や県本部と積極的に情報を共有し
ます。 

 ③ 単組・県本部役員がわかりやすく、活
用しやすい資料づくり等、ツールの充実
をはかります。 

 ④ 県本部・単組の組織課題の解決にむけ
た支援や組織強化・拡大のため、必要に
応じて組織拡大オルグを派遣します。 

⑤ 公共サービスの担い手の結集体へと産
別を強化し、連合運動に積極的役割を果
たします。  

 ⑥ 産別組織を強化する観点から、組織強
化委員会、役員推薦委員会を設置します。 

 
【統一闘争を通じた組織強化】  
11. 職場の課題解決には、具体的な職場の声
がかかせません。また、より多くの組合員
の声を集め、組合が求心力を持ち団結を強
め統一闘争に結集することは、組織の強化
につながります。改めて統一闘争の意義の
共有や本部・県本部との連携強化から、闘
争への結集を通じた組織強化をはかります。 

 ① 単組は、組合員の現場実態に基づいた
要求づくりと組合員が交渉に参加をする
意識づけ、交渉結果の共有を行い、組合
員の結集力を強化します。また、交渉妥
結等における県本部との情報共有や単組
間の連携の強化から、自治労への結集と
組織強化につなげます。 

 ② 県本部は、単組の意見を踏まえ、交渉
目標や妥結基準を設定するとともに、交
渉の支援体制を強化します。交渉状況の
共有と単組間連携を促進するとともに、
交渉支援を行い、単組との信頼関係の構
築と自治労結集へつなげます。 

 ③ 本部は、県本部・単組との職場課題の
共有から、共通して解決をめざす具体的
な統一目標を設定し、各県本部の交渉状
況の情報共有と発信を速やかに行い、県
本部と連携した交渉支援を行う等、県本
部、単組、組合員が結集できる統一闘争
をめざします。 

 
【次代の担い手育成と教育体制の強化】 
12. 次代の担い手育成を自治労組織全体の課
題と位置づけ、組織の意識改革と運動の見
直しを進めます。また、人材育成に不可欠
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【持続可能な組織づくりにむけた体制強化】 
1. 単組は「第６次組強計画」を踏まえ、
「単組活動底上げシート」を活用しながら
各ステップに取り組み、着実に単組活動の
底上げをはかります。 

  とくに職場の労働者全体（管理職、非正
規労働者を含む）に占める組織率を意識し、
同じ職場で働くすべての仲間の組織化に取
り組みます。 

2. 県本部は、「第６次組強計画」を具体的
に実践するため、県本部独自の計画を策定
するとともに、引き続き組織強化・拡大
チームを設置します。また、より実効性を
高めるため県本部に配置されている組織拡
大専門員は、組織強化・拡大の担当者とし
て、県本部役職員と連携し、単組支援を積
極的に行います。 

3. 本部は、「第６次組強計画」を確実に実
施するため、以下の通り取り組みます。 

 ① 引き続き組織拡大行動委員会を設置し
各県本部の取り組み状況を把握するとと
もに、県本部への支援や、地連との連携
を強めます。 

 ② 県本部・単組体制の確立と強化のため、
連携強化をはかります。 

 ③ 県本部の組織化担当役職員や組織拡大
専門員の育成にむけて、オルガナイザー
養成講座などの実施や、より体系的な研
修制度の構築に取り組みます。 

4. 本部・県本部は、「連合組織拡大プラン
2030【73】」に連動し、連合本部、地方連合
会と連携して、組織拡大に取り組みます。 

5. 本部、自治労共済推進本部は、共済推進
運動と一体となった組織拡大の取り組みを
展開します。また、県本部・単組は、じち
ろう共済の優位性等の周知をはかり、組織

拡大につなげます。 
 
【運動推進のための書記局体制】 
6. 単組・県本部・本部は、労務管理等の法
令遵守（就業規則の制定、客観的な手法に
よる労働時間管理、36協定締結、年５日以
上の年休取得、健康診断の実施、ハラスメ
ント防止策の策定と研修の実施、離籍役
員・休職役員等の労災保険加入推進など）
を徹底します。 

 
【運動の実践と組織強化】 
7. 組合活動の基本は、組合員や職場が直面
する身近な課題の解決に取り組むことにあ
ります。日頃の単組活動の点検と、その活
性化をはかりながら、県本部・本部が連携
して単組活動を支援し、自治労組織全体の
運動強化を進めます。 

8. 単組は、組合員に実感ある組合活動を進
めるため、以下に取り組みます。 

 ① 組合員との日常的な対話を重視しなが
ら、あらゆる機会を活用し多様な組合員
の声を集めます。 

 ② 組合員の意見を集約し、職場課題に依
拠した要求書づくりに取り組みます。ま
た、要求書の提出・交渉を実施し、課題
解決にむけ取り組みます。 

 ③ 組合員に「見える」単組活動を進め、
組合員の組合への理解を促進し、参加の
裾野を広げます。機関紙、ビラ、動画や
ＳＮＳなどの媒体を活用し、職場の課題
や「組合が今何をしているのか」などを
わかりやすく、定期的に「伝える」、組
合活動を「実感できる」ことを意識して
取り組みます。 

 ④ 労働組合の基礎知識や職場課題、仕事

12.　運動の強化と持続可能な組織づくり　（89）
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のため、年間計画を立てるなどスケジュー
ル感を持った取り組みを単組全体で確認し、
新採対策を強化します。 

19. 県本部は、全単組が新規採用者の組織化
に取り組めるよう新採対策会議を開くとと
もに、単組状況を把握し、単組の実情にあ
わせ連携と支援を行います。 

20. 本部は、県本部・単組が活用しやすい
ツールの提供や好事例の情報提供など必要
な支援を行うとともに、新規採用者の加入
状況について、定期的な調査やオルグを通
じて、的確に把握し、必要に応じて支援体
制を強化します。 

 
【会計年度任用職員・非正規労働者の組織化】 
21. 会計年度任用職員や非正規労働者の労働
条件を改善させることはすべての職員の働
きやすさにつながります。また、組合が労
使協定を締結するためには労働者の過半数
を組織している必要があります。それらを
踏まえ、すべての仲間を組織化することは、
組織力の向上に極めて重要であることを認
識し、各評議会や横断組織との連携も含め
て自治労総体で取り組みを進めます。 

22. 単組は、会計年度任用職員・非正規労働
者を組織化することの意思統一をはかり、
組織化にむけ必要な取り組みを実施します。
とくに会計年度任用職員の勤勉手当支給に
むけた取り組みを通じ、組織化を進めます。 

23. 県本部は、全単組で会計年度任用職員・
非正規労働者の組織化に取り組めるよう単
組実情を把握し、必要な支援・連携を行い
ます。 

24. 本部は先進的な事例を収集し、情報提供
や組織化のための会議を開催します。また、
組織化にむけた新たなツールの作成やオル

グの強化をはかります。 
 
【高年齢層職員（役職定年・再任用・再雇用）
の組織化】 

25. 同じ職場で働くすべての労働者を組織す
るという方針のもと、役職定年者、再任用
者、再雇用者の組織化が必要です。その上
で単組は、引き続き高年齢層職員の組織化
の取り組みを強化します。とくに役職定年
者は労働組合への加入が可能となることか
ら、再加入にむけた取り組みを進めます。 

26. 本部、県本部は、好事例などを情報収集
し、必要に応じて単組に情報提供するなど
取り組みを支援します。 

 
【脱退・未加入者対策の強化】 
27. 労働者の代表として当局と対峙するため
には、組織率の維持が重要です。そのため
脱退者、未加入者対策の重要性を認識し、
単組は以下に取り組みます。 

 ① 脱退対策では、日常活動の中で、情報
提供や意見交換などを通じて、組合員と
のコミュニケーションを強化し、対話を
することで信頼関係を築きながら、組合
員の脱退を未然に防止します。 

 ② 団体生命共済をはじめ、じちろうマイ
カー共済・長期共済の加入継続を通じて、
脱退防止をはかります。 

 ③ 脱退者や未加入者が生じた場合は、な
ぜ脱退するのか、なぜ未加入なのかなど、
その要因や理由を確認し把握します。 

 ④ 未加入者対策では、取り組み強化期間
を定め、未加入者との意見交換会や交流
会などを開催し、執行部および職場の組
合員が一丸となって、粘り強く組合への
加入を促します。 
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な教育研修について、より実効性のあるも
のとなるよう、自治労全体で機能強化をは
かります。 

13. 単組は、次代の担い手づくりを単組全体
の課題として認識し、若手・女性組合員の
思いを反映した魅力ある組合活動の展開に
むけ、以下の取り組みを進めます。 

 ① 若手・女性組合員の意見を真摯に受け
止め、自ら運動することによっての達成
感を得られるよう主体的に活動できる場
を提供し、必要に応じて支援を行います。 

 ② すべての組合員が運動に参画しやすく
なるよう活動の見直しや進め方の工夫に
取り組みます。 

 ③ 県本部主催の労働学校や各種学習会へ
積極的に参加します。 

14. 県本部は、将来の担い手の育成は単組の
担い手育成と一対のものであることを意識
し、単組の担い手育成を支援するため以下
の通り取り組みます。 

 ① 単組執行部の選出方法、新旧役員の引
き継ぎ、役割分担などの現状把握と他単
組の事例等の共有をはかる等の支援を強
化します。 

 ② 新入組合員研修や加入後の継続的な
フォローアップ、県本部労働学校など
の各種教育研修を積極的に行い、単組間
の横のつながりの強化をはかります。労
働学校が未開校の県本部は、他県本部の
事例を参考にしながら早急に実施に取り
組みます。 

15. 本部は、単組・県本部の担い手の育成を
支援し、産別全体の教育機能を強化するた
め、以下に取り組みます。 

 ① 若手・女性組合員の運動の活性化の視
点を取り入れた産別全体の担い手育成と

組織強化を進めます。 
 ② 中央労働学校を含む教育・研修におい

ては、より効果的で参加しやすい内容や
開催手法等を追求します。  

 ③ 産別ネット、じちろうネットの「教育
研修ポータル」の充実や県本部主催の労
働学校の企画内容、カリキュラム、講師
紹介などの積極的な情報共有やサポート
を行います。また、各県本部の学習会の
内容や特徴的な取り組みについても情報
収集を行い、積極的に共有・発信します。 

 ④ 運動の担い手として重要な役割を果た
す書記の育成にむけ、改めて「自治労の
書記政策」の浸透と具体化をめざし取り
組みます。また、研修制度については、
書記の積極的な参加にむけて体系的な整
備を行います。 

 
【共済の推進と産別強化・拡大】 
16. 共済推進運動を、すべての組合が取り組
む基本的な運動・活動に改めて位置づけま
す。共済推進運動を通じて、労働組合に対
する信頼感・満足感・仲間意識を高め、組
合加入や脱退防止につなげます。 

17. じちろう共済は、在職中のみならず生涯
を通じて、組合員と家族を支える制度であ
ることから、組合員の生涯にわたって寄り
添い、組合員・家族の安心・安定のくらし
を守る共済運動の実践によって組織の強
化・拡大につなげます。 

 
【新規採用者の組織化】 
18. 単組においては、新規採用者の組織化は
組織の維持と活性化に欠かすことができま
せん。新たな仲間の100％加入により単組
の組織力を高めていく必要があります。そ

（90）　第２章　各課題の運動目標
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のため、年間計画を立てるなどスケジュー
ル感を持った取り組みを単組全体で確認し、
新採対策を強化します。 

19. 県本部は、全単組が新規採用者の組織化
に取り組めるよう新採対策会議を開くとと
もに、単組状況を把握し、単組の実情にあ
わせ連携と支援を行います。 

20. 本部は、県本部・単組が活用しやすい
ツールの提供や好事例の情報提供など必要
な支援を行うとともに、新規採用者の加入
状況について、定期的な調査やオルグを通
じて、的確に把握し、必要に応じて支援体
制を強化します。 

 
【会計年度任用職員・非正規労働者の組織化】 
21. 会計年度任用職員や非正規労働者の労働
条件を改善させることはすべての職員の働
きやすさにつながります。また、組合が労
使協定を締結するためには労働者の過半数
を組織している必要があります。それらを
踏まえ、すべての仲間を組織化することは、
組織力の向上に極めて重要であることを認
識し、各評議会や横断組織との連携も含め
て自治労総体で取り組みを進めます。 

22. 単組は、会計年度任用職員・非正規労働
者を組織化することの意思統一をはかり、
組織化にむけ必要な取り組みを実施します。
とくに会計年度任用職員の勤勉手当支給に
むけた取り組みを通じ、組織化を進めます。 

23. 県本部は、全単組で会計年度任用職員・
非正規労働者の組織化に取り組めるよう単
組実情を把握し、必要な支援・連携を行い
ます。 

24. 本部は先進的な事例を収集し、情報提供
や組織化のための会議を開催します。また、
組織化にむけた新たなツールの作成やオル

グの強化をはかります。 
 
【高年齢層職員（役職定年・再任用・再雇用）
の組織化】 

25. 同じ職場で働くすべての労働者を組織す
るという方針のもと、役職定年者、再任用
者、再雇用者の組織化が必要です。その上
で単組は、引き続き高年齢層職員の組織化
の取り組みを強化します。とくに役職定年
者は労働組合への加入が可能となることか
ら、再加入にむけた取り組みを進めます。 

26. 本部、県本部は、好事例などを情報収集
し、必要に応じて単組に情報提供するなど
取り組みを支援します。 

 
【脱退・未加入者対策の強化】 
27. 労働者の代表として当局と対峙するため
には、組織率の維持が重要です。そのため
脱退者、未加入者対策の重要性を認識し、
単組は以下に取り組みます。 

 ① 脱退対策では、日常活動の中で、情報
提供や意見交換などを通じて、組合員と
のコミュニケーションを強化し、対話を
することで信頼関係を築きながら、組合
員の脱退を未然に防止します。 

 ② 団体生命共済をはじめ、じちろうマイ
カー共済・長期共済の加入継続を通じて、
脱退防止をはかります。 

 ③ 脱退者や未加入者が生じた場合は、な
ぜ脱退するのか、なぜ未加入なのかなど、
その要因や理由を確認し把握します。 

 ④ 未加入者対策では、取り組み強化期間
を定め、未加入者との意見交換会や交流
会などを開催し、執行部および職場の組
合員が一丸となって、粘り強く組合への
加入を促します。 
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な教育研修について、より実効性のあるも
のとなるよう、自治労全体で機能強化をは
かります。 

13. 単組は、次代の担い手づくりを単組全体
の課題として認識し、若手・女性組合員の
思いを反映した魅力ある組合活動の展開に
むけ、以下の取り組みを進めます。 

 ① 若手・女性組合員の意見を真摯に受け
止め、自ら運動することによっての達成
感を得られるよう主体的に活動できる場
を提供し、必要に応じて支援を行います。 

 ② すべての組合員が運動に参画しやすく
なるよう活動の見直しや進め方の工夫に
取り組みます。 

 ③ 県本部主催の労働学校や各種学習会へ
積極的に参加します。 

14. 県本部は、将来の担い手の育成は単組の
担い手育成と一対のものであることを意識
し、単組の担い手育成を支援するため以下
の通り取り組みます。 

 ① 単組執行部の選出方法、新旧役員の引
き継ぎ、役割分担などの現状把握と他単
組の事例等の共有をはかる等の支援を強
化します。 

 ② 新入組合員研修や加入後の継続的な
フォローアップ、県本部労働学校など
の各種教育研修を積極的に行い、単組間
の横のつながりの強化をはかります。労
働学校が未開校の県本部は、他県本部の
事例を参考にしながら早急に実施に取り
組みます。 

15. 本部は、単組・県本部の担い手の育成を
支援し、産別全体の教育機能を強化するた
め、以下に取り組みます。 

 ① 若手・女性組合員の運動の活性化の視
点を取り入れた産別全体の担い手育成と

組織強化を進めます。 
 ② 中央労働学校を含む教育・研修におい

ては、より効果的で参加しやすい内容や
開催手法等を追求します。  

 ③ 産別ネット、じちろうネットの「教育
研修ポータル」の充実や県本部主催の労
働学校の企画内容、カリキュラム、講師
紹介などの積極的な情報共有やサポート
を行います。また、各県本部の学習会の
内容や特徴的な取り組みについても情報
収集を行い、積極的に共有・発信します。 

 ④ 運動の担い手として重要な役割を果た
す書記の育成にむけ、改めて「自治労の
書記政策」の浸透と具体化をめざし取り
組みます。また、研修制度については、
書記の積極的な参加にむけて体系的な整
備を行います。 

 
【共済の推進と産別強化・拡大】 
16. 共済推進運動を、すべての組合が取り組
む基本的な運動・活動に改めて位置づけま
す。共済推進運動を通じて、労働組合に対
する信頼感・満足感・仲間意識を高め、組
合加入や脱退防止につなげます。 

17. じちろう共済は、在職中のみならず生涯
を通じて、組合員と家族を支える制度であ
ることから、組合員の生涯にわたって寄り
添い、組合員・家族の安心・安定のくらし
を守る共済運動の実践によって組織の強
化・拡大につなげます。 

 
【新規採用者の組織化】 
18. 単組においては、新規採用者の組織化は
組織の維持と活性化に欠かすことができま
せん。新たな仲間の100％加入により単組
の組織力を高めていく必要があります。そ

12.　運動の強化と持続可能な組織づくり　（91）
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けた取り組みを進め、町村評議会の強化、
拡大をはかります。 

40. 県職対策・県職共闘の強化をはかり、以
下に取り組みます。 

 ① 市町村をけん引する賃金闘争とするた
め、人事委員会対策を強化します。 

 ② 単組間の連携による情報交換を進め、
組織の基盤強化をはかります。 

41. 大都市対策・大都市共闘の強化をはかり、
以下に取り組みます。 

 ① 県内市町村への影響を踏まえ人事委員
会対策を強化するとともに、闘争期にお
ける情報交換を行います。 

 ② 組織競合の克服と増加する未加入者へ
の対策として、部会や県本部・評議会と
の連携を強化し、支部・職場段階での組
織対策を進めます。 

42. 学校事務職員の自治労結集を進め、賃
金・労働条件、制度・政策要求などの実現
に取り組みます。 

43. 市町村共済職員組合の組織強化と未組織
職場の組織化や未加盟単組の自治労結集に
むけ、県本部と連携し取り組みます。 

44. 一部事務組合・広域連合については、自
治体単組や評議会の連携により、自治労結
集を進め、職場の再編や業務委託に対し、
雇用、労働条件および住民サービス確立の
観点から取り組みます。 

 
【未組織・未加盟自治体等の自治労結集】 
45. 自治体で働く仲間の課題の解決策は、自
治体単組に蓄積されています。そのノウハ
ウを活用し、未組織・未加盟自治体に対し
て、自治労加盟を働きかけます。また、病
院等の再編統合や公務職場の指定管理者へ
の移行などによる未組織・未加盟職場に対

しても自治労結集に取り組みます。 
46. 県本部は、評議会、近隣単組や関係単組
などと連携し、当該職員等との窓口を設置
し、積極的に取り組みます。 

 
【産別の財政確立と運営】 
47. 自治労の組織強化と産別財政の確立にむ
け、以下の取り組みを進めます。 

 ① 本部は、「第６次組強計画」の遂行を
通じて財政基盤の強化を進めるとともに、
支出構造を改めて精査し、安定的な産別
運営のため、収支均衡を保つことを大前
提とします。 

 ② 本部は、今後の運動および本部機能・
体制を議論することとあわせ、産別財政
を安定的に運営するための必要額とその
財源の確保について議論を進めます。 

 ③ 本部は、県本部財政の動向を把握・分
析し、財政確立にむけた助言を行います。 

 ④ 本部は、連合の新会費制度への移行問
題について、今後の財政運営における重
要な課題と捉え、2026年１月からの制度
移行を見据え、丁寧な議論を進めます。 

 ⑤ 県本部は、登録納入制度の基準を組合
員登録100％、納入率90％以上とするこ
とを徹底します。会計処理については、
複式簿記を導入するなど「労働組合会計
基準」に則した処理を進めます。 

 ⑥ 県本部は、基礎的な収入と経常的な支
出が単年度で均衡する財政運営をめざし
ます。また、一時的、緊急的な支出に備
えるため、年間組合費収入の２分の１を
最低水準とした蓄積金を確保するなど、
安定的で柔軟な財政運営をはかります。 

 ⑦ 単組の組合費は、基本的な組合活動を
行うため、1,000分の20を到達すべき目
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28. 県本部は、脱退者や未加入者が増大して
いる単組と連携し、組織の状況を定期的に
点検し、必要に応じて支援します。 

29. 本部は、県本部・単組との連携を強化し、
脱退者や未加入者対策の事例の収集、情報
提供を行います。また、組織脱退や解散の
動きについては、県本部と連携し対応しま
す。 

 
【組織脱退対策の強化】 
30．県本部は、組織脱退を未然に防ぐために
も単組との連絡を密にするとともに、会議、
集会等への参加や調査等の提出状況を把握
します。その上で、単組への支援強化をは
かります。 

31．本部は、県本部オルグ等を通じて早期の
情報収集を行うとともに、組織脱退の情報
が確認された場合、当該県本部と連携し対
応します。 

 
【組織競合対策の強化】 
32. 組織競合に対しては、各自治体の職員の
多数勢力の形成を目標に、新規採用者の加
入対策を集中的に取り組むとともに、未加
入者の対策や臨時・非常勤等職員の組織化
などに取り組みます。 

33. 競合組織においては、労働組合そのもの
への不信感につながることのないよう、信
頼感を得られるような日常運動の積み重ね
から組織強化をはかります。 

34. 「全労連・自治労連、医労連」との競合
に対しては、本部、関係県本部・単組が連
携し、取り組みを進めます。 

35. 「旧全官公自治労連」との競合克服は、
単組の統合を基本に、中央での働きかけと
関係県本部、単組が連携し、行動を強めま

す。 
36. 本部は、県本部・単組との連携を強化し、
以下の通り必要な支援を行います。 

 ① 競合をかかえる単組同士の情報交換が
できる場を設定し、取り組みの共有、脱
退者対策の経験交流をはかります。  

 ② 病院再編や水道事業の広域化など、形
態変更により組織競合となった場合、県
本部・単組の迅速な対応を可能にするた
め、情報収集や対応方針の共有を通じ、
連携強化をはかります。 

 
【横断組織等の活動強化と組織拡大】 
37. 産別機能の強化、組織の拡大にむけては、
職種や自治体規模別にそれぞれ特有の課題
について共有し、解決にむけて横断的に取
り組むことが重要です。各評議会や横断組
織等は、本部・県本部と連携・情報共有を
進めます。また、未組織・未加盟に対する
取り組みについて方針化するとともに、各
横断組織内での横の連携を強化しながら自
治労運動の豊富化と組織拡大にむけ活動を
展開します。 

38. 本部は、社保労連と連携し、未組織県の
解消、有期雇用・無期転換職員の加入促進、
未加入者対策に取り組みます。 

39. 町村職対策・町村評議会の強化をはかり、
以下に取り組みます。 

 ① 賃金闘争や各種情報を共有し、相互交
流を進めます。また、県本部との連携を
強化するとともに、地連における諸会議
の活性化をはかります。 

 ② 町村職場における人員不足を解消する
ために、人員確保に積極的に取り組みま
す。 

 ③ 未組織・未加盟町村の自治労加盟にむ

（92）　第２章　各課題の運動目標
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けた取り組みを進め、町村評議会の強化、
拡大をはかります。 

40. 県職対策・県職共闘の強化をはかり、以
下に取り組みます。 

 ① 市町村をけん引する賃金闘争とするた
め、人事委員会対策を強化します。 

 ② 単組間の連携による情報交換を進め、
組織の基盤強化をはかります。 

41. 大都市対策・大都市共闘の強化をはかり、
以下に取り組みます。 

 ① 県内市町村への影響を踏まえ人事委員
会対策を強化するとともに、闘争期にお
ける情報交換を行います。 

 ② 組織競合の克服と増加する未加入者へ
の対策として、部会や県本部・評議会と
の連携を強化し、支部・職場段階での組
織対策を進めます。 

42. 学校事務職員の自治労結集を進め、賃
金・労働条件、制度・政策要求などの実現
に取り組みます。 

43. 市町村共済職員組合の組織強化と未組織
職場の組織化や未加盟単組の自治労結集に
むけ、県本部と連携し取り組みます。 

44. 一部事務組合・広域連合については、自
治体単組や評議会の連携により、自治労結
集を進め、職場の再編や業務委託に対し、
雇用、労働条件および住民サービス確立の
観点から取り組みます。 

 
【未組織・未加盟自治体等の自治労結集】 
45. 自治体で働く仲間の課題の解決策は、自
治体単組に蓄積されています。そのノウハ
ウを活用し、未組織・未加盟自治体に対し
て、自治労加盟を働きかけます。また、病
院等の再編統合や公務職場の指定管理者へ
の移行などによる未組織・未加盟職場に対

しても自治労結集に取り組みます。 
46. 県本部は、評議会、近隣単組や関係単組
などと連携し、当該職員等との窓口を設置
し、積極的に取り組みます。 

 
【産別の財政確立と運営】 
47. 自治労の組織強化と産別財政の確立にむ
け、以下の取り組みを進めます。 

 ① 本部は、「第６次組強計画」の遂行を
通じて財政基盤の強化を進めるとともに、
支出構造を改めて精査し、安定的な産別
運営のため、収支均衡を保つことを大前
提とします。 

 ② 本部は、今後の運動および本部機能・
体制を議論することとあわせ、産別財政
を安定的に運営するための必要額とその
財源の確保について議論を進めます。 

 ③ 本部は、県本部財政の動向を把握・分
析し、財政確立にむけた助言を行います。 

 ④ 本部は、連合の新会費制度への移行問
題について、今後の財政運営における重
要な課題と捉え、2026年１月からの制度
移行を見据え、丁寧な議論を進めます。 

 ⑤ 県本部は、登録納入制度の基準を組合
員登録100％、納入率90％以上とするこ
とを徹底します。会計処理については、
複式簿記を導入するなど「労働組合会計
基準」に則した処理を進めます。 

 ⑥ 県本部は、基礎的な収入と経常的な支
出が単年度で均衡する財政運営をめざし
ます。また、一時的、緊急的な支出に備
えるため、年間組合費収入の２分の１を
最低水準とした蓄積金を確保するなど、
安定的で柔軟な財政運営をはかります。 

 ⑦ 単組の組合費は、基本的な組合活動を
行うため、1,000分の20を到達すべき目
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28. 県本部は、脱退者や未加入者が増大して
いる単組と連携し、組織の状況を定期的に
点検し、必要に応じて支援します。 

29. 本部は、県本部・単組との連携を強化し、
脱退者や未加入者対策の事例の収集、情報
提供を行います。また、組織脱退や解散の
動きについては、県本部と連携し対応しま
す。 

 
【組織脱退対策の強化】 
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12.　運動の強化と持続可能な組織づくり　（93）
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進をめざします。自治労組合員を講師とし
て積極的に活用し、将来の自治労運動の担
い手育成を意識します。 

 
【文化・スポーツ活動の推進】 
56. 組合員の活動参加の裾野を広げるため、
労働組合としての文化創作活動およびス
ポーツ活動について以下の通り実施・検討
を進めます。 

 ① まんがコンクール、文芸コンクールを
隔年で開催します。まんが集団、文芸会
議の運営体制の見直しを行います。  

 ② 組合員相互の連帯を深め、組織の拡
大・強化・運動の発展をめざすため、本
部は自治労共済推進本部とともに全国ス
ポーツ大会を開催します。 

 
【消防職員の自主組織づくりと全消協との連携】 
57. 本部、全国消防職員協議会（全消協）は、
消防職員の団結権獲得を展望し、消防政策
議員懇談会や連合、公務労協と連携し、政
府、政党、ＩＬＯ対策に取り組みます。ま
た、消防行政の充実や職場の環境整備を含
め総務省・消防庁との定期的な協議を継
続・強化します。 

58. 本部は全消協の「組織強化・拡大方針お
よびアクションプラン」を踏まえ、全国状
況を把握し、各県本部に必要な情報提供な
どを行います。あわせて、全消協と連携し、
組織拡大と共済加入を一体として進めるた
め必要な対策を講じます。 

59. 県本部・単組は、消防職員を組織拡大方
針に位置づけ、単協結成をめざします。と
くに、大都市・県都での単協づくりに取り
組みます。また、単協の結成にむけては、
共済加入と一体に取り組みます。 

60. 県消協のある県本部においては、定期的
な協議を行うなど、県消協と連携した組織
化にむけた取り組みを強化します。また、
少人数の単協について、組織拡大にむけた
支援を行います。 

61. 消防職員の惨事ストレス、パワハラなど
ハラスメント対応や、新型コロナウイルス
感染症に関する対策等を通して、全消協と
連携のもと、組織化に積極的に取り組みま
す。 

 
【退職者会との連携】 
62. 本部は、現退一致のもと退職者会と連携
し、その活動と組織強化を支援します。単
組と県本部は、新規退職者の退職者会加入
を進めるとともに、再任用職員については、
単組の組織方針を基礎に、退職者会と協議
しつつ、取り組みを進めます。また、未組
織、未加盟単会の解消に努めます。 

63. 自治労共済推進本部・退職者会が推進す
る共済事業の利用を拡大します。 
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標として取り組みます。 
 
【情報宣伝および情報ネットワークの充実・
強化】 

48. 単組・県本部・本部は、機関紙・誌をは
じめＳＮＳなどを活用し、あらゆる媒体に
おいて、組合活動を組合員にわかりやすく、
情報発信を行います。具体的な運動の事例
や課題の共有など「本部・県本部・単組」
それぞれの立場だからこそできる情報発信
を行い、組合員の意識の向上をはかります。 

49. 本部は、組合員のニーズに即し、組合員
の利益に資する情報発信を基本に、機関紙
「じちろう」の紙面の充実をはかります。
デジタル版となった機関誌「自治労通信」
については、その強みを生かし、より一層
単組活動へ中・長期的に活用できるよう内
容・構成を工夫します。 

50. 本部は、単組・県本部の情報宣伝活動を
支援するため、次の取り組みを行い、定期
的な機関紙発行と情報発信をめざします。 

 ① 情報宣伝セミナーを開催し、ウェブ講
習と対面講習を効果的に組み合わせなが
ら、担当者の実践的なスキル習得をはか
ります。 

 ② 教宣部長・担当者会議を開催し、本部
による県本部支援、県本部による単組支
援の強化のため、活動経験の交流などを
深めます。県本部は単組の情報宣伝活動
を後押しするため、学習会などを開催し
ます。本部は講師の紹介や費用助成、県
本部機関紙の技術的支援などを行います。 

 ③ 春闘、新規採用者の組織化、人勧期な
ど、課題に応じた資料の提供を行います。 

 ④ 機関紙技術の向上のため、機関紙コン
クールを隔年で行います。さらに、機関

紙にとどまらず、さまざまな媒体を用い
た情報発信技術のスキルアップにつなが
る機会を検討します。 

51. 自治労情報ネットワークの基盤である産
別ネット（本部－県本部）、じちろうネッ
ト（本部－単組）の情報豊富化・整理を行
うとともに、「じちろうモバイル」を活用
し、単組活動の活性化にむけた情報支援を
行います。 

52. 単組・県本部・本部において情報システ
ムのセキュリティを高め、適切な運用をは
かるとともに、引き続き組合員の個人情報
保護対策を講じます。また県本部システム
担当者を対象とする研修・経験交流を実施
します。 

 
【社会にむけた広報活動の推進】 
53. 地域公共サービスの現状と、労働組合へ
の理解と共感を広げるため、社会にむけた
広報・宣伝活動を積極的に行います。報道
機関との定期的な会見やホームページ・Ｓ
ＮＳなどのインターネットを通じた発信の
強化など、世論形成に影響力を持つメディ
アを活用した広報戦略を進めます。 

54. 本部は、次代を担う学生に、公共サービ
スの現状や労働組合の意義・役割について
の認識を深めてもらうことを目的に、大学
等での寄付講座を引き続き進めます。また、
連合・教育文化協会主催の大学での寄付講
座に講師派遣などの協力をします。 

55. 県本部は、地方連合会と連携し、県内の
大学における寄付講座の開講を進めます。
また、県内の高校や専門学校などで、ワー
クルールや労働組合の意義などを教える
「出前講座」の開催を追求し、若年層から
の労働教育の普及と労働組合への理解の促

（94）　第２章　各課題の運動目標
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12.　運動の強化と持続可能な組織づくり　（95）
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【共済推進運動の基本的な取り組み】 
1. 共済推進運動を、労働組合運動との「運
動の両輪」と位置づけ、助け合い・支え合
いの活動として取り組みます。 

2. 共済推進運動の取り組みにより組合員の
単組に対する信頼感を築き、関係を強固に
することを通じて、組織強化・拡大につな
げます。 

 
【共済推進委員会の取り組み】 
3. 本部・県本部・単組は共済推進委員会を
基軸として共済推進運動に取り組みます。 

 ① 本部は、「本部共済推進委員会」にお
いて、自治労共済推進本部と共済推進に
かかる基本方針・事業計画・推進方針・
制度政策に関する協議・策定・共有化を
行うとともに、県本部オルグ等を通じて
取り組み状況や、共済推進に関する諸課
題を協議し、「新たな共済推進方針」で
掲げた、数値目標の達成にむけ具体的な
対策を講じます。 

 ② 本部共済推進委員会は、組合員の保障
ニーズを把握し、よりよいじちろう共済
制度の提供、今後の共済推進運動の強化
につなげるため、引き続き組合員アン
ケートを実施します。 

 ③ 本部共済推進委員会は、こくみん共済 
coopにおける制度改定の動向をいち早く
つかみ、ブロック別や地連別の共済推進
県本部・県支部合同会議などの場を通じ
て県本部との情報共有をはかりつつ、よ
りよい制度の実現をめざします。また、
こくみん共済 coopに対し、組合員の意
見反映を担保するため、十分な組織討議
時間の確保を引き続き求めます。 

 ④ 県本部は、「県本部共済推進委員会」

において、年間活動計画と目標達成にむ
けた取り組みを協議・確認し、共済県支
部、こくみん共済 coop推進本部と連携
して単組における加入推進に取り組みま
す。 

⑤ 県本部・単組は、団体生命共済をはじ
めとする、じちろう共済制度に対する執
行部の理解を深め、執行部の全員加入に
取り組みます。 

 ⑥ 単組は、共済推進運動に取り組む意義
や、共済推進方針を再確認し、年間計画
のもと、執行部全体で主体的に、共済推
進運動に取り組みます。 

 
【具体的な共済推進の取り組み】 
4. 本部共済推進委員会は、共済推進県本
部・県支部合同会議等での意見交換・情報
交換の充実をはかります。 

5. 県本部・単組は、「新たな共済推進方針」
のもと、取り巻く実状に応じ毎年度運動方
針にも共済推進運動を重要な課題として位
置づけます。 

  その上で共済県支部・こくみん共済 coop
推進本部と連携し「新たな共済推進マニュ
アル」に沿った具体的な推進活動を実践し
ます。 
① 単組は職場オルグや組合員むけ説明会、
個別保障相談会等の実施により、団体生
命共済の組織加入の取り扱いや、じちろ
うマイカー共済の弁護士費用等補償特
約【75】による失職防止・起訴防止の取り
組みなどの、じちろう共済制度の周知を
行い、組合員と家族を支える助け合いの
運動への参加を呼びかけます。 

 ② 単組は執行部学習会や執行部全員の共
済加入に取り組み、じちろう共済制度に
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13. 労働者自主福祉運動の推進 
 
 
 労働者自主福祉運動は、組合員相互の助け合いによって組合員とその家族の安心と安定
のくらしを実現するものであり、労働組合の原点ともいえる重要な運動です。昨今の全世
界的な物価上昇により、厳しい生活が続いている組合員にとって、生活の安心・可処分所
得の向上につながる共済制度はますます大きな存在となっています。 
しかし、1982年から取り扱いを開始した団体生命共済の利用組合員は、1990年代後半を

ピークに、2000年代以降は組織率の低下、民間保険との競争などさまざまな要因により減
少の一途を辿りました。 
こうした中、団体生命共済は2022年６月から抜本的な制度改正を行い、医療保障の拡

充、掛金体系の変更、85歳まで継続可能な保障の仕組みとしてじちろう退職者団体生命共
済を新設しました。共済推進委員会を基軸に共済推進運動が力強く展開され、減少傾向
だった新規契約は大きく伸び、また、じちろう退職者団体生命共済は多くの退職者に支持
され、団体生命共済の加入件数は底を打つ兆しがあります。 
この流れを確かなものにするため、「新たな共済推進方針」（2021年５月27日第160回

中央委員会）で掲げた大目標である「じちろう共済に、生涯を通じて、全員加入」を改め
て確認し、当面５年間の目標として確認された数値目標の達成にむけ取り組むとともに、
じちろう共済を生涯保障のメインとする取り組みを進め、「組合員利益の最大化」をめざ
します。 
本部、県本部、単組は、新たな団体生命共済を全面展開する中で、組合員相互の助け合

い・支え合いの意義を再確認するとともに、じちろう共済制度の求心力を組織強化・拡大
につなげ、組合と共済の同時加入の取り組みなどを進め組合員のくらしを守ります。 
一方で、掛金の複雑化などによる単組事務の煩雑化が課題となっていることから、デジ

タル技術の活用による単組事務の軽減・簡略化を、自治労共済推進本部を通じてこくみん
共済 coop＜全労済＞へ求めていくこととします。 
また、「ろうきん運動」と「労福協運動」を積極的に進め、生涯を通じた組合員のサ

ポートに取り組みます。 
【重点課題】 
① 労働者自主福祉運動を、組合員・家族の安心と安定のくらし、自治労組織全体の強

化・拡大を実現するための労働運動として改めて位置づけ、取り組みを強化します。 
② 全県・全単組において、共済推進委員会を基軸とし、「新たな共済推進方針」に基づ
き、「新たな共済推進マニュアル【74】」に沿った共済推進運動を展開し、運動サイクル
とともに共済推進サイクルの確立をめざします。また、コロナ禍の経験で蓄積された動
画コンテンツやオンラインによる推進手法を積極的に活用します。 

 

（96）　第２章　各課題の運動目標
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【共済推進運動の基本的な取り組み】 
1. 共済推進運動を、労働組合運動との「運
動の両輪」と位置づけ、助け合い・支え合
いの活動として取り組みます。 

2. 共済推進運動の取り組みにより組合員の
単組に対する信頼感を築き、関係を強固に
することを通じて、組織強化・拡大につな
げます。 

 
【共済推進委員会の取り組み】 
3. 本部・県本部・単組は共済推進委員会を
基軸として共済推進運動に取り組みます。 

 ① 本部は、「本部共済推進委員会」にお
いて、自治労共済推進本部と共済推進に
かかる基本方針・事業計画・推進方針・
制度政策に関する協議・策定・共有化を
行うとともに、県本部オルグ等を通じて
取り組み状況や、共済推進に関する諸課
題を協議し、「新たな共済推進方針」で
掲げた、数値目標の達成にむけ具体的な
対策を講じます。 

 ② 本部共済推進委員会は、組合員の保障
ニーズを把握し、よりよいじちろう共済
制度の提供、今後の共済推進運動の強化
につなげるため、引き続き組合員アン
ケートを実施します。 

 ③ 本部共済推進委員会は、こくみん共済 
coopにおける制度改定の動向をいち早く
つかみ、ブロック別や地連別の共済推進
県本部・県支部合同会議などの場を通じ
て県本部との情報共有をはかりつつ、よ
りよい制度の実現をめざします。また、
こくみん共済 coopに対し、組合員の意
見反映を担保するため、十分な組織討議
時間の確保を引き続き求めます。 

 ④ 県本部は、「県本部共済推進委員会」

において、年間活動計画と目標達成にむ
けた取り組みを協議・確認し、共済県支
部、こくみん共済 coop推進本部と連携
して単組における加入推進に取り組みま
す。 

⑤ 県本部・単組は、団体生命共済をはじ
めとする、じちろう共済制度に対する執
行部の理解を深め、執行部の全員加入に
取り組みます。 

 ⑥ 単組は、共済推進運動に取り組む意義
や、共済推進方針を再確認し、年間計画
のもと、執行部全体で主体的に、共済推
進運動に取り組みます。 

 
【具体的な共済推進の取り組み】 
4. 本部共済推進委員会は、共済推進県本
部・県支部合同会議等での意見交換・情報
交換の充実をはかります。 

5. 県本部・単組は、「新たな共済推進方針」
のもと、取り巻く実状に応じ毎年度運動方
針にも共済推進運動を重要な課題として位
置づけます。 

  その上で共済県支部・こくみん共済 coop
推進本部と連携し「新たな共済推進マニュ
アル」に沿った具体的な推進活動を実践し
ます。 
① 単組は職場オルグや組合員むけ説明会、
個別保障相談会等の実施により、団体生
命共済の組織加入の取り扱いや、じちろ
うマイカー共済の弁護士費用等補償特
約【75】による失職防止・起訴防止の取り
組みなどの、じちろう共済制度の周知を
行い、組合員と家族を支える助け合いの
運動への参加を呼びかけます。 

 ② 単組は執行部学習会や執行部全員の共
済加入に取り組み、じちろう共済制度に
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 労働者自主福祉運動は、組合員相互の助け合いによって組合員とその家族の安心と安定
のくらしを実現するものであり、労働組合の原点ともいえる重要な運動です。昨今の全世
界的な物価上昇により、厳しい生活が続いている組合員にとって、生活の安心・可処分所
得の向上につながる共済制度はますます大きな存在となっています。 
しかし、1982年から取り扱いを開始した団体生命共済の利用組合員は、1990年代後半を

ピークに、2000年代以降は組織率の低下、民間保険との競争などさまざまな要因により減
少の一途を辿りました。 
こうした中、団体生命共済は2022年６月から抜本的な制度改正を行い、医療保障の拡

充、掛金体系の変更、85歳まで継続可能な保障の仕組みとしてじちろう退職者団体生命共
済を新設しました。共済推進委員会を基軸に共済推進運動が力強く展開され、減少傾向
だった新規契約は大きく伸び、また、じちろう退職者団体生命共済は多くの退職者に支持
され、団体生命共済の加入件数は底を打つ兆しがあります。 
この流れを確かなものにするため、「新たな共済推進方針」（2021年５月27日第160回

中央委員会）で掲げた大目標である「じちろう共済に、生涯を通じて、全員加入」を改め
て確認し、当面５年間の目標として確認された数値目標の達成にむけ取り組むとともに、
じちろう共済を生涯保障のメインとする取り組みを進め、「組合員利益の最大化」をめざ
します。 
本部、県本部、単組は、新たな団体生命共済を全面展開する中で、組合員相互の助け合

い・支え合いの意義を再確認するとともに、じちろう共済制度の求心力を組織強化・拡大
につなげ、組合と共済の同時加入の取り組みなどを進め組合員のくらしを守ります。 
一方で、掛金の複雑化などによる単組事務の煩雑化が課題となっていることから、デジ

タル技術の活用による単組事務の軽減・簡略化を、自治労共済推進本部を通じてこくみん
共済 coop＜全労済＞へ求めていくこととします。 
また、「ろうきん運動」と「労福協運動」を積極的に進め、生涯を通じた組合員のサ

ポートに取り組みます。 
【重点課題】 
① 労働者自主福祉運動を、組合員・家族の安心と安定のくらし、自治労組織全体の強
化・拡大を実現するための労働運動として改めて位置づけ、取り組みを強化します。 

② 全県・全単組において、共済推進委員会を基軸とし、「新たな共済推進方針」に基づ
き、「新たな共済推進マニュアル【74】」に沿った共済推進運動を展開し、運動サイクル
とともに共済推進サイクルの確立をめざします。また、コロナ禍の経験で蓄積された動
画コンテンツやオンラインによる推進手法を積極的に活用します。 

 

13.　労働者自主福祉運動の推進　（97）
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12. 長期共済・税制適格年金については、早
期の加入がセカンドライフにおける安心の
生活につながることから、団体生命共済の
継続募集やスポット募集の機会を中心に積
極的に推進します。 

 
【安定した共済事業の体制構築】 
13. 組合員へ良質な制度を提供するため、ま
た組合員利益の確保のため、こくみん共済 
coopに対し次の事業運営を求めます。 

 ① 2025年５月までの「中経2025【78】」の
実行にあたり、優位性のある制度提供お
よび労働組合の共済推進運動の強化に資
する事業運営を求めます。 

 ② 共済推進委員会を基軸とした推進体制
の維持、ならびに自治労職域の特性を踏
まえた事業運営がなされるよう求めます。 

 ③ 単組が共済推進に注力できるよう、デ
ジタル技術の活用をはじめとした単組・
組合員の手続きの負荷軽減と利便性の向
上を求めます。また、単組の共済運動の
水準を維持・向上するため、単組事務手
数料を維持するよう求めます。 

④ ＥＳＧに考慮した取り組みや、社会貢
献活動への積極的な関与を求めます。 

 
【産別統合に伴う加入推進の取り組み】 
14. 全国一般評議会および都市公共交通評議
会については、引き続きじちろう共済制度
の利用を促進するとともに、事務管理をは
じめとする諸課題の整理とその解決にむけ
て取り組みます。 

 
【コンプライアンスの強化・徹底】 
15. 事件や事故の発生防止のため、県本部・
単組の執行部および共済推進を担う役員や

担当者、書記などへの教育・研修等を通じ
て、コンプライアンスの強化・徹底をはか
ります。 

 
【情報公開、広報宣伝活動の推進】 
16. 機関紙「じちろう」や、自治労共済推進
本部のＨＰ、事業報告「アニュアルレポー
ト」などを通じて、組合員へ十分な情報開
示・説明責任を果たします。 

 
【ろうきん運動の推進】 
17. 県本部・単組は、各県労金営業本部や支
店と連携し、組合員の生涯の資金計画を支
えるとともに、組合員の生活向上をめざし、
ろうきん運動を積極的に進めます。 

 ① 組合員の資産形成・財産形成のため、
労金口座を開設して給与振込口座に指定
する運動に取り組むとともに、財形貯蓄
などの活用拡大に取り組みます。とくに、
新入組合員および臨時・非常勤等職員に
対する取り組みを強化します。 

 ② 労金ローンを活用することで組合員の
生活改善につながる取り組みを進めます。 

 ③ 個人型確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）に
ついては、組合員に対して、制度の特性
やリスクを含めた十分な情報提供を行い
ます。 

 ④ 自然災害の被災時などの緊急融資制度
の周知など、組合員の生活支援につなが
る取り組みを進めます。 

 
【労福協運動の推進】 
18. 県本部・単組は、各県の労働者福祉協議
会（労福協）と連携し、ワンストップサー
ビス、ライフサポートセンター【79】など勤
労者を支える労福協運動を進めます。 
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ついて、動画コンテンツ等を活用し自律
的な組合員オルグができるよう体制を整
えます。 

 ③ 新規採用者については、若手組合員や
共済県支部等と連携して、組合と団体生
命共済の同時加入に取り組みます。あわ
せて長期共済やじちろうマイカー共済の
推進に取り組みます。 

 ④ 若年層をはじめ未加入者については、
共済の意義や理念を粘り強く伝え、推進
に取り組みます。 

 ⑤ 既加入者については、ライフステージ
に応じた適正保障額を案内し、生涯保障
のメインとするための取り組みを進めま
す。 

 ⑥ 非正規労働者や会計年度任用職員の組
織強化・拡大にむけて、団体生命共済
（小口型含む）やじちろうマイカー共済
を積極的に活用します。 

6. 県本部は、「加入拡大モデル単組【76】」
を設定し、主軸制度である団体生命共済を
中心に加入拡大をはかり、基本的な推進サ
イクルを確立するとともに、じちろう共済
運動の裾野を広げていくことをめざします。
取り組みにあたっては県本部共済推進委員
会を基軸に、当該単組とともに計画を協議
し、共済推進運動の確実な実行をめざしま
す。 

7. 本部・県本部は、各評議会など横断組織
と連携し、各種会議・集会において共済周
知や共済ブースの設置など共済推進運動を
展開します。 

8. 共済の加入継続は、組合の脱退等の抑止
や役職定年・再任用・再雇用後の組織化に
も有効であることを踏まえ、単組は組合員
にじちろう共済利用の意義や制度の優位性

を周知し、解約の未然防止に取り組みます。 
 
【共済推進運動の教育活動】 
9. 共済推進にあたっては、県本部・単組の
執行部をはじめとして、共済推進を担う役
員や担当者、書記などの労働者自主福祉運
動やじちろう共済制度への十分な理解が重
要です。そのため、県本部共済推進委員会
の活動支援として交付される「共済推進県
本部交付金」を活用し、次の取り組みを行
います。 

 ① 県本部は、共済県支部・こくみん共済 
coop推進本部と連携し、共済に対する意
識や知識の全県的な向上をめざした県本
部共済集会、各種学習会・セミナーを開
催します。また、好取り組み事例の共有
などにむけ、地連内の連携強化をはかり
ます。 

 ② 単組は、県本部共済推進委員会と連携
し、共済の推進と組織の強化・拡大の運
動がともに前進するように取り組みます。 

10. 本部共済推進委員会は、じちろう全国共
済集会を開催し、取り組み方針などの提起
や、県本部・単組の好取り組み事例の共有
化、外部専門家（ＣＦＰ【77】など）による
推進手法の研修などを行います。 

 
【退職後に備えた取り組み】 
11. 県本部・単組は共済県支部と共同で開催
するセカンドライフセミナーや退職予定者
への個別制度説明を通して、退職後も最長
85歳まで生命保障・医療保障に加入できる
じちろう退職者団体生命共済への全員加入
とともに、じちろうマイカー共済・住まい
る共済の継続利用にむけた取り組みを進め
ます。 

（98）　第２章　各課題の運動目標
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12. 長期共済・税制適格年金については、早
期の加入がセカンドライフにおける安心の
生活につながることから、団体生命共済の
継続募集やスポット募集の機会を中心に積
極的に推進します。 

 
【安定した共済事業の体制構築】 
13. 組合員へ良質な制度を提供するため、ま
た組合員利益の確保のため、こくみん共済 
coopに対し次の事業運営を求めます。 

 ① 2025年５月までの「中経2025【78】」の
実行にあたり、優位性のある制度提供お
よび労働組合の共済推進運動の強化に資
する事業運営を求めます。 

 ② 共済推進委員会を基軸とした推進体制
の維持、ならびに自治労職域の特性を踏
まえた事業運営がなされるよう求めます。 

 ③ 単組が共済推進に注力できるよう、デ
ジタル技術の活用をはじめとした単組・
組合員の手続きの負荷軽減と利便性の向
上を求めます。また、単組の共済運動の
水準を維持・向上するため、単組事務手
数料を維持するよう求めます。 

④ ＥＳＧに考慮した取り組みや、社会貢
献活動への積極的な関与を求めます。 

 
【産別統合に伴う加入推進の取り組み】 
14. 全国一般評議会および都市公共交通評議
会については、引き続きじちろう共済制度
の利用を促進するとともに、事務管理をは
じめとする諸課題の整理とその解決にむけ
て取り組みます。 

 
【コンプライアンスの強化・徹底】 
15. 事件や事故の発生防止のため、県本部・
単組の執行部および共済推進を担う役員や

担当者、書記などへの教育・研修等を通じ
て、コンプライアンスの強化・徹底をはか
ります。 

 
【情報公開、広報宣伝活動の推進】 
16. 機関紙「じちろう」や、自治労共済推進
本部のＨＰ、事業報告「アニュアルレポー
ト」などを通じて、組合員へ十分な情報開
示・説明責任を果たします。 

 
【ろうきん運動の推進】 
17. 県本部・単組は、各県労金営業本部や支
店と連携し、組合員の生涯の資金計画を支
えるとともに、組合員の生活向上をめざし、
ろうきん運動を積極的に進めます。 

 ① 組合員の資産形成・財産形成のため、
労金口座を開設して給与振込口座に指定
する運動に取り組むとともに、財形貯蓄
などの活用拡大に取り組みます。とくに、
新入組合員および臨時・非常勤等職員に
対する取り組みを強化します。 

 ② 労金ローンを活用することで組合員の
生活改善につながる取り組みを進めます。 

 ③ 個人型確定拠出年金（ｉＤｅＣｏ）に
ついては、組合員に対して、制度の特性
やリスクを含めた十分な情報提供を行い
ます。 

 ④ 自然災害の被災時などの緊急融資制度
の周知など、組合員の生活支援につなが
る取り組みを進めます。 

 
【労福協運動の推進】 
18. 県本部・単組は、各県の労働者福祉協議
会（労福協）と連携し、ワンストップサー
ビス、ライフサポートセンター【79】など勤
労者を支える労福協運動を進めます。 
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ついて、動画コンテンツ等を活用し自律
的な組合員オルグができるよう体制を整
えます。 

 ③ 新規採用者については、若手組合員や
共済県支部等と連携して、組合と団体生
命共済の同時加入に取り組みます。あわ
せて長期共済やじちろうマイカー共済の
推進に取り組みます。 

 ④ 若年層をはじめ未加入者については、
共済の意義や理念を粘り強く伝え、推進
に取り組みます。 

 ⑤ 既加入者については、ライフステージ
に応じた適正保障額を案内し、生涯保障
のメインとするための取り組みを進めま
す。 

 ⑥ 非正規労働者や会計年度任用職員の組
織強化・拡大にむけて、団体生命共済
（小口型含む）やじちろうマイカー共済
を積極的に活用します。 

6. 県本部は、「加入拡大モデル単組【76】」
を設定し、主軸制度である団体生命共済を
中心に加入拡大をはかり、基本的な推進サ
イクルを確立するとともに、じちろう共済
運動の裾野を広げていくことをめざします。
取り組みにあたっては県本部共済推進委員
会を基軸に、当該単組とともに計画を協議
し、共済推進運動の確実な実行をめざしま
す。 

7. 本部・県本部は、各評議会など横断組織
と連携し、各種会議・集会において共済周
知や共済ブースの設置など共済推進運動を
展開します。 

8. 共済の加入継続は、組合の脱退等の抑止
や役職定年・再任用・再雇用後の組織化に
も有効であることを踏まえ、単組は組合員
にじちろう共済利用の意義や制度の優位性

を周知し、解約の未然防止に取り組みます。 
 
【共済推進運動の教育活動】 
9. 共済推進にあたっては、県本部・単組の
執行部をはじめとして、共済推進を担う役
員や担当者、書記などの労働者自主福祉運
動やじちろう共済制度への十分な理解が重
要です。そのため、県本部共済推進委員会
の活動支援として交付される「共済推進県
本部交付金」を活用し、次の取り組みを行
います。 

 ① 県本部は、共済県支部・こくみん共済 
coop推進本部と連携し、共済に対する意
識や知識の全県的な向上をめざした県本
部共済集会、各種学習会・セミナーを開
催します。また、好取り組み事例の共有
などにむけ、地連内の連携強化をはかり
ます。 

 ② 単組は、県本部共済推進委員会と連携
し、共済の推進と組織の強化・拡大の運
動がともに前進するように取り組みます。 

10. 本部共済推進委員会は、じちろう全国共
済集会を開催し、取り組み方針などの提起
や、県本部・単組の好取り組み事例の共有
化、外部専門家（ＣＦＰ【77】など）による
推進手法の研修などを行います。 

 
【退職後に備えた取り組み】 
11. 県本部・単組は共済県支部と共同で開催
するセカンドライフセミナーや退職予定者
への個別制度説明を通して、退職後も最長
85歳まで生命保障・医療保障に加入できる
じちろう退職者団体生命共済への全員加入
とともに、じちろうマイカー共済・住まい
る共済の継続利用にむけた取り組みを進め
ます。 

13.　労働者自主福祉運動の推進　（99）
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合理的配慮を行うなど、労働条件と労働環
境の整備に取り組みます。 

 
【質の高い公共サービスの確立】 
10. 本部・県本部・単組は、「現業（職場）
活性化」運動に継続して取り組みます。よ
り質の高い公共サービスを住民に提供する
ために、「職の確立【80】」に取り組み、そ
の事業に必要となる正規職員による人員と
予算の確保を求めます。 

11. 本部・県本部・単組は、「新たな技能
職【81】」の確立にむけ、現状や実態を踏ま
えた現業職員の職務・責任・権限の拡大と、
現場の知恵と工夫を起点とした企画・立案
業務への参加をめざします。そのため、隔
年で現業政策集会を開催し、「職の確立」
にむけた取り組み事例について議論を行う
など、各単組でより実効性のある政策提言
につなげます。 

12. 県本部・単組は地域と連携し、公共サー
ビスを担う現業労働者の日々の取り組みや
仕事の必要性を職場の内外に拡める機会を
設けることにより、社会に欠かすことので
きない職員としての位置づけを明確にしま
す。そのため、本部は動画作成などを通じ
て、地域の実情に応じた質の高い公共サー
ビス事例の紹介をするなど積極的に住民ア
ピール行動に取り組みます。 

13. 総務省要請時の「現業職員は公権力行使
ができない法的根拠はない」との回答を踏
まえ、各県本部・単組は、積極的に「職の
確立」にむけ取り組みます。 

14. 公共民間評議会をはじめとした各評議会
と連携し、職種別の課題や単組での取り組
み成果を共有するなど、地域実情や社会需
要の変化に対応した地域公共サービスの確

立に取り組みます。 
 
【あらゆる差別の撤廃】 
15. 本部・県本部は、いまなお残る現業の職
業・職種に対する偏見・差別を許さない取
り組みを強化します。その上で、あらゆる
差別の撤廃にむけた学習会を開催します。 

 
【民間委託の阻止】 
16. 本部は、地方財政計画に関わる骨太方針
や各省庁での研究会議論の内容が、現業職
場に及ぼす影響が非常に大きいことを踏ま
え、「自治体現場力による質の高い公共
サービスを実現する集会」などを開催し、
県本部・単組に迅速かつ的確に情報を発信
します。 

17. 本部は、地域の実情を無視し、公共サー
ビスの委託化等を強要する国の圧力に対し
て、公共サービスの質を低下させない観点
から反対します。県本部・単組は、自治体
現場力を活用した質の高い公共サービスの
確立に取り組むことにより、直営の必要性
に対する自治体当局および地域住民の理解
を深めます。 

18. 本部は、トップランナー方式の導入が結
果的に民間委託・人件費削減へと自治体政
策を誘導し、現業職員の削減に大きな影響
を与えたことから、さらなる民間委託等の
導入を強制することがないよう、総務省・
政党対策への要請等を強化します。その上
で、民間委託後のサービス水準や財政効果
について検証を求めます。 

19. 各県本部・単組は、委託提案された際、
財政効果や委託後におけるサービス水準に
ついて当局に検証させるなど、安易に民間
委託させないよう取り組みます。 
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1. 現業労働者の取り組み 
 
 
【現業評議会の組織強化】 
1. 県本部・単組は、自治体単組において、
現業評議会が持つ労働協約締結権の活用が
組織の根幹を担うことを再確認し、評議会
の結成に取り組みます。その上で、組織力
低下や役員の担い手不足により評議会の解
散、休止を決断する単組が見受けられるこ
とから、会計年度任用職員を含めた現業評
議会の結成・運営も含め、すべての単組で
の現業評議会の結成に取り組みます。 

2. 県本部・単組は労働委員会に対し、救済
申し立てなどを行う際、労働組合法に規定
する労働組合規約の要件に不備があること
を理由に受理されないケースが散見される
ことを踏まえ、現業評議会規約の点検・整
備に取り組みます。 

3. 県本部・単組は、組合員の賃金・労働条
件の決定は、労使の交渉・合意が前提であ
ることから、交渉サイクルの確立にむけ取
り組みます。あわせて、事前協議制の確立
と労働協約の締結に取り組むとともに、経
営形態の変更等に関しても労使交渉・協議
の対象とするよう、労使関係の確立をめざ
します。 

4. 県本部・単組は現業職場における組織拡
大にむけ、新規採用職員や未加入者の組合
加入に積極的に取り組みます。あわせて、
再任用職員等の組織化を進め、現業評議会
における組織化の推進に取り組みます。 

5. 本部は、労働運動へ参加しやすい環境を
整備し、多様性を認める意識の醸成にむけ

現業セミナーの開催などを通じて、組織課
題、政策課題の解決に取り組みます。とり
わけ県本部・単組における若年層や女性組
合員の人材育成と現評運動の継承が重要課
題であることを踏まえ、次代を担う人材を
対象とした学習会を開催します。 

6. 本部は、現業組織集会を隔年で開催し、
定年引き上げの課題や組織強化課題をはじ
め、会計年度任用職員の組織化や政治闘争
の必要性など、現業評議会が抱える組織課
題の解決にむけて、議論を行います。 

 
【現業職場の人員確保】 
7. 本部は、現業職場の最重要課題は人員確
保であるとの認識のもと、現業・公企統一
闘争での人員確保の取り組みを強化するこ
とはもとより、各種集会やセミナーなどを
通じて新規採用を獲得した単組からの事
例・取り組み報告など情報共有に取り組み
ます。また、総務省の圧力が採用抑制につ
ながることがないよう省庁・国会対策を強
化します。その上で、県本部は、都道府県
市区町村課などが誤った指導・助言を行う
ことがないよう、要請行動に取り組みます。 

8. 新規採用者が増加傾向であるものの、単
組や職種によっては、長期間にわたり新規
採用がないことから、これらを対象とした
学習会等を開催し、情報共有をはかります。 

9. 県本部・単組は、現業職場における障害
者雇用の促進をはかるとともに、支援員の
配置など安心して働き続けることができる
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合理的配慮を行うなど、労働条件と労働環
境の整備に取り組みます。 

 
【質の高い公共サービスの確立】 
10. 本部・県本部・単組は、「現業（職場）
活性化」運動に継続して取り組みます。よ
り質の高い公共サービスを住民に提供する
ために、「職の確立【80】」に取り組み、そ
の事業に必要となる正規職員による人員と
予算の確保を求めます。 

11. 本部・県本部・単組は、「新たな技能
職【81】」の確立にむけ、現状や実態を踏ま
えた現業職員の職務・責任・権限の拡大と、
現場の知恵と工夫を起点とした企画・立案
業務への参加をめざします。そのため、隔
年で現業政策集会を開催し、「職の確立」
にむけた取り組み事例について議論を行う
など、各単組でより実効性のある政策提言
につなげます。 

12. 県本部・単組は地域と連携し、公共サー
ビスを担う現業労働者の日々の取り組みや
仕事の必要性を職場の内外に拡める機会を
設けることにより、社会に欠かすことので
きない職員としての位置づけを明確にしま
す。そのため、本部は動画作成などを通じ
て、地域の実情に応じた質の高い公共サー
ビス事例の紹介をするなど積極的に住民ア
ピール行動に取り組みます。 

13. 総務省要請時の「現業職員は公権力行使
ができない法的根拠はない」との回答を踏
まえ、各県本部・単組は、積極的に「職の
確立」にむけ取り組みます。 

14. 公共民間評議会をはじめとした各評議会
と連携し、職種別の課題や単組での取り組
み成果を共有するなど、地域実情や社会需
要の変化に対応した地域公共サービスの確

立に取り組みます。 
 
【あらゆる差別の撤廃】 
15. 本部・県本部は、いまなお残る現業の職
業・職種に対する偏見・差別を許さない取
り組みを強化します。その上で、あらゆる
差別の撤廃にむけた学習会を開催します。 

 
【民間委託の阻止】 
16. 本部は、地方財政計画に関わる骨太方針
や各省庁での研究会議論の内容が、現業職
場に及ぼす影響が非常に大きいことを踏ま
え、「自治体現場力による質の高い公共
サービスを実現する集会」などを開催し、
県本部・単組に迅速かつ的確に情報を発信
します。 

17. 本部は、地域の実情を無視し、公共サー
ビスの委託化等を強要する国の圧力に対し
て、公共サービスの質を低下させない観点
から反対します。県本部・単組は、自治体
現場力を活用した質の高い公共サービスの
確立に取り組むことにより、直営の必要性
に対する自治体当局および地域住民の理解
を深めます。 

18. 本部は、トップランナー方式の導入が結
果的に民間委託・人件費削減へと自治体政
策を誘導し、現業職員の削減に大きな影響
を与えたことから、さらなる民間委託等の
導入を強制することがないよう、総務省・
政党対策への要請等を強化します。その上
で、民間委託後のサービス水準や財政効果
について検証を求めます。 

19. 各県本部・単組は、委託提案された際、
財政効果や委託後におけるサービス水準に
ついて当局に検証させるなど、安易に民間
委託させないよう取り組みます。 
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1. 現業労働者の取り組み 
 
 
【現業評議会の組織強化】 
1. 県本部・単組は、自治体単組において、
現業評議会が持つ労働協約締結権の活用が
組織の根幹を担うことを再確認し、評議会
の結成に取り組みます。その上で、組織力
低下や役員の担い手不足により評議会の解
散、休止を決断する単組が見受けられるこ
とから、会計年度任用職員を含めた現業評
議会の結成・運営も含め、すべての単組で
の現業評議会の結成に取り組みます。 

2. 県本部・単組は労働委員会に対し、救済
申し立てなどを行う際、労働組合法に規定
する労働組合規約の要件に不備があること
を理由に受理されないケースが散見される
ことを踏まえ、現業評議会規約の点検・整
備に取り組みます。 

3. 県本部・単組は、組合員の賃金・労働条
件の決定は、労使の交渉・合意が前提であ
ることから、交渉サイクルの確立にむけ取
り組みます。あわせて、事前協議制の確立
と労働協約の締結に取り組むとともに、経
営形態の変更等に関しても労使交渉・協議
の対象とするよう、労使関係の確立をめざ
します。 

4. 県本部・単組は現業職場における組織拡
大にむけ、新規採用職員や未加入者の組合
加入に積極的に取り組みます。あわせて、
再任用職員等の組織化を進め、現業評議会
における組織化の推進に取り組みます。 

5. 本部は、労働運動へ参加しやすい環境を
整備し、多様性を認める意識の醸成にむけ

現業セミナーの開催などを通じて、組織課
題、政策課題の解決に取り組みます。とり
わけ県本部・単組における若年層や女性組
合員の人材育成と現評運動の継承が重要課
題であることを踏まえ、次代を担う人材を
対象とした学習会を開催します。 

6. 本部は、現業組織集会を隔年で開催し、
定年引き上げの課題や組織強化課題をはじ
め、会計年度任用職員の組織化や政治闘争
の必要性など、現業評議会が抱える組織課
題の解決にむけて、議論を行います。 

 
【現業職場の人員確保】 
7. 本部は、現業職場の最重要課題は人員確
保であるとの認識のもと、現業・公企統一
闘争での人員確保の取り組みを強化するこ
とはもとより、各種集会やセミナーなどを
通じて新規採用を獲得した単組からの事
例・取り組み報告など情報共有に取り組み
ます。また、総務省の圧力が採用抑制につ
ながることがないよう省庁・国会対策を強
化します。その上で、県本部は、都道府県
市区町村課などが誤った指導・助言を行う
ことがないよう、要請行動に取り組みます。 

8. 新規採用者が増加傾向であるものの、単
組や職種によっては、長期間にわたり新規
採用がないことから、これらを対象とした
学習会等を開催し、情報共有をはかります。 

9. 県本部・単組は、現業職場における障害
者雇用の促進をはかるとともに、支援員の
配置など安心して働き続けることができる

1.　現業労働者の取り組み　（103）
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会の開催状況や内容、職場点検の実施状況
などを把握することで労働災害の撲滅にむ
けた取り組みを強化します。 

31. 近年、現業職員の業務の性質上、腰痛や
指曲がり症など労災認定されにくい状況を
踏まえ、単組は、労災の因果関係の明確化
にむけ「健康診断」などの充実を求めます。 

32. 本部は、「現業職場から労働災害を一掃
する職場集会」について、現業職場の実態
に応じたより実効性の高い取り組みを検討
し、現業職場からの労働災害の撲滅をめざ
します。 

 
【現業・公企統一闘争の推進】 
33. 本部・県本部・単組は、質の高い公共
サービスを実現するため、必要な人員と予
算の確保や公共サービスに携わるすべての
労働者の処遇改善を求め、現業・公企統一
闘争を産別統一闘争として取り組みます。
第１次統一闘争にすべての県本部が結集す
るとともに、取り組みが行えていない単組
への県本部による指導体制の強化をはかり、
全単組で取り組む統一闘争をめざします。 

34. 県本部は、各県本部が設置した闘争委員
会において、全国統一基準日を基本に各県
本部が設定した基準日への結集にむけ、日
常からの闘争推進にむけたオルグ実施など
に取り組みます。単組交渉日では県本部待
機態勢のもと、県内各単組の取り組み状況
の把握や取り組み支援、妥結基準の確認を
はじめ、全単組・全組合員が結集する統一
闘争を構築します。 

 
【会計年度任用職員等の組織化および民間委
託労働者との連携】 

35. 本部・県本部・単組は、会計年度任用職

員等の仲間が地域公共サービスの提供を支
えるために欠かすことのできない存在であ
ることから、組織化に取り組みます。 

36. 本部は、これまでの運動を停滞させるこ
となくより一層の推進にむけ三役・常任幹
事会を通じて、県本部現業評議会での組織
化の進捗状況を把握します。さらに、組織
化が実現した単組の事例を掲載した事例集
を本部・県本部・単組で活用し、組織化の
意義と手法を徹底します。 

37. 本部・県本部・単組は、賃金センサスに
おいて同一または類似職種の委託労働者と
の賃金比較がされ現業職員の賃金抑制が強
硬に推し進められていることや、官民が一
体となって質の高い公共サービスを確立し
なければならないことなどを踏まえ、民間
委託労働者の処遇改善にむけ連携します。 

 
【迅速な災害・感染症対応】 
38. 本部は、自然災害やコロナ禍での経験を
もとに、さまざまな対応における課題を洗
い出し、「災害時に現業職員が力を発揮す
るための５つの提言【82】」を改定するとと
もに、災害・感染症発生時などあらゆる事
態に対する初動体制の確立にむけ、議論し
共有化をはかります。あわせて、現場実態
に応じた内容となるよう、業務継続計画の
充実にむけ取り組みます。 
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【現業賃金抑制圧力への対応】 
20. 本部は、安易な国や民間との賃金比較に
ついては、①国と地方自治体の技能労務職
員の業務内容の違い、②賃金センサスにつ
いて、比較対象の違いや業務内容の違いを
明確にするなど、賃金の抑制に反対します。
その上で、総務省の圧力が自治体現業職員
の賃金抑制につながることがないよう、省
庁・国会対策を強化します。 

21. 本部・県本部は、現業職員に対する賃金
抑制を許さない取り組みを強化するため、
現業賃金の現状や課題解決にむけた取り組
みなど賃金課題に対する学習会を開催しま
す。あわせて、60歳を超える常勤職員の賃
金については、多くの課題が山積している
ことから、モチベーションの維持も含めて、
業務内容に応じた賃金改善にむけ取り組み
ます。 

22. 行政職(二)表の導入を条件に新規採用が
行われている実態が見受けられることから、
県本部・単組は、同一労働同一賃金の観点
や職場内の分断化をさせないため新規採用
者をはじめ、あらゆる雇用形態の賃金改善
にむけ取り組みます。 

23. 現業職場で働く会計年度任用職員の賃金
は、正規職員と同様の業務を担いながらも、
賃金抑制の実態が見受けられることから、
同じ関係法令が適用されることを踏まえ、
労使合意の前提のもと、正規職員との均
衡・権衡をめざし取り組みます。 

24. 定年引き上げに伴い、総務省が人事評価
結果の活用について一層圧力を強めてくる
ことが想定されることから、単組は評価結
果の活用は、給与・処遇等に影響を及ぼす
重大な労働条件の変更であるため交渉事項
であることを労使で確認します。 

【定年引き上げへの対応】 
25. 各県本部・単組は総務省通知を踏まえ、
定年退職者がいない年度であっても、採用
抑制させることなく公共サービスの提供体
制に必要な人員確保にむけ取り組みます。 

26. 暫定再任用職員や定年前再任用短時間職
員などの運用では、定年退職を迎える前と
同様の仕事をしているにもかかわらず、不
利な賃金・労働条件で業務にあたっている
実態を踏まえ、単組は、退職時の級での再
任用を基本として、業務量・責任に応じた
賃金改善を求めます。 

27. 現業職員の再任用を認めない自治体や希
望すらとらない自治体が存在することから、
県本部・単組は、これまでの制度運用に対
する検証を行うとともに、希望者すべてが
制度を活用できるよう、当局交渉を強化し
ます。 

28. 本部は各部会を通じて職種や現場実態に
応じた業務内容や働き方などについて議論
し、情報共有をはかります。その上で単組
は、各職場における高年齢労働者の働き方
について労使で協議するなど誰もが安全で
安心して働き続けられる職場を確立します。 

 
【労働災害の撲滅】 
29. 本部は、現業職場では多くの労働災害が
発生している現状を踏まえ、各単組で重大
災害が発生した際に報告を求め共有化をは
かり、分析し同一・類似災害の撲滅をめざ
します。 

30. 単組は、労働災害の再発防止と労働安全
衛生活動の強化をはかることを目的に、す
べての職場において安全衛生委員会を設置
します。その上で、法律で定められている
月１回の定例開催を基本に、安全衛生委員

（104）　第３章　各部門の運動目標
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会の開催状況や内容、職場点検の実施状況
などを把握することで労働災害の撲滅にむ
けた取り組みを強化します。 

31. 近年、現業職員の業務の性質上、腰痛や
指曲がり症など労災認定されにくい状況を
踏まえ、単組は、労災の因果関係の明確化
にむけ「健康診断」などの充実を求めます。 

32. 本部は、「現業職場から労働災害を一掃
する職場集会」について、現業職場の実態
に応じたより実効性の高い取り組みを検討
し、現業職場からの労働災害の撲滅をめざ
します。 

 
【現業・公企統一闘争の推進】 
33. 本部・県本部・単組は、質の高い公共
サービスを実現するため、必要な人員と予
算の確保や公共サービスに携わるすべての
労働者の処遇改善を求め、現業・公企統一
闘争を産別統一闘争として取り組みます。
第１次統一闘争にすべての県本部が結集す
るとともに、取り組みが行えていない単組
への県本部による指導体制の強化をはかり、
全単組で取り組む統一闘争をめざします。 

34. 県本部は、各県本部が設置した闘争委員
会において、全国統一基準日を基本に各県
本部が設定した基準日への結集にむけ、日
常からの闘争推進にむけたオルグ実施など
に取り組みます。単組交渉日では県本部待
機態勢のもと、県内各単組の取り組み状況
の把握や取り組み支援、妥結基準の確認を
はじめ、全単組・全組合員が結集する統一
闘争を構築します。 

 
【会計年度任用職員等の組織化および民間委
託労働者との連携】 

35. 本部・県本部・単組は、会計年度任用職

員等の仲間が地域公共サービスの提供を支
えるために欠かすことのできない存在であ
ることから、組織化に取り組みます。 

36. 本部は、これまでの運動を停滞させるこ
となくより一層の推進にむけ三役・常任幹
事会を通じて、県本部現業評議会での組織
化の進捗状況を把握します。さらに、組織
化が実現した単組の事例を掲載した事例集
を本部・県本部・単組で活用し、組織化の
意義と手法を徹底します。 

37. 本部・県本部・単組は、賃金センサスに
おいて同一または類似職種の委託労働者と
の賃金比較がされ現業職員の賃金抑制が強
硬に推し進められていることや、官民が一
体となって質の高い公共サービスを確立し
なければならないことなどを踏まえ、民間
委託労働者の処遇改善にむけ連携します。 

 
【迅速な災害・感染症対応】 
38. 本部は、自然災害やコロナ禍での経験を
もとに、さまざまな対応における課題を洗
い出し、「災害時に現業職員が力を発揮す
るための５つの提言【82】」を改定するとと
もに、災害・感染症発生時などあらゆる事
態に対する初動体制の確立にむけ、議論し
共有化をはかります。あわせて、現場実態
に応じた内容となるよう、業務継続計画の
充実にむけ取り組みます。 
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【現業賃金抑制圧力への対応】 
20. 本部は、安易な国や民間との賃金比較に
ついては、①国と地方自治体の技能労務職
員の業務内容の違い、②賃金センサスにつ
いて、比較対象の違いや業務内容の違いを
明確にするなど、賃金の抑制に反対します。
その上で、総務省の圧力が自治体現業職員
の賃金抑制につながることがないよう、省
庁・国会対策を強化します。 

21. 本部・県本部は、現業職員に対する賃金
抑制を許さない取り組みを強化するため、
現業賃金の現状や課題解決にむけた取り組
みなど賃金課題に対する学習会を開催しま
す。あわせて、60歳を超える常勤職員の賃
金については、多くの課題が山積している
ことから、モチベーションの維持も含めて、
業務内容に応じた賃金改善にむけ取り組み
ます。 

22. 行政職(二)表の導入を条件に新規採用が
行われている実態が見受けられることから、
県本部・単組は、同一労働同一賃金の観点
や職場内の分断化をさせないため新規採用
者をはじめ、あらゆる雇用形態の賃金改善
にむけ取り組みます。 

23. 現業職場で働く会計年度任用職員の賃金
は、正規職員と同様の業務を担いながらも、
賃金抑制の実態が見受けられることから、
同じ関係法令が適用されることを踏まえ、
労使合意の前提のもと、正規職員との均
衡・権衡をめざし取り組みます。 

24. 定年引き上げに伴い、総務省が人事評価
結果の活用について一層圧力を強めてくる
ことが想定されることから、単組は評価結
果の活用は、給与・処遇等に影響を及ぼす
重大な労働条件の変更であるため交渉事項
であることを労使で確認します。 

【定年引き上げへの対応】 
25. 各県本部・単組は総務省通知を踏まえ、
定年退職者がいない年度であっても、採用
抑制させることなく公共サービスの提供体
制に必要な人員確保にむけ取り組みます。 

26. 暫定再任用職員や定年前再任用短時間職
員などの運用では、定年退職を迎える前と
同様の仕事をしているにもかかわらず、不
利な賃金・労働条件で業務にあたっている
実態を踏まえ、単組は、退職時の級での再
任用を基本として、業務量・責任に応じた
賃金改善を求めます。 

27. 現業職員の再任用を認めない自治体や希
望すらとらない自治体が存在することから、
県本部・単組は、これまでの制度運用に対
する検証を行うとともに、希望者すべてが
制度を活用できるよう、当局交渉を強化し
ます。 

28. 本部は各部会を通じて職種や現場実態に
応じた業務内容や働き方などについて議論
し、情報共有をはかります。その上で単組
は、各職場における高年齢労働者の働き方
について労使で協議するなど誰もが安全で
安心して働き続けられる職場を確立します。 

 
【労働災害の撲滅】 
29. 本部は、現業職場では多くの労働災害が
発生している現状を踏まえ、各単組で重大
災害が発生した際に報告を求め共有化をは
かり、分析し同一・類似災害の撲滅をめざ
します。 

30. 単組は、労働災害の再発防止と労働安全
衛生活動の強化をはかることを目的に、す
べての職場において安全衛生委員会を設置
します。その上で、法律で定められている
月１回の定例開催を基本に、安全衛生委員

1.　現業労働者の取り組み　（105）
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【組織の強化と拡大】 
6. 組織強化のため、公企評組織が未結成の
単組については、基本単組・県本部と連携
して単組や評議会の結成をめざします。ま
た、公企評がない県本部や活動が低下して
いる県本部については、地連と連携した取
り組みを行い、設立や活性化をめざします。 

7. 公営企業職場で働く新規採用職員組織化
100％、再任用職員や会計年度任用職員の
組合加入、ライフラインに関わる民間労働
者の組織化にむけた取り組みを進めます。 

8. じちろう共済（団体生命共済）への加入
促進にむけ、評議会内における幹事会・集
会において共済制度を周知し、加入拡大と
組織化を一体のものとして、共済推進運動
の底上げをはかります。 

 
【公企労働者の権利の確立】 
9. 公企労働者としての法適用や権利の理解、
労働条件の改善や権利の拡大、事前協議や
労使交渉による協約締結など、「公営企業
労働者の権利Ｑ＆Ａ（全面改訂版）」を活
用した学習会を、地連や県本部で開催しま
す。さらに、公営企業に精通した活動家育
成を最重要課題と位置づけ、「さきがけ公
企塾」を開催します。 

 
【安全で快適な職場環境の確立】 
10. 公企職場において、労働環境を守り、事
故を防ぐため、労働安全衛生活動の活性化
を進めます。また、非正規労働者や民間労
働者を含むすべての労働者の参画による労
働安全衛生活動をめざして取り組みます。 

 
【現業・公企統一闘争の推進】 
11. 現業・公企統一闘争を制度・政策要求・

人員確保や予算要求のたたかいなどと結合
させて取り組みます。産別闘争として一層
の前進をはかるため、協約締結権を最大限
に発揮し、要求－交渉－妥結サイクルの確
立とすべての単組・組合員が結集する闘争
として取り組みます。 

 
【循環型社会の推進】 
12. 「水循環基本法」の理念を踏まえ、流域
での水循環の取り組みについて情報交換に
努めます。 

13. 「自治労水週間」では、公営によるサー
ビス提供の重要性を直接住民に訴えるとと
もに、１県１行動を基本に各県本部の積極
的な取り組みを進めます。また、水週間の
期間である８月１日「水の日」の周知に努
めます。 

14. 循環型社会をめざし、施設や資源を有効
活用して得られた自然（クリーン）エネル
ギーの地産地消による地域分散型再生可能
エネルギー政策の推進を働きかけます。 

 
【水道部門の取り組み】 
15. 水道行政については2024年４月から水道
整備・管理行政の全般は国土交通省が、水
道水質基準の策定等は環境省の所管となり
ます。移管後も安定した事業推進を行える
ように、必要な予算について確保するとと
もに、補助金（率）等の増額や申請する要
件についても有効に活用できるよう、引き
続き省庁要請を行います。 

16. 水道事業の基盤強化については、まず
個々の事業体での基盤強化を前提とし、都
道府県が策定する「水道基盤強化計画」に、
水道事業で働く労働者や住民の意見を反映
する取り組みを進めます。また、事業実施
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2. 公企労働者の取り組み 
 
 
【地方公営企業の責任と役割の発揮】 
1. 地方公営企業職場で働くことの責任と役
割を発揮し、質の高い公共サービスを持続
して提供するための中長期的な政策や展望
について、事業を担う労働者の視点から議
論の活性化をはかり、課題解決にむけ各省
庁へ働きかけます。 

2. ライフライン事業がめざす「安心・安
全・安定」の良質な公共サービスを実践す
るため、中長期の経営計画について労働組
合との事前協議を事業管理者に求め、業務
量に応じた適正な定数配置と災害時や緊急
対応などを考慮した人員配置の取り組みを
強化します。 

3. 施設の老朽化による改修・更新、耐震化
対策等を推進するため、国庫補助および交
付金制度の拡充を行うとともに、より多く
の事業体が利用できる制度を検討するよう、
各省庁に求めます。また、総務省に対して、
事業の規模等により高料金とならざるを得
ない事業体への対策として、地方財政措置
の拡大を求めます。 

4. 政府による「公的サービスの産業化・外
部化」の強引な推進に対して、持続的で質
の高い公共サービスを提供するため、本来
地方自治体が担うべき公的責任の放棄につ
ながらないよう、以下のことに取り組みま
す。 

 ① ＰＰＰ／ＰＦＩや、新たな官民連携方
式ウォーターＰＰＰ【83】(管理・更新一
体マネジメントの後コンセッションに移

行する方式）は、長期間におよび利潤追
求の民間企業に運営を委ねることにより、
自治体の関与が希薄となり人材や技術力
も失われていくことや、倒産や危機管理
対応などのリスクが増えること、料金高
騰やサービスの悪化を招く恐れがあるこ
とから、「安心・安全・安定」の良質な
公共サービスを守るため導入に反対する
取り組みを強化します。 

 ② 事業を取り巻く環境やそれぞれの公共
サービスの目的を鑑みずに事業譲渡や廃
止、統合が行われないよう必要な対策に
取り組みます。 

 ③ 料金の適正化を求めるとともに人員確
保、技術継承や人材育成手法の確立を求
めます。 

 ④ 広域化や官民連携に関しては、検討段
階から十分な労使協議と、議会や住民へ
の説明責任を事業管理者へ求めます。 

 ⑤ 「水」の公的機関の必要性を広く伝え
るため、国連が定めた「３・22世界水の
日」など、国際公務労連加盟組合日本協
議会（ＰＳＩ－ＪＣ）と連携した取り組
みを行います。 

5. 全国の災害対応の課題を共有化し、「ラ
イフラインのための危機管理指針（改訂
版）」を活用して、各事業体で策定された
災害対応マニュアルなどを労働者の視点で
精査し改善を求めます。 

（106）　第３章　各部門の運動目標
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【組織の強化と拡大】 
6. 組織強化のため、公企評組織が未結成の
単組については、基本単組・県本部と連携
して単組や評議会の結成をめざします。ま
た、公企評がない県本部や活動が低下して
いる県本部については、地連と連携した取
り組みを行い、設立や活性化をめざします。 

7. 公営企業職場で働く新規採用職員組織化
100％、再任用職員や会計年度任用職員の
組合加入、ライフラインに関わる民間労働
者の組織化にむけた取り組みを進めます。 

8. じちろう共済（団体生命共済）への加入
促進にむけ、評議会内における幹事会・集
会において共済制度を周知し、加入拡大と
組織化を一体のものとして、共済推進運動
の底上げをはかります。 

 
【公企労働者の権利の確立】 
9. 公企労働者としての法適用や権利の理解、
労働条件の改善や権利の拡大、事前協議や
労使交渉による協約締結など、「公営企業
労働者の権利Ｑ＆Ａ（全面改訂版）」を活
用した学習会を、地連や県本部で開催しま
す。さらに、公営企業に精通した活動家育
成を最重要課題と位置づけ、「さきがけ公
企塾」を開催します。 

 
【安全で快適な職場環境の確立】 
10. 公企職場において、労働環境を守り、事
故を防ぐため、労働安全衛生活動の活性化
を進めます。また、非正規労働者や民間労
働者を含むすべての労働者の参画による労
働安全衛生活動をめざして取り組みます。 

 
【現業・公企統一闘争の推進】 
11. 現業・公企統一闘争を制度・政策要求・

人員確保や予算要求のたたかいなどと結合
させて取り組みます。産別闘争として一層
の前進をはかるため、協約締結権を最大限
に発揮し、要求－交渉－妥結サイクルの確
立とすべての単組・組合員が結集する闘争
として取り組みます。 

 
【循環型社会の推進】 
12. 「水循環基本法」の理念を踏まえ、流域
での水循環の取り組みについて情報交換に
努めます。 

13. 「自治労水週間」では、公営によるサー
ビス提供の重要性を直接住民に訴えるとと
もに、１県１行動を基本に各県本部の積極
的な取り組みを進めます。また、水週間の
期間である８月１日「水の日」の周知に努
めます。 

14. 循環型社会をめざし、施設や資源を有効
活用して得られた自然（クリーン）エネル
ギーの地産地消による地域分散型再生可能
エネルギー政策の推進を働きかけます。 

 
【水道部門の取り組み】 
15. 水道行政については2024年４月から水道
整備・管理行政の全般は国土交通省が、水
道水質基準の策定等は環境省の所管となり
ます。移管後も安定した事業推進を行える
ように、必要な予算について確保するとと
もに、補助金（率）等の増額や申請する要
件についても有効に活用できるよう、引き
続き省庁要請を行います。 

16. 水道事業の基盤強化については、まず
個々の事業体での基盤強化を前提とし、都
道府県が策定する「水道基盤強化計画」に、
水道事業で働く労働者や住民の意見を反映
する取り組みを進めます。また、事業実施
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2. 公企労働者の取り組み 
 
 
【地方公営企業の責任と役割の発揮】 
1. 地方公営企業職場で働くことの責任と役
割を発揮し、質の高い公共サービスを持続
して提供するための中長期的な政策や展望
について、事業を担う労働者の視点から議
論の活性化をはかり、課題解決にむけ各省
庁へ働きかけます。 

2. ライフライン事業がめざす「安心・安
全・安定」の良質な公共サービスを実践す
るため、中長期の経営計画について労働組
合との事前協議を事業管理者に求め、業務
量に応じた適正な定数配置と災害時や緊急
対応などを考慮した人員配置の取り組みを
強化します。 

3. 施設の老朽化による改修・更新、耐震化
対策等を推進するため、国庫補助および交
付金制度の拡充を行うとともに、より多く
の事業体が利用できる制度を検討するよう、
各省庁に求めます。また、総務省に対して、
事業の規模等により高料金とならざるを得
ない事業体への対策として、地方財政措置
の拡大を求めます。 

4. 政府による「公的サービスの産業化・外
部化」の強引な推進に対して、持続的で質
の高い公共サービスを提供するため、本来
地方自治体が担うべき公的責任の放棄につ
ながらないよう、以下のことに取り組みま
す。 

 ① ＰＰＰ／ＰＦＩや、新たな官民連携方
式ウォーターＰＰＰ【83】(管理・更新一
体マネジメントの後コンセッションに移

行する方式）は、長期間におよび利潤追
求の民間企業に運営を委ねることにより、
自治体の関与が希薄となり人材や技術力
も失われていくことや、倒産や危機管理
対応などのリスクが増えること、料金高
騰やサービスの悪化を招く恐れがあるこ
とから、「安心・安全・安定」の良質な
公共サービスを守るため導入に反対する
取り組みを強化します。 

 ② 事業を取り巻く環境やそれぞれの公共
サービスの目的を鑑みずに事業譲渡や廃
止、統合が行われないよう必要な対策に
取り組みます。 

 ③ 料金の適正化を求めるとともに人員確
保、技術継承や人材育成手法の確立を求
めます。 

 ④ 広域化や官民連携に関しては、検討段
階から十分な労使協議と、議会や住民へ
の説明責任を事業管理者へ求めます。 

 ⑤ 「水」の公的機関の必要性を広く伝え
るため、国連が定めた「３・22世界水の
日」など、国際公務労連加盟組合日本協
議会（ＰＳＩ－ＪＣ）と連携した取り組
みを行います。 

5. 全国の災害対応の課題を共有化し、「ラ
イフラインのための危機管理指針（改訂
版）」を活用して、各事業体で策定された
災害対応マニュアルなどを労働者の視点で
精査し改善を求めます。 

2.　公企労働者の取り組み　（107）
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3. 衛生医療労働者の取り組み 
 
 
【地域医療提供体制の強化】 
1. 新型コロナウイルス感染症の流行により、
医療機関や保健所、行政が過度な負荷を強
いられた経験を踏まえ、今後起こり得る危
機にも対応可能な地域医療提供体制の構築
や連携強化にむけた取り組みを進めます。 

2. 地域における持続的な医療提供体制の構
築にむけ、公立病院に対する繰り出し金や
特別交付税の拡充を求めます。また、自治
体に対して、基準額を適切に算定し全額を
病院に繰り出し、必要であればさらなる財
政支援を求めます。 

3. 地域医療構想が公立・民営の区別なく地
域住民の命を守り、生活を支える観点で行
われるよう、国会・政党・省庁対策に取り
組みます。また、医療計画に基づいた病床
数の確保が求められることから、本部・県
本部は、再編・統合が行われる場合であっ
ても、地域の事情に応じた医療提供体制の
確保を最重要課題とし、必要な対策に取り
組みます。 

4. 県本部・単組は「持続可能な地域医療提
供体制を確保するための公立病院経営強化
プラン」の策定状況を注視し、策定された
プランの内容を確認します。経営悪化を理
由とする安易な経営形態変更や再編統合に
繋がらないよう情報収集を進め、地域医療
を確保する観点で対策に取り組みます。 

5. 都道府県、保健所設置市および特別区に
おける「感染症の予防のための施策の実施
に関する計画（予防計画）」や災害時のマ

ニュアルが実効性のあるものかを確認し、
緊急時にも対応しうる人員配置や、平時か
らの備えに対する財源の確保を求めます。 

6. 中医協で議論が開始された医療ＤＸ【85】

については、住民の利益につながる設計と
なるよう注視するとともに、導入にあたっ
ての課題を整理し、現場に過度な負担を強
いることのないよう国に対策を求めます。 

 
【医療従事者の人員確保とチーム医療の推進】 
7. 2025年の就労看護職員200万人体制の実
現にむけ、人員確保、離職防止に取り組み
ます。労働法制における夜勤月64時間制限
の強化と働きやすい環境整備のため子育
て・介護への支援などを求め、国会・政
党・省庁対策や、世論喚起にむけたアピー
ル活動を行います。また、就労看護職員
200万人体制へのこれまでの取り組みを検
証し、医療・介護の担い手が不足するとさ
れる2040年にむけ課題整理に取り組みます。 

8. 夜間看護体制の充実にむけて、診療科ご
との特性を踏まえ、診療報酬における配置
基準の見直しを関連団体と連携し求めます。 

9. 質の高い医療を効果的に提供するため、
専門職種の能力発揮と多職種連携による
チーム医療の推進をはかります。また、看
護師の特定行為研修については、関連職場
に混乱が生じないための体制確保を求めま
す。今後の看護労働のあり方については、
高齢化や認知症患者の増加を踏まえ、看護
問題対策委員会を中心に議論を進め、職場
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に必要な人員の確保に取り組みます。 
17. 官民連携では、最終の責任は自治体・事
業体が負うことから、その責任を担うため
の技術継承や人員確保に取り組みます。ま
た、水道事業の広域化については、単に事
業統合を行うのではなく、水循環基本法の
流域管理という視点から取り組みを進めま
す。 

 
【下水道部門の取り組み】 
18. 2024年４月からの水道行政の移管につい
て、災害時における対応や指揮命令など含
め、安定した事業推進のため、必要な予算
が確実に確保されるよう省庁要請を引き続
き行います。 

19. 持続的な水循環をめざして、地域に適合
した汚水処理を進めることを求めます。ま
た、下水道事業の広域化にあたっては、環
境保全の視点から、総合的汚水処理手法と
なるよう取り組みを進めます。 

20. 浸水災害について、流域治水【84】の視点
で設備や施設の管理手法とさまざまなス
テークホルダーとの協働などの課題の共有
化に努めます。 

 
【ガス部門の取り組み】 
21. 都市ガスが地域の環境政策や防災等のま
ちづくり事業に大きく貢献していることを
アピールし、安易な改革論による民営化・
民間譲渡をさせないよう取り組みます。 

22. 小売自由化による競争が進む中、経営の
自由度が制限される公営ガス事業の課題を
共有し、他の公営ガス労組と共闘するとと
もに、ガス職場の連携強化と事業運営のあ
り方について議論を深めます。 

 

【県公企部門の取り組み】 
23. 公営電気事業は、長期間にわたる施設整
備と投資の回収が必要なため、安定した事
業経営のための制度・政策改善をはかるよ
う、関係省庁に働きかけます。 

24. 工業用水道事業は、地域産業において安
定的な操業環境を確保するための常時給水
が必要であることから、経営環境の改善や
人員確保の必要性を関係省庁へ働きかけま
す。 

 

（108）　第３章　各部門の運動目標
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3. 衛生医療労働者の取り組み 
 
 
【地域医療提供体制の強化】 
1. 新型コロナウイルス感染症の流行により、
医療機関や保健所、行政が過度な負荷を強
いられた経験を踏まえ、今後起こり得る危
機にも対応可能な地域医療提供体制の構築
や連携強化にむけた取り組みを進めます。 

2. 地域における持続的な医療提供体制の構
築にむけ、公立病院に対する繰り出し金や
特別交付税の拡充を求めます。また、自治
体に対して、基準額を適切に算定し全額を
病院に繰り出し、必要であればさらなる財
政支援を求めます。 

3. 地域医療構想が公立・民営の区別なく地
域住民の命を守り、生活を支える観点で行
われるよう、国会・政党・省庁対策に取り
組みます。また、医療計画に基づいた病床
数の確保が求められることから、本部・県
本部は、再編・統合が行われる場合であっ
ても、地域の事情に応じた医療提供体制の
確保を最重要課題とし、必要な対策に取り
組みます。 

4. 県本部・単組は「持続可能な地域医療提
供体制を確保するための公立病院経営強化
プラン」の策定状況を注視し、策定された
プランの内容を確認します。経営悪化を理
由とする安易な経営形態変更や再編統合に
繋がらないよう情報収集を進め、地域医療
を確保する観点で対策に取り組みます。 

5. 都道府県、保健所設置市および特別区に
おける「感染症の予防のための施策の実施
に関する計画（予防計画）」や災害時のマ

ニュアルが実効性のあるものかを確認し、
緊急時にも対応しうる人員配置や、平時か
らの備えに対する財源の確保を求めます。 

6. 中医協で議論が開始された医療ＤＸ【85】

については、住民の利益につながる設計と
なるよう注視するとともに、導入にあたっ
ての課題を整理し、現場に過度な負担を強
いることのないよう国に対策を求めます。 

 
【医療従事者の人員確保とチーム医療の推進】 
7. 2025年の就労看護職員200万人体制の実
現にむけ、人員確保、離職防止に取り組み
ます。労働法制における夜勤月64時間制限
の強化と働きやすい環境整備のため子育
て・介護への支援などを求め、国会・政
党・省庁対策や、世論喚起にむけたアピー
ル活動を行います。また、就労看護職員
200万人体制へのこれまでの取り組みを検
証し、医療・介護の担い手が不足するとさ
れる2040年にむけ課題整理に取り組みます。 

8. 夜間看護体制の充実にむけて、診療科ご
との特性を踏まえ、診療報酬における配置
基準の見直しを関連団体と連携し求めます。 

9. 質の高い医療を効果的に提供するため、
専門職種の能力発揮と多職種連携による
チーム医療の推進をはかります。また、看
護師の特定行為研修については、関連職場
に混乱が生じないための体制確保を求めま
す。今後の看護労働のあり方については、
高齢化や認知症患者の増加を踏まえ、看護
問題対策委員会を中心に議論を進め、職場
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に必要な人員の確保に取り組みます。 
17. 官民連携では、最終の責任は自治体・事
業体が負うことから、その責任を担うため
の技術継承や人員確保に取り組みます。ま
た、水道事業の広域化については、単に事
業統合を行うのではなく、水循環基本法の
流域管理という視点から取り組みを進めま
す。 

 
【下水道部門の取り組み】 
18. 2024年４月からの水道行政の移管につい
て、災害時における対応や指揮命令など含
め、安定した事業推進のため、必要な予算
が確実に確保されるよう省庁要請を引き続
き行います。 

19. 持続的な水循環をめざして、地域に適合
した汚水処理を進めることを求めます。ま
た、下水道事業の広域化にあたっては、環
境保全の視点から、総合的汚水処理手法と
なるよう取り組みを進めます。 

20. 浸水災害について、流域治水【84】の視点
で設備や施設の管理手法とさまざまなス
テークホルダーとの協働などの課題の共有
化に努めます。 

 
【ガス部門の取り組み】 
21. 都市ガスが地域の環境政策や防災等のま
ちづくり事業に大きく貢献していることを
アピールし、安易な改革論による民営化・
民間譲渡をさせないよう取り組みます。 

22. 小売自由化による競争が進む中、経営の
自由度が制限される公営ガス事業の課題を
共有し、他の公営ガス労組と共闘するとと
もに、ガス職場の連携強化と事業運営のあ
り方について議論を深めます。 

 

【県公企部門の取り組み】 
23. 公営電気事業は、長期間にわたる施設整
備と投資の回収が必要なため、安定した事
業経営のための制度・政策改善をはかるよ
う、関係省庁に働きかけます。 

24. 工業用水道事業は、地域産業において安
定的な操業環境を確保するための常時給水
が必要であることから、経営環境の改善や
人員確保の必要性を関係省庁へ働きかけま
す。 

 

3.　衛生医療労働者の取り組み　（109）
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となることから、人材育成のための研修の
機会の確保と必要な研修に参加できる体制
整備を求めます。 

 
【精神保健分野の取り組み】 
21. 地域における精神障害者に対する生活支
援体制の構築を求めるとともに精神障害者
の人権擁護・確立にむけ、関連団体と連携
し取り組みを進めます。 

22. 改正精神保健福祉法の施行にむけ、精神
保健に関する相談支援体制の整備が求めら
れています。本部は、精神障害者の地域の
サポート体制や専用の相談窓口の設置状況
など現状を把握し、精神障害者に対応した
地域包括ケアシステムの構築やアウトリー
チ型支援などの体制強化に取り組みます。 

23. 本部は精神医療現場における課題を明確
化し、精神医療提供体制の向上に資する、
配置基準の改善を求めます。 

 
【労働条件と環境の改善】 
24. 医療職場や公衆衛生職場の労働環境や賃
金労働条件、ＩＣＴの活用等の実態把握と
情報共有を行い、病院職員の生活・職場環
境の改善につなげます。 

25. 職場環境の改善や各種ハラスメントの防
止、メンタルヘルス対策などの安全衛生活
動に取り組みます。県本部・単組は医療従
事者の勤務環境改善にむけ、都道府県に設
置された、「医療勤務環境改善支援セン
ター」を活用し、人員確保、離職防止、復
職支援などに取り組みます。 

26. 人員確保が困難な職種について、専門性
に見あった処遇改善など必要な対策に取り
組みます。また、医療職給料表の到達級の
扱いについて、経験や役割によって、より

上位の級に到達できるよう取り組みます。 
27. 全職場で36協定を締結し、労働時間の適

正な把握と、不払い残業や長時間労働の是
正に取り組みます。その際、二交代制勤務
などの長時間夜勤を容易に導入せず、正循
環三交代制勤務【87】を基本とします。また、
勤務間インターバル制の導入に際しては、
医療現場における課題の把握・改善に取り
組みます。さらに、年次有給休暇が完全消
化できる労働環境の整備を求めます。 

28. 恒常的な業務については、正規職員を配
置することを求めます。さらに、これまで
非正規の立場で働いてきた労働者が希望す
る場合には、正規職員化できる仕組みを求
めます。また、非正規労働者の賃金・労働
条件については、同一労働同一賃金に基づ
く処遇改善を求めます。 

 
【衛生医療職場の組織強化と拡大】 
29. 病院の再編統合や運営形態変更により組
合組織問題を抱える単組に対して、県本部
は単組と連携し対応をはかります。本部は、
地域医療再編対策本部のもとに支援します。 

30. 組合員の雇用と生活を守り、衛生医療職
場を取り巻く課題解決にむけて、次代を担
う役員育成、学習会、集会を積極的に開催
するなど、労働組合の機能と組織強化に取
り組みます。 

31. 未加入者や非正規労働者、新規採用者の
組合加入を進め、委託労働者も含めた組織
拡大に取り組みます。 

32. 未組織・未加盟病院の自治労加盟にむけ、
自治体単組との連携や積極的な交流を進め
ます。自治労連・医労連などとの組織競合
対策については、本部・県本部・単組が一
体となって取り組みます。
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の人員配置の改善や、看護師業務の精選な
ど業務量増加に対する負担軽減や適正な賃
金への反映を求めます。 

10. 医師の働き方改革の一環として医療関係
職種のタスク・シフト/シェアの推進が求
められています。業務を移管される側に過
度な負担とならないよう、適正な人員配置
を求めます。 

11. 夜勤・交代制勤務である医療職場では、
定年まで働き続けられる労働環境の整備が
課題となっていました。定年引き上げに伴
い、医療現場における課題を明らかにし、
現場実態を踏まえた運用を求めます。 

12. チーム医療の担い手である各コ・メディ
カル【86】職は、それぞれ専門性と難易度の
高い業務を遂行しています。こうした評価
に基づいた診療報酬加算や適正な施設基
準・配置要件を求めます。 

13. 病院運営において、事務職員は重要な役
割を果たしており、労働環境や処遇に関す
る現状を把握し、改善につなげます。 

14. 病院調理職場は直営堅持を基本とし、直
営の必要性等を情報発信・共有します。す
でに外部委託や院外調理を導入している病
院では、現状把握を行い、課題が明らかと
なった場合は改善にむけて契約の見直しや
再直営化等を求めます。 

15. 全消協などと連携し、病院と消防署・救
急隊と課題や情報の共有をはかり、地域に
おける救急医療体制の強化に取り組みます。 

 
【地域保健と健康危機管理体制の確立】 
16. 新型コロナウイルス感染症の経験を踏ま
え保健所・保健センター・地方衛生研究所
に求められる役割と課題を整理し、地域保
健体制の強化にむけて、政策反映に取り組

みます。 
17. 「健康日本21」における健康寿命の延伸
等の事業への対応のため、自治体に実効あ
る健康増進計画の策定を求めます。また、
保健所、保健センター、地域包括支援セン
ターの充実のため、新たな業務拡大に対応
する人員配置強化を求めます。 

18. 感染症対策、食の安全、環境衛生等に対
し、保健所・保健センター・地方衛生研究
所などの公衆衛生部門が、迅速かつ的確に
対応できる体制の確立にむけて、次の通り
取り組みます。 

 ① 本部は国に対して人員・財源の確保を
求めます。 

 ② 県本部・単組は、地方財政計画に盛り
込まれた保健師や事務職等の着実な増員
をはかります。 

 ③ 小規模自治体において統括保健師の配
置が進まない要因を明らかにするととも
に「地域保健対策の推進に関する基本的
な指針」が掲げる総合的なマネジメント
業務に統括保健師が専念できる環境整備
を求めます。 

19. 地方衛生研究所においては、全国的に
行っている業務内容や業務量、人員体制に
大きなバラつきがあることが指摘されてい
ます。国に対して、地方衛生研究所の果た
すべき機能や行うべき業務量に見あう人員
確保や育成、設備整備を求めます。また、
医師、保健師、獣医師、薬剤師をはじめと
する、地域保健・公衆衛生分野の人員・財
源確保の実現にむけて取り組みます。 

20. 保健所や地方衛生研究所においては、健
康危機発生時に備えた計画的な体制整備と
ともに、職員への研修の実施、それを実現
するための余力を持たせた人員体制が必要

（110）　第３章　各部門の運動目標
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となることから、人材育成のための研修の
機会の確保と必要な研修に参加できる体制
整備を求めます。 

 
【精神保健分野の取り組み】 
21. 地域における精神障害者に対する生活支
援体制の構築を求めるとともに精神障害者
の人権擁護・確立にむけ、関連団体と連携
し取り組みを進めます。 

22. 改正精神保健福祉法の施行にむけ、精神
保健に関する相談支援体制の整備が求めら
れています。本部は、精神障害者の地域の
サポート体制や専用の相談窓口の設置状況
など現状を把握し、精神障害者に対応した
地域包括ケアシステムの構築やアウトリー
チ型支援などの体制強化に取り組みます。 

23. 本部は精神医療現場における課題を明確
化し、精神医療提供体制の向上に資する、
配置基準の改善を求めます。 

 
【労働条件と環境の改善】 
24. 医療職場や公衆衛生職場の労働環境や賃
金労働条件、ＩＣＴの活用等の実態把握と
情報共有を行い、病院職員の生活・職場環
境の改善につなげます。 

25. 職場環境の改善や各種ハラスメントの防
止、メンタルヘルス対策などの安全衛生活
動に取り組みます。県本部・単組は医療従
事者の勤務環境改善にむけ、都道府県に設
置された、「医療勤務環境改善支援セン
ター」を活用し、人員確保、離職防止、復
職支援などに取り組みます。 

26. 人員確保が困難な職種について、専門性
に見あった処遇改善など必要な対策に取り
組みます。また、医療職給料表の到達級の
扱いについて、経験や役割によって、より

上位の級に到達できるよう取り組みます。 
27. 全職場で36協定を締結し、労働時間の適
正な把握と、不払い残業や長時間労働の是
正に取り組みます。その際、二交代制勤務
などの長時間夜勤を容易に導入せず、正循
環三交代制勤務【87】を基本とします。また、
勤務間インターバル制の導入に際しては、
医療現場における課題の把握・改善に取り
組みます。さらに、年次有給休暇が完全消
化できる労働環境の整備を求めます。 

28. 恒常的な業務については、正規職員を配
置することを求めます。さらに、これまで
非正規の立場で働いてきた労働者が希望す
る場合には、正規職員化できる仕組みを求
めます。また、非正規労働者の賃金・労働
条件については、同一労働同一賃金に基づ
く処遇改善を求めます。 

 
【衛生医療職場の組織強化と拡大】 
29. 病院の再編統合や運営形態変更により組
合組織問題を抱える単組に対して、県本部
は単組と連携し対応をはかります。本部は、
地域医療再編対策本部のもとに支援します。 

30. 組合員の雇用と生活を守り、衛生医療職
場を取り巻く課題解決にむけて、次代を担
う役員育成、学習会、集会を積極的に開催
するなど、労働組合の機能と組織強化に取
り組みます。 

31. 未加入者や非正規労働者、新規採用者の
組合加入を進め、委託労働者も含めた組織
拡大に取り組みます。 

32. 未組織・未加盟病院の自治労加盟にむけ、
自治体単組との連携や積極的な交流を進め
ます。自治労連・医労連などとの組織競合
対策については、本部・県本部・単組が一
体となって取り組みます。
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の人員配置の改善や、看護師業務の精選な
ど業務量増加に対する負担軽減や適正な賃
金への反映を求めます。 

10. 医師の働き方改革の一環として医療関係
職種のタスク・シフト/シェアの推進が求
められています。業務を移管される側に過
度な負担とならないよう、適正な人員配置
を求めます。 

11. 夜勤・交代制勤務である医療職場では、
定年まで働き続けられる労働環境の整備が
課題となっていました。定年引き上げに伴
い、医療現場における課題を明らかにし、
現場実態を踏まえた運用を求めます。 

12. チーム医療の担い手である各コ・メディ
カル【86】職は、それぞれ専門性と難易度の
高い業務を遂行しています。こうした評価
に基づいた診療報酬加算や適正な施設基
準・配置要件を求めます。 

13. 病院運営において、事務職員は重要な役
割を果たしており、労働環境や処遇に関す
る現状を把握し、改善につなげます。 

14. 病院調理職場は直営堅持を基本とし、直
営の必要性等を情報発信・共有します。す
でに外部委託や院外調理を導入している病
院では、現状把握を行い、課題が明らかと
なった場合は改善にむけて契約の見直しや
再直営化等を求めます。 

15. 全消協などと連携し、病院と消防署・救
急隊と課題や情報の共有をはかり、地域に
おける救急医療体制の強化に取り組みます。 

 
【地域保健と健康危機管理体制の確立】 
16. 新型コロナウイルス感染症の経験を踏ま
え保健所・保健センター・地方衛生研究所
に求められる役割と課題を整理し、地域保
健体制の強化にむけて、政策反映に取り組

みます。 
17. 「健康日本21」における健康寿命の延伸
等の事業への対応のため、自治体に実効あ
る健康増進計画の策定を求めます。また、
保健所、保健センター、地域包括支援セン
ターの充実のため、新たな業務拡大に対応
する人員配置強化を求めます。 

18. 感染症対策、食の安全、環境衛生等に対
し、保健所・保健センター・地方衛生研究
所などの公衆衛生部門が、迅速かつ的確に
対応できる体制の確立にむけて、次の通り
取り組みます。 

 ① 本部は国に対して人員・財源の確保を
求めます。 

 ② 県本部・単組は、地方財政計画に盛り
込まれた保健師や事務職等の着実な増員
をはかります。 

 ③ 小規模自治体において統括保健師の配
置が進まない要因を明らかにするととも
に「地域保健対策の推進に関する基本的
な指針」が掲げる総合的なマネジメント
業務に統括保健師が専念できる環境整備
を求めます。 

19. 地方衛生研究所においては、全国的に
行っている業務内容や業務量、人員体制に
大きなバラつきがあることが指摘されてい
ます。国に対して、地方衛生研究所の果た
すべき機能や行うべき業務量に見あう人員
確保や育成、設備整備を求めます。また、
医師、保健師、獣医師、薬剤師をはじめと
する、地域保健・公衆衛生分野の人員・財
源確保の実現にむけて取り組みます。 

20. 保健所や地方衛生研究所においては、健
康危機発生時に備えた計画的な体制整備と
ともに、職員への研修の実施、それを実現
するための余力を持たせた人員体制が必要

3.　衛生医療労働者の取り組み　（111）
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4. 社会福祉労働者の取り組み 
 
 
【社会福祉職場の処遇改善・組織化】 
1. 本部、県本部、単組は連携して、社会福
祉職場の人員確保・処遇改善・組織化の取
り組みを、以下の通り進めます。 

 ① 各職場における36協定の締結について
確認し、未締結の場合は締結に取り組み、
時間外労働の縮減をめざします。 

 ② 年次有給休暇の完全消化にむけ、取得
日数が10日未満の組合員の解消を進めま
す。 

 ③ 公務労働者・公共サービス民間労働者、
正規・非正規を問わず、社会福祉職場で
働くすべての仲間の労働組合結集にむけ、
組織化および強化・拡大に取り組みます。 

 ④ 保育士・学童指導員など子ども・子育
て職場、福祉事務所等における家庭相談
員、婦人相談員、母子・父子自立支援員
等、社会福祉職場を支える会計年度任用
職員について、勤務状況を把握し、勤勉
手当支給の取り組みを通じて、処遇改
善・組織化に取り組みます。 

 ⑤ 社会福祉職場における人員確保と処遇
改善、雇用の確保・継続にむけて取り組
みます。また、非正規労働者について、
同一労働同一賃金に基づき、不合理な待
遇差の改善にむけた取り組みを進めま 
す。 

 ⑥ じちろう共済（団体生命共済）への加
入促進にむけ、評議会内における幹事
会・集会において共済制度を周知し、加
入拡大と組織化を一体のものとして、共

済推進運動の底上げをはかります。 
 
【地域共生社会の実現にむけた重層的支援体
制整備事業の推進】 

2. 本部は、多様化・複雑化する福祉課題を
包括的に支援する重層的支援体制整備事業
の必須事業化を国に求めます。 

3. 県本部・単組は、当該事業の実施と生活
困窮者自立支援制度や子どもの貧困・ヤン
グケアラーを含めた要支援世帯に対する支
援、就職氷河期世代に対する支援等と連携
した取り組みを求めます。 

 
【子ども・子育て支援の充実】 
4. 「子ども・子育て支援」の社会化を推進
するとともに、子どもの育ちの環境改善を
進めるため、政府が決定した「こども未来
戦略方針」における今後３年間で集中的に
取り組む「支援加速化プラン」について、
以下の通り求めます。 

 ① 保育士の職員配置改善について、すべ
ての子どもの保育の質の改善のため、加
算ではなく最低基準そのものの改善を求
めます。 

 ② 保育士の人員確保を伴わない「こども
誰でも通園制度（仮称）」の制度化は、
保育の質の低下を招くことから、人員確
保策を前提とした慎重な対応を求めます。 

 ③ 新・放課後子ども総合プランによる受
け皿の拡大の推進、放課後児童クラブ
（学童保育）の常勤職員配置の改善につ
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いては、保育の連続性を確保する観点か
らも市町村実施責任の明確化、財源保障
の強化、学童保育労働者の人員確保と処
遇改善など、保育の質の向上を求めます。 

5. 本部は、保育の質を改善するため、保育
士の人員確保について、現場の実態や声を
踏まえ、省庁や組織内議員を通じて政策提
言を行います。県本部・単組は、保育士の
配置、労働環境の改善、人員確保を自治体
に求めます。また、地方交付税措置されて
いる保育士の賃金改善や３歳児の配置改善
について、確実に取り組みを進めます。 

6. 保育現場における書類作成等の事務負担
増について、県本部・単組は、保育現場の
実態と保育士の勤務の状況を把握し、事務
のスリム化やＩＣＴ化にむけた対応など必
要な対策を求め、過重労働の防止に取り組
みます。 

7. 県本部・単組は、「市町村子ども・子育
て支援事業計画」について、保育の質と自
治体の責務を踏まえて、計画期間内であっ
ても、ＰＤＣＡサイクルに基づいた内容の
検証と必要な見直しを行うよう求めます。 

8. 待機児童の解決については、施設の面積
や保育士配置の基準緩和といったその場し
のぎの規制緩和による解消に反対します。 

9. 「自治労保育運動データベース」を周
知・活用し、公立保育所等施設における地
域での役割や機能強化、公立施設の取り組
みを集約し、県本部・単組における取り組
みに活用します。 

10. 認可外保育施設については、子どもの心
身の健やかな成長や発達に必ずしも十分に
対応できていない施設も存在することから、
認可施設となるための支援の拡充を国に求
めます。 

【介護保険制度への対応】 
11. 団塊の世代が後期高齢者となる2025年に
は、約32万人の介護従事者の人員不足が予
測されており、都市部の急速な高齢者人口
の増加など、多くの介護難民を生み出しか
ねない深刻な問題を抱えています。高齢者
の尊厳ある生活を保障する視点で、国や地
方自治体に対し、人員確保をはじめとした
実施体制の強化を求めるとともに、政策提
言など意見反映を進めます。 

12. 介護現場における人員の確保と定着のた
め、公共民間評議会と連携して、介護職員
処遇改善加算、介護職員等特定介護処遇改
善加算、介護職員等ベースアップ等支援加
算の一本化、すべてのサービス、職種、介
護従事者を対象とした処遇改善の充実を求
めます。 

13. 介護従事者に対する利用者またその家族
からのハラスメントについて、事業所に対
する予防ガイドライン等の周知・徹底と国
民への周知・啓発活動を行うよう求めます。 

14. ＤＸの推進等に伴う効率化や効果につい
ては、利用者や介護従事者の安全・安心に
還元されるものであり、安易な人員配置基
準の緩和は行わないよう求めます。 

15. 地域包括ケアについては、地域特性に応
じたシステムを再構築するために、地域包
括支援センターの機能強化と介護報酬およ
び診療報酬における在宅介護・医療の評価
にむけて取り組みます。また、地域包括ケ
アにおける専門職の役割や仕事の範囲など
を議論し、次代を担う若い人材が働きやす
い環境の整備に取り組みます。 

 
【生活保護制度と生活困窮者自立支援制度】 
16. 生活保護基準の見直しについては、物価

（112）　第３章　各部門の運動目標



 
 

－ 11 － 

 

4. 社会福祉労働者の取り組み 
 
 
【社会福祉職場の処遇改善・組織化】 
1. 本部、県本部、単組は連携して、社会福
祉職場の人員確保・処遇改善・組織化の取
り組みを、以下の通り進めます。 

 ① 各職場における36協定の締結について
確認し、未締結の場合は締結に取り組み、
時間外労働の縮減をめざします。 

 ② 年次有給休暇の完全消化にむけ、取得
日数が10日未満の組合員の解消を進めま
す。 

 ③ 公務労働者・公共サービス民間労働者、
正規・非正規を問わず、社会福祉職場で
働くすべての仲間の労働組合結集にむけ、
組織化および強化・拡大に取り組みます。 

 ④ 保育士・学童指導員など子ども・子育
て職場、福祉事務所等における家庭相談
員、婦人相談員、母子・父子自立支援員
等、社会福祉職場を支える会計年度任用
職員について、勤務状況を把握し、勤勉
手当支給の取り組みを通じて、処遇改
善・組織化に取り組みます。 

 ⑤ 社会福祉職場における人員確保と処遇
改善、雇用の確保・継続にむけて取り組
みます。また、非正規労働者について、
同一労働同一賃金に基づき、不合理な待
遇差の改善にむけた取り組みを進めま 
す。 

 ⑥ じちろう共済（団体生命共済）への加
入促進にむけ、評議会内における幹事
会・集会において共済制度を周知し、加
入拡大と組織化を一体のものとして、共

済推進運動の底上げをはかります。 
 
【地域共生社会の実現にむけた重層的支援体
制整備事業の推進】 

2. 本部は、多様化・複雑化する福祉課題を
包括的に支援する重層的支援体制整備事業
の必須事業化を国に求めます。 

3. 県本部・単組は、当該事業の実施と生活
困窮者自立支援制度や子どもの貧困・ヤン
グケアラーを含めた要支援世帯に対する支
援、就職氷河期世代に対する支援等と連携
した取り組みを求めます。 

 
【子ども・子育て支援の充実】 
4. 「子ども・子育て支援」の社会化を推進
するとともに、子どもの育ちの環境改善を
進めるため、政府が決定した「こども未来
戦略方針」における今後３年間で集中的に
取り組む「支援加速化プラン」について、
以下の通り求めます。 

 ① 保育士の職員配置改善について、すべ
ての子どもの保育の質の改善のため、加
算ではなく最低基準そのものの改善を求
めます。 

 ② 保育士の人員確保を伴わない「こども
誰でも通園制度（仮称）」の制度化は、
保育の質の低下を招くことから、人員確
保策を前提とした慎重な対応を求めます。 

 ③ 新・放課後子ども総合プランによる受
け皿の拡大の推進、放課後児童クラブ
（学童保育）の常勤職員配置の改善につ
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いては、保育の連続性を確保する観点か
らも市町村実施責任の明確化、財源保障
の強化、学童保育労働者の人員確保と処
遇改善など、保育の質の向上を求めます。 

5. 本部は、保育の質を改善するため、保育
士の人員確保について、現場の実態や声を
踏まえ、省庁や組織内議員を通じて政策提
言を行います。県本部・単組は、保育士の
配置、労働環境の改善、人員確保を自治体
に求めます。また、地方交付税措置されて
いる保育士の賃金改善や３歳児の配置改善
について、確実に取り組みを進めます。 

6. 保育現場における書類作成等の事務負担
増について、県本部・単組は、保育現場の
実態と保育士の勤務の状況を把握し、事務
のスリム化やＩＣＴ化にむけた対応など必
要な対策を求め、過重労働の防止に取り組
みます。 

7. 県本部・単組は、「市町村子ども・子育
て支援事業計画」について、保育の質と自
治体の責務を踏まえて、計画期間内であっ
ても、ＰＤＣＡサイクルに基づいた内容の
検証と必要な見直しを行うよう求めます。 

8. 待機児童の解決については、施設の面積
や保育士配置の基準緩和といったその場し
のぎの規制緩和による解消に反対します。 

9. 「自治労保育運動データベース」を周
知・活用し、公立保育所等施設における地
域での役割や機能強化、公立施設の取り組
みを集約し、県本部・単組における取り組
みに活用します。 

10. 認可外保育施設については、子どもの心
身の健やかな成長や発達に必ずしも十分に
対応できていない施設も存在することから、
認可施設となるための支援の拡充を国に求
めます。 

【介護保険制度への対応】 
11. 団塊の世代が後期高齢者となる2025年に
は、約32万人の介護従事者の人員不足が予
測されており、都市部の急速な高齢者人口
の増加など、多くの介護難民を生み出しか
ねない深刻な問題を抱えています。高齢者
の尊厳ある生活を保障する視点で、国や地
方自治体に対し、人員確保をはじめとした
実施体制の強化を求めるとともに、政策提
言など意見反映を進めます。 

12. 介護現場における人員の確保と定着のた
め、公共民間評議会と連携して、介護職員
処遇改善加算、介護職員等特定介護処遇改
善加算、介護職員等ベースアップ等支援加
算の一本化、すべてのサービス、職種、介
護従事者を対象とした処遇改善の充実を求
めます。 

13. 介護従事者に対する利用者またその家族
からのハラスメントについて、事業所に対
する予防ガイドライン等の周知・徹底と国
民への周知・啓発活動を行うよう求めます。 

14. ＤＸの推進等に伴う効率化や効果につい
ては、利用者や介護従事者の安全・安心に
還元されるものであり、安易な人員配置基
準の緩和は行わないよう求めます。 

15. 地域包括ケアについては、地域特性に応
じたシステムを再構築するために、地域包
括支援センターの機能強化と介護報酬およ
び診療報酬における在宅介護・医療の評価
にむけて取り組みます。また、地域包括ケ
アにおける専門職の役割や仕事の範囲など
を議論し、次代を担う若い人材が働きやす
い環境の整備に取り組みます。 

 
【生活保護制度と生活困窮者自立支援制度】 
16. 生活保護基準の見直しについては、物価

4.　社会福祉労働者の取り組み　（113）
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の高騰等を踏まえ2023年10月から２年間の
特例措置として、引き下げを行わない扱い
となったものの、生活保護基準と低所得者
層の消費支出額を比較する現在の見直しに
あたっての検証方法は、捕捉率が２割とさ
れる状況の中、必ずしも「健康で文化的な
最低限度の生活」を保障しているとはいえ
ないことから、他の検証方法も含めて意見
反映等に取り組みます。 

17. ケースワーカーの特殊勤務手当について
は、地方交付税により予算措置されている
ことから、生活保護行政を行うすべての自
治体において、単組は積算単価以上の水準
の手当支給による処遇改善をはかるよう取
り組みを進めます。 

18. 生活保護受給者の国保への加入を含めた
医療扶助のあり方が検討されています。生
活保護受給者の国保加入については、財政
議論ありきではなく、受給者の権利、自治
体の業務増等を総合的に勘案したものとな
るよう今後の議論を注視し、意見反映や政
策提言に取り組みます。 

19. 生活困窮者自立支援制度について、新型
コロナウイルスの感染拡大以降、急増した
相談等に対応するために必要な財源の拡充
を求めます。 

 
【児童虐待およびＤＶ等対策と社会的養護の
充実】 

20. 児童相談所の現場は、人員増が続くもの
の恒常的な業務増により、負担は全く軽減
されず、身体的にも精神的にも疲弊してい
る実態があることから、現場の状況を踏ま
え、児童相談所の役割も含めた政策提言を
行います。 

21. 改正児童福祉法の施行により義務づけら

れる児童相談所の措置時における子どもの
意見聴取や一時保護開始時の司法導入につ
いて、負担増に見あった人員確保に要する
財源を求めるとともに、現場実態を踏まえ
た仕組みとなるよう意見反映を行います。 

22. 面前ＤＶによる虐待通報の増加など、虐
待予防や貧困の連鎖を防止する観点から、
婦人相談所、市町村相談窓口などの人員体
制の強化を求めるとともに、自治体・児童
家庭支援センター・ＮＰＯ等相談機関など
が連携して、支援を要する子育て世帯に重
層的に関わる在宅支援の推進を求めます。
また、社会的養護施設の家庭的養育への移
行や在宅支援の担い手としての機能強化に
むけて取り組みます。 

23. 県本部・単組は、児童相談所職員の特殊
勤務手当について、児童福祉司、児童心理
司、保健師は地方交付税により、一時保護
職員は措置費により予算措置されているこ
とから、すべての児童相談所設置自治体に
おいて、積算単価以上の水準の手当支給に
よる処遇改善をはかるよう取り組みを進め
ます。 

 
【障害労働者施策の推進】 
24. 今後５年間における法定雇用率（地方自
治体3.0％、教育委員会2.9％）について、
2024年４月、2026年７月に、それぞれ
0.2％ずつ段階的に引き上げが行われるこ
とから、県本部・単組は、率先して障害者
を雇用することが責務とされている自治体
における雇用率の早期達成のため、計画的
な採用を求めます。 

25. 改正障害者雇用促進法の施行により、
2023年４月から障害者活躍推進計画の指針
に、雇用の質の向上をはかるための定着目
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標や職務の選定・創出等の内容を盛り込む
見直しが実施されました。県本部・単組は、
各自治体の活躍推進計画を点検し、見直し
を求めるとともに、障害労働者が働き続け
ることができる実効性のある人的支援や職
場環境を求めます。 

26. 障害労働者全国連絡会（障労連）の運動
を強化し、障害者雇用の促進と継続雇用の
確保にむけて取り組みます。また、障労連
未設置の県本部における障害当事者組織の
設置を促進します。 

27. ＤＰＩ【88】日本会議と連携して障害者
総合支援法の現状と課題を検証し、政策提
言を含めて取り組みます。 

 
【社会福祉協議会、社会福祉事業団の取り組み】 
28. 社会福祉協議会について、災害時の拠点、
生活困窮者支援および地域共生社会・地域
福祉の推進役としての機能強化を求めます。
また、コロナ禍における生活福祉資金の特
例貸付の償還に伴う業務増の実態を把握し、
業務増に見あった人員体制の確保を求める
とともに、自治体ごとに大きく異なる社会
福祉協議会の体制・予算・労働条件の改善
にむけて、社会福祉協議会ネットワークの
活動強化と組織化に取り組みます。 

29. 社会福祉事業団において、施設の老朽化
問題、指定管理者制度の導入、自主運営施
設の経営問題などが深刻化していることか
ら、社会福祉事業団労組協議会の活動を基
盤に、事業の安定運営をめざすとともに未
加盟事業団の組織化を促進します。 

30. 社会福祉法人単組において、社会福祉充
実財産による処遇改善や人員確保、自律し
た労使関係の構築に引き続き取り組みます。 

 

【社会福祉評議会運動の強化】 
31. 社会福祉を取り巻く状況の変化に対応す
るため、必要に応じて、部会体制および集
会企画等の見直しを行うとともに、以下の
通り評議会の活性化をはかります。 

 ① 未設置県本部における社会福祉評議会
の設置に取り組みます。 

 ② 各県本部社会福祉評議会の活動強化を
はかるため、本部からの情報発信や地連
活動の充実にむけた支援を行います。 

 ③ 社会福祉評議会活動を継続・充実する
には、次代の担い手づくりが欠かせない
ため、後継者の育成に取り組みます。 

32. 評議会運動において、社会福祉職場の組
織強化・拡大は運動の大前提となることか
ら、本部・県本部・地連における評議会関
連の会議等で組織強化・拡大に関する学習
会を行います。 

 

（114）　第３章　各部門の運動目標
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れる状況の中、必ずしも「健康で文化的な
最低限度の生活」を保障しているとはいえ
ないことから、他の検証方法も含めて意見
反映等に取り組みます。 
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り組みを進めます。 
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活保護受給者の国保加入については、財政
議論ありきではなく、受給者の権利、自治
体の業務増等を総合的に勘案したものとな
るよう今後の議論を注視し、意見反映や政
策提言に取り組みます。 

19. 生活困窮者自立支援制度について、新型
コロナウイルスの感染拡大以降、急増した
相談等に対応するために必要な財源の拡充
を求めます。 
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20. 児童相談所の現場は、人員増が続くもの
の恒常的な業務増により、負担は全く軽減
されず、身体的にも精神的にも疲弊してい
る実態があることから、現場の状況を踏ま
え、児童相談所の役割も含めた政策提言を
行います。 

21. 改正児童福祉法の施行により義務づけら

れる児童相談所の措置時における子どもの
意見聴取や一時保護開始時の司法導入につ
いて、負担増に見あった人員確保に要する
財源を求めるとともに、現場実態を踏まえ
た仕組みとなるよう意見反映を行います。 

22. 面前ＤＶによる虐待通報の増加など、虐
待予防や貧困の連鎖を防止する観点から、
婦人相談所、市町村相談窓口などの人員体
制の強化を求めるとともに、自治体・児童
家庭支援センター・ＮＰＯ等相談機関など
が連携して、支援を要する子育て世帯に重
層的に関わる在宅支援の推進を求めます。
また、社会的養護施設の家庭的養育への移
行や在宅支援の担い手としての機能強化に
むけて取り組みます。 

23. 県本部・単組は、児童相談所職員の特殊
勤務手当について、児童福祉司、児童心理
司、保健師は地方交付税により、一時保護
職員は措置費により予算措置されているこ
とから、すべての児童相談所設置自治体に
おいて、積算単価以上の水準の手当支給に
よる処遇改善をはかるよう取り組みを進め
ます。 

 
【障害労働者施策の推進】 
24. 今後５年間における法定雇用率（地方自
治体3.0％、教育委員会2.9％）について、
2024年４月、2026年７月に、それぞれ
0.2％ずつ段階的に引き上げが行われるこ
とから、県本部・単組は、率先して障害者
を雇用することが責務とされている自治体
における雇用率の早期達成のため、計画的
な採用を求めます。 

25. 改正障害者雇用促進法の施行により、
2023年４月から障害者活躍推進計画の指針
に、雇用の質の向上をはかるための定着目

 

－ 14 － 

標や職務の選定・創出等の内容を盛り込む
見直しが実施されました。県本部・単組は、
各自治体の活躍推進計画を点検し、見直し
を求めるとともに、障害労働者が働き続け
ることができる実効性のある人的支援や職
場環境を求めます。 

26. 障害労働者全国連絡会（障労連）の運動
を強化し、障害者雇用の促進と継続雇用の
確保にむけて取り組みます。また、障労連
未設置の県本部における障害当事者組織の
設置を促進します。 

27. ＤＰＩ【88】日本会議と連携して障害者
総合支援法の現状と課題を検証し、政策提
言を含めて取り組みます。 

 
【社会福祉協議会、社会福祉事業団の取り組み】 
28. 社会福祉協議会について、災害時の拠点、
生活困窮者支援および地域共生社会・地域
福祉の推進役としての機能強化を求めます。
また、コロナ禍における生活福祉資金の特
例貸付の償還に伴う業務増の実態を把握し、
業務増に見あった人員体制の確保を求める
とともに、自治体ごとに大きく異なる社会
福祉協議会の体制・予算・労働条件の改善
にむけて、社会福祉協議会ネットワークの
活動強化と組織化に取り組みます。 

29. 社会福祉事業団において、施設の老朽化
問題、指定管理者制度の導入、自主運営施
設の経営問題などが深刻化していることか
ら、社会福祉事業団労組協議会の活動を基
盤に、事業の安定運営をめざすとともに未
加盟事業団の組織化を促進します。 

30. 社会福祉法人単組において、社会福祉充
実財産による処遇改善や人員確保、自律し
た労使関係の構築に引き続き取り組みます。 

 

【社会福祉評議会運動の強化】 
31. 社会福祉を取り巻く状況の変化に対応す
るため、必要に応じて、部会体制および集
会企画等の見直しを行うとともに、以下の
通り評議会の活性化をはかります。 

 ① 未設置県本部における社会福祉評議会
の設置に取り組みます。 

 ② 各県本部社会福祉評議会の活動強化を
はかるため、本部からの情報発信や地連
活動の充実にむけた支援を行います。 

 ③ 社会福祉評議会活動を継続・充実する
には、次代の担い手づくりが欠かせない
ため、後継者の育成に取り組みます。 

32. 評議会運動において、社会福祉職場の組
織強化・拡大は運動の大前提となることか
ら、本部・県本部・地連における評議会関
連の会議等で組織強化・拡大に関する学習
会を行います。 

 

4.　社会福祉労働者の取り組み　（115）
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5. 政府関係労働者の取り組み 
 
 
【安心・信頼の社会保障制度実現とサービス
提供体制の確立】 

1. 年金制度・医療保険制度改革の動向を注
視しつつ、安心・信頼の制度実現にむけ政
策提言に取り組みます。 

2. 国民に信頼される年金、医療保険、職業
安定・労働行政サービス提供体制の構築に
むけ、職場実態や問題点を検証し、安定的
な事業運営の確立を求め取り組みます。 

3. デジタル社会形成基本法および関連法に
基づく、行政分野のＩＣＴ化やＡＩ・ＲＰ
Ａ技術活用などの動きを注視するとともに、
年金、医療保険、雇用労働行政におけるマ
イナンバーの利活用にかかる課題について、
必要な意見反映等に取り組みます。 

4. 年金・医療保険に関する制度改革議論に
ついて、連合とともに意見反映等に取り組
みます。 

 ① すべての雇用労働者の被用者保険・被
用者年金制度への適用拡大をはかるとと
もに、未適用事業所・未適用者対策に必
要な体制整備や予算措置を国に求めます。 

 ② 高齢者の就労と年金のあり方、女性の
就労の制約とされる制度や第３号被保険
者制度の見直し、高齢者医療制度をめぐ
る課題等の検討にあたっては、適切な情
報公開と国民に開かれた議論を求めます。 

5. 日本年金機構設立以後の制度改革や現場
の課題・問題点を踏まえ、「日本年金機構
の当面の業務運営に関する基本計画」
（2008年７月閣議決定）における組織・人

員体制等の見直しを求めます。 
6. 「歳入庁」創設議論に対しては、税と社
会保険料の特性の違いや、実務への影響も
踏まえた慎重な対応を求めて取り組みます。 

7. 年金記録管理業務の適切な実施にむけ必
要な意見反映に取り組みます。また、年金
制度に関する広報充実や年金教育の促進を
求めます。 

 
【社会保険関係職場における組織強化・拡大】 
8. 未組織県・未組織職場対策を引き続き強
化するとともに、分会活動のさらなる活性
化をはかり、職場で働くすべての仲間の労
働組合結集にむけ取り組みます。また、組
織拡大と共済活用推進を一体で取り組み、
組合員の安心確保と一層の結集をはかりま
す。 

9. ねんきん機構労組・協会けんぽ労組の契
約職員部会の活動と連携し、さらなる契約
職員の労組結集と運動参画に取り組みます。 

10. ねんきん機構労組および協会けんぽ労組
の一層の組織強化・運動強化と、中央・地
方における学習・交流活動の充実、次世代
育成に取り組みます。 

11. 日本年金機構、全国健康保険協会におい
て、民間労働法制に基づく安定した対等労
使関係の確立にむけ、引き続き取り組みま
す。 

12. 個人加入形式となっている厚生労働省職
員労組の組合員について、各種の情報提供
や交流などに取り組むとともに、国家公務
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員に関わる諸課題について、公務労協など
と連携して対応します。 

13. 自治労各県本部との連携をさらに強化し、
地域における自治労運動の前進にむけ取り
組みます。 

 
【賃金・労働条件の改善・向上】 
14. 組合員の賃金・労働条件の改善・向上に
むけ、関係単組と連携して取り組みます。
とりわけ、人事院勧告や内閣人事局による
施策が大きく影響することを踏まえ、公務
労協・公務員連絡会の取り組みに結集しま
す。あわせて、長時間労働の是正やハラス
メント防止対策など、働き方に関わる課題
に対し、単組とともに取り組みます。 

15. 日本年金機構や全国健康保険協会におけ
る定年引き上げの早期実現にむけ、各単組
と連携して取り組みます。 

16. 社会保険関係職場における契約職員、ハ
ローワーク職場における非常勤職員の処遇
改善にむけ取り組みます。 

 
【ハローワークの充実・強化と体制確立】 
17. 労働市場の弾力化・流動化による非正規
雇用の増大、格差と貧困の拡大が進む中、
良質な雇用機会の創出と雇用のセーフティ
ネットの拡充・強化のための政策実現をは
かります。あわせて、連合の提起する「働
くことを軸とする安心社会」の実現にむけ、
職業安定行政・ハローワークの充実・強化
をめざします。 

18. 生産年齢人口の減少の中で、女性や高齢
者、障害者、外国人などの就業機会の確
保・拡大にむけ、ハローワークの果たすべ
き役割はさらに高まっています。また、コ
ロナ禍において、安定した雇用や失業者対

策などの重要性が改めて明らかになる中で、
社会的要請に応えられる第一線機関の体
制・機能確立とサービス向上にむけ、正規
職員の定員拡充とあわせ、非常勤職員にか
かる定数確保・処遇改善を求めて取り組み
ます。 

19. 公共職業紹介事業として担保されるべき、
①求職者の人権の尊重と個人情報の保護に
基づく公正な採用選考、②若年者への良質
で安定的な雇用機会の確保、③エイジフ
リー社会実現【89】にむけた高齢者雇用の促
進、④障害者に対する雇用差別の防止と雇
用の促進、⑤ジェンダー平等社会の実現に
むけた雇用機会の平等、などの課題につい
て、雇用の安定・安全・安心を追求し取り
組みます。 

20. 地方版ハローワーク【90】など、ハロー
ワーク業務に関する国と自治体の連携につ
いて、職業安定行政の質の確保や利用者の
利便性向上の視点から、現場での課題や問
題点を検証し必要な対策を進めます。 

  一方、ハローワークの地方移管論につい
ては、無料職業紹介・雇用対策・雇用保険
を安定的・機動的かつ公平に実施するため
には、国の指揮監督と責任により全国ネッ
トワークで一体的に実施すべきとの立場か
ら、連合とともに、引き続き、反対の立場
で対応します。 

21. 職業安定行政の社会的セーフティネット
としての公平性・公正性を重視する立場か
ら、ハローワーク業務の性急なオンライン
化および民間開放・民間委託については、
反対の立場で取り組みます。 

22. ハローワークに関わる雇用施策や事業実
施の効果を現場の視点から検証し、政府予
算概算要求期と予算査定期に、雇用労働施

（116）　第３章　各部門の運動目標
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5. 政府関係労働者の取り組み 
 
 
【安心・信頼の社会保障制度実現とサービス
提供体制の確立】 

1. 年金制度・医療保険制度改革の動向を注
視しつつ、安心・信頼の制度実現にむけ政
策提言に取り組みます。 

2. 国民に信頼される年金、医療保険、職業
安定・労働行政サービス提供体制の構築に
むけ、職場実態や問題点を検証し、安定的
な事業運営の確立を求め取り組みます。 

3. デジタル社会形成基本法および関連法に
基づく、行政分野のＩＣＴ化やＡＩ・ＲＰ
Ａ技術活用などの動きを注視するとともに、
年金、医療保険、雇用労働行政におけるマ
イナンバーの利活用にかかる課題について、
必要な意見反映等に取り組みます。 

4. 年金・医療保険に関する制度改革議論に
ついて、連合とともに意見反映等に取り組
みます。 

 ① すべての雇用労働者の被用者保険・被
用者年金制度への適用拡大をはかるとと
もに、未適用事業所・未適用者対策に必
要な体制整備や予算措置を国に求めます。 

 ② 高齢者の就労と年金のあり方、女性の
就労の制約とされる制度や第３号被保険
者制度の見直し、高齢者医療制度をめぐ
る課題等の検討にあたっては、適切な情
報公開と国民に開かれた議論を求めます。 

5. 日本年金機構設立以後の制度改革や現場
の課題・問題点を踏まえ、「日本年金機構
の当面の業務運営に関する基本計画」
（2008年７月閣議決定）における組織・人

員体制等の見直しを求めます。 
6. 「歳入庁」創設議論に対しては、税と社
会保険料の特性の違いや、実務への影響も
踏まえた慎重な対応を求めて取り組みます。 

7. 年金記録管理業務の適切な実施にむけ必
要な意見反映に取り組みます。また、年金
制度に関する広報充実や年金教育の促進を
求めます。 

 
【社会保険関係職場における組織強化・拡大】 
8. 未組織県・未組織職場対策を引き続き強
化するとともに、分会活動のさらなる活性
化をはかり、職場で働くすべての仲間の労
働組合結集にむけ取り組みます。また、組
織拡大と共済活用推進を一体で取り組み、
組合員の安心確保と一層の結集をはかりま
す。 

9. ねんきん機構労組・協会けんぽ労組の契
約職員部会の活動と連携し、さらなる契約
職員の労組結集と運動参画に取り組みます。 

10. ねんきん機構労組および協会けんぽ労組
の一層の組織強化・運動強化と、中央・地
方における学習・交流活動の充実、次世代
育成に取り組みます。 

11. 日本年金機構、全国健康保険協会におい
て、民間労働法制に基づく安定した対等労
使関係の確立にむけ、引き続き取り組みま
す。 

12. 個人加入形式となっている厚生労働省職
員労組の組合員について、各種の情報提供
や交流などに取り組むとともに、国家公務
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員に関わる諸課題について、公務労協など
と連携して対応します。 

13. 自治労各県本部との連携をさらに強化し、
地域における自治労運動の前進にむけ取り
組みます。 

 
【賃金・労働条件の改善・向上】 
14. 組合員の賃金・労働条件の改善・向上に
むけ、関係単組と連携して取り組みます。
とりわけ、人事院勧告や内閣人事局による
施策が大きく影響することを踏まえ、公務
労協・公務員連絡会の取り組みに結集しま
す。あわせて、長時間労働の是正やハラス
メント防止対策など、働き方に関わる課題
に対し、単組とともに取り組みます。 

15. 日本年金機構や全国健康保険協会におけ
る定年引き上げの早期実現にむけ、各単組
と連携して取り組みます。 

16. 社会保険関係職場における契約職員、ハ
ローワーク職場における非常勤職員の処遇
改善にむけ取り組みます。 

 
【ハローワークの充実・強化と体制確立】 
17. 労働市場の弾力化・流動化による非正規
雇用の増大、格差と貧困の拡大が進む中、
良質な雇用機会の創出と雇用のセーフティ
ネットの拡充・強化のための政策実現をは
かります。あわせて、連合の提起する「働
くことを軸とする安心社会」の実現にむけ、
職業安定行政・ハローワークの充実・強化
をめざします。 

18. 生産年齢人口の減少の中で、女性や高齢
者、障害者、外国人などの就業機会の確
保・拡大にむけ、ハローワークの果たすべ
き役割はさらに高まっています。また、コ
ロナ禍において、安定した雇用や失業者対

策などの重要性が改めて明らかになる中で、
社会的要請に応えられる第一線機関の体
制・機能確立とサービス向上にむけ、正規
職員の定員拡充とあわせ、非常勤職員にか
かる定数確保・処遇改善を求めて取り組み
ます。 

19. 公共職業紹介事業として担保されるべき、
①求職者の人権の尊重と個人情報の保護に
基づく公正な採用選考、②若年者への良質
で安定的な雇用機会の確保、③エイジフ
リー社会実現【89】にむけた高齢者雇用の促
進、④障害者に対する雇用差別の防止と雇
用の促進、⑤ジェンダー平等社会の実現に
むけた雇用機会の平等、などの課題につい
て、雇用の安定・安全・安心を追求し取り
組みます。 

20. 地方版ハローワーク【90】など、ハロー
ワーク業務に関する国と自治体の連携につ
いて、職業安定行政の質の確保や利用者の
利便性向上の視点から、現場での課題や問
題点を検証し必要な対策を進めます。 

  一方、ハローワークの地方移管論につい
ては、無料職業紹介・雇用対策・雇用保険
を安定的・機動的かつ公平に実施するため
には、国の指揮監督と責任により全国ネッ
トワークで一体的に実施すべきとの立場か
ら、連合とともに、引き続き、反対の立場
で対応します。 

21. 職業安定行政の社会的セーフティネット
としての公平性・公正性を重視する立場か
ら、ハローワーク業務の性急なオンライン
化および民間開放・民間委託については、
反対の立場で取り組みます。 

22. ハローワークに関わる雇用施策や事業実
施の効果を現場の視点から検証し、政府予
算概算要求期と予算査定期に、雇用労働施

5.　政府関係労働者の取り組み　（117）



 
 

－ 17 － 

策・職業安定行政の充実強化を求め、厚生
労働省への要求行動を取り組みます。 

23. ハローワーク職場における非常勤職員の
組織化にむけ、単組と連携して引き続き取
り組みます。 

24. ハローワーク委員会および連絡協議会を
通じた組織強化と運動の交流をはかります。 
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6. 公共サービス民間労働者の取り組み 
 
 
【組織強化・拡大の取り組み】 
1. 「第６次組織強化・拡大にむけた推進計
画」に基づき、単組活動の活性化にむけて
県本部との連携による単組計画の策定を行
います。 

2. 単組は、活動の活性化と組織強化・拡大
のため以下に取り組みます。 

 ① 秋闘期・春闘期の方針を確立し、要求
書作成・要求書提出・交渉実施・妥結・
労働協約（書面）の締結を確実に実施し、
運動サイクルの確立・定着をはかります。 

 ② 要求書策定にあたっては、組合員の声
を集約し現場の訴えに即したものとする
ことを基本に、職場討議を必ず行い決定
します。また、自治体準拠の単組におい
ては、自治体で賃金や労働条件の改善が
実施された場合、自治体と同様の実施を
求め取り組みを進めます。 

 ③ 交渉力＝組織力を強化するため、県本
部・県本部公共民間評等が主催する会議、
集会等のほか、地連で開催される本部
「交渉力アップセミナー」に積極的に参
加します。 

 ④ 「公共民間評運動の手引き」を活用し
て、交渉力の強化や単組活動の活性化を
はかります。 

 ⑤ 過半数を組織できていない単組は、過
半数組合をめざします。また、過半数以
上を組織している単組は、正規、非正規
問わずすべての労働者の加入をめざしま
す。その際、ユニオン・ショップ協定が

有効であることから、締結に取り組みま
す。 

 ⑥ 36協定などの労使協定を結ぶ権利を確
保することや組合要求の説得力を高める
ため、雇用形態にかかわらず新採・未加
入者すべての労働者の組合加入にむけて
積極的に取り組みます。 

 ⑦ 運動を推進する担い手の育成をはかり、
持続可能な組織づくりに取り組みます。 

3. 県本部・県本部公共民間評等は以下の取
り組みを進めます。 

 ① 情報提供や共有、単組活動チェックリ
スト（公共民間評版）の活用などによる
単組状況の把握など単組を孤立させない
連携ある取り組みを進めます。 

 ② 単組オルグなどにより単組との接点を
増やし解散や脱退を未然に防ぎます。ま
た、過去の単組の解散・脱退事例の検証
を行い、防止対策にむけた取り組みを進
めます。 

 ③ 共済県支部と連携して、公共民間単組
のじちろう共済の活用を進めるとともに、
組合加入促進につなげます。 

 ④ 公共民間評が未結成の県本部は、引き
続き結成にむけて取り組みます。 

 ⑤ 未組織の公共民間労働者の組合結成を
進め、自治労結集に取り組みます。 

4. 公共民間評議会は以下の取り組みを進め
ます。 

 ① 春闘討論集会、秋闘地連オルグを実施
し、闘争方針の確立と周知を行います。 

（118）　第３章　各部門の運動目標
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策・職業安定行政の充実強化を求め、厚生
労働省への要求行動を取り組みます。 

23. ハローワーク職場における非常勤職員の
組織化にむけ、単組と連携して引き続き取
り組みます。 

24. ハローワーク委員会および連絡協議会を
通じた組織強化と運動の交流をはかります。 
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6. 公共サービス民間労働者の取り組み 
 
 
【組織強化・拡大の取り組み】 
1. 「第６次組織強化・拡大にむけた推進計
画」に基づき、単組活動の活性化にむけて
県本部との連携による単組計画の策定を行
います。 

2. 単組は、活動の活性化と組織強化・拡大
のため以下に取り組みます。 

 ① 秋闘期・春闘期の方針を確立し、要求
書作成・要求書提出・交渉実施・妥結・
労働協約（書面）の締結を確実に実施し、
運動サイクルの確立・定着をはかります。 

 ② 要求書策定にあたっては、組合員の声
を集約し現場の訴えに即したものとする
ことを基本に、職場討議を必ず行い決定
します。また、自治体準拠の単組におい
ては、自治体で賃金や労働条件の改善が
実施された場合、自治体と同様の実施を
求め取り組みを進めます。 

 ③ 交渉力＝組織力を強化するため、県本
部・県本部公共民間評等が主催する会議、
集会等のほか、地連で開催される本部
「交渉力アップセミナー」に積極的に参
加します。 

 ④ 「公共民間評運動の手引き」を活用し
て、交渉力の強化や単組活動の活性化を
はかります。 

 ⑤ 過半数を組織できていない単組は、過
半数組合をめざします。また、過半数以
上を組織している単組は、正規、非正規
問わずすべての労働者の加入をめざしま
す。その際、ユニオン・ショップ協定が

有効であることから、締結に取り組みま
す。 

 ⑥ 36協定などの労使協定を結ぶ権利を確
保することや組合要求の説得力を高める
ため、雇用形態にかかわらず新採・未加
入者すべての労働者の組合加入にむけて
積極的に取り組みます。 

 ⑦ 運動を推進する担い手の育成をはかり、
持続可能な組織づくりに取り組みます。 

3. 県本部・県本部公共民間評等は以下の取
り組みを進めます。 

 ① 情報提供や共有、単組活動チェックリ
スト（公共民間評版）の活用などによる
単組状況の把握など単組を孤立させない
連携ある取り組みを進めます。 

 ② 単組オルグなどにより単組との接点を
増やし解散や脱退を未然に防ぎます。ま
た、過去の単組の解散・脱退事例の検証
を行い、防止対策にむけた取り組みを進
めます。 

 ③ 共済県支部と連携して、公共民間単組
のじちろう共済の活用を進めるとともに、
組合加入促進につなげます。 

 ④ 公共民間評が未結成の県本部は、引き
続き結成にむけて取り組みます。 

 ⑤ 未組織の公共民間労働者の組合結成を
進め、自治労結集に取り組みます。 

4. 公共民間評議会は以下の取り組みを進め
ます。 

 ① 春闘討論集会、秋闘地連オルグを実施
し、闘争方針の確立と周知を行います。 

6.　公共サービス民間労働者の取り組み　（119）
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 ② 自主交流会の運動拡大と、本部・県本
部と自主交流会との連携を強めます。 

 ③ 社会福祉評議会の各部会や現業評議会、
公営企業評議会、衛生医療評議会など、
各評議会等と必要に応じて連携した取り
組みを行います。 

 ④ 公共民間評の活動や各地連・県本部・
単組の情報などの発信のため、ニュース
の定期的な発行をめざします。 

 ⑤ 全国一般評議会との連携・交流を進め、
地域労働運動の強化と地域における公共
サービスの向上をめざします。 

 
【賃金・労働条件改善の取り組み】 
5. 地域公共サービス労働者の雇用安定と賃
金向上、公正労働基準の確立をめざし、以
下に取り組みます。 

 ① 単組は組合員の賃金実態を把握し、必
要な賃金改善を使用者に求めます。 

 ② 指定管理職場・委託職場単組は、賃金
改善の原資を確保するため、指定管理
料・委託料の積算において、自治体職員
の賃金を基本とした人件費積算を行うよ
う、県本部・自治体単組と連携して自治
体当局に求めます。 

 ③ 医療・社会福祉職場の処遇改善事業に
ついて、本部は、処遇改善加算の拡大や
充実を求め省庁対策に取り組みます。単
組は、対象者の拡大や増額、また介護職
場では処遇改善加算等の着実な実施を求
めます。 

 ④ 総労働時間の縮減に取り組むとともに、
適正な労働時間にむけて労働時間管理の
徹底を使用者に求めます。また、36協定
の点検を必ず行い、時間外労働時間数の
短縮に取り組みます。とくに労基法改正

（2023年４月施行）を踏まえ、中小企業
（規模は業種、資本金、労働者数による）
における月60時間超の時間外労働割増賃
金率の引き上げが行われているかを点
検・確認し、確実な引き上げを求めます。 

 ⑤ 年次有給休暇について、年５日以上の
確実な取得にむけ人員確保を含めて取り
組みます。 

 ⑥ 競争入札や指定管理者の変更、公社・
事業団の統廃合などによる雇用不安に対
しては、自治体の責任を追及し、雇用継
続を求めます。 

 ⑦ 定年延長については、高年齢者就業確
保措置による(ア)70歳までの定年引き上
げ、(イ)定年の廃止、(ウ)継続雇用制度
の導入を求めます。一方、創業支援等措
置（雇用によらない措置）のみの導入に
は反対の姿勢で臨みます。また、60歳以
上であっても働きやすい職場環境を求め
取り組みます。 

 ⑧ 育児・介護休業法の改正を踏まえ、育
児休業を取得しやすい職場環境の整備に
取り組みます。 

 ⑨ 国家公務員および地方公務員に、不妊
治療のための休暇（有給で年５日、とく
に必要な場合は５日加算）が設定されて
いることを踏まえて、制度化を求めます。 

 ⑩ 安全衛生委員会が設置されていない単
組は、50人未満の事業所も含め単組役員
参加による委員会設置と定期開催を求め
ます。また、使用者の安全配慮義務を十
分に認識させ、ストレスチェックをはじ
めとする「労働安全衛生の３管理」（健
康管理・作業管理・作業環境管理）の徹
底にむけた具体的な事業等の実施を求め
ます。 
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 ⑪ 単組は、退職金の規程整備や原資の確
保、定年延長も踏まえ退職金制度の改善
をはかります。 

 ⑫ 同一労働同一賃金の実現をめざして、
自治体単組と連携して、必要な予算増額
分を自治体に求めます。正規職員の労働
条件改悪による低位平準化や採用募集に
おける正規から非正規への置き換え、非
正規労働者の雇い止めなどを許さず、労
働者に負担が転嫁されることのないよう
取り組みます。 

 
【非正規労働者の処遇改善】 
6. 非正規労働者の処遇改善をめざし、以下
に取り組みます。 

 ① パートタイム・有期雇用労働法の施行
を踏まえ、同一労働同一賃金に関する指
針（厚労省）等を参考に不合理な格差の
是正を進めます。 

 ② 育児・介護休業法の改正により、有期
雇用労働者の育児・介護休業の取得要件
が緩和されたことを踏まえて、就業規則
の改正を求めます。 

 ③ 2022年10月から、健康保険・厚生年金
保険の特定適用事業所の要件が、常時雇
用する被保険者の人数が「501人以上」
から「101人以上」となったことを踏ま
え、チェック・オフを含め点検し着実な
加入を求めます。また、これに伴い一方
的に労働時間を短縮させるなど要件を満
たさせないようにする労働条件の改悪に
は断固反対し撤回を求めます。 

 ④ 一時金・退職金制度の導入を求めます。 
7. 労働契約法を活用し、有期契約労働者の
無期契約への転換にむけて以下の通り取り
組みます。 

 ① 無期転換前の不合理な雇い止めを阻止
するとともに、無期化前に格差を是正し
ます。 

 ② 無期契約へ転換できる「通算期間５年」
は法律における最低基準であることから、
「通算期間３年」とするなど法律を上回
る水準を求めます。 

 ③ 取り組みにあたっては、「非正規労働
者の仲間づくり」方針に基づき、不合理
な格差是正と雇用安定・労働条件の改善、
組合加入を一体的に進めます。 

  
【指定管理者制度に対する取り組み】 
8. 本部が作成した「指定管理者制度取り組
み方針」、「指定管理者制度に対する取り
組みガイドライン」および2010年総務省通
知を踏まえ、県本部・単組は次の要求を基
準に、自治体単組と課題を共有した上で連
携して取り組みます。 

 ① 指定期間は10年を目標に最低７年以上
を求めること。また非公募による特定指
定とすること。 

 ② 労働条項や継続的運営の実績を付加す
るなど、選定基準を改善すること。 

 ③ 人件費等の積算根拠の明確化および、
指定管理料を適正に算定すること。 

9. 県本部は、「指定管理者制度に対する取
り組みガイドライン」を参考に取り組み方
針を確立します。また、指定管理職場にお
ける課題の共有と連携強化にむけ、自治体
単組と指定管理者単組による対策会議や情
報交換会等を設置します。 

10. 単組は、原材料費やエネルギーコスト等
の高騰による必要な追加費用は、総務省通
知（2022年10月）を踏まえ使用者に自治体
と協議をするよう求めます。また、自治体
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 ② 自主交流会の運動拡大と、本部・県本
部と自主交流会との連携を強めます。 

 ③ 社会福祉評議会の各部会や現業評議会、
公営企業評議会、衛生医療評議会など、
各評議会等と必要に応じて連携した取り
組みを行います。 

 ④ 公共民間評の活動や各地連・県本部・
単組の情報などの発信のため、ニュース
の定期的な発行をめざします。 

 ⑤ 全国一般評議会との連携・交流を進め、
地域労働運動の強化と地域における公共
サービスの向上をめざします。 

 
【賃金・労働条件改善の取り組み】 
5. 地域公共サービス労働者の雇用安定と賃
金向上、公正労働基準の確立をめざし、以
下に取り組みます。 

 ① 単組は組合員の賃金実態を把握し、必
要な賃金改善を使用者に求めます。 

 ② 指定管理職場・委託職場単組は、賃金
改善の原資を確保するため、指定管理
料・委託料の積算において、自治体職員
の賃金を基本とした人件費積算を行うよ
う、県本部・自治体単組と連携して自治
体当局に求めます。 

 ③ 医療・社会福祉職場の処遇改善事業に
ついて、本部は、処遇改善加算の拡大や
充実を求め省庁対策に取り組みます。単
組は、対象者の拡大や増額、また介護職
場では処遇改善加算等の着実な実施を求
めます。 

 ④ 総労働時間の縮減に取り組むとともに、
適正な労働時間にむけて労働時間管理の
徹底を使用者に求めます。また、36協定
の点検を必ず行い、時間外労働時間数の
短縮に取り組みます。とくに労基法改正

（2023年４月施行）を踏まえ、中小企業
（規模は業種、資本金、労働者数による）
における月60時間超の時間外労働割増賃
金率の引き上げが行われているかを点
検・確認し、確実な引き上げを求めます。 

 ⑤ 年次有給休暇について、年５日以上の
確実な取得にむけ人員確保を含めて取り
組みます。 

 ⑥ 競争入札や指定管理者の変更、公社・
事業団の統廃合などによる雇用不安に対
しては、自治体の責任を追及し、雇用継
続を求めます。 

 ⑦ 定年延長については、高年齢者就業確
保措置による(ア)70歳までの定年引き上
げ、(イ)定年の廃止、(ウ)継続雇用制度
の導入を求めます。一方、創業支援等措
置（雇用によらない措置）のみの導入に
は反対の姿勢で臨みます。また、60歳以
上であっても働きやすい職場環境を求め
取り組みます。 

 ⑧ 育児・介護休業法の改正を踏まえ、育
児休業を取得しやすい職場環境の整備に
取り組みます。 

 ⑨ 国家公務員および地方公務員に、不妊
治療のための休暇（有給で年５日、とく
に必要な場合は５日加算）が設定されて
いることを踏まえて、制度化を求めます。 

 ⑩ 安全衛生委員会が設置されていない単
組は、50人未満の事業所も含め単組役員
参加による委員会設置と定期開催を求め
ます。また、使用者の安全配慮義務を十
分に認識させ、ストレスチェックをはじ
めとする「労働安全衛生の３管理」（健
康管理・作業管理・作業環境管理）の徹
底にむけた具体的な事業等の実施を求め
ます。 
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 ⑪ 単組は、退職金の規程整備や原資の確
保、定年延長も踏まえ退職金制度の改善
をはかります。 

 ⑫ 同一労働同一賃金の実現をめざして、
自治体単組と連携して、必要な予算増額
分を自治体に求めます。正規職員の労働
条件改悪による低位平準化や採用募集に
おける正規から非正規への置き換え、非
正規労働者の雇い止めなどを許さず、労
働者に負担が転嫁されることのないよう
取り組みます。 

 
【非正規労働者の処遇改善】 
6. 非正規労働者の処遇改善をめざし、以下
に取り組みます。 

 ① パートタイム・有期雇用労働法の施行
を踏まえ、同一労働同一賃金に関する指
針（厚労省）等を参考に不合理な格差の
是正を進めます。 

 ② 育児・介護休業法の改正により、有期
雇用労働者の育児・介護休業の取得要件
が緩和されたことを踏まえて、就業規則
の改正を求めます。 

 ③ 2022年10月から、健康保険・厚生年金
保険の特定適用事業所の要件が、常時雇
用する被保険者の人数が「501人以上」
から「101人以上」となったことを踏ま
え、チェック・オフを含め点検し着実な
加入を求めます。また、これに伴い一方
的に労働時間を短縮させるなど要件を満
たさせないようにする労働条件の改悪に
は断固反対し撤回を求めます。 

 ④ 一時金・退職金制度の導入を求めます。 
7. 労働契約法を活用し、有期契約労働者の
無期契約への転換にむけて以下の通り取り
組みます。 

 ① 無期転換前の不合理な雇い止めを阻止
するとともに、無期化前に格差を是正し
ます。 

 ② 無期契約へ転換できる「通算期間５年」
は法律における最低基準であることから、
「通算期間３年」とするなど法律を上回
る水準を求めます。 

 ③ 取り組みにあたっては、「非正規労働
者の仲間づくり」方針に基づき、不合理
な格差是正と雇用安定・労働条件の改善、
組合加入を一体的に進めます。 

  
【指定管理者制度に対する取り組み】 
8. 本部が作成した「指定管理者制度取り組
み方針」、「指定管理者制度に対する取り
組みガイドライン」および2010年総務省通
知を踏まえ、県本部・単組は次の要求を基
準に、自治体単組と課題を共有した上で連
携して取り組みます。 

 ① 指定期間は10年を目標に最低７年以上
を求めること。また非公募による特定指
定とすること。 

 ② 労働条項や継続的運営の実績を付加す
るなど、選定基準を改善すること。 

 ③ 人件費等の積算根拠の明確化および、
指定管理料を適正に算定すること。 

9. 県本部は、「指定管理者制度に対する取
り組みガイドライン」を参考に取り組み方
針を確立します。また、指定管理職場にお
ける課題の共有と連携強化にむけ、自治体
単組と指定管理者単組による対策会議や情
報交換会等を設置します。 

10. 単組は、原材料費やエネルギーコスト等
の高騰による必要な追加費用は、総務省通
知（2022年10月）を踏まえ使用者に自治体
と協議をするよう求めます。また、自治体

6.　公共サービス民間労働者の取り組み　（121）
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の予算編成期にあわせて要求書を作成し、
自治体単組と連携して交渉を実施します。 

11. 公共民間評は、引き続き現場の課題を検
証し公正労働基準や適切な指定管理費を確
保するための指定管理者の選定基準の改善
や、期間の定めのあり方など運用改善にむ
け総務省対策に取り組みます。 

12. 施設の老朽化に伴う建て替えや廃止に関
する課題、統廃合やＰＦＩ・ＰＰＰなど公
的サービスの産業化に対する課題等に対し
警戒を強めます。とくにＰＦＩ法の改定を
踏まえスポーツ施設管理職場などは自治体
の動向を注視するとともに必要な取り組み
を行います。 

13. 指定管理者職場では、指定が取れなけれ
ば職員が退職せざるを得ないなど、労働者
の雇用が不安定となっていることから、単
組は、「労働契約承継法」や「事業譲渡等
指針」の趣旨に基づき、労働者の雇用安定
について仕様書や協定に盛り込むよう自治
体単組と連携し取り組みます。 

 
【委託料確保と公契約条例制定の取り組み】 
14. 単組・県本部公共民間評等・県本部は、
委託職場単組において自治体単組との連携
ある取り組みが推進できるよう、「指定管
理者制度取り組み方針」を参考に、対策会
議を設置するなどの取り組みを進めます。 

15. 単組は次の取り組みを進めます。 
 ① 単組は、委託契約内容を分析し、適切

な人件費措置など、翌年度自治体予算編
成にむけた取り組みを県本部・自治体単
組と連携して実施します。 

 ② 単組は自治体単組、自治体議員と連携
し、適切な人件費積算基準の確立や公正
労働基準の遵守など、入札制度における

落札者決定ルールの改善を自治体に求め
ます。 

   また、公契約条例については、理念的
な条例であっても制定することが重要と
の立場に立ち、条例制定にむけた議論を
進め、連合地協などと連携した取り組み
を強化します。 

 ③ 県本部公共民間評等は県本部とともに、
地方連合会、全建総連などと連携し、公
契約条例の制定を求めます。 

 
 

 

－ 22 － 

 

7. 国保連合会労働者の取り組み 
 
 
【社会保障制度の維持と充実】 
1. 国民の安心と生活の安定を支えるため、
国民皆保険制度の堅持はもとより、社会保
障の根幹を成す、国民健康保険事業、後期
高齢者医療事業、介護保険事業、障害者総
合支援事業等の各種事業が円滑・健全に運
営されるよう取り組みます。 

 
【各種工程表に対する取り組み】 
2. データヘルス【91】改革および医療ＤＸの
推進に関しては、国保連合会の活用により
職場基盤の安定につながるよう取り組みま
す。 

3. 介護情報基盤の構築や予防接種事務デジ
タル化への対応など、国・地方自治体から、
多分野にわたる業務支援の要請が続いてい
ることから、必要な人員の確保をはじめ、
新規業務の受託に対応し得る体制整備を求
めます。 

4. 組織課題については、社会保険診療報酬
支払基金が医療ＤＸに関するシステムの開
発・運用主体へと抜本的に改組されていく
プロセスを注視し、必要に応じて、「自治
労の４つの視点」の考え方を基軸に取り組
みます。 

5. 国保総合システムの2024年度更改に伴う
保守・運用費用については、国の責任にお
いて十分な財政措置を講ずるよう求めます。
また、その財源確保にあたっては、国保連
合会で働く職員の処遇および人員体制への
転嫁を許さず、国の責任において必要な対

策を講ずるよう求めます。 
6. 国保総合システムの保険者共同処理系に
ついては、国保事務処理標準システムとの
機能分担およびガバメントクラウド【92】へ
の移行に関する検討状況を注視し、職場に
与える影響について研究を進めます。 

7. 2028年度中の開始を目途とする社会保険
診療報酬支払基金とのシステム共同利用機
能の共同開発については、国に対して確実
な財政措置を求めます。また、国保固有の
機能や業務要件がないがしろにされないよ
う、国に対して公平・公正な調整役を果た
すよう求めます。 

 
【職場と雇用の安定確保】 
8. 自らの仕事や組織のあり様を見直す中で
将来展望を検討する取り組みを日常化し、
今後の雇用と賃金・労働条件の確保にむけ
た課題発見に努め、解決に結びつけるサイ
クルを確立します。 

9. 日常的な労働条件の改善とともに、適正
な人員確保・配置を求めます。また、情報
機器作業協定の締結と見直し、安全衛生委
員会の設置と定期的な開催、機能強化にむ
けて、取り組みの強化をはかります。さら
に、36協定の点検・見直し、年次有給休暇
の確実な取得に取り組みます。 

10. 国保中央会・官公署等への職員派遣（出
向）については、派遣（出向）者に不利益
がないよう適切に取り組みます。とりわけ
労使間の協約書等の締結を前提として、労
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の予算編成期にあわせて要求書を作成し、
自治体単組と連携して交渉を実施します。 

11. 公共民間評は、引き続き現場の課題を検
証し公正労働基準や適切な指定管理費を確
保するための指定管理者の選定基準の改善
や、期間の定めのあり方など運用改善にむ
け総務省対策に取り組みます。 

12. 施設の老朽化に伴う建て替えや廃止に関
する課題、統廃合やＰＦＩ・ＰＰＰなど公
的サービスの産業化に対する課題等に対し
警戒を強めます。とくにＰＦＩ法の改定を
踏まえスポーツ施設管理職場などは自治体
の動向を注視するとともに必要な取り組み
を行います。 

13. 指定管理者職場では、指定が取れなけれ
ば職員が退職せざるを得ないなど、労働者
の雇用が不安定となっていることから、単
組は、「労働契約承継法」や「事業譲渡等
指針」の趣旨に基づき、労働者の雇用安定
について仕様書や協定に盛り込むよう自治
体単組と連携し取り組みます。 

 
【委託料確保と公契約条例制定の取り組み】 
14. 単組・県本部公共民間評等・県本部は、
委託職場単組において自治体単組との連携
ある取り組みが推進できるよう、「指定管
理者制度取り組み方針」を参考に、対策会
議を設置するなどの取り組みを進めます。 

15. 単組は次の取り組みを進めます。 
 ① 単組は、委託契約内容を分析し、適切

な人件費措置など、翌年度自治体予算編
成にむけた取り組みを県本部・自治体単
組と連携して実施します。 

 ② 単組は自治体単組、自治体議員と連携
し、適切な人件費積算基準の確立や公正
労働基準の遵守など、入札制度における

落札者決定ルールの改善を自治体に求め
ます。 

   また、公契約条例については、理念的
な条例であっても制定することが重要と
の立場に立ち、条例制定にむけた議論を
進め、連合地協などと連携した取り組み
を強化します。 

 ③ 県本部公共民間評等は県本部とともに、
地方連合会、全建総連などと連携し、公
契約条例の制定を求めます。 
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7. 国保連合会労働者の取り組み 
 
 
【社会保障制度の維持と充実】 
1. 国民の安心と生活の安定を支えるため、
国民皆保険制度の堅持はもとより、社会保
障の根幹を成す、国民健康保険事業、後期
高齢者医療事業、介護保険事業、障害者総
合支援事業等の各種事業が円滑・健全に運
営されるよう取り組みます。 

 
【各種工程表に対する取り組み】 
2. データヘルス【91】改革および医療ＤＸの
推進に関しては、国保連合会の活用により
職場基盤の安定につながるよう取り組みま
す。 

3. 介護情報基盤の構築や予防接種事務デジ
タル化への対応など、国・地方自治体から、
多分野にわたる業務支援の要請が続いてい
ることから、必要な人員の確保をはじめ、
新規業務の受託に対応し得る体制整備を求
めます。 

4. 組織課題については、社会保険診療報酬
支払基金が医療ＤＸに関するシステムの開
発・運用主体へと抜本的に改組されていく
プロセスを注視し、必要に応じて、「自治
労の４つの視点」の考え方を基軸に取り組
みます。 

5. 国保総合システムの2024年度更改に伴う
保守・運用費用については、国の責任にお
いて十分な財政措置を講ずるよう求めます。
また、その財源確保にあたっては、国保連
合会で働く職員の処遇および人員体制への
転嫁を許さず、国の責任において必要な対

策を講ずるよう求めます。 
6. 国保総合システムの保険者共同処理系に
ついては、国保事務処理標準システムとの
機能分担およびガバメントクラウド【92】へ
の移行に関する検討状況を注視し、職場に
与える影響について研究を進めます。 

7. 2028年度中の開始を目途とする社会保険
診療報酬支払基金とのシステム共同利用機
能の共同開発については、国に対して確実
な財政措置を求めます。また、国保固有の
機能や業務要件がないがしろにされないよ
う、国に対して公平・公正な調整役を果た
すよう求めます。 

 
【職場と雇用の安定確保】 
8. 自らの仕事や組織のあり様を見直す中で
将来展望を検討する取り組みを日常化し、
今後の雇用と賃金・労働条件の確保にむけ
た課題発見に努め、解決に結びつけるサイ
クルを確立します。 

9. 日常的な労働条件の改善とともに、適正
な人員確保・配置を求めます。また、情報
機器作業協定の締結と見直し、安全衛生委
員会の設置と定期的な開催、機能強化にむ
けて、取り組みの強化をはかります。さら
に、36協定の点検・見直し、年次有給休暇
の確実な取得に取り組みます。 

10. 国保中央会・官公署等への職員派遣（出
向）については、派遣（出向）者に不利益
がないよう適切に取り組みます。とりわけ
労使間の協約書等の締結を前提として、労

7.　国保連合会労働者の取り組み　（123）
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災保険の適用について明確化します。 
11. 必要に応じて、中央交渉（厚生労働省、
国保中央会）や全国統一行動を配置します。 

 
【組織強化・拡大】 
12. 国保連合会は、労働組合法適用事業所で
あることを再認識し、事前協議制を前提に、
団体交渉の強化、協約書等の締結の徹底を
はかります。 

13. 非正規労働者の組織化と同一労働同一賃
金にむけた処遇改善等に取り組みます。ま
た、再任用職員、役職定年職員の組織化に
取り組みます。 

14. 組織強化・拡大のため、以下の取り組み
を行います。 

 ① 新規採用職員の組合への加入促進と、
組合未加入者の解消をはかる取り組みを
強化します。 

 ② 教育宣伝活動を強化し、職場要求実現
にむけた学習に取り組みます。 

 ③ 単組代表者会議および全国国保連職場
活動家学習会を開催します。 

 ④ 春闘期、確定期での状況集約や職場実
態の集約点検活動に取り組み、課題を分
析します。また、職場段階での特徴的な
取り組みについては、必要に応じて、協
議会情報を発行し全体化をはかります。 

 ⑤ 各地連における国保労組協議会運動の
活性化にむけた取り組みを強化します。
また、各種闘争期における速報・情宣体
制を全地連で確立します。 

 ⑥ 単組は、賃金・労働条件の改善、天下
り人事反対などの取り組みを強化し、事
前協議をはじめとする労働組合の権利拡
大をはかります。 

 

【役員の育成】 
15. 運動の前進がはかられるよう、国保労組
協議会、各地連および単組において、役員
の育成にむけた取り組みを進めます。国保
労組協議会は、全国国保連職場課題別学習
会を開催し、単組、地連における役員育成
の取り組みを支援します。 
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8. 公営競技労働者の取り組み 
 
 
【雇用確保と賃金・労働条件の改善】 
1. 公営競技の売り上げ（中央競馬除く）は、
2022年度も前年度比５％増、10年連続でプ
ラスとなりました。一方、本場・場外開催
時の入場者数はコロナ前に戻っておらず、
総売り上げでの比率も下がっています。 

  売り上げ増を背景にして従事員の処遇改
善を求めるとともに、長期的な視野で競走
場の魅力向上や新たな来場者層の獲得、
ネットからリアルに転換する事業を実施す
るよう施行者に追求します。 

2. 公営競技場のパートタイム会計年度任用
職員の処遇改善にむけ、常勤職員や自治体
会計年度任用職員との均衡、権衡した賃金、
休暇制度となるよう取り組みます。 

  賃金については、基本賃金の引き上げと
一時金の増額、各種手当の増額を求めます。
とりわけ会計年度任用職員への勤勉手当支
給が、公営競技職場で実現できるよう取り
組みます。 

  休暇については、総務省マニュアルで有
給となっている制度について、その水準に
到達するため取り組みを強化します。 

3. 包括的民間委託【93】が実施されている民
間雇用の職場では、改正パートタイム・有
期雇用労働法を活用し、正社員等との同一
労働同一賃金を求め不合理な処遇格差是正
に取り組みます。正社員にベアを実施して
いる場合には同率での引き上げ、一時金に
ついても同率（月数）で支払うよう求めま
す。 

  また、コロナ禍や物価高騰を背景にした
一時的な手当の恒久化、夏季・年末一時金
での支給を求めます。 

4. 要求の実現にむけては、組合員の団結を
背景に、「要求－交渉－妥結（書面化・協 
約化）」を徹底するとともに、交渉にあ
たっては他の競走労組、自治体単組や県本
部とも連携をはかりながら取り組みます。 

5. コロナ対応としての特別観覧席の入場規
制やエリアごとの清掃、消毒作業などが、
５類移行によって変更が想定されることか
ら、従事する業務について雇用の確保にむ
けて、組合員の実態を踏まえつつ施行者と
の交渉を強化します。 

6. 安易な事業縮小を行わせないためにも、
施行者・自治体に対して経営努力を求める
とともに、改善にむけた提言を行います。
事業縮小が提案された場合には、勤務日数
の確保をはじめとした、施行者の雇用主責
任を果たすよう求めます。 

7. 公営競技職場の包括的民間委託には反対
の立場で取り組みます。包括的民間委託提
案に対しては、単組、県本部、本部が連携
し必要な対策を行います。また、すでに包
括的民間委託が実施されている民間雇用の
職場では、契約更新時には新たな事業者へ
の対応を中心に対策を行います。 

8. 新型コロナウイルス感染拡大や事故、改
修工事などによるレースの中止や無観客
レースについては、勤務日数を確保するた
め、代替業務や研修での対応を求めて取り

（124）　第３章　各部門の運動目標
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災保険の適用について明確化します。 
11. 必要に応じて、中央交渉（厚生労働省、
国保中央会）や全国統一行動を配置します。 

 
【組織強化・拡大】 
12. 国保連合会は、労働組合法適用事業所で
あることを再認識し、事前協議制を前提に、
団体交渉の強化、協約書等の締結の徹底を
はかります。 

13. 非正規労働者の組織化と同一労働同一賃
金にむけた処遇改善等に取り組みます。ま
た、再任用職員、役職定年職員の組織化に
取り組みます。 

14. 組織強化・拡大のため、以下の取り組み
を行います。 

 ① 新規採用職員の組合への加入促進と、
組合未加入者の解消をはかる取り組みを
強化します。 

 ② 教育宣伝活動を強化し、職場要求実現
にむけた学習に取り組みます。 

 ③ 単組代表者会議および全国国保連職場
活動家学習会を開催します。 

 ④ 春闘期、確定期での状況集約や職場実
態の集約点検活動に取り組み、課題を分
析します。また、職場段階での特徴的な
取り組みについては、必要に応じて、協
議会情報を発行し全体化をはかります。 

 ⑤ 各地連における国保労組協議会運動の
活性化にむけた取り組みを強化します。
また、各種闘争期における速報・情宣体
制を全地連で確立します。 

 ⑥ 単組は、賃金・労働条件の改善、天下
り人事反対などの取り組みを強化し、事
前協議をはじめとする労働組合の権利拡
大をはかります。 

 

【役員の育成】 
15. 運動の前進がはかられるよう、国保労組
協議会、各地連および単組において、役員
の育成にむけた取り組みを進めます。国保
労組協議会は、全国国保連職場課題別学習
会を開催し、単組、地連における役員育成
の取り組みを支援します。 
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8. 公営競技労働者の取り組み 
 
 
【雇用確保と賃金・労働条件の改善】 
1. 公営競技の売り上げ（中央競馬除く）は、
2022年度も前年度比５％増、10年連続でプ
ラスとなりました。一方、本場・場外開催
時の入場者数はコロナ前に戻っておらず、
総売り上げでの比率も下がっています。 

  売り上げ増を背景にして従事員の処遇改
善を求めるとともに、長期的な視野で競走
場の魅力向上や新たな来場者層の獲得、
ネットからリアルに転換する事業を実施す
るよう施行者に追求します。 

2. 公営競技場のパートタイム会計年度任用
職員の処遇改善にむけ、常勤職員や自治体
会計年度任用職員との均衡、権衡した賃金、
休暇制度となるよう取り組みます。 

  賃金については、基本賃金の引き上げと
一時金の増額、各種手当の増額を求めます。
とりわけ会計年度任用職員への勤勉手当支
給が、公営競技職場で実現できるよう取り
組みます。 

  休暇については、総務省マニュアルで有
給となっている制度について、その水準に
到達するため取り組みを強化します。 

3. 包括的民間委託【93】が実施されている民
間雇用の職場では、改正パートタイム・有
期雇用労働法を活用し、正社員等との同一
労働同一賃金を求め不合理な処遇格差是正
に取り組みます。正社員にベアを実施して
いる場合には同率での引き上げ、一時金に
ついても同率（月数）で支払うよう求めま
す。 

  また、コロナ禍や物価高騰を背景にした
一時的な手当の恒久化、夏季・年末一時金
での支給を求めます。 

4. 要求の実現にむけては、組合員の団結を
背景に、「要求－交渉－妥結（書面化・協 
約化）」を徹底するとともに、交渉にあ
たっては他の競走労組、自治体単組や県本
部とも連携をはかりながら取り組みます。 

5. コロナ対応としての特別観覧席の入場規
制やエリアごとの清掃、消毒作業などが、
５類移行によって変更が想定されることか
ら、従事する業務について雇用の確保にむ
けて、組合員の実態を踏まえつつ施行者と
の交渉を強化します。 

6. 安易な事業縮小を行わせないためにも、
施行者・自治体に対して経営努力を求める
とともに、改善にむけた提言を行います。
事業縮小が提案された場合には、勤務日数
の確保をはじめとした、施行者の雇用主責
任を果たすよう求めます。 

7. 公営競技職場の包括的民間委託には反対
の立場で取り組みます。包括的民間委託提
案に対しては、単組、県本部、本部が連携
し必要な対策を行います。また、すでに包
括的民間委託が実施されている民間雇用の
職場では、契約更新時には新たな事業者へ
の対応を中心に対策を行います。 

8. 新型コロナウイルス感染拡大や事故、改
修工事などによるレースの中止や無観客
レースについては、勤務日数を確保するた
め、代替業務や研修での対応を求めて取り

8.　公営競技労働者の取り組み　（125）
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組みます。 
 
【公営競技職場の新たな役割確立】 
9. 公営競技場施設の持つ多様な機能を活用
し、新たな役割として地域防災、スポーツ
振興、教育活動、児童・高齢者福祉など、
幅広い分野で地域住民に利用されるよう事
例を研究します。自治体や地方議会に対し、
公営競技事業施設の活用について政策提言
を行うとともに、施行者との定期的な協議
の場の設置を追求します。 

 
【単組の交渉力強化】 
10. 単組の交渉力を強化するため、以下の通
り取り組みます。 

 ① 交渉にあたっては、事前の論点整理や、
労使間の到達点の相互での確認など、基
本的なルールを徹底します。 

 ② 交渉に必要な情報、基礎知識、先進単
組の事例を共有するため、研究交流集会
を開催します。 

 ③ 自治体単組などと連携した交渉実施を
追求します。 

 
【制度政策課題への対応】 
11. 自治労公営競技政策議員懇談会と連携し、
法改正や監督省庁への対応のため、国会対
策を強化します。 

  単組・県本部・本部の連携をもとに、施
行者中央団体への働きかけを行います。 

 
【要求実現にむけた連携強化】 
12. 競輪・競艇・オートレース・競馬などの
業種別の課題について、各部会での協議、
課題解決に取り組みます。 

13. 民間雇用職場に特有の課題の解決にむけ、

民間雇用対策部会で協議し、本部・県本
部・単組が連携して民間受託会社別に統一
的な要求書提出と交渉実施に取り組みます。 

  民間雇用の新たな会社であるチャリ・ロ
トについては、労使のルールが確立される
よう本部、県本部の連携を強めるとともに、
必要に応じて本部での対応を強めます。 

14. 公営競技関係単組・職場が県本部や地連、
あるいは地連合同など、地域単位で交流で
きる場として、全国を３地域に分けて合同
会議を開催します。 

 
【組織の強化・拡大】 
15. 基本賃金の引き上げや勤勉手当支給、均
等待遇実現の取り組みを通じ、単組・県本
部・地連・本部の連携を強めます。 

16. 公営競技施行者側として公営競技事業に
携わる自治体等の組合員と従事員等の組合
員との情報交換や連携にむけて、関係単組
の協力を得ながら、モデル的に取り組む単
組を設定します。 

17. 従事員・審判に加え、場外発売や警備等
の受託企業職員など、公営競技職場全体を
対象として組織化に取り組むとともに、上
部加盟していない公営競技関係労働組合の
自治労加盟を進めます。 

18. 施行者組合や競技会を含め未組織の公営
競技職場で働くすべての労働者の組織化に
取り組みます。 
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9. 全国一般労働者の取り組み 
 
 
【賃金・労働条件の向上と権利の確立】 
1. 地場・民間中小労働者にかかる以下の課
題について、取り組みます。 

 ① 企業規模や雇用形態、男女間などあら
ゆる格差を是正し、安心して生活できる
よう賃金・労働諸条件の向上をめざしま
す。そのため、すべての職場で、春闘、
夏季・年末闘争において統一要求を基本
とし、到達闘争に取り組みます。春闘の
前進にむけて、連合の中小共闘や非正規
の仲間、「流通・サービス・金融共闘連
絡会議」と連携し、地域の相場の形成と
底上げに取り組みます。 

 ② 完全週休２日制の確立、年次有給休暇
の完全消化をめざすなど、長時間労働の
是正を進めます。 

   その上で、ワーク・ライフ・バランス
の実現にむけた取り組みも行います。 

 ③ 中小企業では使用者によるパワーハラ
スメントが常態化している職場も少なく
ありません。メンタル対策等、組合員の
心身の健康を守るために必要な取り組み
を強化し、安全で快適な職場づくりを進
めます。また、労災の企業責任を明確に
し、労働災害上積補償制度を確立するな
ど労災対策を強化します。 

 ④ 65歳までの雇用確保は、希望者全員が
安定雇用で働き続けることができ、雇用
と年金の接続を確実に行う観点から定年
引き上げを基本として取り組みます。再
雇用制度の場合であっても、退職前と業

務・労働時間が同一の場合、同一労働同
一賃金の原則を踏まえ退職時賃金の
100％とし、最低80％、それに到達した
時はさらに85％、90％へと引き上げ到達
をめざします。 

   また、70歳までの雇用の努力義務につ
いては、希望者の就業機会の確保に取り
組みます。 

 ⑤ 人間らしく生活できる最低賃金を確立
するため、本部が設定する最低賃金（全
国一般企業内最賃）をクリアし、それを
上回る協定化の実現をめざし取り組みま
す。 

2. 春闘にむけ、全組合員を対象とした賃
金・生活実態調査を実施し、統一要求づく
りに反映させます。その実態調査を要求の
根拠に活かしながら、春闘討論集会、地方
労組代表者会議を開催し、要求実現にむけ
た体制を確立します。 

 
【雇用と権利の維持・向上、諸権利の拡充】 
3. 中小企業の経営基盤は経済状況に左右さ
れやすく、物価高騰により倒産や事業閉鎖、
解雇が多発しています。このような事態を
打開するため、連合に意見反映し、中小企
業政策の拡充を求めます。 

  また、雇用と権利の維持・向上のため、
労働協約の点検を進め、事前協議・同意約
款の締結、職場の日常活動を通じた諸権利
の拡充に取り組みます。 

  さらには、政府は「リ・スキリング（学

（126）　第３章　各部門の運動目標
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組みます。 
 
【公営競技職場の新たな役割確立】 
9. 公営競技場施設の持つ多様な機能を活用
し、新たな役割として地域防災、スポーツ
振興、教育活動、児童・高齢者福祉など、
幅広い分野で地域住民に利用されるよう事
例を研究します。自治体や地方議会に対し、
公営競技事業施設の活用について政策提言
を行うとともに、施行者との定期的な協議
の場の設置を追求します。 

 
【単組の交渉力強化】 
10. 単組の交渉力を強化するため、以下の通
り取り組みます。 

 ① 交渉にあたっては、事前の論点整理や、
労使間の到達点の相互での確認など、基
本的なルールを徹底します。 

 ② 交渉に必要な情報、基礎知識、先進単
組の事例を共有するため、研究交流集会
を開催します。 

 ③ 自治体単組などと連携した交渉実施を
追求します。 

 
【制度政策課題への対応】 
11. 自治労公営競技政策議員懇談会と連携し、
法改正や監督省庁への対応のため、国会対
策を強化します。 

  単組・県本部・本部の連携をもとに、施
行者中央団体への働きかけを行います。 

 
【要求実現にむけた連携強化】 
12. 競輪・競艇・オートレース・競馬などの
業種別の課題について、各部会での協議、
課題解決に取り組みます。 

13. 民間雇用職場に特有の課題の解決にむけ、

民間雇用対策部会で協議し、本部・県本
部・単組が連携して民間受託会社別に統一
的な要求書提出と交渉実施に取り組みます。 

  民間雇用の新たな会社であるチャリ・ロ
トについては、労使のルールが確立される
よう本部、県本部の連携を強めるとともに、
必要に応じて本部での対応を強めます。 

14. 公営競技関係単組・職場が県本部や地連、
あるいは地連合同など、地域単位で交流で
きる場として、全国を３地域に分けて合同
会議を開催します。 

 
【組織の強化・拡大】 
15. 基本賃金の引き上げや勤勉手当支給、均
等待遇実現の取り組みを通じ、単組・県本
部・地連・本部の連携を強めます。 

16. 公営競技施行者側として公営競技事業に
携わる自治体等の組合員と従事員等の組合
員との情報交換や連携にむけて、関係単組
の協力を得ながら、モデル的に取り組む単
組を設定します。 

17. 従事員・審判に加え、場外発売や警備等
の受託企業職員など、公営競技職場全体を
対象として組織化に取り組むとともに、上
部加盟していない公営競技関係労働組合の
自治労加盟を進めます。 

18. 施行者組合や競技会を含め未組織の公営
競技職場で働くすべての労働者の組織化に
取り組みます。 
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9. 全国一般労働者の取り組み 
 
 
【賃金・労働条件の向上と権利の確立】 
1. 地場・民間中小労働者にかかる以下の課
題について、取り組みます。 

 ① 企業規模や雇用形態、男女間などあら
ゆる格差を是正し、安心して生活できる
よう賃金・労働諸条件の向上をめざしま
す。そのため、すべての職場で、春闘、
夏季・年末闘争において統一要求を基本
とし、到達闘争に取り組みます。春闘の
前進にむけて、連合の中小共闘や非正規
の仲間、「流通・サービス・金融共闘連
絡会議」と連携し、地域の相場の形成と
底上げに取り組みます。 

 ② 完全週休２日制の確立、年次有給休暇
の完全消化をめざすなど、長時間労働の
是正を進めます。 

   その上で、ワーク・ライフ・バランス
の実現にむけた取り組みも行います。 

 ③ 中小企業では使用者によるパワーハラ
スメントが常態化している職場も少なく
ありません。メンタル対策等、組合員の
心身の健康を守るために必要な取り組み
を強化し、安全で快適な職場づくりを進
めます。また、労災の企業責任を明確に
し、労働災害上積補償制度を確立するな
ど労災対策を強化します。 

 ④ 65歳までの雇用確保は、希望者全員が
安定雇用で働き続けることができ、雇用
と年金の接続を確実に行う観点から定年
引き上げを基本として取り組みます。再
雇用制度の場合であっても、退職前と業

務・労働時間が同一の場合、同一労働同
一賃金の原則を踏まえ退職時賃金の
100％とし、最低80％、それに到達した
時はさらに85％、90％へと引き上げ到達
をめざします。 

   また、70歳までの雇用の努力義務につ
いては、希望者の就業機会の確保に取り
組みます。 

 ⑤ 人間らしく生活できる最低賃金を確立
するため、本部が設定する最低賃金（全
国一般企業内最賃）をクリアし、それを
上回る協定化の実現をめざし取り組みま
す。 

2. 春闘にむけ、全組合員を対象とした賃
金・生活実態調査を実施し、統一要求づく
りに反映させます。その実態調査を要求の
根拠に活かしながら、春闘討論集会、地方
労組代表者会議を開催し、要求実現にむけ
た体制を確立します。 

 
【雇用と権利の維持・向上、諸権利の拡充】 
3. 中小企業の経営基盤は経済状況に左右さ
れやすく、物価高騰により倒産や事業閉鎖、
解雇が多発しています。このような事態を
打開するため、連合に意見反映し、中小企
業政策の拡充を求めます。 

  また、雇用と権利の維持・向上のため、
労働協約の点検を進め、事前協議・同意約
款の締結、職場の日常活動を通じた諸権利
の拡充に取り組みます。 

  さらには、政府は「リ・スキリング（学

9.　全国一般労働者の取り組み　（127）
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びなおし）」によってスキルを身につけた
労働者を「衰退産業」から「成長産業」へ
と労働移動させようとしています。解雇や
雇い止め、転職を加速させるなどの問題が
あることから、連合に結集して雇用の確保
と維持に必要な対応を求めます。 

4. 経営者からの、一方的な賃金・労働条件
の引き下げ、解雇、組合潰しを目的とした
行為に反対し、組織をあげたたたかいを進
めます。 

  また、全国に波及する重要な争議組合を
支援するために単組は、評議会、ブロック、
業種別組織、県本部との連携を強化し、広
範な共闘・支援体制の確立をはかります。 

 
【労働法制改悪反対・公正なワークルールの確立】 
5. 高度プロフェッショナル制度は、過労死
を招く危険性があることから職場への制度
導入に反対し、法の廃止を求めていきます。 

  また、罰則つき時間外上限規制の導入に
伴い、時間外労働をより厳格にし、長時間
労働の是正をはかります。勤務間インター
バル制度の導入にむけて、36協定の見直し
や締結、就業規則等の改正に取り組みます。 

6. 労働契約法18条を活かし、通算５年を超
える有期契約の無期契約への転換、雇い止
め見直しや有期労働契約を理由とする不合
理な労働条件の変更をさせない取り組みを
強化します。無期転換後の労働条件・処遇
については労働組合が関与し、正規労働者
との均等待遇原則に基づき、整備・改善を
はかります。 

  また、パートタイム・有期雇用労働法を
活用して、同一労働同一賃金の実現、正規
労働者と非正規労働者との間の不合理な格
差の解消に取り組みます。 

7. 企画業務型裁量労働制の対象拡大や、
「解雇の金銭解決制度」の導入など、労働
法制の規制緩和に反対し、誰もが安心して
働き生活できる労働法制の構築にむけて、
引き続き連合と連携し、取り組みを強めま
す。 

8. 期間の定めのない直接雇用が原則である
ことを踏まえ、拡大しつつある「曖昧な雇
用」や「名ばかり事業主」などの形態で働
く人たちの法的保護を強化するよう求めま
す。 

9. 中小企業においては、2023年４月から月
60時間を超える時間外労働の割増賃金率は
50％以上に引き上げられました。周知徹底
および確実な引き上げにむけた取り組みを
進めます。 

  また、労働基準法40条に基づく、規模10
人未満の商業・娯楽などの労働者の週44時
間の特例措置（ダブルスタンダード）の廃
止も求めます。 

10. 2020年４月の改正民法で債権の消滅時効
が５年に延長されたことを受け、労働基準
法での未払い賃金の請求期間も５年となり
ましたが、当分の間は３年とされています。
早期に５年に延長されるよう、引き続き求
めます。 

11. 中小企業に対する、大手企業など親企業
の優越的地位を活用した下請単価の一方的
な引き下げなど、不公正な取引関係を是正
するため、下請代金支払遅延等防止法や独
占禁止法の改正を求めます。 

12. 国や自治体における、入札単価競争を促
進する競争入札制度の改善を求め、公契約
条例の制定、ＩＬＯ94号条約（公契約にお
ける労働条項）の批准と国内法の整備を、
連合とともに取り組みます。 
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【組織強化・拡大にむけて】 
13. 中小企業労働者やパート・契約社員、派
遣など非正規労働者の組織化を推進するた
め、単組は現有組織人員の５％の組織拡大
目標を設定して取り組みます。また、労働
相談・組織化のチラシを作成・活用し、組
合員参加のもとで労働相談・組織拡大の取
り組みを展開します。通年的な取り組みと
して、ホームページ・メールや電話による
相談を活用した組織化活動を強化します。 

14. 単組内に「組織強化・拡大委員会（仮
称）」を設置し、専従者や役員だけでなく
組織全体で組織強化と拡大に取り組む体制
を構築していきます。 

15. 次代を担うオルガナイザー・活動家の育
成強化と中小運動や地域運動を強化するた
め、オルグ養成研修会を隔年で開催します。 

  また、全国一般青年・女性活動の活性化
をはかるため、全国一般青年・女性交流会
を開催するとともに、本部・県本部の青年
部や女性部の運動に積極的に参加します。 

16. 単組の活動や組織強化をはかるため、全
国一般ブロック内における交流・相互支援
活動を強化します。 

17. 同業種の仲間との連携を強め課題を克服
するため、単組を基礎とし、全国一般評議
会内における業種別部会活動の活性化をは
かり、運動の共有化と政策の確立に取り組
みます。 

18. 本部は、当該県本部と連携して、全国一
般単組組織のない空白県対策を進めます。 

19. 本部は、活動の維持・継続が困難な地方
労組に対し、情報の収集と連携をはかり、
支援します。 

【公共民間労働者との連携と地域共闘運動の
強化】 

20. 全国一般評議会と公共サービス民間労組
評議会との四役間での交流を深めるととも
に、単組は、県本部にある公共サービス民
間労組評議会との共通の運動課題について
連携を強化します。 

21. 単組は、県本部のもとで統一闘争の強化
を進めます。また、産別の枠を超えた地域
の仲間との共闘の前進をはかるため、地方
連合会・中小共闘などに課題を提起し、運
動の強化をはかります。 

 
【都市交評との運動の連携強化】 
22. 交通労働者の権利確立・労働条件の向上、
政策実現をはかるため、都市交評議会と連
携し、交運労協の取り組みに結集して運動
を推進します。 

（128）　第３章　各部門の運動目標
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びなおし）」によってスキルを身につけた
労働者を「衰退産業」から「成長産業」へ
と労働移動させようとしています。解雇や
雇い止め、転職を加速させるなどの問題が
あることから、連合に結集して雇用の確保
と維持に必要な対応を求めます。 

4. 経営者からの、一方的な賃金・労働条件
の引き下げ、解雇、組合潰しを目的とした
行為に反対し、組織をあげたたたかいを進
めます。 

  また、全国に波及する重要な争議組合を
支援するために単組は、評議会、ブロック、
業種別組織、県本部との連携を強化し、広
範な共闘・支援体制の確立をはかります。 

 
【労働法制改悪反対・公正なワークルールの確立】 
5. 高度プロフェッショナル制度は、過労死
を招く危険性があることから職場への制度
導入に反対し、法の廃止を求めていきます。 

  また、罰則つき時間外上限規制の導入に
伴い、時間外労働をより厳格にし、長時間
労働の是正をはかります。勤務間インター
バル制度の導入にむけて、36協定の見直し
や締結、就業規則等の改正に取り組みます。 

6. 労働契約法18条を活かし、通算５年を超
える有期契約の無期契約への転換、雇い止
め見直しや有期労働契約を理由とする不合
理な労働条件の変更をさせない取り組みを
強化します。無期転換後の労働条件・処遇
については労働組合が関与し、正規労働者
との均等待遇原則に基づき、整備・改善を
はかります。 

  また、パートタイム・有期雇用労働法を
活用して、同一労働同一賃金の実現、正規
労働者と非正規労働者との間の不合理な格
差の解消に取り組みます。 

7. 企画業務型裁量労働制の対象拡大や、
「解雇の金銭解決制度」の導入など、労働
法制の規制緩和に反対し、誰もが安心して
働き生活できる労働法制の構築にむけて、
引き続き連合と連携し、取り組みを強めま
す。 

8. 期間の定めのない直接雇用が原則である
ことを踏まえ、拡大しつつある「曖昧な雇
用」や「名ばかり事業主」などの形態で働
く人たちの法的保護を強化するよう求めま
す。 

9. 中小企業においては、2023年４月から月
60時間を超える時間外労働の割増賃金率は
50％以上に引き上げられました。周知徹底
および確実な引き上げにむけた取り組みを
進めます。 

  また、労働基準法40条に基づく、規模10
人未満の商業・娯楽などの労働者の週44時
間の特例措置（ダブルスタンダード）の廃
止も求めます。 

10. 2020年４月の改正民法で債権の消滅時効
が５年に延長されたことを受け、労働基準
法での未払い賃金の請求期間も５年となり
ましたが、当分の間は３年とされています。
早期に５年に延長されるよう、引き続き求
めます。 

11. 中小企業に対する、大手企業など親企業
の優越的地位を活用した下請単価の一方的
な引き下げなど、不公正な取引関係を是正
するため、下請代金支払遅延等防止法や独
占禁止法の改正を求めます。 

12. 国や自治体における、入札単価競争を促
進する競争入札制度の改善を求め、公契約
条例の制定、ＩＬＯ94号条約（公契約にお
ける労働条項）の批准と国内法の整備を、
連合とともに取り組みます。 
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【組織強化・拡大にむけて】 
13. 中小企業労働者やパート・契約社員、派
遣など非正規労働者の組織化を推進するた
め、単組は現有組織人員の５％の組織拡大
目標を設定して取り組みます。また、労働
相談・組織化のチラシを作成・活用し、組
合員参加のもとで労働相談・組織拡大の取
り組みを展開します。通年的な取り組みと
して、ホームページ・メールや電話による
相談を活用した組織化活動を強化します。 

14. 単組内に「組織強化・拡大委員会（仮
称）」を設置し、専従者や役員だけでなく
組織全体で組織強化と拡大に取り組む体制
を構築していきます。 

15. 次代を担うオルガナイザー・活動家の育
成強化と中小運動や地域運動を強化するた
め、オルグ養成研修会を隔年で開催します。 

  また、全国一般青年・女性活動の活性化
をはかるため、全国一般青年・女性交流会
を開催するとともに、本部・県本部の青年
部や女性部の運動に積極的に参加します。 

16. 単組の活動や組織強化をはかるため、全
国一般ブロック内における交流・相互支援
活動を強化します。 

17. 同業種の仲間との連携を強め課題を克服
するため、単組を基礎とし、全国一般評議
会内における業種別部会活動の活性化をは
かり、運動の共有化と政策の確立に取り組
みます。 

18. 本部は、当該県本部と連携して、全国一
般単組組織のない空白県対策を進めます。 

19. 本部は、活動の維持・継続が困難な地方
労組に対し、情報の収集と連携をはかり、
支援します。 

【公共民間労働者との連携と地域共闘運動の
強化】 

20. 全国一般評議会と公共サービス民間労組
評議会との四役間での交流を深めるととも
に、単組は、県本部にある公共サービス民
間労組評議会との共通の運動課題について
連携を強化します。 

21. 単組は、県本部のもとで統一闘争の強化
を進めます。また、産別の枠を超えた地域
の仲間との共闘の前進をはかるため、地方
連合会・中小共闘などに課題を提起し、運
動の強化をはかります。 

 
【都市交評との運動の連携強化】 
22. 交通労働者の権利確立・労働条件の向上、
政策実現をはかるため、都市交評議会と連
携し、交運労協の取り組みに結集して運動
を推進します。 

9.　全国一般労働者の取り組み　（129）
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10. 公共交通労働者の取り組み 

 
 
【持続可能な地域公共交通の確立】 
1. 交通政策基本法の理念に基づき、地域公
共交通の拡充やまちづくりと一体となった
地域公共交通施策の着実な実施にむけて、
以下の課題に取り組みます。 

 ① 地域共生社会の実現にむけ、自治体に
対し、既存の公共交通と連携した社会保
障・医療・福祉・地域振興等の施策の推
進により、最大限のクロスセクター効
果【94】が発揮できるよう取り組みを進め
ます。 

 ② 地域のニーズを効果的に地域公共交通
計画の作成に反映するため、自治体の交
通専任部署の設置とそのための支援を講
じるよう求めます。 

2. 地域公共交通活性化再生法に基づく地域
交通の再構築については、以下の課題を重
点に進めるよう取り組みます。 

 ① 再構築は、地域住民の安全・安心な移
動確保と生活を支えることを最優先とす
るよう求めます。 

 ② 自治体、事業者、地域住民など関係者
が連携し協働して再構築が進められるよ
う、国が責任をもって対応するよう求め
ます。 

 ③ 自治体の責任や役割がこれまで以上に
増すことから、地域の公共交通確保のた
めの安定的かつ継続的な予算を確保する
よう求めます。 

3. 交通職場へのＡＩなどの新技術の導入に
あたっては、効率化に特化することなく、

運行業務の安全強化や労働者の負担軽減に
つながるよう求めます。 

4. バスなどの自動運転については、安易に
経費削減や運転者不足の解消を目的に進め
るのではなく、利用者の安全・安心の確保、
利便性向上を最優先に慎重な対応を求めま
す。 

5. 公共交通空白地域での移動の確保に有効
な自家用有償旅客運送制度について、既存
の公共交通との接続を前提に、以下の通り
取り組みます。 

 ① 制度導入後も自治体が定期的に受託事
業者の運営状況の把握や、営業状況の確
認を行うなど、自治体関与のさらなる強
化を求めていきます。 

 ② 違法な自家用車ライドシェア等と明確
に区別されるよう、正確な情報の発信を
求めます。 
 

【くらしをささえる地域公共交通確立キャン
ペーンの推進】 

6. 地域が抱える地域公共交通の当面する政
策課題について、住民や利用者、自治体と
事業者の協働による解決をめざし「くらし
をささえる地域公共交通確立キャンペーン」
を統一行動として以下の通り取り組みます。 

 ① 地域公共交通の維持・存続など、すべ
ての県本部および単組が共有できる具体
的な政策制度課題を設定し、取り組みを
進めます。 

 ② 秋期（11月）および春期（４月）に、
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県本部都市交評が中心となって住民や利
用者を対象に街頭宣伝行動を実施し、公
共交通の重要性や役割等に対する理解が
深まるよう取り組みを進めます。 

 ③ １年間の統一行動の成果をもとに総括
を行い、公共交通全体の拡充を目標に取
り組みます。 

 
【公営交通事業の維持・存続】 
7. 「公営交通維持・存続と働く者の雇用と
生活を守る」との基本方針のもと、住民や
利用者など広範な関係者との連携を強め、
以下の取り組みを進めます。 

 ① 国が自治体に対し、一律的な事業廃止
の検討を強要することのないよう、国
会・省庁対策を強めます。 

 ② 乗合バスの管理の受委託制度における
委託範囲の緩和は、事業の民間移譲への
加速要件となることから、県本部・単組
は委託範囲の原則１/２枠の堅持に取り
組みます。 

 ③ 公営交通事業の再編、廃止、民営化の
動きに的確に対応するため、この間の事
例を検証するとともに、住民生活や地域
経済に必要な公共交通サービスの水準・
提供体制、公営交通の役割などの課題の
洗い出しを行います。 

 ④ 単組は、当局に対し、経営計画の点
検・検証、改善提案を行い、その実現を
求めます。 

 
【政策制度実現の取り組み】 
8. 「地域公共交通政策制度事例集」を作成
し、共有・活用することで自治体の交通政
策の推進を促すとともに、実態把握や先進
事例の共有化に取り組みます。 

9. 公共交通関係予算に関する重点課題を以
下の通り設定し、国・地方での取り組みを
進めます。 

 ① 地域公共交通については、移動を確保
し住民の生活を支えることを最優先に拡
充をはかること 

 ② テレワークやウェブ会議の普及などに
よる、通勤・通学などの移動を前提とし
ない新しい生活様式に対応した地域公共
交通の維持・発展にむけた財政支援 

 ③ 災害時における公共交通の安全運行を
確立するため、防災力を強める対策の財
源確保 

 ④ 交通事業の人材不足解消にむけた、人
材確保・育成に対する補助金の拡充 

 ⑤ 女性の交通職場への採用拡大と、その
ための職場施設等環境の整備 

 ⑥ バス・鉄軌道運転者の脳ＭＲＩ検査含
むスクリーニング検査等健康管理に対す
る助成措置の創設 

 ⑦ ユニバーサルデザインバス車両の導入
促進と先進安全装置および衛生装置の補
助金拡充 

 ⑧ 電気バスや燃料電池バス等の導入拡大
によりＧＸ（グリーントランスフォー
メーション）を進めるにあたっては、車
両購入補助の拡充とともに、蓄電池・充
電設備の整備を進めること 

 ⑨ 鉄軌道施設等の安全対策やバリアフ
リー化など大規模インフラ工事・改修お
よび駅施設の多目的化への予算措置 

 ⑩ 路面電車事業における延伸や新線計画、
ＬＲＴ【95】に対する補助の拡充 

 ⑪ 技術職場における安全性向上、作業の
効率化、軽減のための先進技術の導入 

10. 「地方自治における公共交通のあり方を

（130）　第３章　各部門の運動目標
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10. 公共交通労働者の取り組み 

 
 
【持続可能な地域公共交通の確立】 
1. 交通政策基本法の理念に基づき、地域公
共交通の拡充やまちづくりと一体となった
地域公共交通施策の着実な実施にむけて、
以下の課題に取り組みます。 

 ① 地域共生社会の実現にむけ、自治体に
対し、既存の公共交通と連携した社会保
障・医療・福祉・地域振興等の施策の推
進により、最大限のクロスセクター効
果【94】が発揮できるよう取り組みを進め
ます。 

 ② 地域のニーズを効果的に地域公共交通
計画の作成に反映するため、自治体の交
通専任部署の設置とそのための支援を講
じるよう求めます。 

2. 地域公共交通活性化再生法に基づく地域
交通の再構築については、以下の課題を重
点に進めるよう取り組みます。 

 ① 再構築は、地域住民の安全・安心な移
動確保と生活を支えることを最優先とす
るよう求めます。 

 ② 自治体、事業者、地域住民など関係者
が連携し協働して再構築が進められるよ
う、国が責任をもって対応するよう求め
ます。 

 ③ 自治体の責任や役割がこれまで以上に
増すことから、地域の公共交通確保のた
めの安定的かつ継続的な予算を確保する
よう求めます。 

3. 交通職場へのＡＩなどの新技術の導入に
あたっては、効率化に特化することなく、

運行業務の安全強化や労働者の負担軽減に
つながるよう求めます。 

4. バスなどの自動運転については、安易に
経費削減や運転者不足の解消を目的に進め
るのではなく、利用者の安全・安心の確保、
利便性向上を最優先に慎重な対応を求めま
す。 

5. 公共交通空白地域での移動の確保に有効
な自家用有償旅客運送制度について、既存
の公共交通との接続を前提に、以下の通り
取り組みます。 

 ① 制度導入後も自治体が定期的に受託事
業者の運営状況の把握や、営業状況の確
認を行うなど、自治体関与のさらなる強
化を求めていきます。 

 ② 違法な自家用車ライドシェア等と明確
に区別されるよう、正確な情報の発信を
求めます。 
 

【くらしをささえる地域公共交通確立キャン
ペーンの推進】 

6. 地域が抱える地域公共交通の当面する政
策課題について、住民や利用者、自治体と
事業者の協働による解決をめざし「くらし
をささえる地域公共交通確立キャンペーン」
を統一行動として以下の通り取り組みます。 

 ① 地域公共交通の維持・存続など、すべ
ての県本部および単組が共有できる具体
的な政策制度課題を設定し、取り組みを
進めます。 

 ② 秋期（11月）および春期（４月）に、
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県本部都市交評が中心となって住民や利
用者を対象に街頭宣伝行動を実施し、公
共交通の重要性や役割等に対する理解が
深まるよう取り組みを進めます。 

 ③ １年間の統一行動の成果をもとに総括
を行い、公共交通全体の拡充を目標に取
り組みます。 

 
【公営交通事業の維持・存続】 
7. 「公営交通維持・存続と働く者の雇用と
生活を守る」との基本方針のもと、住民や
利用者など広範な関係者との連携を強め、
以下の取り組みを進めます。 

 ① 国が自治体に対し、一律的な事業廃止
の検討を強要することのないよう、国
会・省庁対策を強めます。 

 ② 乗合バスの管理の受委託制度における
委託範囲の緩和は、事業の民間移譲への
加速要件となることから、県本部・単組
は委託範囲の原則１/２枠の堅持に取り
組みます。 

 ③ 公営交通事業の再編、廃止、民営化の
動きに的確に対応するため、この間の事
例を検証するとともに、住民生活や地域
経済に必要な公共交通サービスの水準・
提供体制、公営交通の役割などの課題の
洗い出しを行います。 

 ④ 単組は、当局に対し、経営計画の点
検・検証、改善提案を行い、その実現を
求めます。 

 
【政策制度実現の取り組み】 
8. 「地域公共交通政策制度事例集」を作成
し、共有・活用することで自治体の交通政
策の推進を促すとともに、実態把握や先進
事例の共有化に取り組みます。 

9. 公共交通関係予算に関する重点課題を以
下の通り設定し、国・地方での取り組みを
進めます。 

 ① 地域公共交通については、移動を確保
し住民の生活を支えることを最優先に拡
充をはかること 

 ② テレワークやウェブ会議の普及などに
よる、通勤・通学などの移動を前提とし
ない新しい生活様式に対応した地域公共
交通の維持・発展にむけた財政支援 

 ③ 災害時における公共交通の安全運行を
確立するため、防災力を強める対策の財
源確保 

 ④ 交通事業の人材不足解消にむけた、人
材確保・育成に対する補助金の拡充 

 ⑤ 女性の交通職場への採用拡大と、その
ための職場施設等環境の整備 

 ⑥ バス・鉄軌道運転者の脳ＭＲＩ検査含
むスクリーニング検査等健康管理に対す
る助成措置の創設 

 ⑦ ユニバーサルデザインバス車両の導入
促進と先進安全装置および衛生装置の補
助金拡充 

 ⑧ 電気バスや燃料電池バス等の導入拡大
によりＧＸ（グリーントランスフォー
メーション）を進めるにあたっては、車
両購入補助の拡充とともに、蓄電池・充
電設備の整備を進めること 

 ⑨ 鉄軌道施設等の安全対策やバリアフ
リー化など大規模インフラ工事・改修お
よび駅施設の多目的化への予算措置 

 ⑩ 路面電車事業における延伸や新線計画、
ＬＲＴ【95】に対する補助の拡充 

 ⑪ 技術職場における安全性向上、作業の
効率化、軽減のための先進技術の導入 

10. 「地方自治における公共交通のあり方を

10.　公共交通労働者の取り組み　（131）
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考える議員懇談会」と連携して、国の公共
交通関連予算の拡充や検証を行うなど政策
課題の前進に取り組むとともに、関係省庁
との間で、公共交通サービスの確立にむけ
た政策協議を促進します。 

 
【交通政策研究活動の取り組み】 
11. 持続可能な地域公共交通の確立にむけた
政策議論を深め、課題の共有化をはかるた
め、交通政策研究集会を開催します。 

12. 連合、交運労協が開催する公共交通を
テーマとした学習会や集会などに積極的に
参加するとともに、引き続き、公営交通事
業協会との連携強化に努めます。 

13. 自治総研と連携し、交通政策の研究活動
に取り組みます。単組は、県本部や県都市
交評が開催する自治研集会、交通政策研究
集会に積極的に参加します。 

 
【交通職場の賃金・労働条件の改善】 
14. 公共交通職場の賃金水準の向上と非正規
労働者の処遇改善をめざし、自治体単組と
連携した取り組みを進めます。 

15. 自動車運転者の労働時間等の改善のため
の基準（改善告示基準）の順守とそれに基
づく総拘束時間等の改善にむけ、交運労協
など関係団体と連携して取り組みます。 

16. 職員の就業意欲の向上をめざし、育児・
介護に関する制度の拡充や、定年延長に伴
う高年齢者むけの勤務形態の導入など、多
様な働き方を実現することで、誰もが働き
続けることが可能となる職場環境の改善を
求めます。 

17. 公共交通労働者への第三者による暴力行
為をはじめとするカスタマーハラスメント
の撲滅にむけて、交運労協など関係団体と

連携して取り組みを強化します。 
 
【公共交通職場の人員確保】 
18. 地域公共交通職場をめぐる人員不足が深
刻化していることから、安全・安心な運行
を確保するために、バス・鉄軌道の運転者、
保守・整備部門職員について、正規による
採用を基本に、以下の通り取り組みを進め
ます。 

 ① 全国一般評・交運労協との連携を強化
し、地域公共交通を担う若年層や女性の
安定的な人員確保と処遇改善を一体的に
取り組みます。 

 ② 運転者養成制度導入事業者の拡充など、
バス運転者不足の解消に取り組みます。 

 ③ 安全・安心をささえる技術の継承も喫
緊の課題となっていることから、整備・
保守職員の定期的な正規採用による安定
的な確保を求め、関係省庁対策に取り組
みます。 

 ④ 採用からわずかな期間での離職が増加
していることから、休暇制度の取得促進
をはじめ、ワーク・ライフ・バランスの
確保を追求します。 

 
【交通職場・関連職場の組織強化・拡大】 
19. 本部は、公共交通職場の結集と、組織強
化・拡大を目的に、組織集会を開催します。 

20．交通関連職場の組織強化については、単
組・県本部・本部が連携し、以下の通り取
り組みを進めます。 

 ① 地連・県本部都市交評の運動を活性化
し、より広範な地域での課題共有と連携
強化に取り組みます。 

 ② 公営交通事業の再編が実施された職場
における交渉・協議の実態把握に取り組
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み、自治労加盟の継続を基本に、共闘関
係の構築に取り組みます。 

 ③ 競合組織による組織分断を阻止するた
め、単組オルグを強化し、情報の共有化
をはかるとともに、未加入者の加入促進
など都市交評単組職場の組織率をさらに
高めるための取り組みを進めます。 

21. 組織拡大にむけて、自治体関与の強い公
共交通職場をはじめとする未組織職場や、
関係単組における非正規労働者の自治労結
集に取り組みます。 

 
【交通労働者との連携強化】 
22. 本部は、交運労協や連合交通運輸部門連
絡会に結集し、県本部・単組は地方交運労
協、県交運労協に結集して交通労働者の連
携強化に取り組みます。 

23. ＩＴＦ（国際運輸労連）の活動や会議に
積極的に参加し、各国の交通運輸労働組合
との連帯・交流活動を深めるとともに、労
働者の権利確立、労働条件の向上をめざし
ます。 

 
 
 
 

（132）　第３章　各部門の運動目標
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考える議員懇談会」と連携して、国の公共
交通関連予算の拡充や検証を行うなど政策
課題の前進に取り組むとともに、関係省庁
との間で、公共交通サービスの確立にむけ
た政策協議を促進します。 

 
【交通政策研究活動の取り組み】 
11. 持続可能な地域公共交通の確立にむけた
政策議論を深め、課題の共有化をはかるた
め、交通政策研究集会を開催します。 

12. 連合、交運労協が開催する公共交通を
テーマとした学習会や集会などに積極的に
参加するとともに、引き続き、公営交通事
業協会との連携強化に努めます。 

13. 自治総研と連携し、交通政策の研究活動
に取り組みます。単組は、県本部や県都市
交評が開催する自治研集会、交通政策研究
集会に積極的に参加します。 

 
【交通職場の賃金・労働条件の改善】 
14. 公共交通職場の賃金水準の向上と非正規
労働者の処遇改善をめざし、自治体単組と
連携した取り組みを進めます。 

15. 自動車運転者の労働時間等の改善のため
の基準（改善告示基準）の順守とそれに基
づく総拘束時間等の改善にむけ、交運労協
など関係団体と連携して取り組みます。 

16. 職員の就業意欲の向上をめざし、育児・
介護に関する制度の拡充や、定年延長に伴
う高年齢者むけの勤務形態の導入など、多
様な働き方を実現することで、誰もが働き
続けることが可能となる職場環境の改善を
求めます。 

17. 公共交通労働者への第三者による暴力行
為をはじめとするカスタマーハラスメント
の撲滅にむけて、交運労協など関係団体と

連携して取り組みを強化します。 
 
【公共交通職場の人員確保】 
18. 地域公共交通職場をめぐる人員不足が深
刻化していることから、安全・安心な運行
を確保するために、バス・鉄軌道の運転者、
保守・整備部門職員について、正規による
採用を基本に、以下の通り取り組みを進め
ます。 

 ① 全国一般評・交運労協との連携を強化
し、地域公共交通を担う若年層や女性の
安定的な人員確保と処遇改善を一体的に
取り組みます。 

 ② 運転者養成制度導入事業者の拡充など、
バス運転者不足の解消に取り組みます。 

 ③ 安全・安心をささえる技術の継承も喫
緊の課題となっていることから、整備・
保守職員の定期的な正規採用による安定
的な確保を求め、関係省庁対策に取り組
みます。 

 ④ 採用からわずかな期間での離職が増加
していることから、休暇制度の取得促進
をはじめ、ワーク・ライフ・バランスの
確保を追求します。 

 
【交通職場・関連職場の組織強化・拡大】 
19. 本部は、公共交通職場の結集と、組織強
化・拡大を目的に、組織集会を開催します。 

20．交通関連職場の組織強化については、単
組・県本部・本部が連携し、以下の通り取
り組みを進めます。 

 ① 地連・県本部都市交評の運動を活性化
し、より広範な地域での課題共有と連携
強化に取り組みます。 

 ② 公営交通事業の再編が実施された職場
における交渉・協議の実態把握に取り組
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み、自治労加盟の継続を基本に、共闘関
係の構築に取り組みます。 

 ③ 競合組織による組織分断を阻止するた
め、単組オルグを強化し、情報の共有化
をはかるとともに、未加入者の加入促進
など都市交評単組職場の組織率をさらに
高めるための取り組みを進めます。 

21. 組織拡大にむけて、自治体関与の強い公
共交通職場をはじめとする未組織職場や、
関係単組における非正規労働者の自治労結
集に取り組みます。 

 
【交通労働者との連携強化】 
22. 本部は、交運労協や連合交通運輸部門連
絡会に結集し、県本部・単組は地方交運労
協、県交運労協に結集して交通労働者の連
携強化に取り組みます。 

23. ＩＴＦ（国際運輸労連）の活動や会議に
積極的に参加し、各国の交通運輸労働組合
との連帯・交流活動を深めるとともに、労
働者の権利確立、労働条件の向上をめざし
ます。 

 
 
 
 

10.　公共交通労働者の取り組み　（133）
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11. 女性労働者の取り組み 
 
 
【女性参画拡大とジェンダー平等の実現】 
1. あらゆる分野での男女平等実現にむけ、
職場・地域・家庭から固定的性別役割分担
意識をなくす取り組みを進めます。全自治
体での男女平等条例制定とそれに基づく行
動計画の策定・実行を求める運動を強め、
政策・方針決定過程への女性参画の拡大を
進めます。 

2. 女性差別撤廃条約【96】の理念を活かし、
生涯を通した女性に対する健康支援と自己
決定の権利（リプロダクティブ・ヘルス/
ライツ【97】）に基づいた視点で、すべての
女性の人権を尊重した施策を求めます。ま
た、連合や女性団体等と連携し、選択議定
書の批准にむけた取り組みを進めます。 

3. 憲法第14条、第24条を活かし、女性の参
画の拡大やジェンダー平等社会の実現をめ
ざす運動を強めます。 

4. 男女雇用機会均等法などの学習や討論を
深め、労働者が職場で差別されることなく
働き続けられる職場や労働条件改善を追求
し、仕事と家庭が調和する男女平等の実現
をめざします。また、募集・採用・配置・
昇進・退職における「間接差別」を含めた
差別を是正し、雇用の全ステージにおける
男女平等の職場づくりを推進します。 

5. ジェンダー平等実現にむけて、単組・県
本部・本部の女性部が連携して運動を進め
ます。 

6. 女性活躍推進法や次世代育成支援対策推
進法に基づく、特定（一般）事業主行動計

画の実施状況を点検し、非正規労働者も含
めた計画策定と実効性の確保にむけた取り
組みや必要に応じた事業変更、予算確保な
どを求めます。 

  女性活躍推進法に基づく事業主行動計画
策定指針の改正により、2023年４月から
「職員の給与の男女の差異」の公表が義務
化されたことを踏まえ、改めて、性差によ
る賃金格差解消に取り組みます。 

7. ＩＬＯ190号「仕事の世界における暴力
とハラスメント根絶」に関する条約の早期
批准にむけ、連合に結集し、取り組みを進
めます。性別による差別禁止や妊娠・出産、
介護を理由とする不利益取り扱いの禁止、
ハラスメント防止対策などの徹底を求め、
取り組みを進めます。 

8. 選択的夫婦別姓制度などの民法改正にむ
け、連合に結集して運動を強めます。また、
職場での旧姓使用選択ができるよう取り組
みます。 

9. 誰もが差別なく安心して働き続けられる
職場づくりにむけて、「女性の働く権利確
立運動強化月間」を１～３月に設定し、取
り組みを進めます。定年前退職など働き続
けられない職場の現状をはじめ、女性の労
働権を侵害する差別の実態などについて、
アンケートの実施や独自要求闘争など、
「総点検・総学習・総実践」の運動を進め、
人員確保闘争、ジェンダー平等推進闘争等
につなげます。 

10. 保育所・医療機関・福祉施設・学校・給
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食・公営競技職場などの女性が多く働く対
住民サービス最前線の職場では、民間委託
や人員削減、正規職員から非正規職員等へ
の置き換えが進められています。そこで働
く労働者の安定雇用の実現と利用者・住民
への質の高い公共サービスの構築を一体の
ものとして取り組みます。 

 
【賃金・労働条件の改善】 
11. 賃金・労働条件は労使交渉で決めること
を労使で確認し、性や任用形態等の違いに
よる賃金差別をなくし、「同一価値労働・
同一賃金」「均等待遇」の原則に基づく賃
金・労働条件の確立にむけて、たたかいを
強化します。 

12. 2024年の勧告で成案が示される予定の
「社会と公務の変化に応じた給与制度の整
備（給与制度の見直し）」にあたっては、
中高年層も含めたすべての世代のモチベー
ション向上につながる見直しを求めます。 

13. 2023年４月から公務員の定年年齢の段階
的引き上げが開始されましたが、働き続け
るための権利や制度の学習を深め、権利を
行使するとともに、「年次有給休暇・生理
休暇取得調査（生休・年休アンケート）」
の声や職場実態を集めながら、定年が引き
上げられても健康で働き続けられる職場づ
くりにむけた取り組みを進めます。 

14. 人事評価制度などが不当な賃金格差や分
限解雇の濫用、産休や育休取得の不利益取
り扱いにつながらないよう、見直しや点検
に積極的に関わります。 

15. 育児・介護に関わる休暇・休業制度の拡
充にむけ取り組みを進めます。また、休業
等の取得によって不利益を生じさせないよ
う取り組みます。 

16. 仕事と生活の調和にむけ、労働時間の短
縮、時間外労働・休日労働の削減と不払い
労働撲滅など、長時間労働縮減に取り組み
ます。また、妊産婦等の就業制限等、労働
安全衛生基準を遵守させ、健康が守られる、
安心・安全な職場をつくります。 

 
【平和と民主主義を守る取り組み】 
17. 自民党などの改憲勢力は熟議ないまま数
の力で憲法改正を推し進めようとしていま
す。とくに、自民党改憲草案では、両性の
本質的平等の否定など戦前の思想を想起さ
せる内容が盛り込まれていることから、そ
の問題点について青年女性憲法フォーラム
などで学習するとともに、憲法改悪阻止に
むけた各種取り組みに積極的に参画します。 

18. 岸田政権はウクライナ侵攻や台湾有事な
どを口実に、軍備増強を押し進めようとし
ていることから、日本が戦争する国になら
ないよう、戦後日本が堅持してきた専守防
衛を逸脱する防衛力の強化に反対します。
また、南西諸島への長距離弾道ミサイルの
配備や米軍再編による在日米軍基地の機能
強化、自衛隊との連携強化に反対します。 

  さらに、青年女性オキナワ平和の旅を通
じて、辺野古新基地建設反対など在日米軍
の基地整理・縮小・撤去にむけた運動を進
めます。 

19. 東京電力福島第一原発事故後12年が経過
してもいまだに避難者がいることから、核
と人類が共存できないことは明らかとなっ
ています。引き続き、被災地県本部の女性
部などと連帯し、反核・脱原発の運動に取
り組みます。あわせて、持続可能でクリー
ンな地域分散型再生可能エネルギーなどへ
の転換の運動を強めます。 

（134）　第３章　各部門の運動目標
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11. 女性労働者の取り組み 
 
 
【女性参画拡大とジェンダー平等の実現】 
1. あらゆる分野での男女平等実現にむけ、
職場・地域・家庭から固定的性別役割分担
意識をなくす取り組みを進めます。全自治
体での男女平等条例制定とそれに基づく行
動計画の策定・実行を求める運動を強め、
政策・方針決定過程への女性参画の拡大を
進めます。 

2. 女性差別撤廃条約【96】の理念を活かし、
生涯を通した女性に対する健康支援と自己
決定の権利（リプロダクティブ・ヘルス/
ライツ【97】）に基づいた視点で、すべての
女性の人権を尊重した施策を求めます。ま
た、連合や女性団体等と連携し、選択議定
書の批准にむけた取り組みを進めます。 

3. 憲法第14条、第24条を活かし、女性の参
画の拡大やジェンダー平等社会の実現をめ
ざす運動を強めます。 

4. 男女雇用機会均等法などの学習や討論を
深め、労働者が職場で差別されることなく
働き続けられる職場や労働条件改善を追求
し、仕事と家庭が調和する男女平等の実現
をめざします。また、募集・採用・配置・
昇進・退職における「間接差別」を含めた
差別を是正し、雇用の全ステージにおける
男女平等の職場づくりを推進します。 

5. ジェンダー平等実現にむけて、単組・県
本部・本部の女性部が連携して運動を進め
ます。 

6. 女性活躍推進法や次世代育成支援対策推
進法に基づく、特定（一般）事業主行動計

画の実施状況を点検し、非正規労働者も含
めた計画策定と実効性の確保にむけた取り
組みや必要に応じた事業変更、予算確保な
どを求めます。 

  女性活躍推進法に基づく事業主行動計画
策定指針の改正により、2023年４月から
「職員の給与の男女の差異」の公表が義務
化されたことを踏まえ、改めて、性差によ
る賃金格差解消に取り組みます。 

7. ＩＬＯ190号「仕事の世界における暴力
とハラスメント根絶」に関する条約の早期
批准にむけ、連合に結集し、取り組みを進
めます。性別による差別禁止や妊娠・出産、
介護を理由とする不利益取り扱いの禁止、
ハラスメント防止対策などの徹底を求め、
取り組みを進めます。 

8. 選択的夫婦別姓制度などの民法改正にむ
け、連合に結集して運動を強めます。また、
職場での旧姓使用選択ができるよう取り組
みます。 

9. 誰もが差別なく安心して働き続けられる
職場づくりにむけて、「女性の働く権利確
立運動強化月間」を１～３月に設定し、取
り組みを進めます。定年前退職など働き続
けられない職場の現状をはじめ、女性の労
働権を侵害する差別の実態などについて、
アンケートの実施や独自要求闘争など、
「総点検・総学習・総実践」の運動を進め、
人員確保闘争、ジェンダー平等推進闘争等
につなげます。 

10. 保育所・医療機関・福祉施設・学校・給
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食・公営競技職場などの女性が多く働く対
住民サービス最前線の職場では、民間委託
や人員削減、正規職員から非正規職員等へ
の置き換えが進められています。そこで働
く労働者の安定雇用の実現と利用者・住民
への質の高い公共サービスの構築を一体の
ものとして取り組みます。 

 
【賃金・労働条件の改善】 
11. 賃金・労働条件は労使交渉で決めること
を労使で確認し、性や任用形態等の違いに
よる賃金差別をなくし、「同一価値労働・
同一賃金」「均等待遇」の原則に基づく賃
金・労働条件の確立にむけて、たたかいを
強化します。 

12. 2024年の勧告で成案が示される予定の
「社会と公務の変化に応じた給与制度の整
備（給与制度の見直し）」にあたっては、
中高年層も含めたすべての世代のモチベー
ション向上につながる見直しを求めます。 

13. 2023年４月から公務員の定年年齢の段階
的引き上げが開始されましたが、働き続け
るための権利や制度の学習を深め、権利を
行使するとともに、「年次有給休暇・生理
休暇取得調査（生休・年休アンケート）」
の声や職場実態を集めながら、定年が引き
上げられても健康で働き続けられる職場づ
くりにむけた取り組みを進めます。 

14. 人事評価制度などが不当な賃金格差や分
限解雇の濫用、産休や育休取得の不利益取
り扱いにつながらないよう、見直しや点検
に積極的に関わります。 

15. 育児・介護に関わる休暇・休業制度の拡
充にむけ取り組みを進めます。また、休業
等の取得によって不利益を生じさせないよ
う取り組みます。 

16. 仕事と生活の調和にむけ、労働時間の短
縮、時間外労働・休日労働の削減と不払い
労働撲滅など、長時間労働縮減に取り組み
ます。また、妊産婦等の就業制限等、労働
安全衛生基準を遵守させ、健康が守られる、
安心・安全な職場をつくります。 

 
【平和と民主主義を守る取り組み】 
17. 自民党などの改憲勢力は熟議ないまま数
の力で憲法改正を推し進めようとしていま
す。とくに、自民党改憲草案では、両性の
本質的平等の否定など戦前の思想を想起さ
せる内容が盛り込まれていることから、そ
の問題点について青年女性憲法フォーラム
などで学習するとともに、憲法改悪阻止に
むけた各種取り組みに積極的に参画します。 

18. 岸田政権はウクライナ侵攻や台湾有事な
どを口実に、軍備増強を押し進めようとし
ていることから、日本が戦争する国になら
ないよう、戦後日本が堅持してきた専守防
衛を逸脱する防衛力の強化に反対します。
また、南西諸島への長距離弾道ミサイルの
配備や米軍再編による在日米軍基地の機能
強化、自衛隊との連携強化に反対します。 

  さらに、青年女性オキナワ平和の旅を通
じて、辺野古新基地建設反対など在日米軍
の基地整理・縮小・撤去にむけた運動を進
めます。 

19. 東京電力福島第一原発事故後12年が経過
してもいまだに避難者がいることから、核
と人類が共存できないことは明らかとなっ
ています。引き続き、被災地県本部の女性
部などと連帯し、反核・脱原発の運動に取
り組みます。あわせて、持続可能でクリー
ンな地域分散型再生可能エネルギーなどへ
の転換の運動を強めます。 

11.　女性労働者の取り組み　（135）
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20. 女性への重大な人権侵害である日本軍
「慰安婦」問題や侵略の歴史の歪曲、ヘイ
トスピーチなどを許さず、各地域での「戦
争に協力しない宣言」や「反核平和の火リ
レー」、「８の日行動」、「新しい歴史教
科書をつくる会等の教科書を採択させない
運動」など、部落解放同盟女性部や 女性
会議をはじめ、地域の民主的女性団体との
共同行動を強めます。 

21. 生活・職場の課題とあわせ、平和と民主
主義は女性の人権保障に不可欠です。その
ためには政治の取り組みが欠かせないこと
から、各種選挙で情報発信や政治学習など
に取り組みます。 

  また、政治闘争の必要性を学び・拡げ、
2025年に行われる参院選挙における組織内
候補予定者（比例代表）の必勝をはじめ、
各種選挙闘争における自治労の推薦する候
補者の当選にむけて、主体的に取り組みま
す。 

 
【組織拡大の取り組みと女性部組織の強化】 
22. 職場での声掛けや学習会への参加呼びか

けなどを通じて新規採用者、未加入者の組
合加入対策を進めます。 

23. 同じ職場で働く非正規の仲間とのつなが
りを強め、組織化の取り組みを強化します。 

24. 職場の身近な問題や女性特有の課題を共
有する場として女性部に結集し、健康で働
き続けられるための要求づくりなど、職場
や単組での具体的なたたかいを通して組織
強化をはかります。 

25. 全県本部からの参加で女性労働学校を開
催し、学習と討論、実践の交流を通して、
活動家の育成をはかります。また、女性部
が主体となって、各県の女性労働学校の開

催に取り組みます。県本部、単組では、学
習会や各種集会等で講演動画、ウェブなど
を活用し、身近な学習活動に努めます。 

26. 単組・県本部活動の活性化をはじめ、組
織強化・拡大にむけ、県本部・単組の基本
組織の取り組みに企画・立案の段階から参
画し、自治労運動の前進にむけた取り組み
を進めます。 

  運動をけん引し、女性の意見を反映する
役員の担い手の育成のため、全県本部で女
性専従役員の配置や単組執行部への女性役
員の登用を追求します。また、多様な労働
者の結集や互いの立場を尊重した職場づく
りのための議論を深めます。 

27. 中央・地連での青年女性交流集会を隔年
で開催します。各県本部・単組は、職場で
の要求行動や具体的な取り組みを集会に持
ち寄り、運動交流をはかるとともに、自治
労運動の強化・底上げをはかります。 

28. 各評議会や青年部と共通の課題について、
連携して解決にむけ取り組みます。 

29. じちろう共済を活用し、組織強化・拡大
につなげます。また、共済の学習・説明の
機会を設け、共済活動の推進に取り組みま
す。 

30．女性労働者の処遇改善や男女平等社会の
実現にむけ、連合などが提起する運動に積
極的に参画します。 

31. ＰＳＩ、ＩＴＦなどを通して世界の女性
運動を学び、交流や連帯行動を強めます。 
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12. 青年労働者の取り組み 
 
 
【青年部運動の活性化と組織強化】 
1. 青年部運動の活性化は、次代の担い手育
成や新規採用者組織化などの課題の前進に
不可欠であるとともに、将来の自治労組織
のあり方に直結します。同じ職場で働く仲
間の悩みや課題を自分事として捉え、主体
的に行動できる青年部運動の構築をめざし、
単組、県本部、本部は連携して運動を推進
します。 

2. 単組青年部等は日常活動の活性化にむけ
て、以下に取り組みます。 

 ① 若手組合員とともに労働組合や勤務・
労働条件に関する基礎知識を確認する学
習会、研修会の開催に取り組みます。 

 ② 若手組合員が定期的に集まり、話す等
の交流の機会をつくります。とくに興味、
関心に即したテーマ設定や時間配分、手
法等を工夫し、多様な組合員が参加でき
る活動をめざします。 

 ③ 仲間の声や職場課題に依拠した要求書
を青年部自らが作成し、直接当局と交渉
する「青年部独自要求闘争」に取り組み
ます。独自での要求書の提出や交渉が困
難な場合は、単組の基本要求書へ青年部
の意見・要望を反映する取り組みを進め
るとともに、交渉への参加を追求します。 

 ④ 青年部独自の教宣紙の発行やＳＮＳ等
の媒体を活用し、具体的な活動内容や成
果を若手組合員に伝える取り組みを強化
します。 

 ⑤ 役員会・常任委員会（幹事会）を定期

的に開催します。また、役員の複数年化
を追求します。 

 ⑥ 県内単組と連携して、単組組合員が職
場を越えて学習や交流ができる機会をつ
くります。 

3. 県本部青年部等は、単組運動を支え、県
本部全体の運動の底上げのため、以下の取
り組みを進めます。 

 ① 単組が直面している課題を把握し、学
習会の講師の派遣への対応やオルグ、活
用しやすいツールづくり等必要な支援を
行います。 

 ② 常任委員会（幹事会）の中での学習の
機会を設けます。また、役員の複数年化
を追求します。 

 ③ 単組代表者会議を開催し、単組におけ
る具体的な取り組みを提起し、意思統一
の機会をつくるとともに、分散会の実施
を行い、単組を超えて互いの悩みを話し、
学び合う場をつくります。 

 ④ 「労働者としてのモノの見方・考え方」
を学習し、職場・地域・社会の課題を自
分事として捉え、主体的に青年部運動を
リードする活動家を育成するため、県本
部単位での労働学校の開催や単組組合員
の積極的な参加を追求します。 

 ⑤ 県本部青年部独自の教宣紙の発行やＳ
ＮＳ等の媒体を活用し、県本部としての
具体的な活動内容や県内単組の運動の好
事例の共有を積極的に行い、運動の豊富
化に努めます。 

（136）　第３章　各部門の運動目標
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20. 女性への重大な人権侵害である日本軍
「慰安婦」問題や侵略の歴史の歪曲、ヘイ
トスピーチなどを許さず、各地域での「戦
争に協力しない宣言」や「反核平和の火リ
レー」、「８の日行動」、「新しい歴史教
科書をつくる会等の教科書を採択させない
運動」など、部落解放同盟女性部や 女性
会議をはじめ、地域の民主的女性団体との
共同行動を強めます。 

21. 生活・職場の課題とあわせ、平和と民主
主義は女性の人権保障に不可欠です。その
ためには政治の取り組みが欠かせないこと
から、各種選挙で情報発信や政治学習など
に取り組みます。 

  また、政治闘争の必要性を学び・拡げ、
2025年に行われる参院選挙における組織内
候補予定者（比例代表）の必勝をはじめ、
各種選挙闘争における自治労の推薦する候
補者の当選にむけて、主体的に取り組みま
す。 

 
【組織拡大の取り組みと女性部組織の強化】 
22. 職場での声掛けや学習会への参加呼びか

けなどを通じて新規採用者、未加入者の組
合加入対策を進めます。 

23. 同じ職場で働く非正規の仲間とのつなが
りを強め、組織化の取り組みを強化します。 

24. 職場の身近な問題や女性特有の課題を共
有する場として女性部に結集し、健康で働
き続けられるための要求づくりなど、職場
や単組での具体的なたたかいを通して組織
強化をはかります。 

25. 全県本部からの参加で女性労働学校を開
催し、学習と討論、実践の交流を通して、
活動家の育成をはかります。また、女性部
が主体となって、各県の女性労働学校の開

催に取り組みます。県本部、単組では、学
習会や各種集会等で講演動画、ウェブなど
を活用し、身近な学習活動に努めます。 

26. 単組・県本部活動の活性化をはじめ、組
織強化・拡大にむけ、県本部・単組の基本
組織の取り組みに企画・立案の段階から参
画し、自治労運動の前進にむけた取り組み
を進めます。 

  運動をけん引し、女性の意見を反映する
役員の担い手の育成のため、全県本部で女
性専従役員の配置や単組執行部への女性役
員の登用を追求します。また、多様な労働
者の結集や互いの立場を尊重した職場づく
りのための議論を深めます。 

27. 中央・地連での青年女性交流集会を隔年
で開催します。各県本部・単組は、職場で
の要求行動や具体的な取り組みを集会に持
ち寄り、運動交流をはかるとともに、自治
労運動の強化・底上げをはかります。 

28. 各評議会や青年部と共通の課題について、
連携して解決にむけ取り組みます。 

29. じちろう共済を活用し、組織強化・拡大
につなげます。また、共済の学習・説明の
機会を設け、共済活動の推進に取り組みま
す。 

30．女性労働者の処遇改善や男女平等社会の
実現にむけ、連合などが提起する運動に積
極的に参画します。 

31. ＰＳＩ、ＩＴＦなどを通して世界の女性
運動を学び、交流や連帯行動を強めます。 
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12. 青年労働者の取り組み 
 
 
【青年部運動の活性化と組織強化】 
1. 青年部運動の活性化は、次代の担い手育
成や新規採用者組織化などの課題の前進に
不可欠であるとともに、将来の自治労組織
のあり方に直結します。同じ職場で働く仲
間の悩みや課題を自分事として捉え、主体
的に行動できる青年部運動の構築をめざし、
単組、県本部、本部は連携して運動を推進
します。 

2. 単組青年部等は日常活動の活性化にむけ
て、以下に取り組みます。 

 ① 若手組合員とともに労働組合や勤務・
労働条件に関する基礎知識を確認する学
習会、研修会の開催に取り組みます。 

 ② 若手組合員が定期的に集まり、話す等
の交流の機会をつくります。とくに興味、
関心に即したテーマ設定や時間配分、手
法等を工夫し、多様な組合員が参加でき
る活動をめざします。 

 ③ 仲間の声や職場課題に依拠した要求書
を青年部自らが作成し、直接当局と交渉
する「青年部独自要求闘争」に取り組み
ます。独自での要求書の提出や交渉が困
難な場合は、単組の基本要求書へ青年部
の意見・要望を反映する取り組みを進め
るとともに、交渉への参加を追求します。 

 ④ 青年部独自の教宣紙の発行やＳＮＳ等
の媒体を活用し、具体的な活動内容や成
果を若手組合員に伝える取り組みを強化
します。 

 ⑤ 役員会・常任委員会（幹事会）を定期

的に開催します。また、役員の複数年化
を追求します。 

 ⑥ 県内単組と連携して、単組組合員が職
場を越えて学習や交流ができる機会をつ
くります。 

3. 県本部青年部等は、単組運動を支え、県
本部全体の運動の底上げのため、以下の取
り組みを進めます。 

 ① 単組が直面している課題を把握し、学
習会の講師の派遣への対応やオルグ、活
用しやすいツールづくり等必要な支援を
行います。 

 ② 常任委員会（幹事会）の中での学習の
機会を設けます。また、役員の複数年化
を追求します。 

 ③ 単組代表者会議を開催し、単組におけ
る具体的な取り組みを提起し、意思統一
の機会をつくるとともに、分散会の実施
を行い、単組を超えて互いの悩みを話し、
学び合う場をつくります。 

 ④ 「労働者としてのモノの見方・考え方」
を学習し、職場・地域・社会の課題を自
分事として捉え、主体的に青年部運動を
リードする活動家を育成するため、県本
部単位での労働学校の開催や単組組合員
の積極的な参加を追求します。 

 ⑤ 県本部青年部独自の教宣紙の発行やＳ
ＮＳ等の媒体を活用し、県本部としての
具体的な活動内容や県内単組の運動の好
事例の共有を積極的に行い、運動の豊富
化に努めます。 

12.　青年労働者の取り組み　（137）
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 ⑥ ブロック・総支部や単組間の学習交流
の機会を積極的につくり、県本部・単組
間の連携を強化します。 

 ⑦ 地連内の県本部と連携して、学習・交
流、情報交換の機会をつくります。 

 ⑧ 県本部の実施する各種会議について、
単組ニーズに即したテーマ設定や時間配
分、手法等を工夫し、多様な組合員が参
加できる活動をめざします。 

 ⑨ 県本部における青年部役員の専従体制
の確立を追求します。 

4. 青年部は、単組・県本部の青年労働者の
運動を支えるため次の取り組みを進めます。 

 ① 拡大青年部長会議を開催し、単組・県
本部における各種取り組み手法や実態を
把握するとともに、県本部青年部等の役
割の確認、単組への具体的な支援方法な
どを討論し、県本部・単組運動の前進に
つなげます。 

 ② 「労働者としてのモノの見方・考え方」
を学習し、職場・地域・社会の課題を自
分事として捉え、主体的に青年部運動を
リードする活動家を育成するため、本部
青年労働学校を開催します。 

 ③ 各県本部の常任委員会（幹事会）や集
会に積極的に参加し、課題や要望の把握
に努め、必要な支援を行います。 

 ④ 単組・県本部が活用しやすい学習資料
を提供します。 

 ⑤ 機関紙やＳＮＳ等の媒体を活用し、本
部青年部の具体的な活動内容や全国の運
動の好事例の共有を積極的に行い、運動
の豊富化に努めます。 

 ⑥ 集会のあり方について、時間配分、手
法等を工夫し、多様な組合員が参加でき
る活動をめざします。 

 ⑦ 青年労働者の課題解決と将来の自治労
運動の担い手育成にむけ、本部は県本部
と連携しながらすべての単組での青年部
の結成をめざします。 

5. 中央・地連での青年女性交流集会を隔年
で開催します。職場での要求行動や具体的
な取り組みを集会に持ち寄り、運動交流を
はかるとともに、自治労運動の強化・底上
げをはかります。とくに、以下について取
り組みます。 

 ① 生活職場実態討論と職種別分散会に取
り組み、職種ごとに起きている現場での
合理化とその影響を明らかにします。 

 ② 歌や構成詩など、職場・社会の課題や
仲間の取り組みなどをわかりやすく表現
する文化活動に取り組みます。 

 ③ 県本部・単組での集会事前・事後の取
り組みを追求し、「ゆずれない」要求づ
くり等具体的な実践につなげます。 

 ④ すべての単組・県本部や職種、正規・
非正規、現業・非現業など、全国の仲間
の結集を追求します。 

6. 各評議会や女性部と共通の課題について、
連帯して解決にむけ取り組みます。 

 
【組織拡大・じちろう共済の取り組み】 
7. 新規採用者、未加入者の組合加入にむけ
て、労働運動の必要性を伝え、日頃の世話
役活動や職場での声掛けの取り組みなどを
主体的に担い、100％組織化をめざします。 

8. 新入組合員むけの学習・交流会を単組・
県本部で開催します。とくに中途採用者に
対する取り組みを強化します。 

9. 青年層をはじめとする会計年度任用職員
等の仲間との学習・交流をはかり、職場の
課題や悩みなどを共有するとともに、処遇
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改善にむけた取り組みを通じて仲間意識の
醸成と組織化につなげます。 

10. じちろう共済について、幹事会や会議・
集会の場において共済の学習を進め、青年
部役員自らが加入するとともに、共済推進
に主体的に取り組みます。とくに、新規採
用職員の共済の同時加入にむけた取り組み
を進めます。 

 
【分権自治の取り組み】 
11. これまでの自然災害の教訓やコロナ禍で
の課題を踏まえ、公務員の人員削減に反対
し、住民福祉の向上と十分な公共サービス
を提供できる体制・地方財源の確保にむけ
て取り組みを進めます。 

12. 社会情勢や自治体行政のあり方を学ぶと
ともに、質の高い公共サービスの実現や多
様化する社会での地域自治の推進にむけ、
自治研活動の取り組みを進めます。とくに、
「自治研ＵＮＤＥＲ35」に積極的に参加し
ます。 

 
【賃金・労働条件の改善】 
13. 賃金制度や賃金論の学習、生活・職場実
態点検運動を進め、賃金改善に積極的に取
り組みます。また、単組内でのモデル賃金
表の作成や単組間の賃金比較などを通じて
賃金闘争を強化します。 

14. 仕事と生活の調和にむけ、労働時間の短
縮、時間外労働・休日労働の削減と不払い
残業の撲滅・人員確保闘争を進め、長時間
労働縮減に取り組みます。 

15. 人事評価制度の狙いを明らかにする学習
や職場実態の点検を行う中から、課題を共
有し、労働者間に差別と分断をもたらす能
力・実績主義の強化に反対するたたかいを

進めます。 
16. 2023年４月から公務員の定年年齢の段階
的引き上げが開始されましたが、新規採用
の抑制を行わず職場の年齢構成にも留意し、
青年層が経験等に見あわない業務に従事さ
せられることのないよう適切な運用を追求
します。 

17. 単組で協約締結権を活用した運動を展開
するため、現業・公企労働者の権利学習や
交流に取り組みます。 

18. 公共サービスの水準確保やすべての労働
者の労働条件改善をめざし、地域の労働者
との共闘を推進します。 

19. 「同一価値労働・同一賃金」の原則を踏
まえ、低賃金化と地域や労働者間での格差
拡大に反対し、生活給としての賃金改善を
求めます。 

20. 青年労働者の賃金改善や春闘強化にむけ、
中央・地連別春闘討論集会を開催します。 

21. 春闘をはじめとする賃金闘争の節目に、
連合や公務員連絡会、青年団結集会運動等
に結集し、企業・産別を超えた青年の共闘
運動を強化します。 

 
【労働基本権確立と休暇制度の利用促進】 
22. 憲法28条やＩＬＯ勧告を踏まえ、自律的
労使関係や公務労働者の労働基本権の確立
に取り組みます。とくに全消協との連携を
強化します。 

23. 労働法制の規制緩和に反対する取り組み
や、ジェンダー平等を職場で活かす取り組
みを進めます。とくに、男女共同参画や
ジェンダー平等に関する基本的な学習や、
男性の育児休業取得促進に取り組みます。 

24. 職場における休暇取得を促進するため青
年部での権利学習や権利行使の取り組みを

（138）　第３章　各部門の運動目標
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 ⑥ ブロック・総支部や単組間の学習交流
の機会を積極的につくり、県本部・単組
間の連携を強化します。 

 ⑦ 地連内の県本部と連携して、学習・交
流、情報交換の機会をつくります。 

 ⑧ 県本部の実施する各種会議について、
単組ニーズに即したテーマ設定や時間配
分、手法等を工夫し、多様な組合員が参
加できる活動をめざします。 

 ⑨ 県本部における青年部役員の専従体制
の確立を追求します。 

4. 青年部は、単組・県本部の青年労働者の
運動を支えるため次の取り組みを進めます。 

 ① 拡大青年部長会議を開催し、単組・県
本部における各種取り組み手法や実態を
把握するとともに、県本部青年部等の役
割の確認、単組への具体的な支援方法な
どを討論し、県本部・単組運動の前進に
つなげます。 

 ② 「労働者としてのモノの見方・考え方」
を学習し、職場・地域・社会の課題を自
分事として捉え、主体的に青年部運動を
リードする活動家を育成するため、本部
青年労働学校を開催します。 

 ③ 各県本部の常任委員会（幹事会）や集
会に積極的に参加し、課題や要望の把握
に努め、必要な支援を行います。 

 ④ 単組・県本部が活用しやすい学習資料
を提供します。 

 ⑤ 機関紙やＳＮＳ等の媒体を活用し、本
部青年部の具体的な活動内容や全国の運
動の好事例の共有を積極的に行い、運動
の豊富化に努めます。 

 ⑥ 集会のあり方について、時間配分、手
法等を工夫し、多様な組合員が参加でき
る活動をめざします。 

 ⑦ 青年労働者の課題解決と将来の自治労
運動の担い手育成にむけ、本部は県本部
と連携しながらすべての単組での青年部
の結成をめざします。 

5. 中央・地連での青年女性交流集会を隔年
で開催します。職場での要求行動や具体的
な取り組みを集会に持ち寄り、運動交流を
はかるとともに、自治労運動の強化・底上
げをはかります。とくに、以下について取
り組みます。 

 ① 生活職場実態討論と職種別分散会に取
り組み、職種ごとに起きている現場での
合理化とその影響を明らかにします。 

 ② 歌や構成詩など、職場・社会の課題や
仲間の取り組みなどをわかりやすく表現
する文化活動に取り組みます。 

 ③ 県本部・単組での集会事前・事後の取
り組みを追求し、「ゆずれない」要求づ
くり等具体的な実践につなげます。 

 ④ すべての単組・県本部や職種、正規・
非正規、現業・非現業など、全国の仲間
の結集を追求します。 

6. 各評議会や女性部と共通の課題について、
連帯して解決にむけ取り組みます。 

 
【組織拡大・じちろう共済の取り組み】 
7. 新規採用者、未加入者の組合加入にむけ
て、労働運動の必要性を伝え、日頃の世話
役活動や職場での声掛けの取り組みなどを
主体的に担い、100％組織化をめざします。 

8. 新入組合員むけの学習・交流会を単組・
県本部で開催します。とくに中途採用者に
対する取り組みを強化します。 

9. 青年層をはじめとする会計年度任用職員
等の仲間との学習・交流をはかり、職場の
課題や悩みなどを共有するとともに、処遇
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改善にむけた取り組みを通じて仲間意識の
醸成と組織化につなげます。 

10. じちろう共済について、幹事会や会議・
集会の場において共済の学習を進め、青年
部役員自らが加入するとともに、共済推進
に主体的に取り組みます。とくに、新規採
用職員の共済の同時加入にむけた取り組み
を進めます。 

 
【分権自治の取り組み】 
11. これまでの自然災害の教訓やコロナ禍で
の課題を踏まえ、公務員の人員削減に反対
し、住民福祉の向上と十分な公共サービス
を提供できる体制・地方財源の確保にむけ
て取り組みを進めます。 

12. 社会情勢や自治体行政のあり方を学ぶと
ともに、質の高い公共サービスの実現や多
様化する社会での地域自治の推進にむけ、
自治研活動の取り組みを進めます。とくに、
「自治研ＵＮＤＥＲ35」に積極的に参加し
ます。 

 
【賃金・労働条件の改善】 
13. 賃金制度や賃金論の学習、生活・職場実
態点検運動を進め、賃金改善に積極的に取
り組みます。また、単組内でのモデル賃金
表の作成や単組間の賃金比較などを通じて
賃金闘争を強化します。 

14. 仕事と生活の調和にむけ、労働時間の短
縮、時間外労働・休日労働の削減と不払い
残業の撲滅・人員確保闘争を進め、長時間
労働縮減に取り組みます。 

15. 人事評価制度の狙いを明らかにする学習
や職場実態の点検を行う中から、課題を共
有し、労働者間に差別と分断をもたらす能
力・実績主義の強化に反対するたたかいを

進めます。 
16. 2023年４月から公務員の定年年齢の段階
的引き上げが開始されましたが、新規採用
の抑制を行わず職場の年齢構成にも留意し、
青年層が経験等に見あわない業務に従事さ
せられることのないよう適切な運用を追求
します。 

17. 単組で協約締結権を活用した運動を展開
するため、現業・公企労働者の権利学習や
交流に取り組みます。 

18. 公共サービスの水準確保やすべての労働
者の労働条件改善をめざし、地域の労働者
との共闘を推進します。 

19. 「同一価値労働・同一賃金」の原則を踏
まえ、低賃金化と地域や労働者間での格差
拡大に反対し、生活給としての賃金改善を
求めます。 

20. 青年労働者の賃金改善や春闘強化にむけ、
中央・地連別春闘討論集会を開催します。 

21. 春闘をはじめとする賃金闘争の節目に、
連合や公務員連絡会、青年団結集会運動等
に結集し、企業・産別を超えた青年の共闘
運動を強化します。 

 
【労働基本権確立と休暇制度の利用促進】 
22. 憲法28条やＩＬＯ勧告を踏まえ、自律的
労使関係や公務労働者の労働基本権の確立
に取り組みます。とくに全消協との連携を
強化します。 

23. 労働法制の規制緩和に反対する取り組み
や、ジェンダー平等を職場で活かす取り組
みを進めます。とくに、男女共同参画や
ジェンダー平等に関する基本的な学習や、
男性の育児休業取得促進に取り組みます。 

24. 職場における休暇取得を促進するため青
年部での権利学習や権利行使の取り組みを

12.　青年労働者の取り組み　（139）
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推進します。 
 
【反戦・反核・反差別・平和・民主主義確立】 
25. 青年女性憲法フォーラム、オキナワ平和
の旅などの取り組みを通じて、反戦平和、
労働組合が政策実現にむけて取り組む必要
性等について学習・討論を強化し、課題認
識の共有と自分事として主体的に取り組む
意識の醸成をします。とりわけ国会・議会
の見学、組織内・政策協力議員との意見交
換等の機会をつくり、政治闘争の大切さの
認識と実感を深めます。 

26. 職場・地域で、憲法を守り、活かす取り
組みを実践するとともに、産別を超えた大
衆行動を追求します。また、平和行政の確
立にむけ、安全保障関連３文書や有事関連
法、国民保護計画に基づく自治体の戦争へ
の関与に反対します。 

27. 米軍再編による在日米軍基地の機能強化、
自衛隊との連携強化に反対します。また、
平和フォーラムに結集し、日米地位協定の
抜本改正や辺野古新基地建設反対など在日
米軍の基地整理・縮小・撤去にむけた運動
を進めます。 

28. 歴史事実の歪曲と反動化の動きに対し、
侵略戦争の事実に基づいた歴史認識を社会
全体に定着させる運動を、産別・地域を横
断した共闘運動を通じて強化します。 

29. 「日の丸・君が代・元号」の強制をはじ
め、思想・良心の自由を侵害するすべての
強制に反対します。 

30. すべての人が個人として尊重される社会
の実現にむけて、人権確立とあらゆる差別
撤廃の取り組みを進めます。人権学習や啓
発活動、とりわけ、部落差別の撤廃にむけ
て、狭山事件の再審闘争に取り組みます。 

31. 核と人類は共存できないことから、原子
力政策の推進に反対し、再生可能エネル
ギーへの転換と脱原発に取り組みます。ま
た、反核・脱原発運動の拡大にむけ、現地
学習や反核・平和の火リレーに取り組みま
す。 

32. 2025年に行われる参議院議員選挙におけ
る組織内候補予定者（比例代表）の必勝を
はじめ、各種選挙闘争における自治労の推
薦する候補者の当選にむけて、青年選対な
ど青年の主体的な取り組みを進めます。 

 
【国際連帯活動の推進】 
33. 世界の青年労働者との交流・連帯活動を
強化するため、ＰＳＩやＩＴＦに結集して
取り組みを進めます。また、これらの活動
を通じて産別を超えた仲間との交流や情報
共有を行います。 

34. 他産別の仲間とともに国際的な平和運動
を進め、歴史や現状を学習・交流するため
に平和友好祭運動に取り組みます。 
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13. 自治体非正規労働者の取り組み 
 
 
【組織強化・拡大にむけた取り組み】 
1. 会計年度任用職員制度のスタートから３
年が経過し、短時間職員の勤勉手当の支給
を可能とする改正地方自治法の施行を2024
年４月に控えるなど、同一労働同一賃金に
むけた法的な枠組みは整備されてきました
が、処遇改善と組織化は道半ばです。改め
て組織化に取り組む意義を再確認し、本
部・県本部・単組が一体となって、以下の
取り組みを進めます。 

 ① 本部・県本部・単組は、自治体非正規
労働者の組織化を運動方針に位置づけ取
り組みを進めます。 

 ② 県本部・単組は、組織化を進めるため
に、自治体非正規労働者の組合員と未組
織・未加入者の会計年度任用職員との意
見交換や情報共有の場を設定します。 

 ③ 処遇改善と組織拡大のため、当事者自
らが声をあげ、「仲間づくり」に取り組
むことが重要です。取り組みにあたって
は、セミナーの開催などの期間を設定し
集中的に取り組みます。 

 ④ 自治体単組内の評議会等（協議会・支
部・分会）は、県本部の集会・会議に参
加し、自治体非正規労働者の現状や課題
について積極的に発信します。 

 ⑤ 単組・単独単組は組合員および未加入
者を対象に、賃金・労働条件や職場環境、
人員配置状況などを把握するためアン
ケートを実施し、課題を抽出し要求づく
りを行い、交渉につなげます。 

 ⑥ 組織の強化・拡大のため、臨時・非常
勤等職員協議会未設置県本部は、協議会
の設置をめざします。 

 ⑦ 本部・県本部は県職共闘や大都市共闘、
町村評および各評議会・協議会等の横断
組織と連携強化し、処遇改善と組織化に
取り組みます。 

 
【交渉体制の確立と強化】 
2. 単組は同じ職場の仲間である自治体非正
規労働者の処遇改善・雇用安定にむけ、春
闘・確定闘争交渉を実施し、県本部は単組
の取り組みを支援します。 

3. 単独労組は、自治体単組と連携し以下の
取り組みを進めます。 

 ① 交渉時期や妥結基準について協議のも
と交渉を進めます。 

 ② 春闘・確定闘争など各闘争期に「要求
－交渉－妥結（書面化・協約化）」を徹
底します。 

 ③ 当局に交渉団体として認知させるため
職員団体登録を進めます。 

 ④ 労連方式などを活用し、交渉体制を強
化します。 

4. 自治体単組内の評議会等（協議会・支
部・分会）は、単組内で課題の共有をはか
るとともに、当事者が直接交渉に参画する
ことを追求します。職場実態や現状を訴え
ることで交渉力を強化し、賃金・労働条件
の改善につなげます。 

 

（140）　第３章　各部門の運動目標
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推進します。 
 
【反戦・反核・反差別・平和・民主主義確立】 
25. 青年女性憲法フォーラム、オキナワ平和
の旅などの取り組みを通じて、反戦平和、
労働組合が政策実現にむけて取り組む必要
性等について学習・討論を強化し、課題認
識の共有と自分事として主体的に取り組む
意識の醸成をします。とりわけ国会・議会
の見学、組織内・政策協力議員との意見交
換等の機会をつくり、政治闘争の大切さの
認識と実感を深めます。 

26. 職場・地域で、憲法を守り、活かす取り
組みを実践するとともに、産別を超えた大
衆行動を追求します。また、平和行政の確
立にむけ、安全保障関連３文書や有事関連
法、国民保護計画に基づく自治体の戦争へ
の関与に反対します。 

27. 米軍再編による在日米軍基地の機能強化、
自衛隊との連携強化に反対します。また、
平和フォーラムに結集し、日米地位協定の
抜本改正や辺野古新基地建設反対など在日
米軍の基地整理・縮小・撤去にむけた運動
を進めます。 

28. 歴史事実の歪曲と反動化の動きに対し、
侵略戦争の事実に基づいた歴史認識を社会
全体に定着させる運動を、産別・地域を横
断した共闘運動を通じて強化します。 

29. 「日の丸・君が代・元号」の強制をはじ
め、思想・良心の自由を侵害するすべての
強制に反対します。 

30. すべての人が個人として尊重される社会
の実現にむけて、人権確立とあらゆる差別
撤廃の取り組みを進めます。人権学習や啓
発活動、とりわけ、部落差別の撤廃にむけ
て、狭山事件の再審闘争に取り組みます。 

31. 核と人類は共存できないことから、原子
力政策の推進に反対し、再生可能エネル
ギーへの転換と脱原発に取り組みます。ま
た、反核・脱原発運動の拡大にむけ、現地
学習や反核・平和の火リレーに取り組みま
す。 

32. 2025年に行われる参議院議員選挙におけ
る組織内候補予定者（比例代表）の必勝を
はじめ、各種選挙闘争における自治労の推
薦する候補者の当選にむけて、青年選対な
ど青年の主体的な取り組みを進めます。 

 
【国際連帯活動の推進】 
33. 世界の青年労働者との交流・連帯活動を
強化するため、ＰＳＩやＩＴＦに結集して
取り組みを進めます。また、これらの活動
を通じて産別を超えた仲間との交流や情報
共有を行います。 

34. 他産別の仲間とともに国際的な平和運動
を進め、歴史や現状を学習・交流するため
に平和友好祭運動に取り組みます。 
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13. 自治体非正規労働者の取り組み 
 
 
【組織強化・拡大にむけた取り組み】 
1. 会計年度任用職員制度のスタートから３
年が経過し、短時間職員の勤勉手当の支給
を可能とする改正地方自治法の施行を2024
年４月に控えるなど、同一労働同一賃金に
むけた法的な枠組みは整備されてきました
が、処遇改善と組織化は道半ばです。改め
て組織化に取り組む意義を再確認し、本
部・県本部・単組が一体となって、以下の
取り組みを進めます。 

 ① 本部・県本部・単組は、自治体非正規
労働者の組織化を運動方針に位置づけ取
り組みを進めます。 

 ② 県本部・単組は、組織化を進めるため
に、自治体非正規労働者の組合員と未組
織・未加入者の会計年度任用職員との意
見交換や情報共有の場を設定します。 

 ③ 処遇改善と組織拡大のため、当事者自
らが声をあげ、「仲間づくり」に取り組
むことが重要です。取り組みにあたって
は、セミナーの開催などの期間を設定し
集中的に取り組みます。 

 ④ 自治体単組内の評議会等（協議会・支
部・分会）は、県本部の集会・会議に参
加し、自治体非正規労働者の現状や課題
について積極的に発信します。 

 ⑤ 単組・単独単組は組合員および未加入
者を対象に、賃金・労働条件や職場環境、
人員配置状況などを把握するためアン
ケートを実施し、課題を抽出し要求づく
りを行い、交渉につなげます。 

 ⑥ 組織の強化・拡大のため、臨時・非常
勤等職員協議会未設置県本部は、協議会
の設置をめざします。 

 ⑦ 本部・県本部は県職共闘や大都市共闘、
町村評および各評議会・協議会等の横断
組織と連携強化し、処遇改善と組織化に
取り組みます。 

 
【交渉体制の確立と強化】 
2. 単組は同じ職場の仲間である自治体非正
規労働者の処遇改善・雇用安定にむけ、春
闘・確定闘争交渉を実施し、県本部は単組
の取り組みを支援します。 

3. 単独労組は、自治体単組と連携し以下の
取り組みを進めます。 

 ① 交渉時期や妥結基準について協議のも
と交渉を進めます。 

 ② 春闘・確定闘争など各闘争期に「要求
－交渉－妥結（書面化・協約化）」を徹
底します。 

 ③ 当局に交渉団体として認知させるため
職員団体登録を進めます。 

 ④ 労連方式などを活用し、交渉体制を強
化します。 

4. 自治体単組内の評議会等（協議会・支
部・分会）は、単組内で課題の共有をはか
るとともに、当事者が直接交渉に参画する
ことを追求します。職場実態や現状を訴え
ることで交渉力を強化し、賃金・労働条件
の改善につなげます。 

 

13.　自治体非正規労働者の取り組み　（141）
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【常勤職員との均等・均衡待遇をめざす取り
組み】 

5. 会計年度任用職員の賃金・労働条件の常
勤職員との均等・均衡をめざし、協議会・
本部・県本部・単組は連携のもと以下の通
り取り組みます。 

 ① 単組は、改正地方自治法の成立（2024
年４月施行）を踏まえ、手当については、
同一労働同一賃金の観点から不適切な運
用を改め、常勤職員と同等の支給を当局
に求めます。 

 ② 単独労組および単組内における支部・
分会・評議会等は、総務省マニュアルの
水準を最低限として、自治労の「会計年
度任用職員制度の整備状況チェックリス
ト」を活用し、給料（報酬）や手当をは
じめとする労働条件全般の点検、課題の
洗い出しを行います。最低基準に達して
いない場合は、当局に対し早急に改善を
求めます。 

 ③ 単組は、育児・介護・病気などの休暇
制度について、常勤職員との均等・均衡
をはかるため、有給による制度化を求め
ます。また、休業・休暇取得を理由とし
た一方的な配置転換や雇い止めを行わせ
ないよう取り組みます。 

 ④ 単組は、健康診断、福利厚生、研修制
度等についても常勤職員同等の取り扱い
を求めます。 

 ⑤ 単組は、職場における働きやすい職場
環境の整備やハラスメント対策などにむ
け、会計年度任用職員の安全衛生委員会
への参画を求めます。 

 ⑥ 単組は、36協定をはじめとする各種労
使協定の締結にあたっては、当該事業所
のすべての労働者が対象とされるため、

締結代表者の選出、意見集約や周知を行
う際の会計年度任用職員の参画・関与を
求めます。 

 ⑦ 単組は、自治体非正規労働者の災害補
償については、地公災法および労災保険
法との均衡を踏まえた制度を条例で定め
ることが義務づけられているため、常勤
職員と均衡がとれた制度になっているか
点検するとともに、適用関係の明確化と
周知、相談窓口の設置などを求めます。 

   本部は、会計年度任用職員についての
災害補償は、職種や勤務形態によって適
用制度が異なっており、制度によって補
償内容も異なるため、地方公務員災害補
償基金の適用拡大を求めます。 

6. 公務関係労働組合との連携のもと人事委
員会および自治体首長などへの対策を強め
ます。 

7. 均等・均衡の実現をめざし、組織内・協
力議員をはじめ各議員に対して、自治体非
正規労働者の現状や課題の共有化をはかる
など議会対策を強化します。 

 
【任期付職員・臨時的任用職員の処遇改善】 
8. 任期付職員・臨時的任用職員の賃金・労
働条件については、初任給の決定、昇格、
昇給、手当支給、休暇等について、常勤職
員と同様の基準とすることを求めます。 

 
【任用回数の上限を撤廃し、雇用安定にむけ
た取り組み】 

9. 雇用安定にむけ単組・単独単組は以下の
通り取り組みます。 

 ① 機械的な公募を行わせないなど、会計
年度任用職員の任用回数上限の撤廃と雇
用継続の取り組みを強化します。 
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 ② 常勤職員と同等の恒常的な業務を担っ
ている職については、常勤職員を配置す
ることを求めます。また、経験やスキル
を活かすため、現に常勤職員が行うべき
業務についている職員の正規化に取り組
みます。 

 ③ 短時間勤務の会計年度任用職員（とく
に週35時間以上）については、業務実態
に即した勤務体系として、フルタイムの
会計年度任用職員への移行を求めます。 

 ④ 再度の任用の際には人事評価により、
一方的な雇い止めが行われることがない
よう人事評価制度の公正な運用にむけ、
組合として関与します。 

 ⑤ 保育職場、学校給食職場、図書館など
では、指定管理者制度の導入や委託化が
進められている実態を踏まえ、指定管
理・委託提案に際しては、職場を守る取
り組みを強化するとともに、やむを得ず、
指定管理・委託に移行する場合は、自治
体非正規労働者の雇用確保、賃金・労働
条件の確保を追求します。 

10. 「任期の定めのない短時間公務員制度」
については、中長期的課題として取り組み
ます。 

 
【臨時・非常勤等職員協議会の活動強化】 
11. 臨時・非常勤等職員の雇用安定、処遇改
善を求める当事者運動を広げるため、本
部・県本部・単組と連携し以下の通り取り
組みます。 

 ① 主体的に組織化に取り組みます。その
際は、「一人一声運動」を積極的に展開
します。 

 ② 雇用を守り、賃金・労働条件を確保す
るため、当事者が参画することを基本と

し、交渉を強化します。 
 ③ 労働者間の格差是正や同一労働同一賃

金を実現するため、街宣行動などのア
ピール行動を実施し、当事者の声を国
会・関係省庁・世論に訴えます。 

 ④ 本部は、非正規労働者の雇用安定と処
遇改善を求めて、総務省、厚生労働省へ
の要請行動を実施します。 

 ⑤ 春闘期・確定期において、雇用安定と
賃金・労働条件改善にむけた中央総決起
集会を開催します。また、交渉力を強化
するため、春闘期にスキルアップ集会を
開催します。 

 ⑥ 臨時・非常勤等職員の処遇改善や主体
的な組織化の取り組みを進めるため、協
議会未設置の県本部における臨時・非常
勤等職員協議会の設置を求めます。また、
地連における連携強化のため、地連にお
いても臨時・非常勤等職員協議会の設置
を追求します。 

 ⑦ 県本部・地連における協議会の活動の
担い手育成をはかるため、本部主催の中
央労働学校や各種セミナーに積極的に参
加します。 

12. 全国で23県本部１社保労連において協議
会等が設置されていることから、地連から
の幹事選出のあり方について協議をします。 

 
【自主福祉活動推進の取り組み】 
13. 団体生命共済を基本としつつ、じちろう
団体生命共済小口型やマイカー共済の優位
性を訴えながら、共済運動とともに組織化
の推進に結びつけます。 

14. 組合員の生活向上をめざし、労金口座を
開設するなど、ろうきん運動を積極的に進
めます。 

（142）　第３章　各部門の運動目標
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【常勤職員との均等・均衡待遇をめざす取り
組み】 

5. 会計年度任用職員の賃金・労働条件の常
勤職員との均等・均衡をめざし、協議会・
本部・県本部・単組は連携のもと以下の通
り取り組みます。 

 ① 単組は、改正地方自治法の成立（2024
年４月施行）を踏まえ、手当については、
同一労働同一賃金の観点から不適切な運
用を改め、常勤職員と同等の支給を当局
に求めます。 

 ② 単独労組および単組内における支部・
分会・評議会等は、総務省マニュアルの
水準を最低限として、自治労の「会計年
度任用職員制度の整備状況チェックリス
ト」を活用し、給料（報酬）や手当をは
じめとする労働条件全般の点検、課題の
洗い出しを行います。最低基準に達して
いない場合は、当局に対し早急に改善を
求めます。 

 ③ 単組は、育児・介護・病気などの休暇
制度について、常勤職員との均等・均衡
をはかるため、有給による制度化を求め
ます。また、休業・休暇取得を理由とし
た一方的な配置転換や雇い止めを行わせ
ないよう取り組みます。 

 ④ 単組は、健康診断、福利厚生、研修制
度等についても常勤職員同等の取り扱い
を求めます。 

 ⑤ 単組は、職場における働きやすい職場
環境の整備やハラスメント対策などにむ
け、会計年度任用職員の安全衛生委員会
への参画を求めます。 

 ⑥ 単組は、36協定をはじめとする各種労
使協定の締結にあたっては、当該事業所
のすべての労働者が対象とされるため、

締結代表者の選出、意見集約や周知を行
う際の会計年度任用職員の参画・関与を
求めます。 

 ⑦ 単組は、自治体非正規労働者の災害補
償については、地公災法および労災保険
法との均衡を踏まえた制度を条例で定め
ることが義務づけられているため、常勤
職員と均衡がとれた制度になっているか
点検するとともに、適用関係の明確化と
周知、相談窓口の設置などを求めます。 

   本部は、会計年度任用職員についての
災害補償は、職種や勤務形態によって適
用制度が異なっており、制度によって補
償内容も異なるため、地方公務員災害補
償基金の適用拡大を求めます。 

6. 公務関係労働組合との連携のもと人事委
員会および自治体首長などへの対策を強め
ます。 

7. 均等・均衡の実現をめざし、組織内・協
力議員をはじめ各議員に対して、自治体非
正規労働者の現状や課題の共有化をはかる
など議会対策を強化します。 

 
【任期付職員・臨時的任用職員の処遇改善】 
8. 任期付職員・臨時的任用職員の賃金・労
働条件については、初任給の決定、昇格、
昇給、手当支給、休暇等について、常勤職
員と同様の基準とすることを求めます。 

 
【任用回数の上限を撤廃し、雇用安定にむけ
た取り組み】 

9. 雇用安定にむけ単組・単独単組は以下の
通り取り組みます。 

 ① 機械的な公募を行わせないなど、会計
年度任用職員の任用回数上限の撤廃と雇
用継続の取り組みを強化します。 
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 ② 常勤職員と同等の恒常的な業務を担っ
ている職については、常勤職員を配置す
ることを求めます。また、経験やスキル
を活かすため、現に常勤職員が行うべき
業務についている職員の正規化に取り組
みます。 

 ③ 短時間勤務の会計年度任用職員（とく
に週35時間以上）については、業務実態
に即した勤務体系として、フルタイムの
会計年度任用職員への移行を求めます。 

 ④ 再度の任用の際には人事評価により、
一方的な雇い止めが行われることがない
よう人事評価制度の公正な運用にむけ、
組合として関与します。 

 ⑤ 保育職場、学校給食職場、図書館など
では、指定管理者制度の導入や委託化が
進められている実態を踏まえ、指定管
理・委託提案に際しては、職場を守る取
り組みを強化するとともに、やむを得ず、
指定管理・委託に移行する場合は、自治
体非正規労働者の雇用確保、賃金・労働
条件の確保を追求します。 

10. 「任期の定めのない短時間公務員制度」
については、中長期的課題として取り組み
ます。 

 
【臨時・非常勤等職員協議会の活動強化】 
11. 臨時・非常勤等職員の雇用安定、処遇改
善を求める当事者運動を広げるため、本
部・県本部・単組と連携し以下の通り取り
組みます。 

 ① 主体的に組織化に取り組みます。その
際は、「一人一声運動」を積極的に展開
します。 

 ② 雇用を守り、賃金・労働条件を確保す
るため、当事者が参画することを基本と

し、交渉を強化します。 
 ③ 労働者間の格差是正や同一労働同一賃

金を実現するため、街宣行動などのア
ピール行動を実施し、当事者の声を国
会・関係省庁・世論に訴えます。 

 ④ 本部は、非正規労働者の雇用安定と処
遇改善を求めて、総務省、厚生労働省へ
の要請行動を実施します。 

 ⑤ 春闘期・確定期において、雇用安定と
賃金・労働条件改善にむけた中央総決起
集会を開催します。また、交渉力を強化
するため、春闘期にスキルアップ集会を
開催します。 

 ⑥ 臨時・非常勤等職員の処遇改善や主体
的な組織化の取り組みを進めるため、協
議会未設置の県本部における臨時・非常
勤等職員協議会の設置を求めます。また、
地連における連携強化のため、地連にお
いても臨時・非常勤等職員協議会の設置
を追求します。 

 ⑦ 県本部・地連における協議会の活動の
担い手育成をはかるため、本部主催の中
央労働学校や各種セミナーに積極的に参
加します。 

12. 全国で23県本部１社保労連において協議
会等が設置されていることから、地連から
の幹事選出のあり方について協議をします。 

 
【自主福祉活動推進の取り組み】 
13. 団体生命共済を基本としつつ、じちろう
団体生命共済小口型やマイカー共済の優位
性を訴えながら、共済運動とともに組織化
の推進に結びつけます。 

14. 組合員の生活向上をめざし、労金口座を
開設するなど、ろうきん運動を積極的に進
めます。 

13.　自治体非正規労働者の取り組み　（143）



用　語　解　説

2024－2025年度運動方針（案）



用　語　解　説

2024－2025年度運動方針（案）

（145）
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【７】特定技能制度 
 人材不足である特定の産業分野（全12分野）に
おいて、一定の専門性・技能を有する外国人を受
け入れることを目的とする制度であり、2018年の
改正出入国管理法により在留資格として創設され、
2019年４月から受け入れが開始された。特定技能
は２種類あり、「特定技能１号」は相当程度の知
識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事
する在留資格で全分野が対象である。また、「特
定技能２号」は熟練した技能を要する業務に従事
する在留資格であり２分野が対象であったが、政
府は2023年６月、労働力不足対策の一つとして、
対象を11分野に拡大することを決定している。 
 
【８】ギグワーカー 
 ウーバーイーツなど、インターネット上のプ
ラットフォームサービスを介して単発の仕事を請
け負う労働者のこと。特定の企業に属さず労働者
の裁量で自由に時間等を選べる一方で、仕事獲得
の不安定さ、トラブル時における責任負担などの
課題も多くある。 
 
【９】ＧＸ（グリーントランスフォーメーション） 
 Green Transformationの略称で、温室効果ガスを
発生させる化石燃料から脱却し、太陽光発電、風
力発電などのクリーンエネルギー中心の産業・社
会構造へ変革しようとする取り組み。近年、世界
中で地球温暖化による異常気象などの気候変動、
さらにはそれに伴う食糧難が問題となっており、
温室効果ガス排出量の削減が喫緊の課題となって
いる。日本でも、2020年10月菅首相（当時）が
2050年までに温室効果ガス排出量と吸収量を均衡
させ、全体としてゼロの状態にする「カーボン
ニュートラル」をめざすと宣言した。 
 また、岸田政権が閣議決定した、「新しい資本
主義のグランドデザイン及び実行計画」では重点
投資分野に位置づけられ、骨太の方針2023でもそ
の加速が強調されているが、一方で、2023年４月
のＧ７環境相会合では「ＧＸの定義が曖昧だ」と
指摘されている。 
 さらに、「ＧＸ実現に向けた基本方針」でもＧ
Ｘ推進が謳われているものの先行きは不透明であ
り、さらには東日本大震災以降政府が想定してい

ないとしてきた原発の建て替えなど原子力の活用
が盛り込まれ、その推進を名目にした政策の大転
換が熟議もなく進められようとしているなど、さ
まざまな問題があるものとなっている。 
 
【10】専守防衛 
 戦後日本が、平和憲法のもと国家として堅持し
てきた基本的な防衛の理念であり、先制攻撃を行
わず、相手国の攻撃を受けてから自国領土または
その周辺で、必要な最小限の軍事力を行使して守
備と防衛に徹することである。 
 しかし、岸田政権はロシアによるウクライナ軍
事侵攻や台湾有事等を理由として防衛力の抜本的
強化を進めるとしており、その中でも敵基地攻撃
能力の保有は専守防衛を逸脱しかねないと指摘さ
れている。 
 
【11】緊急事態条項 
 自民党などが憲法改正により追加を主張してい
る条項。大災害などの緊急時に、国会の権能（立
法権）を内閣が実質的に兼ねることができるとし
ている。政府に権力が集中することで権力乱用の
恐れが指摘されている。自民党は新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大を機に、緊急事態条項の創
設の必要性を強調し、憲法改正の議論を進めよう
としている。 
  
Ⅱ 公共サービスを取り巻く状況  
【12】集中改革プラン 
 2005年３月、総務省が、「地方公共団体におけ
る行政改革の推進のための新たな指針」において、
地方公共団体に対して当該自治体の行政改革大綱
に基づき、具体的な取り組みを集中的に実施する
ため、地方自治体が取り組む行政改革の目標を定
めた５年計画の策定と公表、実施を求めた。この
計画を「集中改革プラン」という。とくに、５年
間で6.4％の職員数の純減、自治体給与情報の公
表、現業職員の賃金削減、指定管理者制度や市場
化テストの導入などによる民間委託の推進などが
中心的な課題とされ、結果として、自治体職員の
大幅な定員削減と賃金・労働条件の切り下げが行
われた。 
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用  語  解  説 
 
 
第１章 基本的考え方  
Ⅰ 基本認識～取り巻く情勢  
【１】核シェアリング（核共有） 
 ＮＡＴＯの核抑止政策の概念であり、自国の核
兵器を保有していない加盟国が保有国の非戦略核
兵器を自国内に配備し、共同で運用すること。使
用の決定権は、核兵器を供給している保有国がも
つ。 
 日本は戦後、非核三原則を堅持し続けているが、
ロシアによるウクライナ侵攻後、一時自民党議員
などから核共有議論を求める声があがったほか、
日本維新の会は議論を進めるべきと主張している。 
 
【２】一帯一路（いったいいちろ） 
 中国の習近平国家主席が2013年に提唱した経済
圏構想。中国を起点に、アジア～中東～アフリカ
東岸～ヨーロッパを、陸路の「一帯」（シルク
ロード経済ベルト）と海路の「一路」（21世紀海
上シルクロード）で結び、経済政策、インフラ、
投資・貿易、金融、人的交流の５分野で、交易拡
大や経済活性化をはかることを目的としている。
鉄道や港湾などインフラの整備を進める構想であ
るが、中国の覇権主義だと懸念する声もある。 
 
【３】ＡＵＫＵＳ（オーカス） 
 2021年９月にオーストラリア（Australia）、イ
ギリス（United Kingdom）、アメリカ（United 

States）の３ヵ国によって発足合意した軍事・安
全保障上の同盟の枠組み。太平洋を中心とする海
域の軍事的主導権を握る対中国戦略を念頭に置い
た枠組みとされ、オーストラリアへの原子力潜水
艦の配備や安全保障に関するサイバーテクノロ
ジーの強化などを主な目的としている。 
 
【４】Ｑｕａｄ（クアッド） 
 日米豪印戦略対話と呼ばれ、自由や民主主義、
法の支配といった共通の価値観を持つ日本、アメ

リカ、オーストラリア、インドの４ヵ国で構成さ
れる多国間枠組みとされている。名称は英語で
「４つの」を意味する「quad（クアッド）」が由
来。覇権主義的な動きを強める中国などを念頭に、
自由で開かれたインド太平洋の実現にむけ、ワク
チンをはじめとする新型コロナ対策、気候変動、
宇宙、サイバー、インフラ、重要・新興技術など
の幅広い分野にて、協力体制を構築することを目
的としている。 
 
【５】ＩＰＥＦ（アイペフ） 
 インド太平洋経済枠組みと呼ばれ、アメリカの
バイデン大統領が提唱し2022年に発足した。名前
は「Indo-Pacific Economic Framework」の頭文字を
つなげたもの。台頭する中国を念頭に、アメリカ
のインド太平洋地域への関与を強めるねらいがあ
るとされている。日本、アメリカ、オーストラリ
ア、ニュージーランド、韓国、ＡＳＥＡＮ７ヵ国
（インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピ
ン、ベトナム、マレーシア、ブルネイ）、インド
およびフィジーの14ヵ国が参加しており、自由で
開かれたインド太平洋を経済面で実現することを
めざし、①デジタル経済を含む貿易、②半導体な
どのサプライチェーン強化、③クリーン経済（ク
リーンエネルギー・脱炭素など）、④公正な経済
の４つの分野で構成されている。 
 
【６】グローバルサウス 
 明確な定義はないが、主に新興国・発展途上国
等の意味で用いられることが多い。これらの国の
多くが南半球に位置することに由来してグローバ
ルサウスと呼ばれており、アフリカ、ラテンアメ
リカ、アジアの新興国・途上国などが当てはまる。
ウクライナ危機をめぐって欧米各国とロシアなど
の対立が深まる中、国連決議などの場面でその動
向が注目されているほか、Ｇ７もグローバルサウ
スとの連携を強化する方針を示している。 
 

（146）　用語解説
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【７】特定技能制度 
 人材不足である特定の産業分野（全12分野）に
おいて、一定の専門性・技能を有する外国人を受
け入れることを目的とする制度であり、2018年の
改正出入国管理法により在留資格として創設され、
2019年４月から受け入れが開始された。特定技能
は２種類あり、「特定技能１号」は相当程度の知
識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事
する在留資格で全分野が対象である。また、「特
定技能２号」は熟練した技能を要する業務に従事
する在留資格であり２分野が対象であったが、政
府は2023年６月、労働力不足対策の一つとして、
対象を11分野に拡大することを決定している。 
 
【８】ギグワーカー 
 ウーバーイーツなど、インターネット上のプ
ラットフォームサービスを介して単発の仕事を請
け負う労働者のこと。特定の企業に属さず労働者
の裁量で自由に時間等を選べる一方で、仕事獲得
の不安定さ、トラブル時における責任負担などの
課題も多くある。 
 
【９】ＧＸ（グリーントランスフォーメーション） 
 Green Transformationの略称で、温室効果ガスを
発生させる化石燃料から脱却し、太陽光発電、風
力発電などのクリーンエネルギー中心の産業・社
会構造へ変革しようとする取り組み。近年、世界
中で地球温暖化による異常気象などの気候変動、
さらにはそれに伴う食糧難が問題となっており、
温室効果ガス排出量の削減が喫緊の課題となって
いる。日本でも、2020年10月菅首相（当時）が
2050年までに温室効果ガス排出量と吸収量を均衡
させ、全体としてゼロの状態にする「カーボン
ニュートラル」をめざすと宣言した。 
 また、岸田政権が閣議決定した、「新しい資本
主義のグランドデザイン及び実行計画」では重点
投資分野に位置づけられ、骨太の方針2023でもそ
の加速が強調されているが、一方で、2023年４月
のＧ７環境相会合では「ＧＸの定義が曖昧だ」と
指摘されている。 
 さらに、「ＧＸ実現に向けた基本方針」でもＧ
Ｘ推進が謳われているものの先行きは不透明であ
り、さらには東日本大震災以降政府が想定してい

ないとしてきた原発の建て替えなど原子力の活用
が盛り込まれ、その推進を名目にした政策の大転
換が熟議もなく進められようとしているなど、さ
まざまな問題があるものとなっている。 
 
【10】専守防衛 
 戦後日本が、平和憲法のもと国家として堅持し
てきた基本的な防衛の理念であり、先制攻撃を行
わず、相手国の攻撃を受けてから自国領土または
その周辺で、必要な最小限の軍事力を行使して守
備と防衛に徹することである。 
 しかし、岸田政権はロシアによるウクライナ軍
事侵攻や台湾有事等を理由として防衛力の抜本的
強化を進めるとしており、その中でも敵基地攻撃
能力の保有は専守防衛を逸脱しかねないと指摘さ
れている。 
 
【11】緊急事態条項 
 自民党などが憲法改正により追加を主張してい
る条項。大災害などの緊急時に、国会の権能（立
法権）を内閣が実質的に兼ねることができるとし
ている。政府に権力が集中することで権力乱用の
恐れが指摘されている。自民党は新型コロナウイ
ルス感染症の感染拡大を機に、緊急事態条項の創
設の必要性を強調し、憲法改正の議論を進めよう
としている。 
  
Ⅱ 公共サービスを取り巻く状況  
【12】集中改革プラン 
 2005年３月、総務省が、「地方公共団体におけ
る行政改革の推進のための新たな指針」において、
地方公共団体に対して当該自治体の行政改革大綱
に基づき、具体的な取り組みを集中的に実施する
ため、地方自治体が取り組む行政改革の目標を定
めた５年計画の策定と公表、実施を求めた。この
計画を「集中改革プラン」という。とくに、５年
間で6.4％の職員数の純減、自治体給与情報の公
表、現業職員の賃金削減、指定管理者制度や市場
化テストの導入などによる民間委託の推進などが
中心的な課題とされ、結果として、自治体職員の
大幅な定員削減と賃金・労働条件の切り下げが行
われた。 
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Ⅰ 基本認識～取り巻く情勢  
【１】核シェアリング（核共有） 
 ＮＡＴＯの核抑止政策の概念であり、自国の核
兵器を保有していない加盟国が保有国の非戦略核
兵器を自国内に配備し、共同で運用すること。使
用の決定権は、核兵器を供給している保有国がも
つ。 
 日本は戦後、非核三原則を堅持し続けているが、
ロシアによるウクライナ侵攻後、一時自民党議員
などから核共有議論を求める声があがったほか、
日本維新の会は議論を進めるべきと主張している。 
 
【２】一帯一路（いったいいちろ） 
 中国の習近平国家主席が2013年に提唱した経済
圏構想。中国を起点に、アジア～中東～アフリカ
東岸～ヨーロッパを、陸路の「一帯」（シルク
ロード経済ベルト）と海路の「一路」（21世紀海
上シルクロード）で結び、経済政策、インフラ、
投資・貿易、金融、人的交流の５分野で、交易拡
大や経済活性化をはかることを目的としている。
鉄道や港湾などインフラの整備を進める構想であ
るが、中国の覇権主義だと懸念する声もある。 
 
【３】ＡＵＫＵＳ（オーカス） 
 2021年９月にオーストラリア（Australia）、イ
ギリス（United Kingdom）、アメリカ（United 

States）の３ヵ国によって発足合意した軍事・安
全保障上の同盟の枠組み。太平洋を中心とする海
域の軍事的主導権を握る対中国戦略を念頭に置い
た枠組みとされ、オーストラリアへの原子力潜水
艦の配備や安全保障に関するサイバーテクノロ
ジーの強化などを主な目的としている。 
 
【４】Ｑｕａｄ（クアッド） 
 日米豪印戦略対話と呼ばれ、自由や民主主義、
法の支配といった共通の価値観を持つ日本、アメ

リカ、オーストラリア、インドの４ヵ国で構成さ
れる多国間枠組みとされている。名称は英語で
「４つの」を意味する「quad（クアッド）」が由
来。覇権主義的な動きを強める中国などを念頭に、
自由で開かれたインド太平洋の実現にむけ、ワク
チンをはじめとする新型コロナ対策、気候変動、
宇宙、サイバー、インフラ、重要・新興技術など
の幅広い分野にて、協力体制を構築することを目
的としている。 
 
【５】ＩＰＥＦ（アイペフ） 
 インド太平洋経済枠組みと呼ばれ、アメリカの
バイデン大統領が提唱し2022年に発足した。名前
は「Indo-Pacific Economic Framework」の頭文字を
つなげたもの。台頭する中国を念頭に、アメリカ
のインド太平洋地域への関与を強めるねらいがあ
るとされている。日本、アメリカ、オーストラリ
ア、ニュージーランド、韓国、ＡＳＥＡＮ７ヵ国
（インドネシア、シンガポール、タイ、フィリピ
ン、ベトナム、マレーシア、ブルネイ）、インド
およびフィジーの14ヵ国が参加しており、自由で
開かれたインド太平洋を経済面で実現することを
めざし、①デジタル経済を含む貿易、②半導体な
どのサプライチェーン強化、③クリーン経済（ク
リーンエネルギー・脱炭素など）、④公正な経済
の４つの分野で構成されている。 
 
【６】グローバルサウス 
 明確な定義はないが、主に新興国・発展途上国
等の意味で用いられることが多い。これらの国の
多くが南半球に位置することに由来してグローバ
ルサウスと呼ばれており、アフリカ、ラテンアメ
リカ、アジアの新興国・途上国などが当てはまる。
ウクライナ危機をめぐって欧米各国とロシアなど
の対立が深まる中、国連決議などの場面でその動
向が注目されているほか、Ｇ７もグローバルサウ
スとの連携を強化する方針を示している。 
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第２章 各課題の運動目標 
 
1. 賃金闘争の再構築～実態把握と到達目
標の確立、要求・交渉の徹底  

【18】ポイント賃金 
 2006年給与構造改革以前の水準回復をめざすと
した自治労方針の具体的賃金到達目標値。 
 現在は、2017年自治労賃金実態調査の各ポイン
トの賃金（中央値）に、2006年給与構造改革によ
り引き下げられた4.8％と、2015年給与制度の総
合的見直しにより引き下げられた２％を加えた
6.8％を乗じた数値とし、30歳、35歳、40歳のポ
イント年齢ごとの給料月額の到達目標を設定して
いる。 
 
【19】４原則２要件 
 人事評価制度が導入される際に、制度が民主的
なものとなるよう取り組みを進めるため、公務労
協・自治労で作成した具体的指針。自治労は４原
則（公平・公正性、透明性、客観性、納得性）、
２要件（労働組合の関与、苦情解決制度の構築）
を満たす、人事評価制度の確立をめざしている。 
 
【20】メッシュ平年値2020 
 メッシュ平年値は、気象台やアメダス観測所の
無い所の平年値（30年間分の気象データについて
算出した平均値）を、地形等の影響を考慮に入れ
て、１km四方の格子（メッシュ）状に推定した数
値のこと。「メッシュ平年値2020」は2022年４月
に公表されたデータであり、2024年に予定されて
いる寒冷地手当の見直しはこのデータに基づいて
行われる見込みである。寒冷地手当の支給要件は、
市役所・町村役場所在地メッシュの「月最低気温
の最小値」と「最深積雪」を指標としている。 
 
【21】暫定再任用 
 定年の引き上げにより従来の再任用制度は廃止
となったが、段階的引き上げ期間において、年金
受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするた
めの経過的な制度として暫定再任用制度が設けら
れた。任期、給与、勤務時間等の仕組みは旧再任
用制度と同様で、フルタイムと短時間の勤務形態
がある。 

 
2. 長時間労働是正と人員確保、安全衛生
の推進 

 
【22】勤務間インターバル 
 勤務が終わってから次の勤務までに一定以上の
休息時間（インターバル時間）を確保する仕組み
で、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康
維持やワークライフバランスをはかるために有効
である。2019年に施行された働き方改革関連法に
より、民間では事業主の努力義務とされた。国家
公務員においては2024年４月から努力義務となる
が、地方公務員においても導入が求められる。 
 
【23】リスクアセスメント 
 事業場にある化学物質やその製剤の持つ危険性
や有害性を特定し、それによる労働者への危険ま
たは健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、
リスクの低減対策を検討すること。 
 ①化学物質等による危険性または有害性の特定
→②特定された危険性または有害性によるリスク
の見積もり→③リスクを低減するための措置内容
の検討→④優先度に対応したリスク低減措置の実
施、の手順で行われる。 
 
【24】ＥＳＧ 
 環境（Environment）、社会（Social）、ガバナ
ンス（Governance）の英語表記の頭文字を組み合
わせた言葉で、この要素に着目し投資を行うのが
ＥＳＧ投資である。要素の具体例としては、環境
では事業が自然環境等に与える影響を考慮してい
るか、社会では雇用する労働者の賃金・労働条件
が適法であるか、ガバナンスでは企業統治のあり
方が適切であるかなどがある。 
 
【25】ネガティブ・スクリーニング 
 ＥＳＧ投資の手法の一つ。投資先の選定におい
て、社会や未来の世代に望ましくない、ネガティ
ブな特定の事業（武器、ギャンブル、たばこ、ア
ルコール、原子力発電など）から収益をあげる企
業を投資先から除外する選考方法。反社会的なも
のや、非理論的なものが代表的だが、近年は環境
問題への関心から温室効果ガスを排出する化学燃
料を多く使う業種なども含まれるようになった。 
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【13】地方制度調査会（地制調） 
 内閣総理大臣の諮問に応じ、地方制度に関する
重要事項を調査審議する内閣府の審議会。委員は
学識経験者や国会議員、自治体の首長や議員など
が選ばれ、任期は２年で委員の任期ごとに「第～
次」と呼ばれる。社会経済情勢の変化に応ずる地
方制度のあり方が検討・答申され、近年では道州
制や大都市制度、地方税財政などに関する答申が
提出されている。 
 第33次地制調では、2022年12月に「多様な人材
が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた
対応方策に関する答申」が提出されたほか、現在
は、ポストコロナの経済社会に的確に対応する観
点から求められる地方制度のあり方について議論
が行われている。 
 
【14】ＲＰＡ 
 Robotic Process Automation（ロボティック・プ
ロセス・オートメーション）の略称で、主に事務
系の定型作業などをパソコンの中にある「ソフト
ウェア型ロボット」が代行・自動化するもの。通
常業務で人間が行っている定型的・事務的作業
（転記作業や計算作業など）を自動的に処理する
ことができ、職員負担の軽減やミスの減少などに
効果があるとされ、総務省の「自治体ＤＸ推進計
画」でも、ＡＩ・ＲＰＡの使用促進が取り組みの
重点事項とされている。 
 他方で、現在では、対話型人工知能（ＡＩ）の
ひとつであるチャットＧＰＴの活用を模索する動
きが各地の自治体で活発化しているが、情報セ
キュリティーの観点や回答の正確性などの課題も
指摘されている。 
 
【15】カスタマーハラスメント 
 カスタマー（顧客＝住民・利用者等）からの悪
質クレームや、理不尽な要求の押しつけなど。厚
生労働省は、職場のパワーハラスメントに類する
ものとしてパワハラ防止指針の中に位置づけ、対
策を講じるよう求めている。 
 自治労は、2023年２月に「カスタマーハラスメ
ントのない良好な職場をめざして（カスタマーハ
ラスメント予防・対応マニュアル）」を作成・公
表した。この中で、「公共サービスの利用者等

（労使以外の第三者）による、必要かつ相当な範
囲を超える言動によって、労働者の就業環境が害
されること」を自治労としてのカスタマーハラス
メントの定義としている。 
 また、自治労調査では、回答者のほぼ半数が過
去３年間に迷惑行為や悪質クレームを受けており、
これに、職場の同僚が受けたケースも含めると、
約４分の３の職場で起こっている実態が明らかと
なっている。 
  
Ⅲ 自治労組織の現状と取り組みの重点課
題  

【16】ＬＧＢＴＱ＋ 
 Ｌ（レズビアン：女性で女性に恋愛感情を持つ
人）、Ｇ（ゲイ：男性で男性に恋愛感情を持つ
人）、Ｂ（バイセクシュアル：性別に関わりなく
恋愛感情を持つ人）という性的指向における性的
少数派と、Ｔ（トランスジェンダー：こころと生
まれた時のからだの性が一致しない人）をアル
ファベットの頭文字を取った言葉で、「性的少数
者の総称」として用いられている。自治労では、
ＬＧＢＴに「Ｑ＋」を加えている。Ｑとはクエス
チョニング ― 自分の性自認や性的指向を決めな
い方が生きやすい、決めかねている、どのセク
シュアリティもピンと来ない、＋は、ＬＧＢＴＱ
に含まれない非典型を包括する意味で使用している。 
 
【17】新たな共済推進方針 
 共済推進運動の取り組み強化と底上げのため、
2021年５月の第160回中央委員会で確立した方針。 
 共済推進運動を、「組合員・家族の安心と安定
のくらし、そして、自治労組織の強化・拡大のた
め」の重要な労働運動に改めて位置づけ、「じち
ろう共済に、生涯を通じて、全員加入」という大
目標を掲げつつ、当面５年間の目標や、大目標に
至る制度別・段階別の取り組み、単組・県本部
（県支部）・本部（共済推進本部）の役割を明記
している。 
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第２章 各課題の運動目標 
 
1. 賃金闘争の再構築～実態把握と到達目
標の確立、要求・交渉の徹底  

【18】ポイント賃金 
 2006年給与構造改革以前の水準回復をめざすと
した自治労方針の具体的賃金到達目標値。 
 現在は、2017年自治労賃金実態調査の各ポイン
トの賃金（中央値）に、2006年給与構造改革によ
り引き下げられた4.8％と、2015年給与制度の総
合的見直しにより引き下げられた２％を加えた
6.8％を乗じた数値とし、30歳、35歳、40歳のポ
イント年齢ごとの給料月額の到達目標を設定して
いる。 
 
【19】４原則２要件 
 人事評価制度が導入される際に、制度が民主的
なものとなるよう取り組みを進めるため、公務労
協・自治労で作成した具体的指針。自治労は４原
則（公平・公正性、透明性、客観性、納得性）、
２要件（労働組合の関与、苦情解決制度の構築）
を満たす、人事評価制度の確立をめざしている。 
 
【20】メッシュ平年値2020 
 メッシュ平年値は、気象台やアメダス観測所の
無い所の平年値（30年間分の気象データについて
算出した平均値）を、地形等の影響を考慮に入れ
て、１km四方の格子（メッシュ）状に推定した数
値のこと。「メッシュ平年値2020」は2022年４月
に公表されたデータであり、2024年に予定されて
いる寒冷地手当の見直しはこのデータに基づいて
行われる見込みである。寒冷地手当の支給要件は、
市役所・町村役場所在地メッシュの「月最低気温
の最小値」と「最深積雪」を指標としている。 
 
【21】暫定再任用 
 定年の引き上げにより従来の再任用制度は廃止
となったが、段階的引き上げ期間において、年金
受給開始年齢までの継続的な勤務を可能とするた
めの経過的な制度として暫定再任用制度が設けら
れた。任期、給与、勤務時間等の仕組みは旧再任
用制度と同様で、フルタイムと短時間の勤務形態
がある。 

 
2. 長時間労働是正と人員確保、安全衛生
の推進 

 
【22】勤務間インターバル 
 勤務が終わってから次の勤務までに一定以上の
休息時間（インターバル時間）を確保する仕組み
で、労働者の生活時間や睡眠時間を確保し、健康
維持やワークライフバランスをはかるために有効
である。2019年に施行された働き方改革関連法に
より、民間では事業主の努力義務とされた。国家
公務員においては2024年４月から努力義務となる
が、地方公務員においても導入が求められる。 
 
【23】リスクアセスメント 
 事業場にある化学物質やその製剤の持つ危険性
や有害性を特定し、それによる労働者への危険ま
たは健康障害を生じるおそれの程度を見積もり、
リスクの低減対策を検討すること。 
 ①化学物質等による危険性または有害性の特定
→②特定された危険性または有害性によるリスク
の見積もり→③リスクを低減するための措置内容
の検討→④優先度に対応したリスク低減措置の実
施、の手順で行われる。 
 
【24】ＥＳＧ 
 環境（Environment）、社会（Social）、ガバナ
ンス（Governance）の英語表記の頭文字を組み合
わせた言葉で、この要素に着目し投資を行うのが
ＥＳＧ投資である。要素の具体例としては、環境
では事業が自然環境等に与える影響を考慮してい
るか、社会では雇用する労働者の賃金・労働条件
が適法であるか、ガバナンスでは企業統治のあり
方が適切であるかなどがある。 
 
【25】ネガティブ・スクリーニング 
 ＥＳＧ投資の手法の一つ。投資先の選定におい
て、社会や未来の世代に望ましくない、ネガティ
ブな特定の事業（武器、ギャンブル、たばこ、ア
ルコール、原子力発電など）から収益をあげる企
業を投資先から除外する選考方法。反社会的なも
のや、非理論的なものが代表的だが、近年は環境
問題への関心から温室効果ガスを排出する化学燃
料を多く使う業種なども含まれるようになった。 
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【13】地方制度調査会（地制調） 
 内閣総理大臣の諮問に応じ、地方制度に関する
重要事項を調査審議する内閣府の審議会。委員は
学識経験者や国会議員、自治体の首長や議員など
が選ばれ、任期は２年で委員の任期ごとに「第～
次」と呼ばれる。社会経済情勢の変化に応ずる地
方制度のあり方が検討・答申され、近年では道州
制や大都市制度、地方税財政などに関する答申が
提出されている。 
 第33次地制調では、2022年12月に「多様な人材
が参画し住民に開かれた地方議会の実現に向けた
対応方策に関する答申」が提出されたほか、現在
は、ポストコロナの経済社会に的確に対応する観
点から求められる地方制度のあり方について議論
が行われている。 
 
【14】ＲＰＡ 
 Robotic Process Automation（ロボティック・プ
ロセス・オートメーション）の略称で、主に事務
系の定型作業などをパソコンの中にある「ソフト
ウェア型ロボット」が代行・自動化するもの。通
常業務で人間が行っている定型的・事務的作業
（転記作業や計算作業など）を自動的に処理する
ことができ、職員負担の軽減やミスの減少などに
効果があるとされ、総務省の「自治体ＤＸ推進計
画」でも、ＡＩ・ＲＰＡの使用促進が取り組みの
重点事項とされている。 
 他方で、現在では、対話型人工知能（ＡＩ）の
ひとつであるチャットＧＰＴの活用を模索する動
きが各地の自治体で活発化しているが、情報セ
キュリティーの観点や回答の正確性などの課題も
指摘されている。 
 
【15】カスタマーハラスメント 
 カスタマー（顧客＝住民・利用者等）からの悪
質クレームや、理不尽な要求の押しつけなど。厚
生労働省は、職場のパワーハラスメントに類する
ものとしてパワハラ防止指針の中に位置づけ、対
策を講じるよう求めている。 
 自治労は、2023年２月に「カスタマーハラスメ
ントのない良好な職場をめざして（カスタマーハ
ラスメント予防・対応マニュアル）」を作成・公
表した。この中で、「公共サービスの利用者等

（労使以外の第三者）による、必要かつ相当な範
囲を超える言動によって、労働者の就業環境が害
されること」を自治労としてのカスタマーハラス
メントの定義としている。 
 また、自治労調査では、回答者のほぼ半数が過
去３年間に迷惑行為や悪質クレームを受けており、
これに、職場の同僚が受けたケースも含めると、
約４分の３の職場で起こっている実態が明らかと
なっている。 
  
Ⅲ 自治労組織の現状と取り組みの重点課
題  

【16】ＬＧＢＴＱ＋ 
 Ｌ（レズビアン：女性で女性に恋愛感情を持つ
人）、Ｇ（ゲイ：男性で男性に恋愛感情を持つ
人）、Ｂ（バイセクシュアル：性別に関わりなく
恋愛感情を持つ人）という性的指向における性的
少数派と、Ｔ（トランスジェンダー：こころと生
まれた時のからだの性が一致しない人）をアル
ファベットの頭文字を取った言葉で、「性的少数
者の総称」として用いられている。自治労では、
ＬＧＢＴに「Ｑ＋」を加えている。Ｑとはクエス
チョニング ― 自分の性自認や性的指向を決めな
い方が生きやすい、決めかねている、どのセク
シュアリティもピンと来ない、＋は、ＬＧＢＴＱ
に含まれない非典型を包括する意味で使用している。 
 
【17】新たな共済推進方針 
 共済推進運動の取り組み強化と底上げのため、
2021年５月の第160回中央委員会で確立した方針。 
 共済推進運動を、「組合員・家族の安心と安定
のくらし、そして、自治労組織の強化・拡大のた
め」の重要な労働運動に改めて位置づけ、「じち
ろう共済に、生涯を通じて、全員加入」という大
目標を掲げつつ、当面５年間の目標や、大目標に
至る制度別・段階別の取り組み、単組・県本部
（県支部）・本部（共済推進本部）の役割を明記
している。 
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が進められている民営化の一手法。 
 国や自治体が直接実施するよりも効率的かつ効
果的に公共サービスを提供できる事業に導入する
としているが、より安く、より質の高い公共サー
ビスの提供というスローガンが実現するかについ
ては疑問がもたれる。 
 自治体でも導入実例があるが、労働者の雇用を
はじめ、海外の例からは、独占を背景にした高料
金化や国・自治体からのノウハウの消失など課題
も多い。 
 
【32】改正地域公共交通活性化再生法（地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律等の一
部を改正する法律） 

 人口減少、生活様式の変化等による乗客数の落
ち込みが続く中、コロナ感染症の影響により、
ローカル鉄道や路線バス等地域の公共交通の確保
が困難になってきた。このため、ローカル鉄道の
再編等を協議し地域の移動手段を確保するための
新たな仕組みを創設することを目的に、改正地域
公共交通活性化再生法を含む関連法が2023年４月
21日に成立した。法改正の柱は、①自治体・公共
交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係
者」の「連携と協働」を明記、②国は努力義務と
して、自治体等の要請に基づき「再構築協議会」
を創設し、支援すること、③協議会は鉄道輸送の
高度化、バス等への転換のいずれかによる再構築
方針を作成、④鉄道やタクシーの運賃の柔軟な設
定を認める制度の導入など。ローカル鉄道の再編
に特化することなく、地域の公共交通総体のあり
方、確保をどうはかるかが重要。また、協議会設
置や再構築の実現にむけて自治体の関与、責任が
増大することになり、そのための財政面等の国の
積極的な支援が必要である。 
 
【33】自家用車ライドシェア 
 事業者が、一般のドライバーと利用者を仲介し、
自家用自動車を使って有償で利用者を移送するこ
とでシェアリングエコノミーの１つ。アメリカの
UberやLyft、中国のDiDiが有名。現行の国内法制
度のもとでは、いわゆる「白タク」であり違法。
国土交通省は「運行管理や車両整備等について責
任を負う主体を置かないままに、自動車のドライ

バーのみが運送責任を負う形態で旅客運送を有償
で行うことについては、安全の確保や利用者の保
護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が
必要」としているが、ガソリン代や高速代など実
費のみを割り勘でドライバーに支払う仕組みや任
意で謝礼をドライバーに渡す仕組み（謝礼は義務
ではない）は合法とされているため、実際に事業
化されている。 
 連合・交運労協・自治労は基本的に反対の立場。 
 
【34】デジタル田園都市国家構想総合戦略 
 2022年12月に閣議決定された政府の方針。デジ
タル田園都市国家構想を実現するために、各府省
庁の施策を充実・強化し、施策ごとに2023年度か
ら2027年度までの５年間の重要業績評価指標と工
程表が示され、地方自治体には、それぞれの地域
が抱える社会課題などを踏まえて、地域の個性や
魅力を生かす地域ビジョンを掲げた「地方版総合
戦略」の策定が求められている。 
 
【35】トップランナー方式 
 自治体が民間委託などにより歳出削減を進めた
業務に対して、「先進的」に達成した経費水準を
地方交付税の基準財政需要額の単位費用算定に反
映させる仕組み。学校用務・庁舎清掃・ごみ収
集・道路補修・公園管理・情報システム運用、青
少年教育施設管理、公立大学運営などが対象と
なっている。 
 窓口業務への導入も検討されていたが、導入自
治体が少ないことなどを背景に、この間継続的に
見送られており、総務省等からの言及もされてい
ないことから当面動きはないと考えられる。 
 
【36】インセンティブ改革 
 骨太の方針2015において、歳出抑制の一環とし
て、自治体などに行動変化を促す仕組みとして提
起され、導入された。地方交付税算定では、トッ
プランナー方式がこれにあたる。そのほか、地方
財政計画において一般行政経費のうち「まち・ひ
と・しごと創生事業費」では、職員数の削減や、
職員人件費の削減がプラス要素として算定される
仕組みが作られていた（2020年廃止）。人口減少
対策などの成果（実績）や、ラスパイレス指数、
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3. 安定雇用の実現と公正なワークルール
の確立 

 
【26】ディーセントワーク 
 「働きがいのある人間らしい仕事」と訳され、
人間らしい生活を継続的に営める人間らしい労働
条件の仕事のこと。1999年のＩＬＯ（国際労働機
関）の総会において、ディーセントワークが21世
紀のＩＬＯの目標とされた。失業、不完全就業、
質の低い非生産的な仕事、危険な仕事と不安定な
所得、権利が認められていない仕事、男女不平等、
外国人労働者の搾取、発言権の欠如、病気・障
害・高齢に対する不十分な保護などにみられるよ
うなディーセントワークの欠如に対し、解決策を
見出すことを目標にしている。 
 
【27】高度プロフェッショナル制度 
 「高度の専門的知識を必要とし、その性質上従
事した時間と従事して得た成果との関連性が通常
高くないと認められる業務」のうち省令で定める
５業務を対象として、年収1,075万円以上かつ職
務が明確に定められている労働者について、労使
委員会の決議と労働基準監督署への届出、書面に
よる本人同意の取得といった手続を経ることによ
り、労働基準法の労働時間、休憩、休日・深夜の
割増賃金等の規定を適用除外とする制度である。
勤務時間と賃金が連動しないため、長時間労働に
つながり易いことから制度の現場への導入や拡大
に反対するとともに、引き続き廃止を求めている。 
 
【28】解雇の金銭解決制度 
 不当に解雇された労働者が裁判に訴えて「解雇
は無効」とする判決を勝ち取ったとしても、使用
者が補償金を支払えば、労働者を解雇することが
できるとする制度。使用者は裁判で負けるリスク
を考慮せずに不当解雇を行うことが懸念される。
解雇をめぐる紛争は現行においても、裁判・労働
審判などで解決がはかられており、労働側は一貫
して制度の導入に反対している。 
 
【29】賃金のデジタル払い 
 賃金は、労働基準法第24条において「通貨で、
直接労働者に、その全額を支払わなければならな

い」ことが原則として定められている。その例外
として従来の銀行口座と証券総合口座に加え、
2023年４月から資金移動業者の口座への賃金支払
（いわゆる賃金のデジタル払い）が認められるこ
ととなった。資金保全の仕組みや不正利用時の損
失補償等については一定整備されたが、賃金の安
全性・確実性の確保が引き続き求められる。 
 
 
4. 地方自治の確立と質の高い公共サービ
スの推進 

 
【30】コンセッション方式 
 国や自治体が空港・上下水道・有料道路等の公
共施設を持ったまま、運営する権利を民間事業者
に売却する仕組み（公共施設等運営権の一定期間
の売却）で、ＰＦＩの一手法。公共側は運営権を
設定・売却することで収入が得られ、施設やイン
フラを所有したまま、事業リスクについては、民
間に移転することができるとされる。国は成長戦
略の一環として導入推進を掲げており、すでに空
港事業の民営化などが行われている。また。2018
年12月に自治体の水道事業へのコンセッション方
式導入を推進する改正水道法が成立し、2021年に
宮城県ではじめての導入が決定している。 
 コンセッション方式に関しては、財政難なども
背景として、運営権の売却により公的機関が得ら
れる収入がメリットとして強調されるが、必ずし
も、コンセッション方式の導入＝利用者メリット
の向上（利用料の低減、サービスの質の向上等）
ということではなく、欧州では高料金化につな
がったことから再公営化が進んでいる。 
 導入した場合には、長期間にわたって自治体が
直接運営しないため、適切なモニタリングととも
に、事業に精通した職員の技術継承や育成も課題
である。 
 
【31】ＰＦＩ手法 
 Private Finance Initiativeの略。公共施設等の建設、
維持管理、運営等を民間の資金、経営能力および
技術的能力を活用することで、効率化やサービス
の向上をはかる公共事業の手法。 
 公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の
資金とノウハウを活用するとして政府主導で導入
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が進められている民営化の一手法。 
 国や自治体が直接実施するよりも効率的かつ効
果的に公共サービスを提供できる事業に導入する
としているが、より安く、より質の高い公共サー
ビスの提供というスローガンが実現するかについ
ては疑問がもたれる。 
 自治体でも導入実例があるが、労働者の雇用を
はじめ、海外の例からは、独占を背景にした高料
金化や国・自治体からのノウハウの消失など課題
も多い。 
 
【32】改正地域公共交通活性化再生法（地域公共

交通の活性化及び再生に関する法律等の一
部を改正する法律） 

 人口減少、生活様式の変化等による乗客数の落
ち込みが続く中、コロナ感染症の影響により、
ローカル鉄道や路線バス等地域の公共交通の確保
が困難になってきた。このため、ローカル鉄道の
再編等を協議し地域の移動手段を確保するための
新たな仕組みを創設することを目的に、改正地域
公共交通活性化再生法を含む関連法が2023年４月
21日に成立した。法改正の柱は、①自治体・公共
交通事業者・地域の多様な主体等の「地域の関係
者」の「連携と協働」を明記、②国は努力義務と
して、自治体等の要請に基づき「再構築協議会」
を創設し、支援すること、③協議会は鉄道輸送の
高度化、バス等への転換のいずれかによる再構築
方針を作成、④鉄道やタクシーの運賃の柔軟な設
定を認める制度の導入など。ローカル鉄道の再編
に特化することなく、地域の公共交通総体のあり
方、確保をどうはかるかが重要。また、協議会設
置や再構築の実現にむけて自治体の関与、責任が
増大することになり、そのための財政面等の国の
積極的な支援が必要である。 
 
【33】自家用車ライドシェア 
 事業者が、一般のドライバーと利用者を仲介し、
自家用自動車を使って有償で利用者を移送するこ
とでシェアリングエコノミーの１つ。アメリカの
UberやLyft、中国のDiDiが有名。現行の国内法制
度のもとでは、いわゆる「白タク」であり違法。
国土交通省は「運行管理や車両整備等について責
任を負う主体を置かないままに、自動車のドライ

バーのみが運送責任を負う形態で旅客運送を有償
で行うことについては、安全の確保や利用者の保
護等の観点から問題があり、極めて慎重な検討が
必要」としているが、ガソリン代や高速代など実
費のみを割り勘でドライバーに支払う仕組みや任
意で謝礼をドライバーに渡す仕組み（謝礼は義務
ではない）は合法とされているため、実際に事業
化されている。 
 連合・交運労協・自治労は基本的に反対の立場。 
 
【34】デジタル田園都市国家構想総合戦略 
 2022年12月に閣議決定された政府の方針。デジ
タル田園都市国家構想を実現するために、各府省
庁の施策を充実・強化し、施策ごとに2023年度か
ら2027年度までの５年間の重要業績評価指標と工
程表が示され、地方自治体には、それぞれの地域
が抱える社会課題などを踏まえて、地域の個性や
魅力を生かす地域ビジョンを掲げた「地方版総合
戦略」の策定が求められている。 
 
【35】トップランナー方式 
 自治体が民間委託などにより歳出削減を進めた
業務に対して、「先進的」に達成した経費水準を
地方交付税の基準財政需要額の単位費用算定に反
映させる仕組み。学校用務・庁舎清掃・ごみ収
集・道路補修・公園管理・情報システム運用、青
少年教育施設管理、公立大学運営などが対象と
なっている。 
 窓口業務への導入も検討されていたが、導入自
治体が少ないことなどを背景に、この間継続的に
見送られており、総務省等からの言及もされてい
ないことから当面動きはないと考えられる。 
 
【36】インセンティブ改革 
 骨太の方針2015において、歳出抑制の一環とし
て、自治体などに行動変化を促す仕組みとして提
起され、導入された。地方交付税算定では、トッ
プランナー方式がこれにあたる。そのほか、地方
財政計画において一般行政経費のうち「まち・ひ
と・しごと創生事業費」では、職員数の削減や、
職員人件費の削減がプラス要素として算定される
仕組みが作られていた（2020年廃止）。人口減少
対策などの成果（実績）や、ラスパイレス指数、
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3. 安定雇用の実現と公正なワークルール
の確立 

 
【26】ディーセントワーク 
 「働きがいのある人間らしい仕事」と訳され、
人間らしい生活を継続的に営める人間らしい労働
条件の仕事のこと。1999年のＩＬＯ（国際労働機
関）の総会において、ディーセントワークが21世
紀のＩＬＯの目標とされた。失業、不完全就業、
質の低い非生産的な仕事、危険な仕事と不安定な
所得、権利が認められていない仕事、男女不平等、
外国人労働者の搾取、発言権の欠如、病気・障
害・高齢に対する不十分な保護などにみられるよ
うなディーセントワークの欠如に対し、解決策を
見出すことを目標にしている。 
 
【27】高度プロフェッショナル制度 
 「高度の専門的知識を必要とし、その性質上従
事した時間と従事して得た成果との関連性が通常
高くないと認められる業務」のうち省令で定める
５業務を対象として、年収1,075万円以上かつ職
務が明確に定められている労働者について、労使
委員会の決議と労働基準監督署への届出、書面に
よる本人同意の取得といった手続を経ることによ
り、労働基準法の労働時間、休憩、休日・深夜の
割増賃金等の規定を適用除外とする制度である。
勤務時間と賃金が連動しないため、長時間労働に
つながり易いことから制度の現場への導入や拡大
に反対するとともに、引き続き廃止を求めている。 
 
【28】解雇の金銭解決制度 
 不当に解雇された労働者が裁判に訴えて「解雇
は無効」とする判決を勝ち取ったとしても、使用
者が補償金を支払えば、労働者を解雇することが
できるとする制度。使用者は裁判で負けるリスク
を考慮せずに不当解雇を行うことが懸念される。
解雇をめぐる紛争は現行においても、裁判・労働
審判などで解決がはかられており、労働側は一貫
して制度の導入に反対している。 
 
【29】賃金のデジタル払い 
 賃金は、労働基準法第24条において「通貨で、
直接労働者に、その全額を支払わなければならな

い」ことが原則として定められている。その例外
として従来の銀行口座と証券総合口座に加え、
2023年４月から資金移動業者の口座への賃金支払
（いわゆる賃金のデジタル払い）が認められるこ
ととなった。資金保全の仕組みや不正利用時の損
失補償等については一定整備されたが、賃金の安
全性・確実性の確保が引き続き求められる。 
 
 
4. 地方自治の確立と質の高い公共サービ
スの推進 

 
【30】コンセッション方式 
 国や自治体が空港・上下水道・有料道路等の公
共施設を持ったまま、運営する権利を民間事業者
に売却する仕組み（公共施設等運営権の一定期間
の売却）で、ＰＦＩの一手法。公共側は運営権を
設定・売却することで収入が得られ、施設やイン
フラを所有したまま、事業リスクについては、民
間に移転することができるとされる。国は成長戦
略の一環として導入推進を掲げており、すでに空
港事業の民営化などが行われている。また。2018
年12月に自治体の水道事業へのコンセッション方
式導入を推進する改正水道法が成立し、2021年に
宮城県ではじめての導入が決定している。 
 コンセッション方式に関しては、財政難なども
背景として、運営権の売却により公的機関が得ら
れる収入がメリットとして強調されるが、必ずし
も、コンセッション方式の導入＝利用者メリット
の向上（利用料の低減、サービスの質の向上等）
ということではなく、欧州では高料金化につな
がったことから再公営化が進んでいる。 
 導入した場合には、長期間にわたって自治体が
直接運営しないため、適切なモニタリングととも
に、事業に精通した職員の技術継承や育成も課題
である。 
 
【31】ＰＦＩ手法 
 Private Finance Initiativeの略。公共施設等の建設、
維持管理、運営等を民間の資金、経営能力および
技術的能力を活用することで、効率化やサービス
の向上をはかる公共事業の手法。 
 公共施設等の建設、維持管理、運営等を民間の
資金とノウハウを活用するとして政府主導で導入
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福祉分野では、訪問支援をはじめ、援助を必要と
する人に対して行政や支援機関が直接的・積極的
に働きかけ、支援や情報を届けることをいう。 
 
【45】インクルーシブな社会 
 インクルーシブとは、包含する、含まれるとい
う意味。教育やビジネスなどの多方面で、「分け
ない」「排除しない」「誰も置いていかない」な
どの意味で使用されている。インクルーシブな社
会として広く認知されているのは、「合理的配慮
や必要な支援の充足を通じて、障害の有無に関係
なく、すべての人が等しく地域社会の一員として
あらゆる分野に参加できる共生社会」であり、自
治労も目標としている。 
 
 
6. 持続可能な環境社会の実現と脱原発の
推進 

 
【46】ＭＯＸ燃料 
 原子力発電に使用した後の使用済み核燃料から
ウランとプルトニウムを取り出して処理し、混ぜ
合わせて作られた燃料。 
 英語でMixed Oxideといい、その頭文字から
「ＭＯＸ（モックス）」と称される。ＭＯＸ燃料
を作り、再び原発で利用することを「プルサーマ
ル」という。ＭＯＸ燃料加工工場は着工さえして
いない。 
 
【47】サーキュラーエコノミー 
 循環（型）経済とも表される、従来の３Ｒ（リ
デュース・リユース・リサイクル）に加え、資源
の投入量や消費量を抑えつつ、今ある資源を有効
活用し、付加価値を生み出す経済活動のこと。製
品等の設計段階から廃棄物や環境汚染を発生させ
ないことを前提にし、長期利用やリサイクル可能
なものを作り、環境負荷の減少をめざす考え方。 
 
【48】電子マニフェスト 
 マニフェスト制度（産業廃棄物管理票制度）は、
排出事業者が、収集運搬業者、処分業者に委託し
た産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投
棄の防止など、適正な処理を確保することを目的
とした制度で、電子マニフェストと紙マニフェス

トがある。電子マニフェスト制度は、マニフェス
ト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、
処分業者の３者が情報処理センターを介したネッ
トワークでやり取りする仕組み。 
 
 
7. 憲法を守り平和を確立する運動の推進 
 
【49】防衛装備移転三原則・武器輸出三原則 
 日本の武器輸出の規制は、1967年に佐藤栄作内
閣が表明し、1976年に三木武夫内閣が憲法の平和
主義に基づき事実上すべての武器と関連技術の輸
出を禁じた「武器輸出三原則」が堅持され、「非
核三原則」と並んで戦後日本の平和憲法を象徴す
る理念ともいわれていた。しかし、2014年に安倍
晋三内閣は新たに「防衛装備移転三原則」を決定
した。このことで、原則禁止とされていた武器輸
出が一定の条件下で認められることになった。さ
らに現在、政府・与党は三原則の見直しを検討し
ており、これまで禁じてきた殺傷能力のある武器
を搭載した装備の輸出が認められる恐れがある。 
 
【50】核兵器禁止条約 
 核兵器の存在を違法と定めた史上初の国際条約
であり、2017年７月７日、122ヵ国・地域の賛成
多数で採択され、2021年１月22日に発効した。
2023年１月現在、92ヵ国・地域が署名し、68ヵ
国・地域で批准している。しかし、日本政府は唯
一の戦争被爆国であるにもかかわらず日米安全保
障の観点から署名・批准はしていない。そのため
将来的な条約への署名・批准をめざしつつ、最低
でもオブザーバーとしての参加が求められている。 
 
【51】ＮＰＴ体制 
 ＮＰＴ（核拡散防止条約）は、アメリカ、ロシ
ア、イギリス、フランス、中国の５ヵ国以外の核
保有を禁止しようとする条約であり、その枠組み
をＮＰＴ体制という。条約は1970年に発効し、
191ヵ国・地域が締結している。インド、パキス
タンなど核保有の未加盟国への対応が課題となっ
ている。５年に一度、運用を検討する会議が
ニューヨークで開かれ、その４年前から準備委員
会が毎年開かれる。2015年のＮＰＴ運用検討会議
では、合意文書を採択することができなかったこ
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クラウド導入など、なお問題のある算定手法が残
る。 
 社会保障分野において、診療報酬などの見直し
を通じて、給付の適正化をはかる仕組みをさすこ
ともある。 
 
 
5. 安心・安全・信頼の社会保障制度改革
の推進 

 
【37】ヤングケアラー 
 家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担
うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、
介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未
満の子どもをいう。長期にわたるケアが人間関係
や就職活動に深刻な影響を及ぼすケースも明らか
になっている。 
 
【38】重層的支援体制整備事業 
 社会のあり方や住民生活の変化を受けて、2021
年の社会福祉法の改正によって創設された事業。
地域住民が抱える困難や生きづらさは多様化・複
雑化しており、従来の福祉政策が整備してきた、
子ども・障がい者・高齢者・生活困窮者といった
対象者ごとの支援体制だけでは、さまざまなニー
ズに対応できなくなってきている。そのためこの
事業では、市町村全体の支援機関・地域の関係者
が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構
築することをコンセプトに、「属性を問わない相
談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた
支援」の３つの支援を一体的に実施することを必
須にしている。 
 
【39】レセプトデータ 
 保険診療を行った医療機関が、患者一人ひとり
の診療報酬（医療費）を、審査支払機関を経由し
て保険者に請求する際の明細書。診療日数や病名、
投薬内容、検査や手術の内容などが記載される。
レセプトデータの分析によって、地域や属性にお
ける健康状況・医療費状況などを把握し、健康増
進事業などに役立てることができる。 
 
【40】地域包括ケアシステム 
 要介護状態となっても、住み慣れた地域で、自

分らしいくらしを人生の最後まで続けることがで
きるよう、地域の特性に応じて、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制。
団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、体
制の整備が進められている。 
 
【41】タスク・シフト/シェア 
 タスク・シフトとは、医師の仕事の一部を「看
護師など他の職種」に任せること。タスク・シェ
アとは、医師の仕事を複数の職種で分け合うこと
をさす。いずれも、医師への業務集中を軽減させ、
労働時間短縮策の狙いがある。2019年３月に、厚
労省の「医師の働き方改革に関する検討会」が取
りまとめた報告書で、「医療従事者の合意形成の
もとでの業務の移管や共同化（タスク・シフティ
ング、タスク・シェアリング）」が提言された。
医師の時間外労働の上限規制が適用される2024年
４月にむけて、医療専門職種の法令等を精査する
とともに、具体的検討を行うこととされている。 
 
【42】健康日本21 
 21世紀における住民一人ひとりの健康を実現す
るため、2000年から厚生労働省によって展開され
ている国民健康づくり運動。2013年度からの健康
日本21（第二次）では、「健康寿命の延伸と健康
格差の縮小」を最終的な目標とし、健康増進事業
や介護予防などの取り組みが進められてきた。
2024年度からは健康日本21（第三次）が開始される。 
 
【43】新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラ

ン 
 依然として全国の児童相談所における児童虐待
相談対応件数が増加している状況を踏まえ、児童
相談所や市町村の体制強化を引き続き計画的に進
めていくため、「児童虐待防止対策体制総合強化
プラン」に代わるプランとして策定された。対象
期間は2023年度から2026年度までで、2024年度ま
でに児童福祉司を1,060人増員、2026年度までに
児童心理司を950人増員することなどを目標に掲
げる。 
 
【44】アウトリーチ支援 
 アウトリーチは「手を伸ばすこと」を意味する。

（152）　用語解説



 
 

－ 153 － 

福祉分野では、訪問支援をはじめ、援助を必要と
する人に対して行政や支援機関が直接的・積極的
に働きかけ、支援や情報を届けることをいう。 
 
【45】インクルーシブな社会 
 インクルーシブとは、包含する、含まれるとい
う意味。教育やビジネスなどの多方面で、「分け
ない」「排除しない」「誰も置いていかない」な
どの意味で使用されている。インクルーシブな社
会として広く認知されているのは、「合理的配慮
や必要な支援の充足を通じて、障害の有無に関係
なく、すべての人が等しく地域社会の一員として
あらゆる分野に参加できる共生社会」であり、自
治労も目標としている。 
 
 
6. 持続可能な環境社会の実現と脱原発の
推進 

 
【46】ＭＯＸ燃料 
 原子力発電に使用した後の使用済み核燃料から
ウランとプルトニウムを取り出して処理し、混ぜ
合わせて作られた燃料。 
 英語でMixed Oxideといい、その頭文字から
「ＭＯＸ（モックス）」と称される。ＭＯＸ燃料
を作り、再び原発で利用することを「プルサーマ
ル」という。ＭＯＸ燃料加工工場は着工さえして
いない。 
 
【47】サーキュラーエコノミー 
 循環（型）経済とも表される、従来の３Ｒ（リ
デュース・リユース・リサイクル）に加え、資源
の投入量や消費量を抑えつつ、今ある資源を有効
活用し、付加価値を生み出す経済活動のこと。製
品等の設計段階から廃棄物や環境汚染を発生させ
ないことを前提にし、長期利用やリサイクル可能
なものを作り、環境負荷の減少をめざす考え方。 
 
【48】電子マニフェスト 
 マニフェスト制度（産業廃棄物管理票制度）は、
排出事業者が、収集運搬業者、処分業者に委託し
た産業廃棄物の処理の流れを自ら把握し、不法投
棄の防止など、適正な処理を確保することを目的
とした制度で、電子マニフェストと紙マニフェス

トがある。電子マニフェスト制度は、マニフェス
ト情報を電子化し、排出事業者、収集運搬業者、
処分業者の３者が情報処理センターを介したネッ
トワークでやり取りする仕組み。 
 
 
7. 憲法を守り平和を確立する運動の推進 
 
【49】防衛装備移転三原則・武器輸出三原則 
 日本の武器輸出の規制は、1967年に佐藤栄作内
閣が表明し、1976年に三木武夫内閣が憲法の平和
主義に基づき事実上すべての武器と関連技術の輸
出を禁じた「武器輸出三原則」が堅持され、「非
核三原則」と並んで戦後日本の平和憲法を象徴す
る理念ともいわれていた。しかし、2014年に安倍
晋三内閣は新たに「防衛装備移転三原則」を決定
した。このことで、原則禁止とされていた武器輸
出が一定の条件下で認められることになった。さ
らに現在、政府・与党は三原則の見直しを検討し
ており、これまで禁じてきた殺傷能力のある武器
を搭載した装備の輸出が認められる恐れがある。 
 
【50】核兵器禁止条約 
 核兵器の存在を違法と定めた史上初の国際条約
であり、2017年７月７日、122ヵ国・地域の賛成
多数で採択され、2021年１月22日に発効した。
2023年１月現在、92ヵ国・地域が署名し、68ヵ
国・地域で批准している。しかし、日本政府は唯
一の戦争被爆国であるにもかかわらず日米安全保
障の観点から署名・批准はしていない。そのため
将来的な条約への署名・批准をめざしつつ、最低
でもオブザーバーとしての参加が求められている。 
 
【51】ＮＰＴ体制 
 ＮＰＴ（核拡散防止条約）は、アメリカ、ロシ
ア、イギリス、フランス、中国の５ヵ国以外の核
保有を禁止しようとする条約であり、その枠組み
をＮＰＴ体制という。条約は1970年に発効し、
191ヵ国・地域が締結している。インド、パキス
タンなど核保有の未加盟国への対応が課題となっ
ている。５年に一度、運用を検討する会議が
ニューヨークで開かれ、その４年前から準備委員
会が毎年開かれる。2015年のＮＰＴ運用検討会議
では、合意文書を採択することができなかったこ
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クラウド導入など、なお問題のある算定手法が残
る。 
 社会保障分野において、診療報酬などの見直し
を通じて、給付の適正化をはかる仕組みをさすこ
ともある。 
 
 
5. 安心・安全・信頼の社会保障制度改革
の推進 

 
【37】ヤングケアラー 
 家族にケアを要する人がいる場合に、大人が担
うようなケア責任を引き受け、家事や家族の世話、
介護、感情面のサポートなどを行っている18歳未
満の子どもをいう。長期にわたるケアが人間関係
や就職活動に深刻な影響を及ぼすケースも明らか
になっている。 
 
【38】重層的支援体制整備事業 
 社会のあり方や住民生活の変化を受けて、2021
年の社会福祉法の改正によって創設された事業。
地域住民が抱える困難や生きづらさは多様化・複
雑化しており、従来の福祉政策が整備してきた、
子ども・障がい者・高齢者・生活困窮者といった
対象者ごとの支援体制だけでは、さまざまなニー
ズに対応できなくなってきている。そのためこの
事業では、市町村全体の支援機関・地域の関係者
が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構
築することをコンセプトに、「属性を問わない相
談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた
支援」の３つの支援を一体的に実施することを必
須にしている。 
 
【39】レセプトデータ 
 保険診療を行った医療機関が、患者一人ひとり
の診療報酬（医療費）を、審査支払機関を経由し
て保険者に請求する際の明細書。診療日数や病名、
投薬内容、検査や手術の内容などが記載される。
レセプトデータの分析によって、地域や属性にお
ける健康状況・医療費状況などを把握し、健康増
進事業などに役立てることができる。 
 
【40】地域包括ケアシステム 
 要介護状態となっても、住み慣れた地域で、自

分らしいくらしを人生の最後まで続けることがで
きるよう、地域の特性に応じて、住まい・医療・
介護・予防・生活支援が一体的に提供される体制。
団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、体
制の整備が進められている。 
 
【41】タスク・シフト/シェア 
 タスク・シフトとは、医師の仕事の一部を「看
護師など他の職種」に任せること。タスク・シェ
アとは、医師の仕事を複数の職種で分け合うこと
をさす。いずれも、医師への業務集中を軽減させ、
労働時間短縮策の狙いがある。2019年３月に、厚
労省の「医師の働き方改革に関する検討会」が取
りまとめた報告書で、「医療従事者の合意形成の
もとでの業務の移管や共同化（タスク・シフティ
ング、タスク・シェアリング）」が提言された。
医師の時間外労働の上限規制が適用される2024年
４月にむけて、医療専門職種の法令等を精査する
とともに、具体的検討を行うこととされている。 
 
【42】健康日本21 
 21世紀における住民一人ひとりの健康を実現す
るため、2000年から厚生労働省によって展開され
ている国民健康づくり運動。2013年度からの健康
日本21（第二次）では、「健康寿命の延伸と健康
格差の縮小」を最終的な目標とし、健康増進事業
や介護予防などの取り組みが進められてきた。
2024年度からは健康日本21（第三次）が開始される。 
 
【43】新たな児童虐待防止対策体制総合強化プラ

ン 
 依然として全国の児童相談所における児童虐待
相談対応件数が増加している状況を踏まえ、児童
相談所や市町村の体制強化を引き続き計画的に進
めていくため、「児童虐待防止対策体制総合強化
プラン」に代わるプランとして策定された。対象
期間は2023年度から2026年度までで、2024年度ま
でに児童福祉司を1,060人増員、2026年度までに
児童心理司を950人増員することなどを目標に掲
げる。 
 
【44】アウトリーチ支援 
 アウトリーチは「手を伸ばすこと」を意味する。

用語解説　（153）
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る年次報告を作成・公表すること等を通じて、不
断に各種対策の実施状況の確認、効果の検証等を
進めていくこととしている。 
 
【59】部落 
 「部落」は「集落」と同義。被差別部落（同和
地区）は、日本の封建社会における身分制度のも
とで、他の身分と分離させられ、衣・職・住等あ
らゆる生活面で厳しい状態におかれてきた地域を
出発点とし、今日まで差別的状態が続いている地
域である。被差別部落の出身であることを理由に
行われる差別を部落差別という。歴史的、社会的
に形成されてきた被差別部落に生まれ、育ったと
いう理由だけで、人間として当然受けるべき権利
を長い間奪われ続けてきた問題が部落問題といわ
れる。1965年に出された内閣同和対策審議会答申
では「同和問題とは、人類普遍の原理である人間
の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法に
よって保障された基本的人権にかかわる課題であ
る」ことを明らかにしているが、今日においても
数多くの悪質な差別事件が後を絶たない。 
 
 
9. 政策実現にむけた政治活動の推進 
 
【60】一票の格差 
 有権者が投じる一票の有する価値にみられる格
差、選挙区ごとに発生する一票の重みの不平等に
対する指摘のこと。日本では、衆議院議員選挙区
画定審議会設置法が、人口を基準にしてその均衡
をはかることを規定しているが、実際には、選挙
区ごとの人口に数倍の差が出ているのが実態であ
る。毎回のように、各地の住民が違憲無効訴訟を
起こしており、最高裁において、2009年以降、当
該選挙を違憲状態（衆院選：2009年、2012年、
2014年、参院選：2010年、2013年）とする判決が
続き、不均衡を解消するよう立法措置を求めた。 
 直近では、衆議院の一票の格差是正のため、小
選挙区を「10増10減」する改正公職選挙法が2022
年11月に成立（小選挙区が東京で５、神奈川で２、
埼玉、千葉、愛知で１つずつ増となる一方、宮
城・福島・新潟・滋賀・和歌山・岡山・広島・山
口・愛媛・長崎の10県で１つずつ減。比例代表は
東京ブロックで２、南関東ブロックで１増となる

一方、東北・北陸信越・中国の３ブロックで１ず
つの減）、格差は2.096倍から1.999倍に縮小され、
次の総選挙は新たな区割りで実施される。参議院
については、2015年に「徳島・高知」「鳥取・島
根」を合区とし、選挙区を10増10減する公職選挙
法の改正（格差は4.75倍から2.97倍に縮小）が行
われており、その後に実施された2016年と2019年
の選挙に関しては最高裁は合憲としている。 
 
 
10. 国際連帯の強化と国際労働運動の推進 
 
【61】ＰＳＩ（国際公務労連） 
 Public Services Internationalの略称。153ヵ国、
3,000万人の労働者を代表する700以上の組織が加
盟（2023年７月現在）。日本では1988年にＰＳＩ
－ＪＣ（PSI Japan Council ＰＳＩ加盟組合日本
協議会）が結成され、現在、自治労、全消協、国
公連合、全水道、ヘルスケア労協が加盟している。 
 
【62】ＩＴＦ（国際運輸労連） 
 International Transport Workers’ Federationの略称。
交通運輸労組の世界的組織であり、150ヵ国以上、
740の労働組合、1,850万人が加盟（2023年７月現
在）。1896年にロンドンで結成され、現在、海
運・港湾・鉄道・路面・貨物旅客輸送・内陸水
運・水産・観光・民間航空で働く労働者を組織し
ている。 
 
【63】質の高い公共サービス（ＱＰＳ） 
 Quality Public Servicesの略称。ＰＳＩが2002年
に提唱したグローバルキャンペーン。自治労にお
いても、公共サービスの社会的意義や質と水準の
維持・確保、その担い手である労働者の役割など
について議論を深めている。 
 
【64】結社の自由委員会 
 結社の自由委員会は、ＩＬＯ理事９人（政労使
３人ずつ）と独立した専門家である委員長で構成
され、年に３回理事会の開催にあわせて開催され、
結論と勧告を理事会に提出する。結社の自由（団
結権）の侵害の事実が立証されると、委員会は当
該国に対して対策を講じ、一定の期限内に講じた
対策について報告をするよう求める。第87号と第
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とから、新たに「核兵器禁止条約」の制定にむけ
た動きが強まり、2017年７月７日に、同条約が採
択されている。日本政府は、「核兵器禁止条約」
には未加盟であり、あくまで核拡散防止条約（Ｎ
ＰＴ）の強化や核実験全面禁止条約（ＣＴＢＴ）
の早期発効に努力することとしている。 
 
【52】非核三原則 
 核兵器について「持たず、作らず、持ち込ませ
ず」を三原則として1971年に国会決議されたもの。
唯一の戦争被爆国として日本が堅持し続ける理念
であるが、その法的基盤や拘束力をいかに強めて
いくかが課題である。 
 
【53】ＫＡＫＫＩＮ 
 「核兵器廃絶・平和建設国民会議」の略称。
2014年に組織名称を「核兵器禁止平和建設国民会
議」（略称：核禁会議）から変更した。1961年に、
見解の相違により原水爆禁止日本協議会（原水協）
から分裂して結成された。核兵器反対の一方で、
原子力発電には肯定的な立場をとっている。 
 
 
8. 人権を守り共生社会を実現する取り組
み 

 
【54】ヘイトスピーチ 
 特定の国の出身者であること、またはその子孫
であることのみを理由に、日本社会から追い出そ
うとしたり危害を加えようとしたりするなどの一
方的な内容の言動をいう。不当な差別的言動（ヘ
イトスピーチ）について、社会的関心が高まって
いたことを受け、「本邦外出身者に対する不当な
差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法
律」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立
し、2016年６月に施行された。 
 ヘイトスピーチの解消にむけた相談・教育・啓
発を基本事項とし、禁止事項および制裁などが盛
り込まれない理念法であり、より実効性の高いも
のとしていくことが求められる。 
 
【55】人権教育のための世界プログラム 
 「人権教育のための国連10年」（1995年－2004
年）に続く人権教育の取り組みとして、国連で採

択されたプログラム。５年ごとに「段階（フェー
ズ）」を区切り、現在は、2024年末までの第４段
階。重点対象を「若者」として、とくに平等、人
権と非差別、包摂的で平和な社会のための包摂と
多様性の尊重に力点を置くとしている。 
 
【56】ＥＵ「一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）」 
 欧州議会、欧州理事会および欧州委員会が策定
した新しい個人情報保護の枠組み。「ＥＵ一般
データ保護規則」（ＧＤＰＲ：General Data 

Protection Regulation）が正式名称。 
 グローバル化やクラウドサービスの利用拡大、
ビッグデータと呼ばれるように取得・分析される
データの大幅な増大を背景に、個人情報保護の重
要性が高まるとともに、サイバー攻撃、内部不正
などによる個人情報漏えいのリスクも急速に高
まっている現状を踏まえ、ＥＵ（欧州連合）内の
すべての個人（市民と居住者）のために、個人
データのコントロールを取り戻し、保護を強化す
ることを意図し、2018年５月に施行された。 
 個人データを欧州経済領域から第三国に移転す
るために満たすべき法的要件を規定しており、個
人データの移転は原則禁止とされ、事業者に対し
て多くの義務が課されることになった。 
 
【57】人間中心のＡＩ社会原則 
 ＡＩをより良い形で社会実装し共有するための
基本原則として、政府の「人間中心のＡＩ社会原
則検討会議」において、産学民官の有識者による
議論が行われ、2019年３月に統合イノベーション
戦略推進会議で決定された。 
 「人間の尊重」「多様性・包摂性」「持続性」
の３つの価値を基本理念とし、人々がＡＩに過度
に依存することなく、多様な人々の多様な幸せの
追求のためにＡＩを活用する、持続可能な社会を
めざすための７原則をあげている。 
 
【58】人身取引対策行動計画2022 
 すでに終了した2020年オリンピック・パラリン
ピック東京大会の開催を視野に、政府が2014年12
月に策定した計画からさらに総合的かつ包括的な
人身取引対策を推進するため、2022年12月に策定。
人身取引対策推進会議を開催し、人身取引に関す
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る年次報告を作成・公表すること等を通じて、不
断に各種対策の実施状況の確認、効果の検証等を
進めていくこととしている。 
 
【59】部落 
 「部落」は「集落」と同義。被差別部落（同和
地区）は、日本の封建社会における身分制度のも
とで、他の身分と分離させられ、衣・職・住等あ
らゆる生活面で厳しい状態におかれてきた地域を
出発点とし、今日まで差別的状態が続いている地
域である。被差別部落の出身であることを理由に
行われる差別を部落差別という。歴史的、社会的
に形成されてきた被差別部落に生まれ、育ったと
いう理由だけで、人間として当然受けるべき権利
を長い間奪われ続けてきた問題が部落問題といわ
れる。1965年に出された内閣同和対策審議会答申
では「同和問題とは、人類普遍の原理である人間
の自由と平等に関する問題であり、日本国憲法に
よって保障された基本的人権にかかわる課題であ
る」ことを明らかにしているが、今日においても
数多くの悪質な差別事件が後を絶たない。 
 
 
9. 政策実現にむけた政治活動の推進 
 
【60】一票の格差 
 有権者が投じる一票の有する価値にみられる格
差、選挙区ごとに発生する一票の重みの不平等に
対する指摘のこと。日本では、衆議院議員選挙区
画定審議会設置法が、人口を基準にしてその均衡
をはかることを規定しているが、実際には、選挙
区ごとの人口に数倍の差が出ているのが実態であ
る。毎回のように、各地の住民が違憲無効訴訟を
起こしており、最高裁において、2009年以降、当
該選挙を違憲状態（衆院選：2009年、2012年、
2014年、参院選：2010年、2013年）とする判決が
続き、不均衡を解消するよう立法措置を求めた。 
 直近では、衆議院の一票の格差是正のため、小
選挙区を「10増10減」する改正公職選挙法が2022
年11月に成立（小選挙区が東京で５、神奈川で２、
埼玉、千葉、愛知で１つずつ増となる一方、宮
城・福島・新潟・滋賀・和歌山・岡山・広島・山
口・愛媛・長崎の10県で１つずつ減。比例代表は
東京ブロックで２、南関東ブロックで１増となる

一方、東北・北陸信越・中国の３ブロックで１ず
つの減）、格差は2.096倍から1.999倍に縮小され、
次の総選挙は新たな区割りで実施される。参議院
については、2015年に「徳島・高知」「鳥取・島
根」を合区とし、選挙区を10増10減する公職選挙
法の改正（格差は4.75倍から2.97倍に縮小）が行
われており、その後に実施された2016年と2019年
の選挙に関しては最高裁は合憲としている。 
 
 
10. 国際連帯の強化と国際労働運動の推進 
 
【61】ＰＳＩ（国際公務労連） 
 Public Services Internationalの略称。153ヵ国、
3,000万人の労働者を代表する700以上の組織が加
盟（2023年７月現在）。日本では1988年にＰＳＩ
－ＪＣ（PSI Japan Council ＰＳＩ加盟組合日本
協議会）が結成され、現在、自治労、全消協、国
公連合、全水道、ヘルスケア労協が加盟している。 
 
【62】ＩＴＦ（国際運輸労連） 
 International Transport Workers’ Federationの略称。
交通運輸労組の世界的組織であり、150ヵ国以上、
740の労働組合、1,850万人が加盟（2023年７月現
在）。1896年にロンドンで結成され、現在、海
運・港湾・鉄道・路面・貨物旅客輸送・内陸水
運・水産・観光・民間航空で働く労働者を組織し
ている。 
 
【63】質の高い公共サービス（ＱＰＳ） 
 Quality Public Servicesの略称。ＰＳＩが2002年
に提唱したグローバルキャンペーン。自治労にお
いても、公共サービスの社会的意義や質と水準の
維持・確保、その担い手である労働者の役割など
について議論を深めている。 
 
【64】結社の自由委員会 
 結社の自由委員会は、ＩＬＯ理事９人（政労使
３人ずつ）と独立した専門家である委員長で構成
され、年に３回理事会の開催にあわせて開催され、
結論と勧告を理事会に提出する。結社の自由（団
結権）の侵害の事実が立証されると、委員会は当
該国に対して対策を講じ、一定の期限内に講じた
対策について報告をするよう求める。第87号と第
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とから、新たに「核兵器禁止条約」の制定にむけ
た動きが強まり、2017年７月７日に、同条約が採
択されている。日本政府は、「核兵器禁止条約」
には未加盟であり、あくまで核拡散防止条約（Ｎ
ＰＴ）の強化や核実験全面禁止条約（ＣＴＢＴ）
の早期発効に努力することとしている。 
 
【52】非核三原則 
 核兵器について「持たず、作らず、持ち込ませ
ず」を三原則として1971年に国会決議されたもの。
唯一の戦争被爆国として日本が堅持し続ける理念
であるが、その法的基盤や拘束力をいかに強めて
いくかが課題である。 
 
【53】ＫＡＫＫＩＮ 
 「核兵器廃絶・平和建設国民会議」の略称。
2014年に組織名称を「核兵器禁止平和建設国民会
議」（略称：核禁会議）から変更した。1961年に、
見解の相違により原水爆禁止日本協議会（原水協）
から分裂して結成された。核兵器反対の一方で、
原子力発電には肯定的な立場をとっている。 
 
 
8. 人権を守り共生社会を実現する取り組
み 

 
【54】ヘイトスピーチ 
 特定の国の出身者であること、またはその子孫
であることのみを理由に、日本社会から追い出そ
うとしたり危害を加えようとしたりするなどの一
方的な内容の言動をいう。不当な差別的言動（ヘ
イトスピーチ）について、社会的関心が高まって
いたことを受け、「本邦外出身者に対する不当な
差別的言動の解消に向けた取組の推進に関する法
律」、いわゆる「ヘイトスピーチ解消法」が成立
し、2016年６月に施行された。 
 ヘイトスピーチの解消にむけた相談・教育・啓
発を基本事項とし、禁止事項および制裁などが盛
り込まれない理念法であり、より実効性の高いも
のとしていくことが求められる。 
 
【55】人権教育のための世界プログラム 
 「人権教育のための国連10年」（1995年－2004
年）に続く人権教育の取り組みとして、国連で採

択されたプログラム。５年ごとに「段階（フェー
ズ）」を区切り、現在は、2024年末までの第４段
階。重点対象を「若者」として、とくに平等、人
権と非差別、包摂的で平和な社会のための包摂と
多様性の尊重に力点を置くとしている。 
 
【56】ＥＵ「一般データ保護規則（ＧＤＰＲ）」 
 欧州議会、欧州理事会および欧州委員会が策定
した新しい個人情報保護の枠組み。「ＥＵ一般
データ保護規則」（ＧＤＰＲ：General Data 

Protection Regulation）が正式名称。 
 グローバル化やクラウドサービスの利用拡大、
ビッグデータと呼ばれるように取得・分析される
データの大幅な増大を背景に、個人情報保護の重
要性が高まるとともに、サイバー攻撃、内部不正
などによる個人情報漏えいのリスクも急速に高
まっている現状を踏まえ、ＥＵ（欧州連合）内の
すべての個人（市民と居住者）のために、個人
データのコントロールを取り戻し、保護を強化す
ることを意図し、2018年５月に施行された。 
 個人データを欧州経済領域から第三国に移転す
るために満たすべき法的要件を規定しており、個
人データの移転は原則禁止とされ、事業者に対し
て多くの義務が課されることになった。 
 
【57】人間中心のＡＩ社会原則 
 ＡＩをより良い形で社会実装し共有するための
基本原則として、政府の「人間中心のＡＩ社会原
則検討会議」において、産学民官の有識者による
議論が行われ、2019年３月に統合イノベーション
戦略推進会議で決定された。 
 「人間の尊重」「多様性・包摂性」「持続性」
の３つの価値を基本理念とし、人々がＡＩに過度
に依存することなく、多様な人々の多様な幸せの
追求のためにＡＩを活用する、持続可能な社会を
めざすための７原則をあげている。 
 
【58】人身取引対策行動計画2022 
 すでに終了した2020年オリンピック・パラリン
ピック東京大会の開催を視野に、政府が2014年12
月に策定した計画からさらに総合的かつ包括的な
人身取引対策を推進するため、2022年12月に策定。
人身取引対策推進会議を開催し、人身取引に関す
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2015年に東京の渋谷区と世田谷区で始まり、現在
では日本全体の人口に対するカバー率は７割を超
えており、自治体数では300を超えている。これ
を同性パートナーが活用することで、家族として
の一定の権利を享受し、市民生活を送る上で社会
からの理解が得やすくなる一方で、相続権や配偶
者控除を受けられないなど、許容できる権利が限
られていることの課題が残っている。 
 
 
12. 運動の強化と持続可能な組織づくり 
 
【73】連合組織拡大プラン2030 
 連合組織拡大計画「1000万連合実現プラン」
（目標達成年度2020年）の成果と課題などを踏ま
え策定した新たな組織拡大計画のこと。プランで
は、拡大実績の上積みと組合員の減少の歯止めを
はかり、2030年での800万組織を目標としている。
また、構成組織（産別）と地方連合会が主体的に
取り組むことを基本とし、連合本部は産別・地方
連合会の組織拡大やオルガナイザーの育成を支援、
地方連合会はとくに中小・地場の組織拡大を地方
の構成組織と連携して取り組むこととしている。 
 
 
13. 労働者自主福祉運動の推進 
 
【74】新たな共済推進マニュアル 
 「新たな共済推進方針」に基づき、単組での具
体的な共済推進運動（労働者自主福祉運動）の取
り組み方を説明したマニュアル。共済推進運動を
取り組む意義、単組における基本的な共済推進運
動の流れ、共済推進機会別や各制度別の取り組み
手法、組合員に伝えたい各制度別の特長などが記
載されている。 
 
【75】弁護士費用等補償特約（賠償対応補償付） 
 「じちろうマイカー共済」四輪・自動二輪・原
付に標準付帯されている特約であり、対人事故を
起こした被共済者が起訴を免れるために要した弁
護士費用等を支払うもの。地方公務員は、特別な
条例がない限り、禁固刑以上（執行猶予付きを含
む）の刑が確定すると地方公務員法第28条により、
失職し、公務員たる資格を失う。失職を防ぐには、
起訴を防ぐ対応が重要となってくる。 

【76】加入拡大モデル単組 
 共済推進をこれまで以上に強化するための取り
組み。取り組みにあたっては、各県単位で「加入
拡大モデル単組」を選定し、当該単組では団体生
命共済を中心に加入拡大を実施する。この推進活
動は、自治労・自治労共済推進本部・こくみん共
済 coopが一丸となって取り組むこととしている。
「加入拡大モデル単組」は、自治労共済推進本部
の年度（６月～５月）にあわせ、年度ごとに各県
２～３単組、全国では約110単組が選定されている。 
 
【77】ＣＦＰ 
 ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）は、税
制・不動産・保険などの幅広い金融専門知識を元
に相談者の金融相談に応えてサポートする専門家
のことであり、ＦＰとしての実績や力量をはかる
資格・検定としては、国家検定であるＦＰ技能検
定と、ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会が実施している民
間資格である「ＡＦＰ資格」「ＣＦＰ資格」があ
る。 
 ＡＦＰ資格を得るためには、２級ＦＰ技能検定
の合格とＡＦＰ認定研修の修了、さらに日本ＦＰ
協会への登録を必要としており、また資格取得後
も２年ごとの資格更新のために所定の継続教育が
義務づけられている。ＡＦＰ資格所有者は、2023
年７月現在、日本全体で約16万人。 
 ＣＦＰ資格は、ＡＦＰ資格の上位の資格であり、
世界25ヵ国・地域で認められた世界水準のファイ
ナンシャル・プランニング・サービスを提供でき
るプロフェッショナルであることを証明する資格。
ＣＦＰ資格を得るためには、ＡＦＰ資格保有者が
所定の試験に合格した上で一定の研修を受ける必
要があり、資格取得後もＡＦＰ資格と同様に２年
ごとの資格更新のために所定の継続教育が義務づ
けられている。ＣＦＰ資格所有者は、2023年７月
現在、日本全体で約2.6万人。 
 
【78】中経2025 
 こくみん共済 coopが2022年度から2025年度ま
での４年間を実行期間として設定した中期経営政
策。「変革と創造」をキーワードに、環境が変化
する中において、「お役立ち発想」と「共創活動」
にデジタル技術を取り入れた「新しいたすけあい」
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98号条約批准国の場合には、条約勧告適用専門家
委員会のフォローアップに付託することもある。 
 
【65】基準適用委員会 
 毎年開かれるＩＬＯ総会毎に「基準（条約・勧
告）の適用に関する総務委員会」が設けられる。
この委員会は総会に参加する政労使の三者で構成
され、①批准条約に関する報告、②未批准条約と
勧告に関する報告、③条約・勧告の国会提出に関
する状況報告、④条約勧告適用専門家委員会の報
告などを審議する。この委員会では、条約・勧告
の適用に関して利害が必ずしも一致しない政労使
三者の間で激しい討論が交わされることが多い。
とくに労使によって、個別の検討を要するとして
選定された20数件の個別案件については、それぞ
れ当該国政労使からの状況、見解の陳述も含め討
議が行われる。 
 
【66】中核的労働基準 
 労働に関する最低限の基準を定めたものであり、
「結社の自由・団体交渉権の承認」、「強制労働
の禁止」、「児童労働の禁止」、「差別の撤廃」
の５分野で10のＩＬＯ条約を指定するという形で
定められている。日本は10条約のうち２条約「雇
用及び職業についての差別待遇に関する条約
（111号）」「職業上の安全及び健康に関する条
約（155号）」が未批准。 
 
【67】ＩＴＵＣ（国際労働組合総連合） 
 International Trade Union Confederationの略称。
2006年11月、ＩＣＦＴＵ（国際自由労連）、ＷＣ
Ｌ（国際労連）と、いずれにも未加盟だった８つ
の組織が統合し、結成した。167の国・地域の336
組織を通じて、１億９千万人の労働者を擁する
（2023年７月現在）。日本からは連合が加盟して
いる。 
 
 
11. ジェンダー平等社会実現の取り組み 
 
【68】ジェンダーギャップ指数 
 2006年から世界経済フォーラムが世界各国の男
女間の不均衡（ジェンダー・ギャップ）を示す指
標として公表しているもの。各国における経済・

教育・政治・健康の４分野について国際機関（Ｉ
ＬＯ、ＷＨＯなど）が提供しているデータに基づ
き公表しており、指数については、０が完全不平
等、１が完全平等を表している。 
 
【69】アンコンシャス・バイアス 
 アンコンシャス・バイアス（unconscious bias）
は、「無意識の偏ったモノの見方」のこと。日本
語で、「無意識の思い込み」「無意識バイアス」
等と表現されることもある。血液型で相手の性格
を決めつけたり、男性から育児や介護休暇の申請
があると「妻は？」と思ってしまうなど、日常や
職場にあふれている。アンコンシャス・バイアス
に気づかずにいると、そこから生まれた言動が、
相手を傷つけることにつながる。 
 
【70】ＳＯＧＩ 
 Sexual Orientation and Gender Identityの略称。
性的指向（好きになる性）／性自認（自分の心の
性）のことをいう。ＳＯＧＩは「どんな性別を好
きになるのか」「自分自身をどういう性だと認識
しているのか」という言葉なので、体と心の性が
一致しており異性が好きという人も含め、すべて
の人が持っているものである。「性的指向と性自
認」を包括して表す概念。なお、性表現（Gender 

Expression）の頭文字Ｅを加えて、ＳＯＧＩＥと
することもある。 
 
【71】アウティング 
 人のＳＯＧＩ（性自認、性的指向）を、ＬＧＢ
ＴＱ＋当事者の許可なく他の人に言いふらしたり、
ＳＮＳなどに書き込み暴露すること。「カミング
アウト」は当事者が自分で相手にセクシュアリ
ティを打ち明ける（告白）ものであることに対し、
「アウティング」は第三者が本人の了解を得ずに
勝手に言いふらすこと、という点に決定的な違い
がある。セクシュアリティは非常にプライベート
な情報であり、これを本人の了承を得ないまま他
者が公表することはプライバシー侵害にあたる。 
 
【72】パートナーシップ条例 
 同性間のカップルを法律婚と同様に取り扱うも
のとして、自治体議会で可決されている条例。

（156）　用語解説
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2015年に東京の渋谷区と世田谷区で始まり、現在
では日本全体の人口に対するカバー率は７割を超
えており、自治体数では300を超えている。これ
を同性パートナーが活用することで、家族として
の一定の権利を享受し、市民生活を送る上で社会
からの理解が得やすくなる一方で、相続権や配偶
者控除を受けられないなど、許容できる権利が限
られていることの課題が残っている。 
 
 
12. 運動の強化と持続可能な組織づくり 
 
【73】連合組織拡大プラン2030 
 連合組織拡大計画「1000万連合実現プラン」
（目標達成年度2020年）の成果と課題などを踏ま
え策定した新たな組織拡大計画のこと。プランで
は、拡大実績の上積みと組合員の減少の歯止めを
はかり、2030年での800万組織を目標としている。
また、構成組織（産別）と地方連合会が主体的に
取り組むことを基本とし、連合本部は産別・地方
連合会の組織拡大やオルガナイザーの育成を支援、
地方連合会はとくに中小・地場の組織拡大を地方
の構成組織と連携して取り組むこととしている。 
 
 
13. 労働者自主福祉運動の推進 
 
【74】新たな共済推進マニュアル 
 「新たな共済推進方針」に基づき、単組での具
体的な共済推進運動（労働者自主福祉運動）の取
り組み方を説明したマニュアル。共済推進運動を
取り組む意義、単組における基本的な共済推進運
動の流れ、共済推進機会別や各制度別の取り組み
手法、組合員に伝えたい各制度別の特長などが記
載されている。 
 
【75】弁護士費用等補償特約（賠償対応補償付） 
 「じちろうマイカー共済」四輪・自動二輪・原
付に標準付帯されている特約であり、対人事故を
起こした被共済者が起訴を免れるために要した弁
護士費用等を支払うもの。地方公務員は、特別な
条例がない限り、禁固刑以上（執行猶予付きを含
む）の刑が確定すると地方公務員法第28条により、
失職し、公務員たる資格を失う。失職を防ぐには、
起訴を防ぐ対応が重要となってくる。 

【76】加入拡大モデル単組 
 共済推進をこれまで以上に強化するための取り
組み。取り組みにあたっては、各県単位で「加入
拡大モデル単組」を選定し、当該単組では団体生
命共済を中心に加入拡大を実施する。この推進活
動は、自治労・自治労共済推進本部・こくみん共
済 coopが一丸となって取り組むこととしている。
「加入拡大モデル単組」は、自治労共済推進本部
の年度（６月～５月）にあわせ、年度ごとに各県
２～３単組、全国では約110単組が選定されている。 
 
【77】ＣＦＰ 
 ＦＰ（ファイナンシャル・プランナー）は、税
制・不動産・保険などの幅広い金融専門知識を元
に相談者の金融相談に応えてサポートする専門家
のことであり、ＦＰとしての実績や力量をはかる
資格・検定としては、国家検定であるＦＰ技能検
定と、ＮＰＯ法人日本ＦＰ協会が実施している民
間資格である「ＡＦＰ資格」「ＣＦＰ資格」があ
る。 
 ＡＦＰ資格を得るためには、２級ＦＰ技能検定
の合格とＡＦＰ認定研修の修了、さらに日本ＦＰ
協会への登録を必要としており、また資格取得後
も２年ごとの資格更新のために所定の継続教育が
義務づけられている。ＡＦＰ資格所有者は、2023
年７月現在、日本全体で約16万人。 
 ＣＦＰ資格は、ＡＦＰ資格の上位の資格であり、
世界25ヵ国・地域で認められた世界水準のファイ
ナンシャル・プランニング・サービスを提供でき
るプロフェッショナルであることを証明する資格。
ＣＦＰ資格を得るためには、ＡＦＰ資格保有者が
所定の試験に合格した上で一定の研修を受ける必
要があり、資格取得後もＡＦＰ資格と同様に２年
ごとの資格更新のために所定の継続教育が義務づ
けられている。ＣＦＰ資格所有者は、2023年７月
現在、日本全体で約2.6万人。 
 
【78】中経2025 
 こくみん共済 coopが2022年度から2025年度ま
での４年間を実行期間として設定した中期経営政
策。「変革と創造」をキーワードに、環境が変化
する中において、「お役立ち発想」と「共創活動」
にデジタル技術を取り入れた「新しいたすけあい」
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98号条約批准国の場合には、条約勧告適用専門家
委員会のフォローアップに付託することもある。 
 
【65】基準適用委員会 
 毎年開かれるＩＬＯ総会毎に「基準（条約・勧
告）の適用に関する総務委員会」が設けられる。
この委員会は総会に参加する政労使の三者で構成
され、①批准条約に関する報告、②未批准条約と
勧告に関する報告、③条約・勧告の国会提出に関
する状況報告、④条約勧告適用専門家委員会の報
告などを審議する。この委員会では、条約・勧告
の適用に関して利害が必ずしも一致しない政労使
三者の間で激しい討論が交わされることが多い。
とくに労使によって、個別の検討を要するとして
選定された20数件の個別案件については、それぞ
れ当該国政労使からの状況、見解の陳述も含め討
議が行われる。 
 
【66】中核的労働基準 
 労働に関する最低限の基準を定めたものであり、
「結社の自由・団体交渉権の承認」、「強制労働
の禁止」、「児童労働の禁止」、「差別の撤廃」
の５分野で10のＩＬＯ条約を指定するという形で
定められている。日本は10条約のうち２条約「雇
用及び職業についての差別待遇に関する条約
（111号）」「職業上の安全及び健康に関する条
約（155号）」が未批准。 
 
【67】ＩＴＵＣ（国際労働組合総連合） 
 International Trade Union Confederationの略称。
2006年11月、ＩＣＦＴＵ（国際自由労連）、ＷＣ
Ｌ（国際労連）と、いずれにも未加盟だった８つ
の組織が統合し、結成した。167の国・地域の336
組織を通じて、１億９千万人の労働者を擁する
（2023年７月現在）。日本からは連合が加盟して
いる。 
 
 
11. ジェンダー平等社会実現の取り組み 
 
【68】ジェンダーギャップ指数 
 2006年から世界経済フォーラムが世界各国の男
女間の不均衡（ジェンダー・ギャップ）を示す指
標として公表しているもの。各国における経済・

教育・政治・健康の４分野について国際機関（Ｉ
ＬＯ、ＷＨＯなど）が提供しているデータに基づ
き公表しており、指数については、０が完全不平
等、１が完全平等を表している。 
 
【69】アンコンシャス・バイアス 
 アンコンシャス・バイアス（unconscious bias）
は、「無意識の偏ったモノの見方」のこと。日本
語で、「無意識の思い込み」「無意識バイアス」
等と表現されることもある。血液型で相手の性格
を決めつけたり、男性から育児や介護休暇の申請
があると「妻は？」と思ってしまうなど、日常や
職場にあふれている。アンコンシャス・バイアス
に気づかずにいると、そこから生まれた言動が、
相手を傷つけることにつながる。 
 
【70】ＳＯＧＩ 
 Sexual Orientation and Gender Identityの略称。
性的指向（好きになる性）／性自認（自分の心の
性）のことをいう。ＳＯＧＩは「どんな性別を好
きになるのか」「自分自身をどういう性だと認識
しているのか」という言葉なので、体と心の性が
一致しており異性が好きという人も含め、すべて
の人が持っているものである。「性的指向と性自
認」を包括して表す概念。なお、性表現（Gender 

Expression）の頭文字Ｅを加えて、ＳＯＧＩＥと
することもある。 
 
【71】アウティング 
 人のＳＯＧＩ（性自認、性的指向）を、ＬＧＢ
ＴＱ＋当事者の許可なく他の人に言いふらしたり、
ＳＮＳなどに書き込み暴露すること。「カミング
アウト」は当事者が自分で相手にセクシュアリ
ティを打ち明ける（告白）ものであることに対し、
「アウティング」は第三者が本人の了解を得ずに
勝手に言いふらすこと、という点に決定的な違い
がある。セクシュアリティは非常にプライベート
な情報であり、これを本人の了承を得ないまま他
者が公表することはプライバシー侵害にあたる。 
 
【72】パートナーシップ条例 
 同性間のカップルを法律婚と同様に取り扱うも
のとして、自治体議会で可決されている条例。

用語解説　（157）
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4. 社会福祉労働者の取り組み 
 
【88】ＤＰＩ 
 Disabled Peoples’ Internationalの略称。1981年の
国際障害者年を機に、シンガポールで国際障害者
運動のネットワークとして結成された。現在
130ヵ国以上が加盟し、世界６ブロックに分かれ、
障害のある人の権利の保護と社会参加の機会平等
を目的に活動をしている国際ＮＧＯ。ＤＰＩ日本
会議は、1986年に設立され、障害者の権利獲得の
ための運動を行っている。2023年４月現在、身体
障害、知的障害、精神障害、難病等の障害種別を
超えた91団体が加盟している。 
 
 
5. 政府関係労働者の取り組み 
 
【89】エイジフリー社会実現 
 エイジフリーは、年齢基準をもとに、一律に活
動の選択肢を狭められている部分について、その
制約や障壁をなくすことであり、誰もが年齢に関
わりなく、個人の意思と能力に応じて社会の一員
として豊かで活き活きと社会生活を送ることので
きる社会の実現をめざすこと。 
 とりわけ、政労評ハローワーク委員会では、高
齢者が年齢で制限されることなく雇用継続が可能
となる社会の実現と、それに資する公共職業紹介
事業の確立をめざしている。 
 
【90】地方版ハローワーク 
 全国知事会が行政スリム化を理由に、「ハロー
ワークの地方移管」を主張してきたことに対し、
自治労は、連合とともに「無料職業紹介・雇用対
策・雇用保険を安定的・機動的かつ公平に実施す
るためには、国の指揮監督と責任により、全国
ネットワークで一体的に実施し、自治体との連携
を強化すべき」との立場で、取り組みを進めてき
た。 
 そうした中、一つの到達点として、2016年８月
から、都道府県知事と都道府県労働局長との間で
「雇用対策協定」を締結することにより、地域の
要請に応じた職業紹介事業を相互に連携して取り
組む「地方版ハローワーク」の仕組みに関わる改
正職業安定法が施行された。 

 「雇用対策協定」は、2023年４月現在で、268
自治体（47都道府県200市20町１村）との間で結
ばれており、新たな国と自治体の連携の仕組みと
して、地域の経済政策や女性活躍支援などと連携
した事業が取り組まれている。 
 
 
7. 国保連合会労働者の取り組み 
 
【91】データヘルス 
 健診やレセプトなどの健康医療情報は、2008年
の特定健診制度の導入やレセプトの電子化に伴い、
その電子的管理が進んでいる。これにより、従来
は困難だった電子的に保有された健康医療情報を
活用した分析が可能となった。データヘルスとは、
医療保険者がこうした分析を行った上で行う、加
入者の健康状態に即したより効果的・効率的な保
健事業をさす。 
 
【92】ガバメントクラウド 
 国のすべての行政機関（中央省庁・独立行政法
人など）や地方自治体が共同で行政システムをク
ラウドサービスとして利用できるようにした「Ｉ
Ｔ基盤」のこと。現在、行政機関や各自治体は独
自に業務システムを開発・運用している。そのた
めシステム要件やデータフォーマットがそれぞれ
で異なっている。この行政に関わる業務システム
をまとめて、ひとつのクラウド上の基盤に構築し、
共通化・標準化した上で監視運用できるようにし
たものが、「ガバメントクラウド」である。今後
の情報システムにおいて、政府はクラウドサービ
スを優先的に活用することを検討する方針（クラ
ウド・バイ・デフォルト原則）を決定しており、
すべての市町村が住民票や地方税など標準的な17
の業務システムをガバメントクラウドに移行する
としている。 
 
 
8. 公営競技労働者の取り組み 
 
【93】包括的民間委託 
 各公営競技法の改正により、2007年４月からす
べての公営競技場で発売・払戻業務、入場料の徴
収等について「私人への委託」が可能となったこ
とによって、法律で施行者自らが行わなければな
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を実践していくことをめざす。 
 
【79】ライフサポートセンター 
 連合・労福協・全労済・労働金庫などが設置し
た「くらしの向上」「助け合いの輪を広げる」た
めの活動を推進する地域拠点のこと。働く人のみ
ならず広く地域市民のために、労働、家庭、多重
債務や法律、住宅や教育、年金や相続などのさま
ざまな問題について、弁護士や税理士・社会保険
労務士・カウンセラー等と連携しながら、解決へ
の糸口を見つけ出すサポートを行っている。また
スポーツ、レクリエーション、セミナー、ボラン
ティア等への参加の呼びかけなど、「くらしの総
合サポートセンター」として社会貢献、地域貢献
の役割を果たすことをめざしている。 
 
第３章 各部門の運動目標  
1. 現業労働者の取り組み 
 
【80】職の確立 
 地域住民とのインターフェイスである現業職員
が、社会の変化や住民ニーズを的確に把握し、政
策実現することで地域の実情に合った地域公共
サービスを確立する取り組み。 
 
【81】新たな技能職 
 現場の知識・経験を活かした政策提言ができる
技能職。 
 
【82】災害時に現業職員が力を発揮するための５

つの提言 
 東日本大震災の教訓から、災害時に必要とされ
る能力を持っている現場職員が、どのような仕組
みを整えておけば、災害が発生した際に十分に能
力を発揮できるかを検討し、取りまとめたもの。
あわせてボランティアについても、さらにその力
を引き出すために自治体職員がどう関わるべきか
についても取りまとめ、2018年８月に自治労本部
現業評議会として提言した。 
 提言は作成時点での考え方を示したものであり、
具体化していくためには各自治体や現場に即して
詳細を検討していく必要がある。 
 

 
2. 公企労働者の取り組み 
 
【83】官民連携方式ウォーターＰＰＰ 
 公共施設等運営事業（コンセッション）に段階
的に移行するための、官民連携方式として、長期
契約で管理・更新を一体的にマネジメントする方式。 
 
【84】流域治水 
 激甚化・頻発化する豪雨災害に対応するため、
国、自治体、企業、住民など流域に関わるあらゆ
る立場の関係者の協働により取り組む治水のこと。
将来の気候変動を見据え、その実効性を担保する
ために2021年４月に施行されたのが、河川法、水
防法、都市計画法など９つの法律から成る「特定
都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律」
（流域治水関連法）である。下水道法関連では、
内水氾濫の防止のため、下水道事業計画への計画
降雨の位置づけ、民間の雨水貯留浸透施設の計画
に対する認定制度創設、樋門の操作規則の策定義
務化が明文化された。 
 
 
3. 衛生医療労働者の取り組み 
 
【85】医療ＤＸ 
 医療分野（病院・薬局・訪問看護ステーション
などの医療機関）におけるＤＸ（デジタルトラン
スフォーメーション）のことをさす。医療の現場
において、デジタル技術を活用することで、医療
の効率や質を向上させることを目的としている。
2024年度診療報酬改定にむけ、中央社会保険医療
協議会において議論が開催されている。 
 
【86】コ・メディカル 
 医師・歯科医師以外の医療に携わる職種の総称。
主なコ・メディカルは、看護師、保健師、助産師、
薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射
線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
栄養士、管理栄養士、救急救命士など。 
 
【87】正循環三交代制勤務 
 前の勤務開始から24時間以上経過後に次の勤務
が開始されるように組まれた三交代制勤務。 
 

（158）　用語解説
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4. 社会福祉労働者の取り組み 
 
【88】ＤＰＩ 
 Disabled Peoples’ Internationalの略称。1981年の
国際障害者年を機に、シンガポールで国際障害者
運動のネットワークとして結成された。現在
130ヵ国以上が加盟し、世界６ブロックに分かれ、
障害のある人の権利の保護と社会参加の機会平等
を目的に活動をしている国際ＮＧＯ。ＤＰＩ日本
会議は、1986年に設立され、障害者の権利獲得の
ための運動を行っている。2023年４月現在、身体
障害、知的障害、精神障害、難病等の障害種別を
超えた91団体が加盟している。 
 
 
5. 政府関係労働者の取り組み 
 
【89】エイジフリー社会実現 
 エイジフリーは、年齢基準をもとに、一律に活
動の選択肢を狭められている部分について、その
制約や障壁をなくすことであり、誰もが年齢に関
わりなく、個人の意思と能力に応じて社会の一員
として豊かで活き活きと社会生活を送ることので
きる社会の実現をめざすこと。 
 とりわけ、政労評ハローワーク委員会では、高
齢者が年齢で制限されることなく雇用継続が可能
となる社会の実現と、それに資する公共職業紹介
事業の確立をめざしている。 
 
【90】地方版ハローワーク 
 全国知事会が行政スリム化を理由に、「ハロー
ワークの地方移管」を主張してきたことに対し、
自治労は、連合とともに「無料職業紹介・雇用対
策・雇用保険を安定的・機動的かつ公平に実施す
るためには、国の指揮監督と責任により、全国
ネットワークで一体的に実施し、自治体との連携
を強化すべき」との立場で、取り組みを進めてき
た。 
 そうした中、一つの到達点として、2016年８月
から、都道府県知事と都道府県労働局長との間で
「雇用対策協定」を締結することにより、地域の
要請に応じた職業紹介事業を相互に連携して取り
組む「地方版ハローワーク」の仕組みに関わる改
正職業安定法が施行された。 

 「雇用対策協定」は、2023年４月現在で、268
自治体（47都道府県200市20町１村）との間で結
ばれており、新たな国と自治体の連携の仕組みと
して、地域の経済政策や女性活躍支援などと連携
した事業が取り組まれている。 
 
 
7. 国保連合会労働者の取り組み 
 
【91】データヘルス 
 健診やレセプトなどの健康医療情報は、2008年
の特定健診制度の導入やレセプトの電子化に伴い、
その電子的管理が進んでいる。これにより、従来
は困難だった電子的に保有された健康医療情報を
活用した分析が可能となった。データヘルスとは、
医療保険者がこうした分析を行った上で行う、加
入者の健康状態に即したより効果的・効率的な保
健事業をさす。 
 
【92】ガバメントクラウド 
 国のすべての行政機関（中央省庁・独立行政法
人など）や地方自治体が共同で行政システムをク
ラウドサービスとして利用できるようにした「Ｉ
Ｔ基盤」のこと。現在、行政機関や各自治体は独
自に業務システムを開発・運用している。そのた
めシステム要件やデータフォーマットがそれぞれ
で異なっている。この行政に関わる業務システム
をまとめて、ひとつのクラウド上の基盤に構築し、
共通化・標準化した上で監視運用できるようにし
たものが、「ガバメントクラウド」である。今後
の情報システムにおいて、政府はクラウドサービ
スを優先的に活用することを検討する方針（クラ
ウド・バイ・デフォルト原則）を決定しており、
すべての市町村が住民票や地方税など標準的な17
の業務システムをガバメントクラウドに移行する
としている。 
 
 
8. 公営競技労働者の取り組み 
 
【93】包括的民間委託 
 各公営競技法の改正により、2007年４月からす
べての公営競技場で発売・払戻業務、入場料の徴
収等について「私人への委託」が可能となったこ
とによって、法律で施行者自らが行わなければな
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を実践していくことをめざす。 
 
【79】ライフサポートセンター 
 連合・労福協・全労済・労働金庫などが設置し
た「くらしの向上」「助け合いの輪を広げる」た
めの活動を推進する地域拠点のこと。働く人のみ
ならず広く地域市民のために、労働、家庭、多重
債務や法律、住宅や教育、年金や相続などのさま
ざまな問題について、弁護士や税理士・社会保険
労務士・カウンセラー等と連携しながら、解決へ
の糸口を見つけ出すサポートを行っている。また
スポーツ、レクリエーション、セミナー、ボラン
ティア等への参加の呼びかけなど、「くらしの総
合サポートセンター」として社会貢献、地域貢献
の役割を果たすことをめざしている。 
 
第３章 各部門の運動目標  
1. 現業労働者の取り組み 
 
【80】職の確立 
 地域住民とのインターフェイスである現業職員
が、社会の変化や住民ニーズを的確に把握し、政
策実現することで地域の実情に合った地域公共
サービスを確立する取り組み。 
 
【81】新たな技能職 
 現場の知識・経験を活かした政策提言ができる
技能職。 
 
【82】災害時に現業職員が力を発揮するための５

つの提言 
 東日本大震災の教訓から、災害時に必要とされ
る能力を持っている現場職員が、どのような仕組
みを整えておけば、災害が発生した際に十分に能
力を発揮できるかを検討し、取りまとめたもの。
あわせてボランティアについても、さらにその力
を引き出すために自治体職員がどう関わるべきか
についても取りまとめ、2018年８月に自治労本部
現業評議会として提言した。 
 提言は作成時点での考え方を示したものであり、
具体化していくためには各自治体や現場に即して
詳細を検討していく必要がある。 
 

 
2. 公企労働者の取り組み 
 
【83】官民連携方式ウォーターＰＰＰ 
 公共施設等運営事業（コンセッション）に段階
的に移行するための、官民連携方式として、長期
契約で管理・更新を一体的にマネジメントする方式。 
 
【84】流域治水 
 激甚化・頻発化する豪雨災害に対応するため、
国、自治体、企業、住民など流域に関わるあらゆ
る立場の関係者の協働により取り組む治水のこと。
将来の気候変動を見据え、その実効性を担保する
ために2021年４月に施行されたのが、河川法、水
防法、都市計画法など９つの法律から成る「特定
都市河川浸水被害対策法の一部を改正する法律」
（流域治水関連法）である。下水道法関連では、
内水氾濫の防止のため、下水道事業計画への計画
降雨の位置づけ、民間の雨水貯留浸透施設の計画
に対する認定制度創設、樋門の操作規則の策定義
務化が明文化された。 
 
 
3. 衛生医療労働者の取り組み 
 
【85】医療ＤＸ 
 医療分野（病院・薬局・訪問看護ステーション
などの医療機関）におけるＤＸ（デジタルトラン
スフォーメーション）のことをさす。医療の現場
において、デジタル技術を活用することで、医療
の効率や質を向上させることを目的としている。
2024年度診療報酬改定にむけ、中央社会保険医療
協議会において議論が開催されている。 
 
【86】コ・メディカル 
 医師・歯科医師以外の医療に携わる職種の総称。
主なコ・メディカルは、看護師、保健師、助産師、
薬剤師、臨床検査技師、臨床工学技士、診療放射
線技師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、
栄養士、管理栄養士、救急救命士など。 
 
【87】正循環三交代制勤務 
 前の勤務開始から24時間以上経過後に次の勤務
が開始されるように組まれた三交代制勤務。 
 

用語解説　（159）
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らない業務を除くすべての業務を一括して、一つ
の民間会社に委託することが可能となった。受託
する一つの会社がすべての業務を行うことができ
ないことから、専門的な業務について再委託され
るが、施行自治体は再委託契約には一切関知しな
いことから、反社会的勢力の参入も危惧されてい
る。 
 
 
10. 公共交通労働者の取り組み 
 
【94】クロスセクター効果 
 地域公共交通（公共交通）の運行に対する自治
体負担（財政支出）と、公共交通を廃止した際に
追加的に必要となる行政分野別の代替費用のコス
ト比較を行い、それにより把握できる公共交通の
多面的な効果。この効果を算出することで、公共
交通への支援の意義を行政内で共有化でき、利用
者に使いやすい公共交通の実現が期待できる。な
お、この追加的な必要費用とは、例えばスクール
バスや病院送迎バスなどの施策に関わる費用であ
る。 
 
【95】ＬＲＴ 
 Light Rail Transitの略称。従来の路面電車から、
走行空間、車両等を向上させたもので、高い速達
性、定時性、輸送力等を持った、人や環境に優し
い都市公共交通システムのこと。 
 
 
11. 女性労働者の取り組み 
 
【96】女性差別撤廃条約 
 1979年に国連総会で採択された「男女平等の憲
法」ともいわれる国際条約。日本は男女雇用機会
均等法や国籍法改正、家庭科の男女共修など国内
法を整備し、1985年に批准した。基本的人権を理
念として、性による一切の差別を禁止し、子の養
育には男女と社会全体がともに責任を負うことや、
性別役割分業に基づいた制度・慣習の変革が必要
であることがうたわれている。条約は批准された
ものの、個人や集団が、国連の女性差別撤廃委員
会に対して女性差別の申し立てができる個人通報
制度を保障する「選択議定書」を日本はいまだ批
准していない。 

【97】リプロダクティブ・ヘルス/ライツ 
 国際レベルで提唱された「女性の基本的人権」
で、女性の大切な権利であるとともに健康問題で
あるリプロダクティブ・ヘルス（Reproductive 

Health）とリプロダクティブ・ライツ（Reproductive 

Rights）。性や子どもを産むことに関わるすべて
において、身体的にも精神的にも社会的にも本人
の意思が尊重され、自分らしく生きられるという
こと。つまり、自分の身体に関することを自分自
身で決められる権利のこと。女性が生殖能力を保
持し、産むか産まないか、何時産むか、何人産む
かを決める自由を持つこと（自己決定権）、そし
て、生殖可能な年齢だけでなく女性が一生にわ
たって人間として健康管理できることも意味して
いる。 
 女性活躍推進法が2022年４月に改正されたが、
女性の権利は蔑ろにされたままとなっている。 

（160）　用語解説
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